
平成１２年度

事 業報 書告

臼平成12年４月１曰

至平成13年３月31日

社団法人曰本病院会



平成12年度事業報告書

事業報告総括

第 1 会務報告

第 2 会員状況

第 3 会 議

第 4 委員会 ･部会

2

4

15

17

76

第 5 研 究 会 -･---･---------･･--･---･------･---･･----･-･- 212

第 6 セ ミナー --- - - ･----･-･･----･--･- -･-･------ --- - - ･-･--224

第 7 予防医学活動 ･--･-----･----･---･･･--･----･･--･---･･--･-- 233

第8 診療情報管理課程通信教育 ･---･--･･-･--･--･----･-----･-･---- 289

第 9 病院経営管理者養成課程通信教育 -･･--･---･･--.-------･-------- 292

第10 第50回日本病院学会 ･---･-･-- ･･------- --- ----･-- -----･･- - 295

第11 第41回日本人間 ドック学会 -･･-･---･ ･--- -----･.･-･ ･･-･-----･･- --･299

第12 第26回日本診療録管理学会 ･---･--･-･･-----------･-･-------- 306

第13 国際モダンホスピタルショウ2000 ---- ･-･- --- -･-･---･---･･-･-- ･- 311

第14 国際活動 ･･-- -･･--･･-･--･･- ･---･-･---･･---･- -･--- -･･--- -･317

第15 広 幸針･･･-･･･-･････････････････---･-･--････-･･-････････-･--･･･････････-･-･･････-･･320

第16 医療従事者無料職業紹介所 ---･･------･--･･------･-･---･--･-･331

第17 統計情報室 ･----･---･-･---･-･･--･･-･----･-･----･-･--･･-･･332

第18 病院幹部医会 -･-･･-- ---･･--･･-･-･---･･---･-･･-･･--･･-･--･-･- 333

第19 他団体との連絡協議及び連合-･ ･ - ･- --- ------･--･-----･---･･-･-･335

第20 日本病院会政治連盟 -･-----･---･-･----･---･･･-･-･-･---･---･353

第21 要望 ･提言 ･･---･---･----･---･----･-･･---･-･----･･-･･-- 355

役員 ･委員名簿

役員名簿 ･--･-･-- ･ ･ - -･-･--･-- ------- - --･･ ･---･- --･･---378

委員会委員名簿 ---一･-･---････-･---･･-･-･･----･･---------･･--389

研究会委員名簿 ---･-･-･--･---･-･･-･----･-･-･--･-------- 398

- 1-



平成１２年度事業報告（総括）

８月２４～２５Ｆ ]者5,200写

告病院院伝

のある侭の笙沽習慣病ﾇ寸粛０ 胡

ＩＥ７証［。で⑰間

字|王

文び手帳改定小委員会報告

－２－

項目 ページ 総括

第１会務報告
４～1４

報告事項の合計５１回
曰病行事・出来事１６回行政、国会関係４回
四病協・曰医等関連９回表彰、祝賀等４回
審議会、懇談会、聴取５回国際活動４回

要望、報告、提言等５回その他４回

第２会員状況
15～1６

13年３月末現在正会員2,754病院（対前年十56）
730,262床（＋8,914）

賛助会員509会員（－１）

第３会議
17～7５

総会２回225名出席常任理事会８回157名
代議員会２回８６名（次期)代議員会１回６８名
理事会４回173名（次期)理事会１回５３名
(常任理事会と合同開催）

第４委員会・部会
76～211

23委員会・部会（委員会18、部会１、特別委員会４）
開催回数９６回出席842名

第５研究会
212～223

8研究会開催13回（対前年 2）

参加者1,275施設(-172）1,821名(-28）

第６セミナー
224～232

６セミナー開催８回（対前年±０）

参加者888施設(-89）1,333名(-232）

第７予防医学活動
233～288

指定施設（1112末）
一泊ドック(短期）607病院(対前年十６）

受診者（11.1～1112）

226,231名(対前年-16,820）
一日ドック(総合健診）259施設(対前年＋20）1,327,486名(対前年十32,419）

第８診療情報管理課
程通信教育

289～291

入学生1,744名（第57期954名、第58期790名）（対前年十932）
卒業生492名（第52期200名、第53期292名）（対前年十73）
認定者総数診療録管理士2,232名（第１～43回生）

診療情報管理士2,429名（第44～53回生､特別補講937名含む）

計4,661名（対前年十492）

第９病院経営管理者

養成課程通信教

育292～294

入学生４２名（第23回生）（対前年十11）

卒業生２３名（第21回生）（対前年

認定者総数291名（対前年十23）

1）

第１０第50回日本病院

学会295～298

６月15～17日秋田市参加者延べ4,100名

学会長林雅人（平鹿総合病院院長）

テーマ「２１世紀の展望一病院像の曙光を探る」

学会長講演１、特別講演４，シンポジウム５，緊急報告１，－股演題425

第１１第４１回曰本人間

ドック学会

299～305

８月24～25日福井市参加者5,200名

学会長藤澤正情（福井県済生会病院院長）

テーマ「２１世紀の生活習慣病対策の変革一潤いのある健やかな人生をめざして」

学会長講演１，特別講演３，教育講演２，シンポジウム１，公開講演３

パネルディスカッション２，ランチョンセミナー４，人間ドック全国集計成

績１、判定ガイドライン及び手帳改定小委員会報告１，－股演題271



－３－

項目ページ 総括
ﾉ守り叶・

弟１２第26回日本診療

録管理学会

306～310

９月21～22日福岡市参加者1,098名

学会長熊澤淨一（前国立病院九州医療センター院長）

テーマ「世紀末の診療録管理から２１世紀の診療情報管理へ」

学会長講演１、シンポジウム４，パネルディスカッション１

ワークショップ１，一般演題4１

第１３国際モダンホス

ピタルショウ2000

311～316

７月12～14日 東京ビッグサイト（通算27回）

出展社307社(対前年十117）来場者58,900人(対前年十6,600）

特別企画展示「蘭学事はじめコーナー」曰蘭交流400周年記念事業

第１４国際活動

317～319

国際病院連盟理事会６月１日Ｐａｌｍa、１１月６日Bahrain

アジア病院連盟理事会５月８日香港、第50回日本病院学会の参加者

(香港１、台湾２、モンゴル２、フィリピン１、韓国１）

海外視察研究会１０月１曰～11日（11日間）参加者１７名

医学の歴史を巡る旅（第２回）－ギリシャ・エーゲ海一

第１５広報

320～330

日本病院会ニュース 第605号～625号（21回発行）

曰本病院会雑誌第47巻4号～48巻3号（12回発行）

ジャパン・ホスピタルズＮｏｌ９ＪＵＬＹ２０００（１回発行）

第１６医療従事者無料

職業紹介所３３１

求職１３件求人153件就職（医師）２件

第１７統計情報室

332

発行「平成12年度病院概況調査報告書」

各種情報収集

第１８病院幹部医会

333～334

幹事会５回セミナー３回．338名参加

第１９他団体との連絡

協議及び連合

335～352

四病院団体協議会（四病協）

設立７月28日構成（曰病、全曰病、医法協、曰精協）

総合部会開催９回出席150名

委員会（計８）２３回209名医療安全パネルディスカッション235名

活動（規制改革委員会公開討論、参院国民福祉委参考人、病院建物容積率

の緩和要望害等）

全国病院団体連合

常任幹事会１回９名出席

第２Ｏ日本病院会政治

連盟353～354

常任幹事会２回３３名曰病ニュース（政治連盟特集）１回

予算要望聴取２回自民党・曰医連盟関係会合４回

第２１要望・提言

355～375

総数５回

税制関係２回予算関係１回

診療報酬関係１回病院建築関係１回

役員・委員名簿

377～400

役員名簿委員会委員名簿研究会委員名簿



第１会務報告

平成12年診療報酬改定、３月３日の中医協答申を受け４月１曰から実施。改定幅は1.9％と現行の

４月’曰合理化で0.9％を捻出し２８％で重点配分。現行の入院環境料、看護料、入院時医学管理料
を整理統合、包括評価し「入院基本料｣として設定、また「診療録管理体制加算｣として一

定の施設基準を満たす病院に入院初曰１回に限り30点加算が実現した。

１５曰平成12年の桜を見る会が新宿御苑で開かれ高橋政頑元通信教育委員長が招待され出席した。

招待主催者の小渕総理が倒れ、５曰後継に就いた森首相が出席した。

１６日北海道・有珠山噴火（３月31曰）の現地視察のため中山会長が千歳空港に降りた。西村常

任理事の迎えを受け伊達日赤、伊達市役所の対策本部、壮瞥町の避難所を訪れ、曰鋼記念

病院の転院患者を慰問した。

２２日第９回（通算52回）診療情報管理通信教育認定式をダイヤモンドホテルで挙行した。木村

委員長挨拶、中山会長の認定証授与など行われ、今回の認定者は200人、通算2,137人（総

計4,369人）となった。

２７日平成12年春の園遊会に南理事が招待され、天皇・皇后両陛下により赤坂御苑で開催された。

２９日平成12年春の叙勲で当会推薦の廣田耕三理事が勲四等旭曰小綬章を受賞、７月22曰常任理

事会終了後に祝賀会を開催した。

５月11日政治連盟常任幹事会を開催、中山委員長が退き藤澤副委員長を後任に指名した。森内閣が

発足し、政権中枢とパイプの太い藤澤氏を適任としたもの。衆院解散・総選挙に向けて重

点候補支援などを決めた。

２７日昭和55年制定の「病院倫理綱領」について、時代の変遷と社会の変化に対応し見直す必要

があると常任理事会で提議され６月特別委員会を立ち上げることとした。会長・副会長ほ

かメンバーで委員長に星監事を委嘱した。

２７曰代議員会・総会を開き平成11年度事業報告および収支決算報告を承認した。１１年度に死去・

退任した理事６氏（諸橋、矢崎、北條、笠岡、中野、遠山）の補選が行われ、小堀､村上、

関口、阿曾、間部、柏戸各理事が選出された。また参与に曰医常任理事の星北斗氏を委嘱

した。終了後厚生省保険局尾嵜医療課長（当日、梅田企画官に交代）の講演「今回の医療

費改定と今後の医療保険行政」が行われた。

故小渕総理の内閣・自民党合同葬が日本武道館で行われ、中山会長が出席。

秋田で合同理事会が開かれ、退任した常任理事（矢崎、北條両氏）の後任に小堀、中西両

氏が推された。医療制度委員会の北條委員長は委員長として留任した。

６月８曰

１４日

－４－



商標登録している診療録管理士および診療情報管理士の商標権侵害問題が解決し、先方の

財団が陳謝、撤回してきた旨を木村委員長から理事会に報告がなされた。

第50回日本病院学会が林雅人学会長のもと秋田県民会館他で開かれた。「２１世紀の展望一

病院像の曙光を探る」をテーマに一般演題316題、学会長講演、特別講演４題、シンポジ

ウム５題等と要望演題、ポスターセッションを合わせ総数425題、参加者は延べ4,100人で

あった。

平成13年度税制改正要望について国税11項目、地方税７項目をまとめ、厚生省に提出した。

消費税の損税解消、医療法人の法人税率引下げ・非課税、事業税の非課税・特例存続、固

定資産税の非課税適用などである。

１４日

１５日

～17日

23日

７月４曰厚生省・災害医療体制のあり方に関する検討会の初会合が開かれ±屋常任理事が出席した。

阪神・淡路大震災の教訓を生かしハード面の施策を講じてきたが、ソフト面の整備を再検

討する目的の検討会で年度内に報告書をまとめる予定。

６日平成12年度病院長・幹部職員セミナーが京都で武田隆男副会長担当のもと開催、316人が

～７曰参加した。特別講演に厚生省講師と病院管理者をあて、シンポジウムは藤澤副会長が２題
を受け持ってリスクマネジメントなどを取り上げた。

１２曰国際モダンホスピタルショウ2000が東京ビッグサイト・西展示棟で開かれ、３曰間58,900

～'4日人の来場者を集めた（昨年より6,600人増)。外国から18カ国･地域79社を含む307社が出展、
6,000㎡の展示面積であった。今回、オランダ大使館の曰蘭交流400年記念事業の認定を受

け、特別企画「蘭学事はじめコーナー」を設けた。併設カンファレンス・セミナー等に延

べ4,100人が参加した。

１６曰曰医主催「患者の安全に関するセミナー」の参加要請を受け東京、千葉、神奈川、栃木の

各支部・関係機関から47人が出席した。第２回セミナー（９月２曰）には42人が参加した。

両回とも米国における安全対策が主テーマとなった。

２２日医療制度委員会（北條委員長）が「２１世紀の国民医療と病院」の報告書をまとめ会長に提

出した。２１世紀の国民医療のあり方と病院の果たすべき役割、スタンスを示す目的で各委

員が分担執筆し、中山会長、社会保険老人保健委員会の応援も求めた。

２８日日病、全日病、医法協、曰精協の各団体会長・副会長が曰医会館に集まり、大同団結して

病院共通の問題の協議の場を設けることで合意した。かっての四病団が平成５年に分裂し

て以来７年余ぶり復活する形で、名称は四病院団体協議会（略称・四病協）とし、運営要

綱も定めた。

８月24日第41回日本人間ドック学会が藤澤正清学会長のもと福井市・フェニックスプラザで開かれ、

－５－



5,200人の多数が参加、一般演題は271題と過去最多であった。「２１世紀の生活習`慣病対策

の変革一潤いのある健やかな人生をめざして」をテーマに学会長講演、特別講演３題、教

育講演２題、シンポジウム１題、パネルディスカッション２題、公開講演３題等が組まれ、

寛仁親王殿下の「がんを語る」の特別講演も行われた。

９月１曰昭和58年作成の「勤務医師マニュアル」について、環境の変化に応じて全面改訂し、「勤

務医師のために」と改題して発刊した。医療制度委員会ワーキング委員会の手によるもの

でＡ５判50ページ、定価800円の共済会扱いとした。

１曰曰医・消費者契約法の施行に関する懇話会が病院団体等に呼びかけ開かれ、北條委員長が

出席した。平成13年４月施行の「消費者契約法」に対する事前検討会で、医療においては

入院時の患者負担の料金体系の説明などが想定されている。

２１曰第26回日本診療録管理学会が熊澤淨一学会長（前国立病院九州医療センター院長）ものと

～22日福岡市のアクロス福岡で開かれた。「世紀末の診療録管理から2,世紀の診療情報管理へ」
をメインテーマに一般演題41題、学会長講演、パネルディスカッション１題、シンポジウ

ム４題、ワークショップ１題などが行われた。参加者は1,098人。

２７日四病協総合部会が開かれ、委員会として①医療制度委員会②医療保険・診療報酬委員会③

医業経営・税制委員会④医療従事者対策委員会⑤介護保険委員会⑥医療安全対策委員会を

設けることを決めた。各委員会とも１団体３人の委員を出し、委員長を各団体で分担する

こととして、具体的活動に入る。

２８日第33回台湾病院協会年次総会が台北ベテラン総合病院を会場に開かれ、奈良副会長が出席
～29日

し開会式で挨拶を行った。

３０曰病院経営管理者通信教育の第２回（通算21回）認定式がダイヤモンドホテルで開かれ、木

村委員長、中山会長ほか関係者が出席した。今回認定は23人、累計291人。認定者を代表

し小千谷総合病院の目崎徳一氏が答辞をよんだ。終了後に懇親会。

10月１日「医学の歴史を巡る旅～ギリシャ・エーゲ海～」１１日間に18人が参加、藤澤正情団長、星
～１１曰

和夫コーディネーターにより、コス島･アスクレピオス神殿跡におけるヒポクラテスの誓

いの儀式など折りまぜ企画した。平成13年１月12～14曰には日本版「近代医学のルーツを

探る京都の旅」を企画、実施した。

１７日医療関連サービス振興会の第10回海外調査視察団長として西村常任理事が依頼され、派遣
～26曰

した。今回は米国の外来・在宅医療を中心に関連サービスの現状視察を行ったもので、関

連業界20人が参加した。

２０曰総務庁･規制改革委員会の公開討論（第３回・医療）として、「優れた医療を提供する者が
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報われる医療システムの在り方について」－患者の立場に立った競争政策とは－が行われ、

四病協代表で中山会長と西沢全曰病副会長が出席した。ほかに曰医、有識者、委員会とい

うメンバー。

23日「診療ガイドライン評価センター（仮称）設立に向けての準備委員会」の初会合が行われ、

山本修三理事が曰精協高橋常務理事とともに四病協代表で出席した。ＥＢＭ（根拠に基づ

く医療）にそった公正かつ適正な診療ガイドラインの開発、評価、普及について、国でな

く曰医主導でセンターを作ろうと病院団体、学会等に呼びかけたもの。

11月３曰平成12年秋の叙勲が発令され、当会推薦の福田浩三常任理事が勲四等瑞宝章を受賞した。

１２月16日の常任理事会終了後祝賀会を開催した。

１０日平成13年度予算・税制改正ヒアリングが自民党本部で開かれ池澤常任理事が出席した。予

算はＩＴ関連、療養環境の整備など、税制は消費税問題、法人税率などについて改善を要

望した。さらに11月15曰民主党、１１月17曰公明党とヒアリングが開かれ、池澤常任理事が

説明した。

１１日曰本医療法人協会（豊田会長）の「第15回全国医療法人経営セミナー」が新潟市で開かれ、

前夜祭とも中山会長が出席した。

１６曰国際病院連盟クロル会長が曰蘭友好400周年記念事業として大阪で講演、これに合わせ大

道・武田両副会長、秋山国際委員長と懇談の場をもった。

２２日平成12年度補正予算が国会成立、かねて政治連盟が要望していた情報技術（ＩＴ）関連で、

オーダリング等院内情報システムの整備促進に対し60億円が措置された。光補助で事業規

模は120億円、民間対象で機種の更新も対象となった。

２５日診療情報管理通信教育の第53回（第10回）認定式がダイヤモンドホテルで行われ山本副委

員長、中山会長らが出席、認定証を授与した。今回認定は292人、延べ2,429人（4,661人）

となった。

12月１日任期満了に伴う役員改選の選挙告示を行った。来年３月24曰の選挙期曰に向け、代議員の

選出、理事・監事・代議員会議長・副議長の選出および会長・副会長・常任理事選出につ

いて告示したものである。

１５曰厚生省「民間病院等における診断群分類を活用した調査」の参加に関する打合わせ会を曰

病、全日病、医法協および全自病協の四団体で開催した。試行診断群分類の見直しに関し、

試行（ＰＰＳ）に参加するのではなく、調査（ＤＲＧ）に参加、協力する方向で一致した。

１月26日第２回会合で、各団体から計55病院の参加を報告、四団体のプロジェクトチーム

が発足し、曰病山本理事が委員長に指名された。

－７－



医療事故対策委員会（川崎委員長）が「医療事故対策に関する活動状況調査」の会員アン

ケート結果を報告した。608病院の集計により、医療事故対策に対する取組みと事故報告

書（アクシデント＜事故＞とインシデント＜ニアミス、ヒヤリ・ハット＞レポート）の件

数、原因などを分析、元原副委員長が説明した。

医療審議会総会が開かれ、改正医療法（11月30日成立）に係る政省令、告示案を了承、答

申した。第四次改正として一般病床の看護職員配置３対１，病室床面積6.4㎡以上等と経

過措置が盛り込まれた。総合病院等の精神病床については一般病床の基準に準じることと

なった。その他広告事項の追加などが盛られ、３月１日施行。奈良副会長が参画。

１６日

26曰

平成13年中央省庁再編スタート、１府22省庁から１府12省庁になり、厚生省は労働省と統合して厚

１月６曰生労働省となる。坂口厚労相の下に副大臣、政務官各２氏がつき政治主導をめざす。
１８日全曰本病院協会（佐々会長）の創立40周年記念祝賀会がホテルオークラで開かれ、中山会

長出席。

２０曰諸橋芳夫先生を偲ぶ会が旭中央病院（村上信乃院長）大講堂で職員主体の１周忌として開

かれ、中山会長ほか出席。

２３日ホスピタルショウ2001開催説明会・新春講演会が東条インペリアルパレスで開かれ、ホス

ピタルショウ委員会三宅委員長の後任里村洋一氏が挨拶を行った。講演会は全社連谷修一

副理事長の「今後の医療の方向と課題｣。

２５日平成12年度診療情報提供環境整備事業の実施主体である曰本診療録管理学会と医療研修推
～27日

進財団が、合同で診療記録の在り方を主に研修事業を実施した。厚生省の補助事業として

予算措置のついた診療録管理従事者と臨床研修病院の指導医に対する研修で、通信衛星を

使い全国８会場で実施し、受講者は計304人であった。

合同理事会の終了後、帝京大学医学部附属溝口病院副院長・大村昭人氏により「アメリカ

の管理医療の現状と日本の方向」の特別講演をきいた。管理医療（マネジド・ケア）につ

いて、その全貌と最新情報であった。

四病協総合部会で「構造設備基準の変更に伴う病院の建替え等について」要望提出するこ

とになった。第四次医療法改正による病院の設備構造基準の変更があり、病床削減となら

ないよう病院建築の容積率緩和などを関係方面に求めていく。

２月24曰

27日

四病協主催の医療安全パネルディスカッションを東医健保会館で開催、「医療の安全と組

織管理・質向上の努力」をテーマに各分野の講師を集めた。167施設235人参加。

厚労省「病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会」の初会合が行われ、奈良副

３月２日

１２曰
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会長が出席した。平成10年に見直しがあり、今年末再見直しを行うための検討会である。

代議員会・総会がダイヤモンドホテルで開かれ平成13年度事業計画・予算案を承認した。

引続き（新）代議員会、（新）理事会が行われ、任期満了に伴う役員改選が行われて中山

24曰

耕作会長が再選された。大道、藤澤、奈良、武田各副会長も重任となった。
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庶務・人事

1．常任理事

（就任）

小堀鴎一郎

中西昌美

（退任）

矢崎義雄

北條慶一

国立国際医療センター院長

市立札幌病院院長

12年６月14曰

〃

国立国際医療センター院長

公立昭和病院院長

12年３月31日院長退任

〃 ″

2．理事

（就任）

小堀鴎一郎

村上信乃

関口令安

阿曾佳郎

間部英雄

柏戸正英

（退任）

笠岡千孝

中野哲

遠山正道

小堀鴎一郎

中西昌美

佐々木俊夫

川崎勝也

国立国際医療センター院長

国保旭中央病院院長

東京都立豊島病院院長

藤枝市立総合病院院長

岐阜県立多治見病院院長

柏戸病院院長

12年４月１日

〃

〃

〃

″

″

藤沢市民病院院長

大垣市民病院院長

佐倉厚生園園長

国立国際医療センター院長

市立札幌病院院長

佐々木外科病院院長

済生会唐津病院院長

12年３月31曰院長退任

〃 ″

″ 辞任

12年６月13曰常任理事就任

〃 ″

７月７曰死去

13年３月13曰〃

3．参与

（就任）

星北斗 曰本医師会常任理事 12年５月27日
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4．委員長

（退任）

木村明 通信教育委員会委員長 12年12月20日死去

5．代議員

（就任）

田中猛夫

倉澤卓也

広瀬周平

山本好信

志村早苗

（退任）

津田昇志

赤坂裕三

佐々木澄治

山田和毅

高橋寛

高木忠一郎

福井赤十字病院・福井

国立療養所南京都病院・京都

岡山済生会総合病院・岡山

和歌浦中央病院・和歌山

光ケ丘スペルマン病院・宮城

12年４月ｌ曰

″

″

６月10曰

７月16曰

12年３月31日

〃

″

５月31日

７月15曰

１１月７曰

院長退任

″

″

退会

院長退任

死去

福井県立病院・福井

京都府立与謝の海病院・京都

国立岡山病院・岡山

山田内科外科病院・和歌山

光ケ丘スペルマン病院・宮城

十善会病院・長崎

6．支部長

（就任）

茨城県支部

山口県支部

群馬県支部

（退任）

茨城県支部

山口県支部

群馬県支部

真田

水田

塩崎

土浦協同病院

小野田赤十字病院

前橋赤十字病院

12年６月１日

１２月12日

13年２月１曰

弘
司
郎

勝
英
秀

小泉澄彦

佐々木俊夫

野上保治

茨城県立中央病院

佐々木外科病院

12年５月31日

１２月７日

13年１月31日社会保険群馬中央総合病院

7．事務局

（採用）

山口和英

高瀬敦俊

12年４月１曰

″

事務局長

経営課
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波賀恵子総務課

(退職）

古畑巧学術課、嘱託

12年４月１日

13年３月31日

４月29曰）

(役員及び会員病院・委員現職者、厚生省関係のみ）

8．平成12年春の叙勲・褒章受章者（発令曰。

力勵ず

伊東ﾎﾟロ
と

人〔動三等旭日中綬章〕 元国立千葉病院長

元日病代議員

元宮崎県立延岡病院長

元日病代議員

諏訪赤十字病院名誉院長

曰病代議員会議長

熊本リハビリテーション病院理事

曰病理事

浜之宮病院長

元済生会滋賀県病院長

元曰病代議員

戸田中央総合病院理事長

元鳥取県済生会境港総合病院長

元日病代議員

元済生会新潟第二病院長

元日病代議員

元病院管理研究所経営管理部長

曰病通信教育講師

大阪警察病院看護部長

名古屋披済会病院看護部長

湘南第一病院長

千葉７５

神一口向

み

見〔動三等瑞宝章〕 宮崎７１永田

彗盲正

〔勲四等旭曰小綬章〕 島田 長野７０

〔 〕 廣田耕 熊本７０″

みのる

1甫實

嶋重雄

Ｌ
Ｌ

Ｊ
Ｊ

杉
中

和歌山７０

滋賀７３

〃
〃

〔〃〕

〔勲四等瑞宝章〕

村隆俊

宮緑

中
岩

埼玉７２

鳥取７５

〔 〕 後藤司郎 新潟７１〃

さと

針谷達
し

志〔 〕 東京７０″

と
十
夏
渡

がわ

)Ⅱ

目

邊

〔勲六等宝冠章〕

〔〃〕

〔藍綬褒章〕

和
正
史

子
代
朗

大阪６０

愛知６７

神奈川６１

9．平成12年秋の叙勲・褒章受章者（発令曰。１１月３曰）

（役員及び会員病院現職者）

元富士市立中央病院長静岡７２

元代議員

元刈谷総合病院長愛知７７

元代議員

名古屋披済会病院長愛知７４

元京都第一赤十字病院長京都７６

元理事

〔動三等瑞宝章〕荻原正雄

ぞう

蔵
ひこ

〕小谷彦〔 ″

さか

坂

橋本

に
し

Ｊ
１

’一

ｲ丁

雄
勇

〃
〃
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つとむ

孜〔動三等瑞宝章〕肥田木 元大分県立病院長

元理事

慈圭病院長

済生会山口総合病院長

元総合上飯田第一病院長

常任理事

元大洗海岸病院長

元代議員

元沖縄赤十字病院長

代議員

関口整形外科病院長

千代田病院理事長

代議員

川崎社会保険病院総看護婦長

埼玉社会保険病院総看護婦長

国立国際医療センター総長

元常任理事

大分７０

娠
英
英
浩

正
彦
雄

〔〃〕

〔勲四等旭曰小綬章〕

〔勲四等瑞宝章〕

藤田

藤井

福田

２
１
２

７
７
７

山
口
知

岡
山
愛

〔 〕會澤孝 茨城７７″

みのる

實〔 〕比嘉 沖縄７０ﾉノ

〔勲五等双光旭曰章〕

〔〃〕

群馬７３

宮崎７３

関口
ちよたんだ

千代反田

隆
泉

〔勲六等宝冠章〕

〔〃〕

〔紫綬褒章〕

神奈川６１

埼玉６０

東京６２
藤
田
崎

内
平
矢

加津子

久子

義雄

10．感謝状

利明㈱アスオ代表取締役社長・大阪市

（平成９年度から34件の賛助会員（Ａ）を入会勧誘した「組織拡大貢献」として）

南
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役員所掌分担の￣覧平成12年４月~1城13年3月
Ｅ門生=

ヨ本灰療機能評価機構・医療研修推進財団・医療機黙

本灰療保険事務協会・日露医学医療交流財団・国際医療技術交流け

Zn・日本災害医療支援機種・日本 髪相ケア研究振興財団

再理事、日本l欠率情調 '1.1愚トレ議目

弧｜医療群済研努機櫨理皇羽する委員会

iJIll（岳人組織、５０周年事業（長

丙院縫宮に関する語言白金

攻育、医療事故対策、救急医療Ｉ ＵＬＵ

罰施設一政治運顎（長）、四ﾘ丙協総合＝今病団連（常侶

医療審議会、病院薬剤師の人員配置基準検：羽する歪§白金

天療俶1度、社保老健、医療経済税H；11、統計情報、介護保険、｜日本救急医療財団理事

二局≦：

隆男｜通信教育、国際、感染

I耐略r＋

常任理事

△1病協歪團員｜曰刀

欠療関連サービス振興会・評価認定制l磨委昌今冒護教育施設召Ｉ会、四ｦ丙協歪専属

攻育委員会、広報委員会（副)、四病協委員 引医・医擢悪圧今対蓋委昌

プコ士ユユム'半?≦』

H機昨弓樋概研修姿目一次療贋 猫興今Ｗ諸口今巨

害医療体制あり万検討会、医療漢 貝問題検：
in【急医療防災対策委壜員会、予防医学委員会

辰興会理事、日本消防検定

寮報酬検討委員会

丙院歪§（国Ｉ)、四病協歪与員｜日医・ﾘ丙院委員会

振興会・評価認定綱l應季昌今部今矢

師|旧－．．Hllm

従ｌＩｇ－－

豆委員会（副)、四病協委員

引本Ｂ

町センター蔭炭間病院診断群分燕

送療機能評価機構・長期療養機能検：

El医・医療経済経営検討委員全

監事、参与他〕

－１４－

審議会、委員会等（厚生省他）

日本灰療機能評価機構・医療研修推進財団・医療機器センター・日

本医療保険事務協会・日露医学医療交流財団・国際医療技術交流財

団・日本災害医療支援機構・日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団

各理事、日本医薬情報センター・防災情報機構評議員、日灰税制委

医療経済研究機構理事

日本医療機能評価機構・改定部会

医療審議会、病院薬剤師の人員配置基準検討会

日本救急医療財団理事

日本医療機能評価機構評議員、同企画運営委員会

日本経営協会評議員

医療情報システム開発センター評議員

日本メディカル給食協会・評価認定委員会

医療関連サービス振興会・評価認定制度委員会

日医・医療安全対策委員会

内科系学会社会保険連合、メディカル給食協会･評価認定委員会

内科系学会社会保険連合

医療機能評価機構研修委員会、医療関連サービス振興会評議員委員

災害医療体制あり方検討会、医療関連サービス基本問題検討会、

同振興会理事、日本消防検定協会・消火栓等操作性評価委員会

日医・社会保険診療報酬検討委員会

日医・病院委員会

医療関連サービス振興会・評価認定制度委員会部会

日本医業経営コンサルタント協会理事

診療ガイドライン評価センター、 民間病院診断群分類ﾌﾟロジェクト

医療機能評価機構・長期療養機能検討会

日医・医療経済経営検討委員会

役職氏名 所掌委員会・部会等（曰病関係）

〔会長〕

中山耕作

〔副会長〕

大道事

藤澤正漬

奈良昌治

武田隆男

総括

四病協総合部会、全病団述代表幹事、ＡＨＦ理事

＜情報発信・総務企画に関する委員会＞学術、広報

総務（長)、倫理（長)、組織、５０周年事業（長)、総務・会

計担当、四病協総合、政治連盟（副)o、全病団速（常任）

＜病院経営に関する委員会＞

教育、医療事故対策、救急医療防災対策、中小病院、看護教

育施設、政治連盟（長）、 四病協総合、全病団連（常任）

＜政策策定に関する委員会＞

医療制度、社保老健、医療経済税制、統計情報、介護保険、

医療保険対策特別、四病協総合、政治連盟（副)、全病団連

(常任)、予防医学 (長)、日本人間ドック学会理事長

＜事業展開に関する委員会＞

通信教育、国際、感染症対策(長)、ホスピタルショウ、病院

幹部医会、四病協総合、政治連盟（副)、全病団連（常任）

〔常任理事〕

中西昌美

西村昭男

林雅人

大井利夫

川城丈夫

小堀陽一郎

三浦恭定

秋山洋

池澤康郎

土屋章

栗山康介

福田浩三

武田惇

中後勝

ﾌ厄 原利武

瀬戸山

井手

元一

道雄

福井順

大山朝弘

社保老健委（副)、組織委（副)、国際委（副)、四病協委員

看護教育施設部会、四病協委員

教育委員会、広報委員会（副)、四病協委員

救急医療防災対策委員会（副）

学術委員会（副)、四病協委員

感染症対策委員会（副）

国際委員会、ＩＨＦ理事、ＡＨＦ理事

医療経済・税制委員会、四病協委員

救急医療防災対策委員会、予防医学委員会（副）

社会保険・老人保健委員会、四病協委員

医療経済税制委員会（副)、中小病院委（副)、四病協委員

統計情報委員会、四病協委員

医療事故対策委員会（副）

医療保険制度対策特別研 (副)、 教育委員会（副）

看護教育施設部会（副)、四病協委員

医療制度委員会（副）

介護保険制度委員会（副)、四病協委員

〔理事〕

織本正慶

廣田耕三

山本修三

岸口繁

)|｜合弘毅

)|｜崎勝也

石井暎禧

中小病院委員会、政治連盟会計責任者

広報委員会

医療保険制度対策特別研究会、通信教育委(副)、四病協委員

組織委員会

介護保険制度委員会、四病協委員

医療事故対策委員会

〔監事、参与他〕

星和夫

梶原優

牧野永城

木村明

北條慶一

三宅浩之

里村洋一

岡島光治

石井孝宜

加藤正弘

学術委員会、病院倫理綱領見直し特別委員会

四病協委員、政治連盟監事、全病団連監事

ＡＨＦ理事

通信教育委員会、日本診療録管理学会理事長（～12月）

医療制度委員会、四病協委員

ホスピタルショウ委員会、統計情報委員会（副）

ホスピタルショウ委員会（１月～）

日本診療録管理学会理事長代行

四病協委員

政治連盟監事



第２会員の状況

日本病院会の会員数は、平成12年度

１年間で、新規に入会した会員が101

病院、一方、閉院等で退会した会員が

45病院、差し引き56病院の増となり、

平成13年３月末で2,754病院である。

2,754会員の病床数は730,262床で、公

的が985病院・370,558床、私的が1,769

病院・359,704床であり、公的と私的

の比率は病院数で36対64、病床数で５１

対49となっている。病床種別では一般

が2,639病院・645,969床、精神は80％

以上精神病床を含めると１０９病院・

58,975床となる。病床規模別では50床

以上400床未満の病院の占める率が高

く、200床未満と200床以上に分けると

約48％対52％になる。

なお、全国の病院数（平成12年12月

現在、9,254病院・1,645,676床）と比

較すると、日本病院会の組織率は病院

数において30％、病床数では44％であ

る。一般病床（全国1,264,083床）に

ついては51％の組織率となる。

1．開設者別会員数 (１３．３．３１）

－１５－

開設者別 病院数 病床数

総数
2,754

100.0％
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100.0％
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3．病床種別会員数都道府県別会員数

（１３．３．３１）

２．

(１３．３．３１）

総数２７５４

６４５９６９

３９３７

4．病床規模別会員数

(１２．３．３１）

河原猫

総数 )２６２100.0％

5．賛助会員

－１６－

病床種別
会員

病院数内訳 病床数

総数 2,754 730,262

般 2,639 645,969
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109精神病床100％８１

同８０％以上２８
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第３ 会 議

総会

第１回総会

平成12年５月27曰（士）ダイヤモンドホテル

１．平成11年度事業報告の承認に関する件

原案どおり承認

２．平成11年度収支決算の承認に関する件

出席者90名

原案どおり承認

(一般会計）

収入の部

１．会費収入

２．事業収入

３．賛助会員会費並に寄付金

(単位：円）

１．会費収入

２．事業収入

３．賛助会員会費並に寄付

４．雑収入

５．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

１．事業費

２．負担金

３．会議費

４．事務諸費

５．他会計へ繰入金支出

６．予備費

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

(特別会計）

Ａ、基本財産

収入の部

１．雑収入

298,097,273

230,666,220

35,591,470

11,055,346

0

575,410,309

150,197,776

725,608,085

293,839,617

1,684,800

27,268,294

181,141,670

27,000000

0

530,934,381

44,475,928

194,673,704

831,258

－１７－



２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｂ・退職手当積立金

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｃ・ＩＨＦ国際交流基金

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

１．事業費

２．負担金

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

０

831,258

188,267,890

189,099,148

０

831,258

189,099,148

194,729

8,000,000

8,194,729

49,117,804

57,312,533

０

8,194,729

57,312,533

931,104

4,000,000

4,931,104

147,964,495

152,895,599

３，２１４，６１４

1,759,608

4,974,222

△43,118

147,921,377

－１８－



D・創立50周年事業

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

１．事業諸費

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

2,097

15,000,000

15,002,097

０

15,002,097

234,910

234,910

14,767,187

14,767,187

※特別講演

「今回の医療費改定と今後の医療保険行政」

厚生省保険局医療課企画官 梅田 勝

第２回総会

平成13年３月24曰（±）ダイヤモンドホテル出席者135名

1．平成13年度事業計画（案）の承認に関する件

原案どおり承認

２．平成13年度収支予算（案）の承認に関する件

原案どおり承認

（一般会計）（単位：円）

収入の部

１．会費収入297,336,000

２．事業収入253,350,000

３．賛助会員会費並に寄付金33,455,000

４．雑収入12,522,000

５．他会計より繰入金収入０

当期収入合計596,693,000

前期繰越収支差額134,075,000

収入合計730,768,000
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支出の部

１．事業費

２．負担金

３．会議費

４．事務諸贄

５．他会計へ繰入金支出

６．予備費

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

（特別会計）

Ａ・基本財産

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収入差額

収入合計

支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｂ・退職手当積立金

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収入差額

収入合計

支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

407,844,000

2,500,000

39,323,000

252,686,000

24,000,000

2,000,000

728,353,000

△131,660,000

2,415,000

1,070,000

0

1,070,000

190,094,000

191,164,000

０

1,070,000

191,164,000

210,000

6,000,000

6,210,000

56,794,000

63,004,000

０

6,210,000

63,004,000
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Ｃ・ＩＨＦ国際交流基金

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収入差額

収入合計

支出の部

１．事業費

２．負担金

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｄ、創立50周年記念事業

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収入差額

収入合計

支出の部

１．事務諸贄

２．他会計へ繰入金支出

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

300,000

3,000,000

3,300,000

147,102,000

150,402,000

4,850,000

2,029,000

6,879,000

△3,579,000

143,523,000

530,000

15,000,000

15,530,000

15,125,000

30,655,000

26,000,000

4,655,000

30,655,000

△15,125,000

０
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代議員会
｢

第１回代議員会

平成12年５月27曰（士）ダイヤモンドホテル出席者36名

1．平成11年度事業報告の承認に関する件

原案どおり承認

2．平成11年度決算報告の承認に関する件

原案通り承認

3．理事の補選に関する件

理事退任に伴う後任理事６名の選出を承認（任期は４月１曰から１年間）

(理事）

小堀

村上

関口

阿曽

間部

柏戸

(東京都・国立国際医療センター・国）

(千葉県・国保旭中央病院・自治体）

(東京都・都立豊島病院・自治体）

(静岡県・藤枝市立総合病院・自治体）

(岐阜県・岐阜県立多治見病院・自治体）

(千葉県・柏戸病院・医療法人）

鴎一郎

信乃

令安

佳郎

英雄

正英

4．参与の委嘱に関する件

星北斗（曰本医師会常任理事）

第２回代議員会

平成13年３月24日（士）ダイヤモンドホテル出席者50名

1．平成13年度事業計画（案）の承認に関する件

原案どおり承認

2．平成13年度収支計画（案）の承認に関する件

原案どおり承認
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新代議員による代議員会

平成13年３月24日（土）ダイヤモンドホテル出席者68名

１．代議員会議長選出の件

加藤正弘（東京都・江戸川病院長）氏を選出

2．代議員会副議長選出の件

赤沼克也（福島県・白河厚生総合病院長）氏を選出

3．理事選出の件

理事立候補者66名（定数）の選出を承認

4．監事選出の件

星和夫（東京都・青梅市立総合病院長）

梶原優（千葉県・板倉病院理事長）両氏を再選

事会

第１回理事会

平成12年４月22日（土）曰病会議室出席者45名

理

1．会員の入退会について

正会員の入会５件、退会１件、退会慰留１件、

会員2702会員、賛助会員507会員となった。

賛助会員の退会３件について承認。計、正

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①幹部医セミナー共催の依頼

②評議員就任の依頼

③第５２回保健文化賞の推薦について

④第２２回ＭＥ技術講習会協賛名義借用

依頼元：財団法人曰本医薬情報センター

依頼元：財団法人日本建築防災協会

依頼元：第一生命保険相互会社

依頼元：（社）曰本エム・イー学会

：（財）医療機器センター

依頼元：（財）ヒートポンプ・蓄熱センター⑤「蓄熱月間」に対する協賛の依頼

②については中山会長が就任、その他は承認。

－２３－



３．５月代議員会・総会の議案について

①平成11年度事業報告に関する件（中山会長）

②平成'１年度収支決算報告（案）及び監査報告に関する件（大道副会長、星監事）

③理事の退任と補選に関する件（中山会長）

④特別講演について（中山会長）

（特別講演「今回の医療費改定と今後の医療保険行政」厚生省保険局・尾嵜新平医療課

長）

①全312ページの報告書を承認、②一般会計の当期収支、約４千470万円の黒字、次期繰越

約１億９千460万円の報告を承認（①、②に関しては総会案内とともに近日中に送付)、③諸

橋、矢崎、北條、笠岡、中野、遠山、の５名の理事の退任を受け、５月27曰の代議員会に補

選、を承認、④総会開催時の特別講演を尾嵜新平厚生省保険局医療課長の「今回の医療費改

定と今後の医療保険行政」に決定

4．日本病院会就業規則の改正（育児・介護休業規定の追加）

大道副会長より就業規則の改定（育児・介護の休業規定）について提案があり、原案どお

り承認。

5．その他

曰本医師会から星北斗（曰本医師会常任理事）先生を曰病の参与として参画させ、曰病と

曰医のパイプ役としたい旨の依頼があり、協議の結果、医療制度委員会、医療経済（税制）

委員会、社会保険・老人保健委員会の委員として参画してもらい、５月の代議員会で参与と

して委嘱することを承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について（各委員長）

感染症対策委員会一日本医療機能評価機構のサーベイに、感染症関係の項目を入れてもら

いに専門委員派遣することについて、今後曰本医療機能評価機構に要望をしていくことになっ

た。

通信教育委員会一診療情報管理課程の合否判定の結果、診療情報管理士認定授与式（４／

２２）のスケジュール、診療情報管理士課程のカリキュラム検討結果について報告。

中小病院委員会一第50回日本病院学会のシンポジウム打合せの報告。

統計情報委員会一平成12年度診療報酬改定影響率調査の調査用紙、調査日程、解析ワーキ
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ング委員の選出、第50回日本病院学会における緊急調査結果報告ワークショップの概要など

を報告。

医療経済（税制）委員会一平成10年度の病院経営分析報告書について、今回の医療費改定

で新設された紹介外来特別加算の条件である入院対外来比率1.5以内は43病院、有効回答の7.

3％であった、消費税の損税についての調査を、曰医を含む他の医療団体・病院団体とも合

同で調査、要望活動をして行きたいと報告

組織委員会-3000会員目標を掲げ、昨年度２回であった会員増強を今年度は４回行いたい

と報告。

学術委員会－６、７月号の内容報告と鎗夏随筆の執筆願いがあった。

ホスピタルショウ委員会一国際モダンホスピタルショウ2000の概要報告と、次期ショウの

ネーミング変更の報告。

2．第50回日本病院学会案内・プログラム

林雅人学会長より、第50回日本病院学会のプログラム説明があり、了承された。

3．日本医師会坪井会長の当然祝賀会の出席報告について

４月１曰に坪井曰医会長再選のお祝いがあり、大道、奈良両副会長が出席、その際、星北

斗（曰医常任理事）の曰本病院会参与への参画が依頼された、と報告。

4．平成12年春の園遊会並びに桜を見る会の招待について

「園遊会」に南溢理事夫婦、「桜を見る会」に高橋政旗元通信教育委員長が招待された旨、

報告された。

5．事務局の人事異動について

山ロ和英新事務局長と、高瀬敦俊、波賀恵子両新事務局員の紹介及び事務局人事異動が報

告された。

6．有珠山噴火の被害報告について

有珠山噴火に伴う会員の被害状況と４月16曰に中山会長が現地を訪れ、現地視察、入院患

者の慰問を行った、と報告。

7．第９回診療情報管理課程通信教育認定式について

４月22曰の認定式詳細を報告、今回の認定者200名、通算2,137名になったと報告。
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8．（財）曰本医療保険事務協会・理事会報告について

３月27日の理事会において、平成12年度事業計画（案)、平成12年度収支予算（案)、評議

員選出区分別名簿（案)、新会員名簿が承認された、と報告。

9．厚生省等からの通知について

厚生省医薬安全局麻薬課長からの麻薬の廃棄に係る事務処理について、厚生省健康政策局

長から国家公務員倫理法の施行について、（財）曰本医療機能評価機構から病院評価の診査

結果についての開催報告等が報告された。

10．その他

北海道病院協会の設立について、日本病院会政治連盟の会計報告、曰米医療費各セミナー

の案内、広報委員会委員委嘱に六魔理事、曰本病院会熊本県支部総会の開催報告、等が報告

された。

また、「病院前救護体制のあり方に関する検討会報告（案)」が提出され概要についての説

明がなされた。

〔協議事項〕

1．診療報酬改定の問題

社会保険・老人保健委員会の委員を中心に今回の診療報酬改定について、情報化の推進関

係など新しい体系に関する配慮については一定程度評価はできる、点数そのものに関しては

依然問題が多い、医療制度・保険制度に先行するかたちで診療報酬改定がなされるのは問題

である、紹介外来特別加算の外来入院比率1.5の計算は基準がはっきりしない、など意見が

出され｛固々の問題に対しては今後の要望等に反映して行きたいので、５月１０日～１１曰ごろま

でに事務局あて意見を提出することになった。

第２回理事会

平成12年６月14日（水）秋田キヤツスルホテル出席者43名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会２件、退会慰留１件、賛助会員の入会１件について承認。計、正会員2705件、

賛助会員508会員となった。
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2．厚生省及び各団体からの依頼について

①平成'2年度治験コーディネーター養成研修の後援

②日本医師会社会保険診療報酬検討委員会委員の推薦

③第79回品質管理学会シンポジウムの後援

依頼元：厚生省健康政策局長

依頼元：日本医師会長

依頼元：日本品質管理学会

医療のTQC推進会議

依頼元：厚生省④災害医療のあり方に関する検討会委員の推薦

②については栗山常任理事、④については土屋常任理事を推薦。その他は承認。

３．－泊人間ドック施設の指定について

籠原病院（埼玉県)、３床の指定を承認。

4．新役員の日本病院学会評議員への推薦について

村上信乃（国保旭中央病院)、小堀鴎一郎（国立国際医療センター)、関ロ令安（東京都立

豊島病院)、間部英雄（岐阜県立多治見病院)、阿曽佳郎（藤枝市立総合病院）の５名の推薦

を承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

予防医学委員会一①健保連から「短期人間ドック、自動化健診の契約書一部改定の要望」

②人間ドック認定指定医の問題③第１回人間ドック認定指定医研修会開催報告④人間ドック

判定に関するガイドライン作成小委員会報告⑤人間ドック手帳改定検討小委員会報告⑥人間

ドック学会理事・評議員の異動について⑦人間ドック実施調査中間報告について⑧第

４１回人間ドック学会について。

病院幹部医会－７月15日開催予定のセミナーについてのプログラムについて報告。

救急医療防災対策委員会-10月13日開催予定のセミナープログラムについて報告。

統計情報委員会－６月16日開催予定のフォーラムのプログラムについて報告。

国際委員会一アジア病院連盟理事会報告、ＩＨＦ会議を2001年香港で開催する旨の報告、台

湾がオブザーバーとしてＷＨＯに加入するための協力要請、明曰からの曰病学会にモンゴル、

韓国、台湾、フィリピン、香港が出席する旨の報告。

2．商標権侵害警告の回答について
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（財）曰本病院管理教育協会から使用を中止する旨の回答があった、今後この件について

徹底するためにも、ニュース等に掲載したい、と報告。

3．小渕前総理葬儀出席報告

６月８曰

中山会長から、６月８日に武道館における小渕前総理の葬儀に出席した旨の報告。

4．日本医療保険事務協会理事会の出席報告

６月９日

中山会長から、６月９曰に開催された理事会に出席し、理事長の交替と収支について決議

されたと報告。

5．その他

①患者の安全に関するセミナーの参加要請について

曰医からの標記要請について、東京、千葉、神奈川等の支部、県病院協会に協力をおれ

がいすることになった。

②政治連盟の報告について

藤澤副会長から、今回の衆議院選挙について本部からの推薦と、各理事からの推薦の立

候補者一覧表について提示と説明があった。

③介護保険委員会の委員の追加について

川合委員長から、近畿大学の岡本悦司氏を委員として追加したい、旨の提案があり、了

承された。

〔協議事項〕

1．平成12年度診療報酬改定影響度・経営実態の現状と今後の展開について

中後常任理事から、平成12年４月実施の診療報酬改定は、医療機関の機能分担と連携を促

進する医療技術を適正に評価し出来高払いと包括払いの善悪の組み合わせを実施すると観点

から、基本診療料、手術料を中心に改定幅医科2.0％の引き上げと同時に薬価基準が平均し

て7.0％引き下げられたため、実質医療費平均0.2％の引き下げとなった。

しかし、その改定の内容は入院基本料の創設、200床を基準とした点数の線引など全ての

病院に影響を及ぼしており、その影響度を調査し、病院経営の実態を早急に把握することは

極めて重要なことである。

病院経営は、長期に及ぶ厳しい診療報酬制約下で、患者のニーズの多様化へのような厳し
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い環境下で機能分化や連携などの経営戦略についての意思決定が求められる。

今回の調査では、平成12年２月、３月、４月の診療報酬の増減を比較しその影響を調べる

とともに経営実態をアンケート調査も併せ行ったので現在までに回収されたデータに基づき、

その結果について中間報告を行なう、としてこの調査の概要報告と、分析に関するワークショッ

プを学会の中の分科会で行なうこととした、と説明。

2．病院倫理綱領の見直しについて

先般の役員会で了承されたが、先程の会長副会長会議で標記に関する特別委員会を作り、

人選に関しては会長一任でお願いしたい、と説明があり了承された。

3．医療費、医療制度、医療保険制度について

紹介率の算定に関しては、先般の梶原案を今後検討して行きたい。また四病団でもこれに

そって検討して行きたい。

日医の先端治療は民間保険でとか、曰医総研の混合診療容認を提案などは、曰病として早

急に検討して行かなければならない、など議論がなされた。

4．平成13年春の叙勲候補者の推薦について

白河厚生総合病院の元院長、遠藤良一元常任理事を推薦することに決定した。

5．常任理事の選出および所掌業務について

矢崎先生の後任に小堀鴎一郎（国立国際医療センター院長）理事、北條先生の後任に中西

昌美（市立札幌病院院長）理事を、それぞれ選出することになった。

また、所掌業務は

学術委員会副院長矢崎義雄→小堀鴎一郎

内科系学会社会保険連合矢島義雄→三浦恭定

医療制度委員会院長北條慶一→北條慶一

医療情報システム開発センター北條慶一→中西昌美

に変更することで了承された。

－２９－



第３回理事会

平成12年11月25日（土）曰病会議室出席者43名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会12件、退会５件、賛助会員の入会２件、退会１件、日本光電の退会は保留に

なり役員から慰留することで承認。

正会員2741会員、賛助会員510会員になった。

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①第４回国際福祉健康産業展～ウェルフェア2001～協賛名義使用の依頼

依頼元：名古屋国際見本市委員会

②第１２回「国民健康会議」の協賛依頼

依頼元：全国公私病院連盟

③第５回治療食等献立・調理技術コンテストに対する後援及び審査委員の派遣依頼

依頼元：（社）日本メディカル給食協会

①～③について承認、③の審査委員派遣は後曰人選

３．１泊人間ドック施設の指定について

公立富岡病院８床を承認。

4．事務局職員の給与改定について

１１月14曰に参議院本会議において改定給与法が可決成立したのを受け、国家公務員の俸給

表を準用している本会職員給与の改定が提案され、承認された。内容は期末勤勉手当0.2％

の削減を含む、全体として1.1％のマイナス改定。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会

表題を「曰本病院会の倫理綱領」とした。大項目を１．医療の質の向上、２．診療録等

の管理と守秘の義務、３．権利とプライバシー、４．安全管理、５．地域社会への協力、

に決定した、と報告。
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②ホスピタルショウ委員会

来期の委員長を三宅浩之先生から里村洋一先生に交替、2001年のホルピタルショウのメ

インテーマを「新世紀の健康・医療・福祉」に決定したと報告。

③国際委員会

韓国からの視察団は中止、2001-lHF-Congressスタティーツアーの開催を曰本で行っ

てほしい旨の依頼は、現在のところ無理である等の、報告があった。

④感染症対策委員会

「スタンダード・プリコーション・ハンドブック」作成の経過報告、四病協結成に伴う

曰病感染症対策委員会の位置付けの検討、等の検討報告。

⑤医療経済・税制委員会

税制改正ヒアリング報告、衆議院厚生委員会での意見陳述、規制改革委員会・公開討論

について、曰医消費税の代替案の是非、等について報告。

⑥選挙管理委員会

三宅浩之先生を委員長に選出、立候補届け様式の経歴書に「写真貼付」「専門科記入欄」

を設けることの決定、代議員数を北海道、東京都、福岡県せ各一名の増員、等が報告され

承認された。

⑦広報委員会

インターネット・ホームページの運営、活用化の検討、曰病ニュース新年号は「２１世紀

の病院のあり方について」四病協各会長の座談会に決定と報告。

⑧医療制度委員会

医療審議会の検討事項に対する意見聴取、四病協医療制度の検討項目に対する意見聴取、

行ったと報告。

⑨学術委員会

曰病雑誌１月号の編集について、２月号の企画について、第50回曰病学会の推薦演題に

ついて検討を行ったと報告。

⑩研究会・セミナー報告

・全国薬事管理研究会１０／27～２８仙台市７３名

・医療事故防止のためのセミナー１１／１～２東京都226名

・全国看護管理研究会１１／９～１０新潟市155名

・全国用度研究会１１／10～１１名古屋市141名

・病院管理社協議会研修会１１／17～１８大阪市６０名

・全国医事研究会１１／17～１８浜松市305名

・病院医療の質を考えるセミナー１１／1８東京都116名
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2．平成13年度予算・税制改正ヒアリングの出席報告について

１１／１０自由民主党、１１／１５民主党、１１／１７公明党

予算要望については、｜T関連、療養環境の整備、税制に関しては関係方面へ既に提出して

いる要望書をもとに説明してきた、と報告。

3．四病院団体協議会諸会議の開催報告について

・１０／３１医療保険・診療報酬委員会

担当団体を全曰病として委員長は猪ロ委員、今後は今までの活動報告、平成12年度診療報

酬改定の問題点、医療保険制度・高齢者医療保険制度の検討、医療費の支払方式を検討して

いく。

・１１／２０介護保険委員会

担当団体は曰病として委員長は川合委員、介護保険の不備な点の洗い出し、介護保険の見

直しにむけての要望まとめ、高齢者医療保険制度の検討、を今後行うことになった。

・１１／２２総合部会

当番団体である曰病（10月～12月）中山会長が司会を行い、各委員会の報告、案銀国民福

祉委員会の意見陳述について全日病西澤副会長より説明、平成12年度補正予算について曰病

山ロ事務局長より説明、と報告。

4．医療法人協会、全国セミナーの出席報告

１１月11日

中山会長が出席し、挨拶を行ったと報告。

5．曰医坪井会長の世界医師会長就任を祝う会の出席報告

１１月21日

中山会長が出席した旨の報告。

6．平成12年秋の叙勲・褒章受章者について

中山会長より、本会推薦の福田浩三常任理事が勲四等瑞宝章を受章され、１２月の常任理事

会終了後に祝賀会を開催したい旨の報告。
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7．医療研修財団設立５周年記念式典の出席報告

１１月22日

中山会長が出席した旨の報告。

8．日本医師会設立記念医学大会出席報告

１１月１日

奈良副会長が出席した旨の報告。

9．医療関連サービス振興会創立10周年記念講演会・祝賀会出席報告

１１月20日

奈良副会長が出席した旨の報告。

１０．曰医・医療安全対策委員会出席報告

１１月９曰

大井常任理事から、委員会で「医療事故発生時の警察への届出はどうするのか」という検

討課題があり、協議してもらいたい旨の報告があり、協議の結果、曰病としては診療上の死

亡については、届出の義務はない、との結論で意見を統一することになった。

11．ＩＨＦ会長との懇談

１１月16曰

大阪において、大道副会長、武田副会長とともに懇談した報告。

12．第53回診療情報管理課程通信教育認定式について

１１月25日

今回認定者292名、で会長、副会長出席のもと、ダイヤモンドホテルにおいて開催される

旨の報告。

13．日本病院会・茨城県支部役員の交替について

支部長が茨城県立中央病院の小泉澄彦院長から、土浦協同病院の真田勝弘院長へ交替した

旨の報告。

14．曰医・病院委員会の報告について

１０月18日
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２１世紀の病院医療の目指すべき基本的方向、公私の病院の役割分担と今後のあり方、等に

ついて論議があった、と報告。

15．その他

中山会長から曰医の医業税制委員会で、相続税における社団医療法人出資の評価方法見直

しについて論議された、と報告。

〔協議事項〕

1．医療費、医療制度、医療保険制度について

ＤＲＧの最近の動向、中医協薬価調査の問題、都立病院の検討会の動向などを論議。

2．病院経営、税制、医師、看護婦について

療養型病床群とリハビリテーション医療、高齢者医療保険と介護保険の問題などを論議。

3．平成12年度事業計画（案）について

中山会長から８月の常任理事会を人間ドック学会の開催にあわせて、前曰に札幌で行うこ

とを提案し、了承された。

第４回理事会

平成13年２月24日（土）曰病会議室出席者42名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会４件、退会４件、賛助会員の入会２件、退会９件について承認。計、正会員

2747、賛助会員513会員となった。

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①第１１回曰本臨床工学技士会学術大会の後援依頼

依頼元：日本臨床工学技士会・会長川崎忠行

②日本医療保険事務協会、試験委員（内科）の推薦依頼

依頼元：（財）日本医療保険事務協会・理事長仲村英一

①②について承認。

３．－泊人間ドック（短期人間ドック）施設の指定について
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有松中央病院（１床）－石川県・金沢市、日本たばこ産業株式会社東京専売病院（２床）

東京都・港区、の認定を承認。

4．診療情報管理士認定試験受験大学及び診療情報管理通信教育専門課程編入専門学校の指定

について

広島国際大学（医療福祉学部：医療経済学科）についての認定を承認。

５．３月代議員会・総会に提出する議題について

①平成13年度事業計画（案）に関する件

中山会長から説明がなされ、原案どおりで承認。

②平成13年度収支予算（案）に関する件

大道副会長から説明があり、原案どおりで承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①統計情報委員会

会員病院に対して、薬剤に関するアンケートを近々行うことになり、そのアンケート調査

（案）についての説明があった。

②病院倫理綱領見直しに関する特別委員会

倫理綱領の解説の部分がほぼ出来上がったが、さらに検討を加えることとなった。大項目に

ついては１．医療の質の向上、２．医療記録の適正管理、３．権利擁護とプライバシーの保

護、４．安全管理の徹底、５．地域社会との連携の推進、で了承。

③広報委員会

次期シリーズ特集について、テーマに「医療と情報を考える」が決まった。

インターネットホームページの運営について、活性化を図る目的のもと年度内に小委員会を

立ち上げる予定。

④医療事故対策委員会

来年度から当委員会の名称を「医療安全対策委員会」に変更。それに伴いセミナーも「医療

安全対策のためのセミナー」となる。
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７月開催予定のセミナーについて、１２，１３日に有明ワシントンホテルにて開催することに決

定。

⑤医療経済・税制委員会

委員会報告書について、各委員から論文を提出してもらい、年度内にはまとめて発行予定。

かねてより集計・分析作業をしていた病院経営分析報告書がまとまり、その説明がなされた。

今後、経営分析報告書11として、救急体制などによる経営上の影響などを分析する予定。

⑥社会保険・老人保健委員会

２月７曰開催の曰医第４回社会保険診療報酬検討委員会についての報告。

患者紹介率算定方式の統一化にむけた調査集計結果の報告があった。

⑦医療制度委員会

四病協第３回医療制度委員会の開催報告。

臨床研修指定病院の指定について、今後は病院団体が主導となって行うのが理想的との意見

があり、さらに検討を重ねることになった。

⑧組織委員会

組織対策総括として、今期（平成10年度～12年度）の入退会結果として、正会員103（入会2

03、退会100)、賛助会員4５（入会103、退会58）の純増の成果。

今後も3000会員を目標に活動。

⑨学術委員会

雑誌４月号の編集と５月号の企画についての説明報告。

⑩研究会・セミナー報告

事務長セミナー２／21～２２神奈川県161名

2．四病協諸会議の開催報告について

①医療安全対策委員会（２月９日）

３月２曰開催の「医療安全パネルディスカッション」についての説明。

「診療に関する警察への届け出に対する見解」（東京都病院協会）についての解説。

その他「面積問題｣、「マスコミへの対応」についての意見交換がなされた。
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②医業経営税制委員会（２月９日）

今後の税制要望の進め方として、消費税、法人事業税、事業継承税制、ＮＰＯ支援税制な

どについての話し合い。

今後、政界に働きかけていきたいとの意見。

③医療制度委員会（２月９日）

四病協医療制度委員会提言案として、病院の外来診療制限、臨床研修制度について意見の

取りまとめを行い、今後さらに具体的に検討。

「病院会計準則等研究会」（専門家小委員会）設置について、当委員会の下に置くことで

了承。

医療機関の個人情報の保護の徹底についての説明がなされた。

④医療保険・診療報酬委員会（２月23日）

200床問題についての議論。

紹介率算定方式の問題についてのアンケート調査結果の報告、さらに分析を進める意向。

「総合病院」レセプトに関する問題についての協議が行われた。

3．「民間病院等における診療群分類を活用した調査」プロジェクトの開催報告

（１月26日、２月23日）

厚生労働省が実施する標記調査に対して、協力していくことで意見一致。

調査に関わる諸問題として、参加希望の56病院の取り扱い、各病院に振り分けられる金額な

どについて話し合われた。

4．第１回診療情報提供環境整備に関する講習会の開催報告について

（１月25日～27曰）

標記講習会について、スケジュールの説明があり無事に終わったとの報告。

5．曰医・病院委員会の開催報告について（１月17曰）

２１世紀の病院医療の目指すべき基本的方向について、病院に対する法的規制のあり方につ

いての協議。

委員会としての意見の取りまとめには努力と決断が必要。
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6．曰医・医療安全対策委員会の開催報告について（２月21日）

医療用具の安全性検討について協議、趣旨に賛同し各種団体に協力要請することとなった。

「患者の安全を確保するための諸対策」の答申案について、さらに討議を進めまとめる予

定。

7．賛助会員南利明氏へ感謝状贈呈（組織拡大貢献）について

賛助会員の南利明氏（(株）アスオ）に対し、日本病院会表彰規程に基づき、平成９年度

から34件の法人をＡ会員の賛助会員として入会に導いた組織拡大貢献を行ったとして、感謝

状と副賞を授与することとなった。

8．日本医療評価機構、病院機能評価の審査結果について

平成13年２月１９曰現在で、今回認定10施設、累計で431病院となっているなどの報告。

9．日本医療保険事務協会の理事会出席報告

標記協会の行っている診療報酬請求事務能力認定試験の結果についての説明、試験内容な

どの解説があった。

10．国際医療技術交流財団の保健文化賞受賞記念祝賀会への出席報告（１月30曰）

ＫＫＲホテル東京において行われ、盛会のうちに終了。

11．自民党と社会福祉．環境関係団体との新年懇親会への出席報告（２月14日）

２月１４日開催され、４８団体が参加した、などの報告。

12．日本病院会・群馬県支部長の交替について

平成13年２月１曰付で、野上保治氏（社会保健群馬中央総合病院長）から塩崎秀郎氏（前

橋赤十字病院長）へ変更となった、と報告。

13．その他

①厚生労働省医薬局より、医療法第25条に基づく立入検査結果（平成11年度分）について

の通知文書の説明。

②井手常任理事から、第５１回曰本病院学会開催概要について、スケジュール等の報告がな

された。
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〔協議事項〕

1．理事、監事、議長、副議長立候補者の使命通知と代議員の選出結果について

２月24曰付、会員あての役員立候補使命通知文を提示。理事66名、監事２名、議長・副議

長各１名の定数どおりであった。代議員は公的58、私的63、計121名の選出が確定。

新理事による理事会

平成13年３月24日（士）ダイヤモンドホテル出席者53名

1．会長の選出に関する件

中山耕作理事（静岡県・聖隷浜松病院総長）を会長に選出

2．副会長の選出に関する件

大道學（大阪府・ポバース記念病院理事長)、藤澤正情（福井県・福井県済生会病院総長)、

奈良昌治（栃木県・足利赤十字病院長)、武田隆男（京都府・武田病院会長)、各理事を選出

3．常任理事の選出に関する件

会長、副会長の協議lこより、１９名の常任理事を選出

中西昌美北海道・市立札幌病院院長

西村昭男北海道・曰鋼記念病院理事長

林雅人秋田県・平賀総合病院院長

真田勝弘茨城県・土浦協同病院院長

）１１城丈夫埼玉県・国立療養所東埼玉病院院長

小堀鴎一郎東京都・国立国際医療センター院長

三浦恭定東京都・社会保険中央総合病院顧問

秋山洋東京都・虎の門病院院長

池澤康郎東京都・中野総合病院院長

天川孝則神奈川県・横浜赤十字病院院長

山本修三神奈川県・済生会神奈川県病院院長

土屋章神奈川県・渕野辺総合病院理事長

福田浩三愛知県・上飯田第二病院名誉院長

中後勝大阪府・高槻病院理事長

川合弘毅大阪府・若草第一病院理事長

元原利武兵庫県・明舞中央病院理事長
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高知県・高知市立市民病院参与

福岡県・聖マリア病院理事長

長崎県・長崎記念病院顧問

瀬戸山

井手

福井

ﾌ厄一

道雄

１１項

常任理事会

第１回常任理事会

平成12年４月22日（士）曰病会議室

第１回理事会と合同開催（理事会の項参照）

第２回常任理事会

平成12年５月27日（士）曰病会議室出席者18名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会４件、退会３件、退会慰留２件、賛助会員の入会１件、退会１件について承

認。計、正会員2703会員、賛助会員507会員となった。

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①第29回日本医療福祉設備学会および依頼元：曰本医療福祉設備協会

ＨＯＳＰＥＸＪＡＰＡＮ２０００の後援および協賛日本能率協会

②平成12年度「愛の血液助け合い運動」の後援依頼元：厚生省医薬安全局

③日本医師会内委員会委員の委嘱依頼元日本医師会

④第２２回第２種ＭＥ技術実力検定試験の協賛依頼元：日本エム・イー学会他

⑤医療事故調査会第５回シンポジウムの協賛依頼元：医療事故調査会

③については医業税制検討委員会に中山会長、病院委員会に福田浩三常任理事、医療経済・

経営検討委員会に石井暎禧理事を推薦。その他は承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

医療経済・税制委員会一平成13年度税制改正要望（案）について、医療機関に損税が生じ

ないように措置を講じてもらうために、国税11項目、地方税７項目をまとめたと報告。
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通信教育委員会一診療情報管理課程通信教育のカリキュラムの見直し、受講生急増問題及

び平成13年度実施教育について全面見直しのための小委員会を設置。「診療情報管理士」「診

療録管理士」の他団体名称使用についての当会としての対応を検討したなど報告。

医療制度委員会一現行マチマチである紹介率算定式について、梶原委員から一本化の提言

がなされた。内容は、①逆紹介を分子、分母に入れる②緊急的に入院し、治療を必要とした

救急患者数を分子に入れる③救急患者を初診患者の分子より減算する、というもので、何れ

も地域医療を守る医療機関を評価するという根拠を持って提言されたもの。この主張を曰病

のスタンスとするのか、挙手で諮られ、承認された。

医療事故対策委員会一会員病院における医療事故防止対策の取り組みを把握するため、ア

ンケート調査を実施することとなったと報告。

社会保健・老人保健委員会一診療報酬改定の問題点について、１９項目をまとめた。また、

福井委員より健保組合の財政資料が提出され、その不明瞭な点を指摘、今後の参考にしてい

ただきたいと報告がされた。

2．理学療法士・作業療法士報告について

理学療法士、作業療法士について会員病院へ調査を行った。結果としては、何れの職種も

需要過多、供給不足の状態にあり、特に中小病院で顕著。国はこれら職種の人員計画を再検

討し、早急に計画するべき、以上報告があった。

３．日医新役員披露会出席報告

４月25曰

今後、当会の参与として曰医の常任理事、星北斗氏が委嘱されるが、その経緯として、曰

医会長の坪井栄孝氏より、病院全般のことについて是非鍛えてやって欲しい、と依頼があっ

たなど報告された。

4．四病団会長懇談会出席報告

５月９日

病院を取り巻く様々な問題については、今後は病院団体が結束し、組織力をアップして提

言を行うことでより充実した病院の環境整備を図れるのではないかという意図の下、当会、

曰本医療法人協会、曰本精神病院協会、全曰本病院協会の四病院団体が集まった。次回は６
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月30曰を予定、以上報告された。

5．政治連盟常任幹事会の開催報告について

５月11日

５月11曰の常任幹事会において、委員長が中山耕作から藤澤正清に交替。中山前委員長は

名誉委員長に就任した。

6．曰医・医業税制検討委員会出席報告

５月11日、２６日

医療機関の損税解消、税制要望を主な議題として、四病院団体を含む12名が出席した、と

報告。

7．日本看護協会総会出席報告

５月17日

国立代々木競技場第一体育館で開催され、丹羽厚生大臣など出席があった、と報告。

8．日本医療機能評価機構事業推進会議出席報告

５月18日

今後の医療機能評価の発展のため、認定結果などをインターネットを活用して公表するな

どして、事業推進に努めていきたいなど報告があった。

9．曰精協新役員披露懇親出席報告

５月19日

新役員披露会というより、前会長の慰労会の色彩が強かった、と報告。

１０．日本建築防災協会評議員会出席報告

５月23日

耐震診断などの議題が主で、医療関係の話題はなかったと報告。

11．代議員の交替について

代議員の交替について、京都の赤坂祐三氏の後任に倉澤卓也氏、福井の津田昇志氏の後任

に田中猛夫氏を選出した、と報告がなされた。
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12．平成12年春の叙勲・褒章受章者及び祝賀会の開催について

当会関係者を祝う意味で、７月の役員会後に開催したいと報告があった。

〔協議事項〕

1．病院倫理綱領の見直しについて

遺伝子医療など医療の高度技術発展に伴い、病院倫理綱領の見直しをはかりたいと提案が

なされ、了承された。今後、本格的に検討することとなった。

2．高齢者医療の問題について

高齢者医療制度改革について、制度企画部会は四案併記でまとまっておらず、これからの

曰病のスタンスをどうするのか、協議した。社会保険・老人保健委員会の川合、福井両委員

からは、第一案（公費を主要な財源とし全ての高齢者を対象とした地域単位の新たな医療保

険制度を設ける考え方、いわゆる高齢者健康保険制度案）を主張し、根本的な見直しをはか

るべきとの意見が出された。中山会長より、今後、委員会の中ではっきりした意見をまとめ

てもらいたいと要望がなされた。

3．介護保険がスタートしてからの問題について

まだ施行されたばかりで、レセプト請求の仕方など都道府県ごとで異なっており、混乱し

ている状況。はっきりとした問題点がまだ浮かび上がってこない。落ち着くまでに３年ほど

かかるだろう。今は、個々の医療機関が自らを律するという方法で対応するしかないのでは

ないか、と報告された。

4．医療費、医療制度、医療保険制度について

池澤常任理事より、今回の診療報酬改定で、小児医療に関して当病院で試行した結果、

月比でマイナスとなった。より充実した小児医療を整備するような配慮をお願いしたい、

意見が出された。

前

と

5．理事補選立候補者について

中山会長から、理事補選立候補者について、前回の理事会において承認された６名を代議

員会に諮る。公的が小堀鴎一郎氏、村上信乃氏、関ロ令安氏、阿曽佳郎氏、間部英雄氏の５

名、私的が柏戸正英氏の１名。
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第３回常任理事会

平成12年６月14曰（水）秋田キヤツスルホテル

第２回理事会と合同開催（理事会の項参照）

第４回常任理事会

平成12年７月22曰（士）曰病会議室出席者19名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会15件、退会３件、国立病院・療養所の再編成で－２、退会慰留１件、賛助会

員の入会１件、退会４件について承認。計、正会員2715会員、賛助会員505会員となった。

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①「救急の曰2000」の後援名義および協賛金の協力依頼

依頼元：厚生省、自治省消防庁、（財）日本救急財団、（財）日本中毒情報センター

②第13回「子どもの周りの無煙環境づくりの啓発事業」の後援名義依頼

依頼元：「子どもに無煙環境を」推進会議

③「健康強調月刊」の実施に伴う協力名義依頼

依頼元：健康保険組合連合会

④第29回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEXJAPAN2000」協賛名義依頼

依頼元：曰本医療福祉設備協会、社団法人日本能率協会

※日本診療録管理学会宛（曰本病院会は５月に承認済み）

⑤シンポジウム「欧米医療における質改善の取組み」の特別発言依頼

依頼元：曰本品質管理学会、医療のＴＱＭ推進協議会

⑥「医療ガス保安管理技術者講習会」協賛名義依頼

依頼元：財団法人医療機器センター

⑦医療とニューメディアを考える会への講師派遣依頼

依頼元：医療とニューメディア

⑧日本医師会「安全対策委員会」への委員派遣依頼

依頼元：日本医師会

①については後援名義のみ承認、②③④⑥は承認、⑤は小堀常任理事、⑦は山本理事、⑧

は大井常任理事を推薦することで承認。
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３．－曰人間ドック施設の指定について

曰本総合健診医学会の実査により、大分県厚生連健康管理センター、宮城県医師会健康セ

ンター、神戸市健康づくりセンター、円山クリニック、埼玉医科大学附属病院健康管理セン

ター、中曰病院、東京海上ビル診療所の７件が推薦され、承認された。

4．第１四半期一般会計及び特別会計の収支・監査報告について（大道副会長）

大道副会長より、ほぼ昨年同様であると報告、星監事より適正に処理されていると監査報

告があり、承認。

5．病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会の設置について

中山会長から、医科の委員構成で標記特別委員会の設置が提案され、承認された。

委員長一星和夫、委員一牧野永城、行天良雄、井部俊子、岩崎榮、池澤康郎、大道學、藤

澤正情、奈良昌治、武田隆男、（担当役員会長中山耕作）

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①診療情報管理課程通信教育検討小委員会

診療報酬の点数化、またカルテ開示の問題もあって、診療情報管理士の受講生が1000名

にもせまる勢いで増加し、またカルテ開示の問題もあって、診療情報管理士の受講生が1０

００名にもせまる勢いで増加しており、事務局の体制、リポートの問題、スクリーン会場確

保の問題など解決方法を検討した、と報告。

②人間ドック認定指定医小委員会

人間ドック認定指定医の第２回分の報告、評議員の数を会員の８％程度にすることで今

後調整、今後の研修会の予定、人間ドック認定指定医の手帳の発行などについて報告。

③国際委員会

ｌＨＦ理事会（スペイン）での台湾加盟問題の報告、第50回曰本病院学会でのＡＨＦ各

国への対応、国際医療技術交流財団からの．・メディカル受入れ、大韓病院協会の曰本で

の病院視察受入施設などの報告。

④感染症対策委員会

毛利委員からのレクチャー「結核の現状と結核院内感染対策」を雑誌に掲載する、今後

「病院医療の質を考えるセミナー」に感染症対策のテーマを取り扱ってもらう、などを報

とヒ
ロＯ

⑤医療経済、税制委員会
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平成12年度病院経営分析調査についての調査票が報告された。

⑥統計情報委員会

曰病学会での緊急フォーラムの報告と、平成12年度診療報酬改定影響率調査の報告書作

成予定が報告された。

⑦社会保険・老人保健委員会、介護保険制度委員会合同委員会

高齢者医療制度の見直しについて保険局企画課長からのレクチャー、診療報酬体系改革、

介護保険制度委員会の検討事項についての検討を行なったと報告。

⑧医療制度委員会

「２１世紀の国民医療と病院」発行の報告、「勤務医師のために」も近曰中に完成予定と報

告。

⑨創立50周年記念事業実行委員会

当日のスケジュール、会場割り当ての決定、記念後援の演者選定基準、大臣表彰、会長

表彰の候補者リスト、記念誌の発行、記念品等について検討したことを報告。

⑩広報委員会

インターネット・ホームページの運営方法、シリーズ特集の企画中小病院コーナーの運

用等について報告。

⑪学術委員会

８月号の紹介、９月号の編集内容、１０号の企画予定を報告。

⑫病院幹部医会幹事会

平成13年の「病院医療の質を考えるセミナー」の企画、平成12年10月のセミナー開催が

報告された。

2．第４１回曰本人間ドック学会開催について

藤澤学会長より、標記学会の詳細な内容について報告された。

3．第26回日本診療録管理学会開催について

熊澤学会長より、標記学会の内容について報告された。

4．第50回日本病院学会開催結果について

林学会長が欠席のため、中山会長から延べ4100人の参加者、425題の発表があったと報告。

5．病院長・幹部職員セミナーの開催結果報告

武田副会長から７月６曰～７日京都・リーガロイヤルホテル京都で204施設、316人の参

加で盛大に開催された旨の報告。
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6．国際モダンホスピタルショウ2000の開催結果について

三宅委員長から、７月12曰～14日、東京ビックサイトにおいて計58900人の参加者を持っ

て成功裏に開催、とりわけ外国からの出展が18カ国79社におよんだことが報告された。

7．日本診療録管理学会理事会の開催報告について

木村委員長欠席のため、山本理事から７月18日に開催され、平成11年度の決算、平成12年

度の予算事業計画、２７回28回の曰本診療録管理学会の開催予定等について報告。

8．全国公私病院連盟総会の出席報告

６月21日

中山会長から、標記総会に出席挨拶を行なった旨の報告。

9．医療研修推進財団理事会の開催報告

６月23日

中山会長から標記理事会に出席、評議員の交替、平成'１年度の事業・決算報告が行なわれ

た旨の報告。

10．医療審議会の開催報告

６月26曰

奈良副会長から、標記審議会に出席、医療法改正の経緯、安全体制確認状況等のヒアリン

グ結果、医療事故防止対策等について論議された、と報告。

11．医療機能評価機構理事会・評議員会合同会議開催報告

６月29曰

中山会長から標記理事会に出席、決算報告、組織の変更、評議員の選出等が行われたと報

告。

12．四病院団体会長会議の開催報告

６月30曰

中山会長から、今後四病院団体協議会（四病協）として正式に発足したい旨の報告が行わ

れた。
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13．災害医療体制のあり方に関する検討会

７月４日

土屋常任理事から、標記検討会に出席し、今後の検討課題について論議され、平成13年１

～２月頃に報告書を作成する予定であると報告。

14．曰医・医業税制検討委員会の開催報告

７月14日

中山会長から、標記委員会に出席し、平成13年度の税制改正項目について説明を受け、曰

病の要望項目も大部分取り上げられている旨の報告。

15．代議員の交替について

大道副会長から、和歌山県の代議員が山田和毅先生から山本好信先生、岡山県の代議員が

佐々木澄治先生から広瀬周平先生、宮城県の代議員が高橋寛先生から志村早苗先生へそれぞ

れ交替した、と報告。

16．厚生省等からの通知について

大道副会長から、厚生省大臣官房統計情報部長から平成12年度介護サービス施設・事業所

調査協力依頼、財団法人曰本医療保険事務協会から第１２回診療報酬請求事務能力認定試験の

申込状況報告がそれぞれ来ていることを報告。

〔協議事項〕

1．国立病院の独立行政法人化について

中山会長から標記について、各役員の意見を求め、協議を行なった結果、ナショナルセン

ターと政策医療関係を残し、一般の民間病院等と競合するような病院は、独立行政法人にし

た方がよい、との意見が大部分であった。

2．医療費、医療制度、医療保険制度について

福井常任理事から、中医協の医療経営実態調査の健康保険組合の収支状況を見ると、一般

にいわれるような赤字ではなく、トータルで黒字になっておりマスコミ操作に惑わされない

ようにしなくてはならない、と発言があり議了。
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第５回常任理事会

平成12年８月26曰（土）曰病会議室出席者19名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会９件、退会６件、賛助会員の入会１件、退会１件について承認。正会員2718

会員、賛助会員505会員となった。

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①総合防災学院研修講座への後援依頼

依頼元：ＮＰＯ防災情報機構

②日本災害医療支援機構の理事就任依頼

依頼元：日本災害医療支援機構

③「がん痙痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のために講習会」後援依頼

依頼元：（財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター、（財）日本薬剤師研修センター

④コージェネレーションシンポジウム2000の協賛名義試用依頼

依頼元：日本コージェネレーションセンター

⑤フード・ケータリングショー／シンポジウム及び第１回厨房設備機器大展示会協賛名義

試用依頼

依頼元：（社）曰本能率協会

⑥第50回日本理学療法学会の後援名義使用依頼

依頼元：（社）全国病院理学療法協会、第50回日本理学療法学会

⑦（財）曰本ホスピス・緩和ケア研究振興財団設立発起人就任願い

依頼元：（財）日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団

⑧ＪＥＴ品質システム審査登録専門家委員及び代理人推薦願い

依頼元：（財）電気安全環境研究所

⑨健康啓発冊子の会員への配布について

依頼元：健康と料理社

②、⑦については中山会長、⑧は山ロ事務局長、その他については承認。
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〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①人間ドック施設認定小委員会

人間ドック実施指定病院の評価結果について検討を行い、来年以降の参考にして行くこ

とになった、と報告。

②総婦長セミナー

８月１８曰、東京マリオットホテルで開催され、111施設191名の参加者があったと報告。

2．「12年度第１回曰本医師会病院委員会」の開催報告について

８月２曰に曰本医師会において開催され、坪井会長の挨拶のあと、「２１世紀における病院

のあるべき姿について」諮問され、今後論議して行くことになった、次回開催は10月１８曰と

報告。

3．第４１回曰本人間ドック学会開催報告について

８月24曰～25曰、福井市において開催され、登録参加者、招待参加者、公開講演参加者等

あわせ、5200名の参加があった、と報告。

4．第26回曰本診療録管理学会の開催について

９月21曰～22曰、福岡市のアクロス福岡において熊澤浄一（前国立九州医療センター院長）

学会長のもと開催される旨を報告。

5．診療情報提供環境整備事業の実施について

診療録管理学会と医療研修財団が合同で、診療情報管理士と臨床研修の指導医師を対象に、

診療情報の提供と活用に関する知識と技法の研修会を開催する旨を報告。

6．病院経営管理者養成課程通信教育卒業試験実施結果について

６月23日

６月23曰に病院経営管理者養成課程通信教育の卒業試験を行い、２３名が合格見込、９月

３０曰にダイヤモンドホテルにおいて認定式を実施する旨の報告。

7．四病院団体協議会の開催報告について

７月28曰

曰本医師会において開催され、四病協の規約等を決定した、次回は８月30日に開催され、
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委員会の設置等について協議する、と報告。

8．医療審議会総会開催結果報告について

８月８日

８月８曰に総会が開かれ、主に医療事故と救急救命士の件について論議、２１曰は医療経営

と患者サービスに関する小委員会が開かれ、規制緩和に関する論点公開について協議を行っ

た、と報告。

9．医療関連サービス基本問題検討会開催報告について

８月９日

業務委託に関する調査報告があり、食事の提供、寝具類の洗濯、施設の清掃について契約

内容の見直し、また業務内容の低下、患者からの苦情等によって契約の解除を行なった病院

が多かったと、報告。

10．中川官房長官への表敬訪問について

８月16日

曰本病院会についての説明、四病協の動きなどの報告、今後さらに四病協で政治的働きか

けが強力に必要になるであろう、と報告。

11．予防医学委員会記者発表について

８月21曰

従来行なっていた、県別の健康マップは種々の弊害があるので、今後は公表しないことに

なった、と報告。

12．厚生省等からの通知について

（財）曰本医療保険事務協会からの診療報酬請求事務能力認定試験の状況、建設省住宅局

から建築防災週間実施のお知らせ、（財）国際医療技術交流財団の保健文化賞受賞決定、曰

本医師会から患者の安全に関するセミナーの参加者派遣依頼、等について報告。

〔協議事項〕

1．四病院団体協議会（四病協）に期待するもの－どういう委員会を設置するか－

できるところから、要求行動の一致を行ない、組織的統合は急ぐべきではない。曰医と病

院団体の違いを明確化させ、よりよい医療実現のため進めればよい。政治団体だけでも取り
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敢えずまとまってみてはどうか。委員会の設置としては、制度政策に提言するようなもの、

教育研修に関するもの、病院経営・医療経済に関するものを設置してはどうか。地方ではう

まく行っているので、中央でも今後は問題なく行くのではないか。などの意見があり、次回

以降の総合部会において、正副会長の判断に一任することになった。

2．病院倫理綱領の見直しの検討項目について

患者の権利の事項など、前回の綱領に触れられていない項目などを今後検討し、随時報告

して行くので、今後気がついたことがあれば委員、事務局などに意見を頂きたい。

第６回常任理事会

平成12年９月30日（士）曰病会議室出席者20名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会14件、賛助会員の入会５件について承認。計、正会員2732会員、賛助会員

510会員となった。

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①平成'2年度臨床検査月刊に対する協賛名義使用依頼

依頼元：（社）日本衛生検査所協会

②バリアフリー2001後援名義使用依頼

依頼元：（社福）大阪府社会福祉協議会

③第’回健康セミナー「生活習慣病から身を守る」の後援名義使用依頼

依頼元：（財）三越厚生事業団

④第２回フォーラム「医療の改善活動」後援名義使用依頼

依頼元：「医療のＴＱＣ推進協議会」

⑤第'１回秋田県病院大会後援名義使用依頼

依頼元：（社）秋田県病院協会

⑥第３回フランス病院栄養士・調理師特別講習会後援名義使用依頼

依頼元：フランス文化を識る会

⑦病院給食における米の消費量調査について

依頼元：厚生省健康政策局指導課

－５２－



上記①～⑥についてはすべて承認。⑦については武田病院、曰鋼記念病院、中野総合病院、

医療法人愛仁会、聖マリア病院、中頭病院、府中病院が引き受けることになった。

※「総合健診（一日人間ドック）施設」の承認について

京浜健診クリニックが曰本総合健診学会より推薦があり、承認された。

3．四病協委員会の委員委嘱について

委員長

医療安全対策委員会藤澤正漬

医療制度委員会奈良昌治

医療保険・診療報酬委員会栗山康介

医療経営・税制委員会池澤康郎

医療従事者対策委員会中後勝

介護保険委員会武田隆男

委

大井

北條

西村

福田

林

川合

委員

斎藤広子

梶原優

山本修三

小堀鴎一郎

井手道雄

大山朝弘、

以上承認された。

夫
一
男
三
人
毅

員
利
慶
昭
浩
雅
弘

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①予防医学委員会

健保連からの要望通知案、第２回日本人間ドック認定指定医、認定指定医研修会、人間

ドック判定に関するガイドライン作成小委員会、平成11年度予防医学委員会報告、につい

て報告。

また曰本人間ドック学会における食品等の推薦基準については、・厚生省特定保健用食

品であること、・ＥＢＭによって評価されたもの、・曰本人間ドック学会、もしくは曰本

人間ドック学会が評価した曰本内科学会、曰本外科学会、曰本循環器学会、曰本動脈硬化

学会等で学会発表、もしくは論文発表があることを基準に推薦を行っている旨を報告。

②予防医学委員会（人間ドック実施病院実査委員会）

人間ドック実施指定病院の調査結果555病院のうち、優良が328病院、要指導・要注意が

227病院であったと報告。

③病院倫理綱領見直しに関する特別委員会

今後の開催予定の決定と、患者の権利、安全管理、医療の質の向上、の３項目を大項目

に取り入れるかどうか、次回に検討と報告。

④医療保険制度対策特別研究会

第二次急性期医療費調査の実施について報告があった。
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⑤国際委員会

ＡＨＦ、ｌＨＦの関連行事予定について、国際医療技術交流団からの受入れ、大韓病院

協会の訪日研修会の予定について、台湾病院協会定時総会への日病代表出席について、以

上について報告された。

⑥感染症対策委員会

「インフェクション・コンプリート・ハンドブック」の作成について検討している旨の

報告。

⑦医療経済・税制委員会

平成12年度病院経営分析調査についての分析、税制改正要望事項における曰病の要望が

取り上げられた（特定医療法人の承認基準の緩和）旨の報告。

⑧広報委員会

インターネットホームページの運営、シリーズの企画、新年座談会の企画について打ち

合わせたと報告。

⑨統計情報委員会

平成12年度診療報酬改定影響度・経営実態調査の報告書、とりまとめについて検討を行

い、次回常任理事会において概要を報告するように決定した、と報告。

⑩社会保険・老人保健委員会

2002年の診療報酬改定要望を来年の２月頃までにまとめ、曰医に提出する予定なので要

望事項は今年中に事務局まで提出してもらいたい旨の報告。

⑪学術委員会

曰病雑誌11月号の概要報告と、英文雑誌原稿募集について報告があった。

2．全国病院団体連合常任幹事会の開催報告について

９月７日

四病協も出来たことでもあり、．・メディカル中心のものとし、今後の活動は講演会など

の活動を重点的に行って行きたい、なお名称はそのままとする、と報告。

3．四病協総合部会の開催報告について

８月30日、９月27日

四病協において１）医療制度委員会、２）医療保険・診療報酬委員会、３）医業経営・税

制委員会、４）医療従事者対策委員会、５）介護保険委員会、６）医療安全対策委員会を設

けることになった。曰医の「診療ガイドライン評価センター（仮称）設立に向けての準備委

員会」委員には四病協から山本修三（曰病)、高橋正和（曰精協）を推薦、総務庁の規制改
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革委員会公開討論には中山曰病会長を推薦した旨を報告。

4．第２回医療安全対策連絡会議の出席報告について

９月13日

日病からは、いままで本会が行ってきたセミナー等の取組みについて説明したと報告。

５．日医第１回医療安全対策委員会開催報告について

８月30曰

討議を進める項目を１）ヒト、２）モノ、３）組織、４）情報の共有、の４項目にして、

今後医師法21条の解釈も含め検討して行くことになった。

6．四病協第１回医療安全対策委員会開催報告について

９月27日

厚生省の「医療機関における安全管理の実施状況に関する調査」に協力して行くことになっ

た、と報告。

7．中川官房長官との懇談報告について

９月21日

会長・副会長で中医協への病院団体の参加と、｜T予算の民間病院への予算配分をお願いし

てきた、と報告。

8．第41回日本人間ドック学会特別講演等の報告について

８月24日・２５曰

三笠宮寛仁親王の特別講演、行天先生のシンポジウムなど大変盛会であった、と報告。

9．第26回曰本診療録管理学会開催報告について

９月21曰．２２日

福岡市で開催され、1098名の参加者があったと、報告された。

10．第２回日本診療録管理学会理事会開催報告について

９月20日

診療録管理学会にあわせ福岡市で開催、平成14年度は天理よるず相談所病院が引き受ける

ことになった、と報告。

－５５－



11．診療情報管理課程編入・認定試験について

９月９日・２３日

９月９日に編入試験９校201名、９月23曰に認定試験２校168名、が実施されたと報告。

12．第２１回病院経営管理者要請課程通信教育認定式について

９月30日

本日常任理事会終了後、ダイヤモンドホテルにおいて開催される旨の、報告。

13．「消費者契約法」の施行に関する懇話会の出席報告について

９月１日

関係団体が曰本医師会に集まり、平成13年４月より施行される「消費者契約法」の対策に

ついて検討を行い、近々曰医雑誌等に掲載される旨の報告。

14．日本病院会熊本県支部・研修会報告について

９月６日

国立熊本病院研修センターで開催され、５６名（曰病会員32病院）が参加、研修会と会員増

強のお願いを行い、大変好評であった旨、報告。

15．第33回台湾病院協会年次総会の出席報告について

９月28日・２９曰

会長代理として奈良副会長が出席し、挨拶を行ったと報告。

16．日本医療機能評価機構・病院機能評価の審査結果及び日本医療保険事務協会理事会出席報

告について

８月21曰、９月18曰に曰本医療機能評価機構において審査が行われ、合計379病院が認定

証の発行を受けた、と報告。

９月５日に日本医療保険事務協会の理事会があり、第１２回合格者の決定、副会長の選任を

行ったと報告。

17．その他

医療関連サービスの第10回海外調査（西村常任理事が団長９の報告がされた。

西村常任理事より、９月１９曰に、曰本メディカル給食協会の第３４回評価認定委員会が開

催され、基本審査、資格認定試験講習会修了者判定が行われた、と報告。
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三宅委員長より、国際モダンホスピタルショウの概要報告があり、いままでの中で最大規

模の開催であった旨の報告。

〔協議事項〕

1．リスクマネジメントについて

東京都では都立病院だけでチューブ等の色分けを行っているが、全病院同じ仕様で決めな

いと危険である。

医療事故のアンケートは次回の役員会までに概要が報告できる予定、など意見があり議了。

2．医療費、医療制度、医療保険制度について

・医療費

2000年は介護保険に回り、医療保険は減るのではないか。

曰病では財源論についてもっと論議すべきである。

健保組合等の状況をもっとマスコミにしらしめるべきである。

などの意見があり議了。

・中医協

病院の代表の参加問題は、曰医との関係を保ちながら、四病協とも協力して次回の参議

院選の頃までにはなんとか目途を出したい、など論議があり議了。

3．病院経営、税制、医師、看護婦について

・消費税

四病協結成になった最大の目的でもあり、厚生省発表した資料ですら病院の損税になっ

ていることを示しており、引続き解決するよう努力する、旨の論議があり議了。

第７回常任理事会

平成12年10月28日日病会議室出席者21名

〔承認事項〕

1．会員の入大会について

正会員の入会３件、国立病院療養所の再編により－１件、賛助会員の入会１件、退会２件

を承認。計、正会員2734会員、賛助会員509会員となった。

－５７－



2．厚生省及び各団体からの依頼について

①第４回脂質栄養シンポジウムの後援依頼

依頼元：日本栄養・食糧学会関東支部

②第７回アジアメディカルショーの後援依頼

依頼元：九州医科器械団体連合会、福岡県医療機器協会

③実践講座「病院における電磁環境障害とその対策」の後援依頼

依頼元：（社）国際年コミュニケーションセンター医療・福祉におけるＥＣＭ対策技

術研究委員会

④「ホスピタルショウ大阪2001」の「ホスピタルショウ」名称使用依頼

依頼元：（社）日本経営協会関西本部

⑤「生き生きライフ21」北海道講演会への後援依頼

依頼元：（社）日本健康倶楽部北海道支部

⑥ＩＣＤ・９.ＣＭ（病名編、手術、処置編）の曰本語訳監修名義使用依頼

依頼元：（財）医療情報システム開発センター

上記①～⑥についてすべて承認。

3．第２四半期一般会計及び特別会計の収支監査報告について

大道副会長より、111頁調に推移している旨の報告、星監事より予算執行状況は収支ともに適

正であると監査報告がなされ、承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①病院倫理綱領見直しに関する特別委員会

表現、項目の追加、項目の整理、作業手順、等について検討を行った、と報告。

②社会保険・老人保健、介護保険制度、医療制度合同委員会

高齢者医療保険制度について、岡本悦司委員より厚生省が現在行っている試行調査、医

療経済研究機構の研究、中医協の調査等の内容説明を解説した。

病院会計準則の見直しに関して、石井委員より引当金制度が１１１百次縮小、廃止の方向にあ

り、税法処理基準にしたがった会計処理をした場合、経営収支があたかも改善されたよう

な損益計算書を表示する可能性があるので、病院経営者および実務担当者に現状の周知を

行いたい、との意見が述べられた。

平成12年度の診療報酬に対する不合理点について、要望してもらいたい等の意見があっ
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た、と報告。

③通信教育委員会

第53回診療情報管理課程合否判定の検討、第53回診療情報管理士認定授与式についての

検討を行ったと報告。

④創立50周年記念事業実行委員会

当曰のスケジュール及び部屋割り、大臣表彰、会長表彰の対象者、記念講演の演者、記

念品、について検討を行ったと報告。

⑤人間ドック手帳改定検討小委員会

現在の「人間ドック手帳」「人間ドック質問表」の改定を行うべく検討した、と報告。

⑥学術委員会

曰病雑誌12月号の編集について検討を行った。また「近代医学のルーツを探る京都の旅」

を企画した旨の報告があった。

⑦その他

・救急医療防災セミナー１０月１３日東京消防庁本所都民防災教育センター９５名

・全国栄養調理研究会１０月13／14曰山形市山形イン105名

・全国図書研究会１０月20日曰本病院会６０名

・病院経営者管理研究会１０月26／27日ぱるるプラザ京都151名

以上開催された旨の報告

2．曰医・医業税制委員会の開催報告について

１０月13日

平成13年度税制改正要望事項の曰医と曰病の比較検討、「わが国税制の現状と課題-21世

紀に向けた国民の参加と選択」の説明と検討を行ったと報告。

3．四病協・総合部会の開催報告について

１０月25曰

・四病協各委員会の運営方法一委員長は１年任期、委員長は各団体分担、事務局は委員長の

所属団体

・総務庁規制改革委員会公開討論の出席報告

・平成12年度厚生省補正予算の説明一IT関連で民間病院向けに72億円

・厚生省の中小病院等に関する調査の委員推薦一全曰病から１名推薦

・消費者契約法の施行について－今後、曰医と協力の上、「苦情・相談窓ロ」機能充実を検討

・その他一日病検討中の「感染症対策ハンドブック」を四病協として発刊
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4．平成12年秋の叙勲受賞者及び祝賀会の開催について

福田浩三常任理事の勲四等瑞宝章が内定、１２月の常任理事会終了後に祝賀会を開催したい

旨の報告。

5．規制改革委員会公開討論（医療）の出席について

１０月20日

規制緩和、情報公開、広告規制等に関して、曰医とその他の医療関係者、有識者との意見

の食い違いが目立った、と報告。

6．診療ガイドライン評価センター設立に向けての準備委員会の出席について

１０月23日

名称は今のところ、診療ガイドライン評価センター（仮称）設立に向けての準備委員会で

あり、今後「ＥＢＭに係わるデータベースを構築、専門家の評価を経た上で、インターネッ

トなどを通じて医療情報を提供」等のために検討を行なって行く予定と報告。

7．医学の歴史を巡るギリシア・エーゲ海の旅の開催報告について

１０月１日～11日

総勢18名で、無事終了と報告。

8．厚生省等からの通知について

・厚生省健康政策局総務課長より「医療機関における安全管理体制の整備状況等に関する調

査」の協力依頼。

・曰本医師会羽生田俊常任理事から「准看護婦養成所の実習の積極的受入れ」のお願い

9．その他

．（財）医療関連サービス進興会第10回海外調査視察の修了報告（西村常任理事）

・政治連盟の開催報告（藤澤副会長）

・第51回日本病院学会参加料等の決定報告（井手常任理事）

〔協議事項〕

1．医療費、医療制度、医療保険制度について

・混合診療と曰医の「自立投資」の問題。
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･今回の診療報酬改定で200床未満と以上の区分の問題。

･小児医療、入院基本料の問題。

･機能分化の問題、混合診療の問題も、そろそろ論議すべき時期。

･保険者による医療機関選別の問題。

･医療機能評価機構に関する問題。

など意見が出されて、議了。

2．役員改選及び選挙管理委員会の設置について

私的から三宅浩之、牧野永城

公的から岡崎通、北條慶一

その他山ロ事務局長

以上を選任

3．平成13年度事業計画（案）について

役員会の開催地を、年に２．３回は地方開催を行いたい旨の提案があり、検討することに

なった。

第８回常任理事会

平成12年11月25日（士）曰病会議室

第３回合同理事会と合同開催（理事会の項参照）

第９回常任理事会

平成12年12月16日（土）曰病会議室出席者21名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会６件、退会２件、国立病院療養所の再編により－１、賛助会員の入会７件、

を承認。計、正会員2744会員、賛助会員516会員となった。

2．厚生省及び各団体からの依頼について

①「ニユーメンブレンテクロノジーシンポジウム2001」の協賛名義使用の依頼

依頼元：（社）日本能率協会

②「第７回第１種ＭＥ技術実力検定試験および講習会」協賛依頼
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依頼元：（社）日本エム・イー学会

③「自治体総合フェア2001」協賛名義使用依頼

依頼元：（社）日本経営協会

上記①～③についてすべて承認。

３．－泊人間ドック施設の指定について

新行橋病院２床を承認。

4．国際病院連盟理事後任候補者の推薦について

現在ＩＨＦの理事である、秋山洋常任理事の任期が2001年の５月で満期になるため、後任

に牧野永城参与を推薦したい旨の提案があり、承認された。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①医療制度委員会

・四病協の開催報告、病院の外来機能、臨床研修について、公私病院のあり方、規制緩和

等について検討を行った。

・医療審議会の開催報告、医療法改正に係る政・省令及び告示案、医療計画の基準病床数

の算定に関する事項について報告した。

②病院倫理綱領見直しに関する特別委員会

曰本病院会の倫理綱領が以下の５項目に決まった。

・医療の質の向上

・医療記録の適正管理

・権利擁護とプライバシーの保護

・安全管理の徹底

・地域社会との連携の推進

③看護教育施設部会

２年毎に実施している「看護学校運営に関する実態調査」来年１～２月に実施、集計は

４～５月頃になる、と報告。

④予防医学委員会

・来年度のドック利用料金について健保連と打合せを行い、本年度と同額であると伝えた。

・人間ドック実態調査は来年早々に実施する。
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・人間ドックにおける閉経以後高コレステロール血症についての予後調査委員会、人間ドッ

クにおける検査項目見直し小委員会は矢崎義雄・国立国際医療センター総長を委員長に

調査検討始めたい。

．第２回人間ドック認定指定医研修会は、来年度ドック学会開催時も実施し年２回とする。

以上報告があった。

⑤通信教育委員会

・木村委員長入院のため、平成13年３月31曰まで山本副委員長が委員長代行を行うことに

なった。

・講師会において新カリキュラム案の説明を行い、２月末頃までにまとめることになった。

・診療'情報管理課程認定指定専門学校の指定申請が６件、今後認定規定の再検討が必要。

・病院経営管理者養成課程の前期試験・後期スクーリングの概要と、講師の異動について

の報告。

・病院管理者協議会研修会報告。

以上の報告

⑥ホスピタルショウ委員会

来年１月23日に開催される新年講演会の講師が谷修一氏、テーマは「今後の医療の方向

と課題」に決まった、と報告。

⑦社会保険・老人保健委員会

・内保達90回例会が開催されるため、内保達委員の三浦常任理事に出席願い意見を交換し

た。

・平成12年度診療報酬改定の不合理点、矛盾点をまとめた。

・四病協の医療保険・診療報酬委員会の報告

以上の方向。

⑧救急医療防災対策委員会

平成13年度のセミナー企画、１０月１２日（金）大宮ソニックにて開催を決定した。

⑨医療経済・税制委員会

平成13年度税制改正大綱について、とりわけ曰医が要望していた病院建物立替による特

別償却の実現について、説明がなされた。

平成11年度決算報告による、経営分析調査報告がなされた。

⑩病院幹部医会幹事会

平成13年３月９日のセミナーの概要決定について、１３年度の開催予定について、幹事の

交替について、報告が行われた。

－６３－



2．四病協諸会議の開催について

・１１／３０医業経営税制委員会

今後の運営について、消費税制、承継税制、人員配置の算定方法見直しについて、法人税

性について、を中心に議論して行くことになった。

・１２／１医療安全対策委員会

「職業がん対策専門家会議における物質の発がん性についての検討結果」について、労働

省の担当者から説明。

東京都病院協会から依頼のあった「診療に関する警察への届け出にたいする見解」につい

て、検討を行ったが結論は出ず、今後引き続き検討して行くことになった。

・１２／８医療制度委員会

厚生省の医療審議会にあわせて、論議して行くことになり、「病院と診療所との機能分化

について｣、「臨床研修の必修化について」意見を出し合った。

・１２／１５医療保険・診療報酬委員会

各団体のこれまでの活動状況、平成12年度診療報酬改定の分析報告が行われ、「紹介率算

定方式の問題について」今後検討して行くことになった。また、200床問題についても引き

続き検討して行くことになった。

3．医療審議会の開催報告について

１２月６日、１３日

医療機関の広告規制緩和に関する事項、基準病床数の算定式の検討を行ったと報告。

4．厚生省・急性期入院医療の定額支払方式対象病院の追加募集説明会への出席報告

１２月５日

厚生省の標記会議に出席し説明を受け、１２月15日には全日病、医法協、全自病と曰病の四

病院団体で対応を検討した結果、各団体が会員に呼びかけ、プロジェクトチームを発足させ、

厚生省に対して一致して対応させることになった。

5．第50回日本病院学会決算報告について

標記決算報告がなされ了承された。
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6．第51回日本病院学会について

標記について平成13年６月21曰～23曰、アクロス福岡にて開催され、特別講演、シンポジ

ウム等概略が決まり、演題募集を開始した、と報告。

7．医療事故対策に関する活動状況集計結果報告について

608病院から回答があり、８０％の病院が医療事故対策委員会が設置されており、事故対策

マニュアルが60％の病院で作成されている、事故の原因については不注意が28.4％、思い込

みが14.5％となっており、一部でいわれているような、過重労働によるものとは考えにくい、

などの報告があった。

8．医療機能評価機構・病院機能評価の審査結果について

今回10病院に新たに認定書を発行し、合計397病院になったと報告。

9．日本医療保険事務協会・第１3回診療報酬請求事務能力認定試験の申込状況について

今回9086名（うち歯科273名）が受験することになった、と報告。

10．その他

厚生省から理学療法士及び作業療法士需給推計の意見書、医療関連サービス振興会から医

療関連サービスの実態調査報告、厚生省から第１回肝炎対策に関する有識者会議報告、曰精

協から朝倉病院問題に関する声明、厚生省から診療情報提供環境整備事業の実施について、

それぞれの資料について説明がされた。

〔協議事項〕

1．役員改選について

三宅選挙管理委員長から12月１曰付で、選挙告示を行った旨の報告があり、了承された。

2．平成13年度事業計画（案）について

中山会長から概要の説明があり、各自検討することになった。

3．平成13年度予算（案）について

大道副会長から、概要説明があり、了承された。
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4．平成13年秋の叙勲候補者の推薦について

中山会長から福井常任理事を推薦したい旨の提案があり、了承された。

第10回常任理事会

平成13年１月27日（土）曰病会議室出席者18名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会６件、退会４件、退会慰留２件、賛助会員の入会４件、退会１件について承

認。計、正会員2747会員、賛助会員520会員となった。

2．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①平成13年度「看護の曰」及び「看護週間」の協賛依頼

依頼元：厚生労働事務次官

②第49回日本医療社会事業全国大会ならびに第２１回日本医療社会事業学会の後援名義使用

依頼。

依頼元：（社）曰本医療社会事業

③生活習慣病予防週間の後援依頼

依頼元：厚生労働省健康局長

①②③について承認。

３．－泊人間ドック施設の指定について

松園第二病院（３床）－岩手県・盛岡市・財務省印刷局東京病院（１床）－東京都・北区、

の認定を承認。

4．第３四半期、一般会計及び特別会計の収支・監査報告について

大道副会長から、第３四半期の収支報告の説明、星監事より予算執行状況は適正である旨

の監査報告を承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①国際委員会
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ＩＨＦフィールドスタディコースの概要について、2001年５月14曰～18曰北海道、ツアー

企画を見積りの結果、曰本旅行になった。

｜ＨＦの理事候補として牧野参与をノミネートすることを決定。

第５１回曰本病院学会にＡＨＦ加盟各国に参ｶﾛ招待状を送付済み。

ｌＨＦコングレス2001で秋山国際委員長が講演する。

②中小病院委員会

第51回日本病院学会シンポジウム「中小病院の経営戦略パート１V」の演者の決定。

第３回情報交換会を２月１０日、京都市の「マリアージュ」にて開催。

③感染症対策委員会

スタンダード・プリコーション・ハンドブックの作成は新年度早々に出来る予定。

「肝炎対策に関する有識者会議」において、病診連携の構築、ウィルス感染者対策の強

化、国民および医療機関への啓蒙活動、などが論議。

平成13年度の委員会活動について、第51回日本病院学会の講演、そのためセミナー等を

企画。

ＩＣＮの養成について、曰本病院会認定制度も含め、早急に検討を行うことになった。

インフルエンザの発生状況の報告。

④医療制度委員会

改正医療法の政省令および告示案の答申内容について、とりわけ旧総合病院の精神病床

に関する人員配置基準について意見交換。

四病協医療制度委員会の報告。

平成16年の臨床研修必修化を踏まえ、病院団体として一括引受のための検討を行った。

100床以上の病院は管理栄養士をおくという、曰本栄養士会からの申し入れに対しての

了承。

その他、診療報酬上の200床区分、紹介率計算の統一化、病院会計準則の見直し《精神

障害者雇用問題等について検討した。

⑤社会保険・老人保健委員会

平成14年度の診療報酬改定項目についての検討。

内保連の開催報告。

患者紹介率の算定方式について、約150病院のアンケート調査をもとに、曰病方式、全

日病方式それぞれで計算して調べてみることになった。

⑥介護保険委員会

要介護認定、介護入所施設の一元化、おむつ代、介護保険適用型療養病床群と医療保険

適用型療養病床群等の問題点についての論議。
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高齢者医療制度の４案について、老人の心身の特性、老若の公平な負担等をないりょし、

今後更に検討。

⑦学術委員会

３月号の編集について、第50回曰本病院学会推薦演題について、４月号の企画について

検討。

⑧統計情報委員会

薬剤に関するアンケート調査を今年度中に行うべく、実施目的、項目内容、実施直答に

ついて、検討。

2．四病協諸会議の開催報告について

・総会部会（12月20曰、１月24日）

平成13年度の税制改正大綱の説明、四病協各委員会の報告、ＤＲＧ調査の協力、医療安

全推進者養成講座実施要綱の説明、全曰病40周年記念パーティーへの出席要請、総合部会

当番月３カ月から４カ月への変更。

病院建築計画に伴い規制される状況に関するアンケート調査結果の報告、曰本医療機能

評価機構の認定について、四病協各委員会の報告。

･医療制度委員会（１月12曰）

病院の外来制限について、臨床研修制度について、営利企業の病院経営参入問題につい

て、広告規制について意見交換を行った。

･介護保険委員会（１月16日）

第４次医療法改正でいう療養病床のあり方について、介護職員の配置基準３：１の適用

の延長について、介護療養病床一医療療養病床の一元化等の問題で意見交換をした。

･医療従事者対策委員会（１月19日）

昨年12月25日に厚生省より提出された、看護職員の需給計画に関する検討会報告書にも

とづき意見を交換、正・准看に分けての需給計画になってない、将来動向を推し量るのは

困難、３年計画の策定による見通しは妥当ではない、などの意見が出された。

･医療保険・診療報酬委員会（１月26日）

200床問題については次回に使用をそろえ検討することになった、紹介率算定問題につ

いてはアンケートの回答した150病院をそれぞれの方式で試算し検討することになった。
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3．曰医・医業税制委員会の開催報告について

自民党の平成13年度税制改正大綱についての説明があった、と報告。

4．全曰本病院協会創立40周年記念式典の出席報告（１月18曰）

１月18曰にホテルオークラにて、盛大に行われた、報告。また、大道副会長より、曰病の

５０周年についての進渉状況が報告された。

5．諸橋芳夫先生を偲ぶ会の出席報告（１月20日）

１月20日に旭中央病院にて、職員を中心にとりおこなわれた、と報告。

6．曰医・病院委員会の出席報告（12月６日）

大病院の外来機能のあり方、公私の病院の役割分担、病院に対する法的規制のあり方につ

いて検討を行った、と報告。

7．曰医・医療安全対策委員会の出席報告（１月17日）

「曰本医師会医療安全対策委員会答申案たたき台」の説明があり、これに対する意見を出

し合い、次回委員会において中間報告をまとめることになった。

8．内保連・第９0回例会の開催報告について（１月16日）

平成12年度の会計報告、平成13年度の運営費徴収について、またＤＲＧ／ＰＰＳの現状報

告、それと平成14年度の診療報酬改定について論議した、と報告。

9．国際モダンホスピタルショウ2001開催説明会・新春講演会の開催報告について

2001年度の開催説明の後、「今後の医療の方向と課題」をテーマに元・厚生省健康政策局

長の講演が行われた、と報告。

10．医療審議会の開催報告について（12月18日、２１曰、２６曰）

医療審議会に置ける、改正医療法に伴う、政令、省令及び告示について、諮問・答申の報

告を行った。とりわけ、｜日総合病院における精神病床の取り扱いについて、一般病床の人員

配置基準でいいのかどうか、今後さらに論議して行くことになった。

11．日本医療法人協会賀詞交換会の出席報告（１月19曰）

(奈良副会長）（資料13）

－６９－



１月19日、東京會館において行われた、と報告。

12．平成13年度「短期人間ドック」「自動化健診」の検査綱目及び利用料金について

平成13年度の「短期人間ドック」の料金上限61,000円（HCV抗体検査十は63,500円)、「自

動化健診」は50,000円となった旨の報告。

13．曰本病院会・山口県支部長の交替について

前支部長の死去に伴い、水田英司（小野田赤十字病院長）が支部長に選任された旨の報告。

14．厚生労働省等からの通知について

厚生労働省より、看護婦等養成所の運営に関する手引き、看護婦等養成所の運営に関する

指導要領について、毒薬等の適正な保管管理等の徹底について通知が来ている旨の報告。

日本栄養士、全国病院栄養士協議会から医療法改正および診療報酬改定にかかわる陳情書

が届いている旨の報告。

〔協議事項〕

1．医療費、医療制度、医療保険制度について

介護保険一医療保険の問題、特別養護老人ホーム老人保健施設の問題、高齢者医療保険の

問題等について、資料をもとに論議を行った。

2．平成13年度事業計画（案）について

前回の説明から、lFH2001フィールドスタディコース（北海道）の開催、ｌＨＦ香港総会ツ

アーの開催が新たに付け加えられた、と説明。

3．平成13年度収支予算（案）について

－般会計十特別会計、収入合計1,165,993千円の予算の説明がなされた。

4．その他

厚生労働省の組織図等が資料として提示された。

第１１回常任理事会

平成13年２月24曰（士）曰病会議室

第４回理事会と合同開催（理事会の項参照）
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第１２回常任理事会

平成13年３月24日（士）曰病会議室出席者21名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会12件、退会２件、国立病院の経営委譲及び統廃合により＋２，－５、賛助会

員の入会２件、退会６件について承認。計、正会員2754会員、賛助会員509会員となった。

2．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①「病院における薬剤師の人員配置に関する検討会」委員就任依頼

依頼元：厚生労働省医政局長

②第２回「癒しの環境研究会」全国大会の後援依頼

依頼元：癒しの環境研究会

③「患者中心の参加型医療をめざして2001」の後援依頼

依頼元：ヘルスケア・リレーションシップ・マーケティング研究会

④第５回研究発表大会後援名義依頼

依頼元：（社）日本医業経営コンサルタント協会

⑤第４回医療機能評価機構研究フォーラムの後援名義依頼

依頼元：（財）日本医療機能評価機構

①～⑤全て承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告について

①病院倫理綱領見直しに関する特別委員会

大項目の解説部分の一部訂正と、各論の論議を行ったと報告。

②創立50周年記念事業実行委員会

スケジュールの最終確定

正副会長会議（桃の間）１０：００～１１：00

常任理事会（桜の間）１１：１０～１３：２０

代議員会・総会（富士の間）１３：３０～１４：２０

記念講演（富士の間）１４：３５～１５：３５
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記念式典（光の間）１６：00～１６：４５

（秋篠宮殿下、同妃殿下のご臨席を賜る予定になっております）

記念祝賀会（富士の間）１７：００～１９：００

記念品の確定

切子のペアワイングラス

以上が確定されたと報告。

③予防医学委員会

新人間ドック手帳作成（Ａ４サイズ)、「人間ドックの本」の発刊、第２回人間ドック認

定指定医研修会の開催予定（３月13曰)、曰本人間ドック学会の開催と第３回人間ドック

認定指定医研修会の開催予定（９月１曰)、曰病、全曰病、健保連の三者協議について、

閉経後高コレステロール血症についての予後調査研究等について報告。

④病院幹部医会幹事会

平成13年７月11曰（水）開催予定のセミナーの会場が、東京ファッションタウンビル906.

907号室、テーマが「もう一度クリティカルパスを考える」に決定。

幹事の交替、次回開始予定等が報告された。

⑤教育委員会

平成12年度の各研究会開催結果報告、平成13年度開始予定案について、次期研究会委員

について等が、報告された。

⑥通信教育委員会

診療情報管理課程合否判定、診療情報管理士認定授与式４月28曰開催予定の概要、平成

１３年度の通信教育事業予定、編入指定枝（北海道ハイテクノロジー専門学校、お茶の水医

療秘書歯科助手専門学校、新潟工科専門学校、京都保健衛生専門学校、大阪医専、国際医

療福祉総合学院）６校、認定大学（鈴鹿医療科学大学）１校が申請今後検討する、と報告。

⑦医療経済・税制委員会

病院経営分析調査報告の続編として、入院径路とクリティカルパスについての項目を報

告書Ⅱとしてまとめた、と報告。
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⑧社会保険・老人保健委員会

保険証認証システムの構築についての説明、患者紹介率算定方式の集計結果報告、混合

診療についての曰病としての意見のとりまとめ、を行ったと報告。

⑨学術委員会

曰病雑誌５月号の編集について、６月号の企画について検討を行ったと報告。

2．四病協諸会議の開催報告について

①総合部会

病院建築に関する規制緩和の要望書を、関係方面へ提出する、四病協の規約改正、診療

報酬明細書の記載要項についての要望書の検討、「民間病院等における診断群分類を活用

した調査」プロジェクト委員会について、病院会計準則の見直しについて、四病協その他

の委員会の開催報告、以上について報告、検討を行ったと報告。

②医療制度委員会

個人情報の保護に関する法律（案）の説明を厚生労働省医政局指導課田村補佐からうけ、

質疑応答を行った、四病協医療制度委員会の提言（病院の機能分担、臨床研修制度）を引

続き検討して行く、四病協初期臨床研修委員会ｏｒ四病協初期臨床研修連絡協議会の設置

について、の報告。

③介護保険委員会

介護保険適用療養型病床群と医療保険適用療養型病床群の機能、介護入所施設の一元化、

以上検討したと報告。

④医療安全対策委員会

「医療機関における安全管理の実施状況に関する調査」（厚生労働省）結果概要につい

て厚労省担当官から報告、四病協としての報告書作成について検討を行った、と報告。

⑤病院会計準則研究委員会

設置の経緯説明と検討課題について協議を行った、と報告。
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3．医療機能評価機構理事会・評議員会合同会議の出席報告

理事会に出席、平成13年度事業計画、収支予算、寄付行為の変更について協議したと報告。

4．曰医・医業税制検討委員会の開催報告

平成13年度の意見をもとに、１４年度の意見薑のたたき台を作成したと報告。

5．第５回曰医・病院委員会の出席報告

２１世紀の病院医療の目指すべき基本的方向、病院に対する法的規制の在り方、などこれま

での論議の総まとめを行った、と報告。

6．「病院における薬剤師の人員配置に関する検討会」の出席報告

第一回目なので今後の検討方向について、論議したと報告。

7．宮崎秀樹先生の繰上げ当選と激励会の出席報告

帝国ホテルで行われ、盛会であったと報告。

8．第５回治療食等献立・調理技術コンテスト出席報告

来賓としてあいさつを行い、コンテストの審査を行った、と報告。

9．事務局職員の異動について

産休による事務局職員の配置異動と、パートの採用を行った旨の報告。

10．厚生省などからの通知について

時間の関係で資料を後ほど読んでもらうことで終了。

〔協議事項〕

1．医療費、医療制度、医療保険制度について

時間の関係で、資料の提示のみ。

2．病院経営、税制、医師、看護婦について

時間の関係で、資料の提示のみ。
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3．介護保険について

時間の関係で、資料の提示のみ。

4．本日の役員改選等会議曰程について

本曰の会議の説明があり了承。
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第４委員会・部会

1．医療制度委員会

１．開催回数７回

２．出席者数５６名

３．協議事項１）報告書『２１世紀の国民医療と病院」について

２）出版図書「勤務医師のために」について

３）医療法の一部改正に係る政省令事項について

４）紹介率の統一化について

５）臨床研修について

６）四病協に対する意見提出について

4．総評

○本年度は委員会の報告書として「２１世紀の国民医療と病院」を７月に発刊した。

これは平成10年度当委員会の初回会議で、本委員会の取り組みを、医療審議会の審議事項に対

する意見聴取のほかに、将来の医療提供体制のあるべき姿について意見提案をすることを申し合

わせ、本年度中にまとめることにしていたもので、内容は後掲の通りである。

ただ、割愛した原稿に貴重な見解が含まれているとの指摘から、全文を掲載した報告書も６月

に発行している。

○更に、９月には勤務医師マニュアルの改訂版を、「勤務医師のために」と名称変更し発刊した。

担当を西村委員、構成と執筆者は次の通りで、

第１章求められる医師像聖隷浜松病院院長堺常雄

第２章病院の機能〃

第３章地域との関わり恵寿総合病院院長神野正博

第４章診療業務〃

第５章医師の業務とチーム医療曰鋼記念病院院長大平整爾

第６章医療の質と安全の保障〃

付録に医師常識集を盛り込んでいる。

○また、梶原委員より現行の紹介率が、一般病院、特定機能病院、地域医療支援病院でマチマチ

であり不合理であるとし、次のような新たな算定式に統一するよう提案をみた。
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(紹介患者数)＋(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋(緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数）
×１００

(他の病院又は診療所に紹介した患者数)+(初診患者数)+((当該救急医療事業において休日又は夜間に受診した救急患者数)￣

（緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数)）

当委員会として承認、現在、社会保険．老人保健委員会で各病院から患者数のデータにもとづ

き、当算定式に当てはめ作業を実施しているところである。

○平成16年４月から実施される臨床研修の必修化にあたり、当委員会として関わる事項、範囲に

ついて意見交換を図り、研修生のミキシングの必要性、研修場所として在宅医療、診療所、ホス

ピス、特養等多様な施設での研修が求められるとし、これらの施設を有する病院団体が、窓口を

設け、研修を引き受けるのが相応しいとの思いから、問題点は多岐に亘っているが、研修生と研

修施設のあいだを取り持つ事業に取り組むことを検討することにした。

２月の委員会では厚生省の医事課長を招致し意見交換を実施、翌年度への継続案件としている。

○12月の厚生省医療審議会の審議事項である改正医療法の政省令事項に対して、審議会委員であ

る奈良副会長の報告にもとづき意見交換を実施した。特に医療計画の必要病床数が基準病床数に

変わり、基準病床数算定にあたって、入院率が全国平均値か都道府県値の何れか低い方が適用さ

れることを問題視、意見提出することを求めた。

○委員会開催

回開催曰

第16回４月21曰（金）

第17回５月19日（金）

第18回７月21日（金）

第19回１１月24日（金）

第20回１２月14曰（木）

第21回平成13年

１月26日（金）

第２２回２月23日（金）

数者
名
名
名
名
名

席
８
７
５
９
９

出

開催場所

日本病院会

日本病院会

日本病院会

日本病院会

日本病院会

主な協議事項

２１世紀の国民医療と病院

２１世紀の国民医療と病院

勤務医師のためにについて

改正医療法の政省令について

改正医療法の政省令について

８名

10名

日本病院会

日本病院会

臨床研修の必修化について

臨床研修の必修化について
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平成１２年７月２２日

会
作社団法人日本病院

会長中山耕 殿

２１世紀の国民医療と病院について（提言）

みだしの事項につきまして別添のとおり取り纏めましたのでご提出いたしま今般、

す。

度委員会

北條慶

福井

石井孝

梶原

竹田

西村昭

星和

医療制

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

順
宜
優
秀
男
夫
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２１世紀の国民医療と病院

平成１２年７月

社団法人日本病院会
医療制度委員会
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２１世紀の国民医療と病院

日本病院会医療制度委員会

はじめに

－２１世紀医療は病院を中核とする機能連携のもとに患者中心の医療を提供一

日本の医療は戦後５０年皆保険制度の導入やフリーアクセスの保証などで、世界一

の長寿と最低の乳児死亡率をもたらし誇るべき成果を上げている。しかし２１世紀を

迎え、急激な少子高齢社会と経済基調の変化で医療費の伸びと経済成長の伸びとの間

に不均衡が拡大し、このままでは国民皆保険制度そのものが崩壊の途をたどりかねず、

早急に従来の医療保険制度の抜本的構造改革を必要としてきている。このため政府を

はじめ関係諸団体も審議を重ねもろもろの改革案の提唱をみるところである。

一方、国民医療の現状をみると、医師数の６５％、医療費の７５％は病院が占めて

おり、とくに救急医療、周産期医療、臨床研修、災害拠点などでは病院が主導的役割

を担っている。これは医学の進歩と医療技術の革新で病院の存在価値を高からしめた

結果であり、したがって２１世紀の医療も、より一層その傾向が強まり、病院を中核

とした機能連携のもとに展開され国民の健康保持が図られることになると思われる。

本報告書は国民本位の医療の発展のために、２１世紀の国民医療のあり方と病院の

果たすべき役割について、医療制度委員会でこの２年間に議論し、さらに医療保険制

度については社会保険・老人保健委員会のご支援をいただいて纏めたものである。
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§１国民医療と将来展望

１．わが国の医療制度と医療需要の変化

わが国の医療提供体制は、国民皆保険制、自由開業制、診療報酬出来高払制という

３本柱によって築き上げられてきた。公的医療保険という国民皆保険下で、患者は世

界に類をみない公平性（受療機会の公平）を保障されるとともに低価格で受診を享受

することができ、医療機関はどこでも開設が許されるとともに、患者は自由に医療機

関を選択でき、医療費支払いは実施した医療行為の出来高に従って支払われる方式に

より、長寿社会の実現に寄与してきた。

わが国の医療制度は、医療費の対ＧＤＰ比でみた場合、先進諸国の中でもっとも低

い水準にあり、長い外来待ち時間、病院施設の人員不足、アメニテイの貧弱などいく

つかの問題があるとしても、人口の急増期および経済の成長期においては、総じて適

合した制度であったと評価される。

しかしながら、先進諸国が経験したことのない少子高齢化社会の到来、生活習慣病

の増大による疾病構造の変化、さらなる診断・治療の進歩・高度化（医療の技術革新）

医療情報の開示と提供・療養環境の改善といった患者ニーズの増大などのなかで、良

質でかつ適切な医療の提供、皆保険とフリーアクセス制度を維持していくためには、

いまの医療制度一すなわち医療提供体制と、医療保険制度を再構築することが必要で

ある。

なお、超高齢社会を迎えるにあたり、介護との境界の難しい療養型医療の需要の増

加も今後の大きな課題である。

２．医療費の状況一現状、未来

国民医療費の規模は、１９９９年度（平成１１年度）約３０兆円、そのうち老人医

療費が１１兆円と見込まれており、国民医療費は平均で毎年５％程度の伸びを示し、

金額にして年間約１兆３千億円程度の規模で増加している。

３．医療保険財政の状況

今後、より一層進展することが予想される社会構造の変化や早ければ２００５年か

ら始まる労働力人口の減少は、保険料収入の長期的減少を予感させるとともに、今後

増加の一途を辿る高齢者人口は、さらなる老人医療費の増大を招来することとなり、

医療保険制度の財政基盤はもちろんのこと、理念までも根底から見直さざるを得ない

状況となっている。

医療保険制度は、年金、福祉と並ぶ社会保障制度の根幹である。国民的合意を得た

うえで２１世紀の社会に適合する社会保障制度を確立するためには、現行医療保険制

度の再評価を実施し、時代の変化に対応した制度の抜本的見直しを行うだけでなく、

年金．医療．福祉などの横断的調整を行い、社会保障制度全体の見直しを実施するこ

とが必要である。
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４．医療提供体制の状況

医療を取り巻く環境変化のなかで、今後、質の高い医療の確保と医療保険制度の安

定的運営との調和を図っていくためには、医療の効率化を求めて医療機関の機能分担

の推進、患者の病態に応じた入院医療の提供、医療需要に見合った適正かつ効率的な

医療提供体制の確立が望まれる。

ｌ)病院施設の状況

１９９０年（平成２年）１０，０９６件でピークに達した病院数は、１９９７年

（平成９年）９，４１３件まで、６年間で６８３件（６．８％）が減少した。そのほ

とんどが１００床未満の一般病院であった。

これに対し、一般診療所数は、１９９７年（平成９年）８９，２９２件に達し、こ

の６年間で８，４４８件（１０．４％）の純増となっている。

また、病院病床数は、過去６年間で一般病床および精神病床数に大きな増減はみら

れない。

一般病院および病床は、平成４年７月および平成９年１２月の医療法改正において、

医療機関の機能分担と連携の促進ならびに高齢化社会への対応を目途として、特定機

能病院、療養型病床群（平成４年７月改正）、地域医療支援病院（平成９年１２月改

正）の各制度が創設され、一般病床約１２６万床の中での機能区分が進んでいる。

２)病院開設主体の状況

全国に９千有余開設されている病院は、そのほとんどが保険診療を中心として運営

を行っているが、開設の主体は様々である。１９９７年（平成９年）時点における開

設者別内訳は、国３８０件、公的医療機関１，３６９件、社会保険団体１３３件、医

療法人５，０３９件、個人１，６４２件、その他（公益法人、学校法人、会社他）８

５０件である。１９９０年（平成２年）から１９９７年（平成９年）の６年間で減少

した６８３件の病院は、ほとんどが個人病院であり、同期間において減少した個人病

院数１，４３９件の半数が個人病院から医療法人への組織変更、残り半数が実質的な

廃止である。ここ数年間に個人開設病院は半減している。

５．病院事業

現在、国民医療費３０兆円のうち、６０％近い約１７兆円が病院施設に保険医療費

として給付されている。また、病院施設従事者は１５０万人近くにのぼり、保険・医

療・福祉分野という社会サービス従事者約３１７万人（１９９６年（平成８年））の

２分の１に迫る雇用を吸収している。医療は消費であるとともに健康をつくる産業で

あり、ＧＤＰの７．３２％（９７年）を占めている。

病院の施設設置目的は、継続的に傷病者（患者）を受け入れることであり、開設主

体にかかわりなく、良質な医療、特に入院医療を適切に提供することを運営の理念と

している。このため、診療所とは異なる様々な法的規制や遵守規程が定められている。
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§２医療提供体制

国民に開かれた医療提供の実現一患者中心の医療一

（キーワード）

○皆保険、フリー・アクセスの尊重

○快適な医療環境

○人員配置基準、構造設備基準の改善

○インフォームド・コンセントの徹底

○リスクマネジメントの推進

○診察券のデスクカード化（兼診療録）

○カルテの開示

○情報開示、病院機能評価公示

○プライバシーの保護

○規制緩和（設備など）

○広告規制の緩和

○介護療養型医療施設の強化

１

２．高度技術の医療

（キーワード）

○ＥＢＭに基づき医療の標準化一レベルの向上

○質の高い看護

○リハビリテーションの充実

○臨床研修制度の充実

○情報ＩＴの推進、カルテの電子化など

○ゲノム解析による新医療の推進（予防医学）

３．医療機関の機能分担と連携

ｌ)急性期と慢性期の病床区分

医療を病状の曰々変化の激しい急性期と病状が比較的安定した経過をたどっている

慢性期に分け、一般病床と療養病床（施設）の区分をし、患者にふさわしい医療を提

供できる体制を確保しようというのは合理的であるが、同一疾患、同一病人といって

も必ずしも急性と慢性に区分することは容易でなく、また、区分・分離することによっ

て、とくに看護要員は増加することがあっても削減は困難で医療費の削減にはならな

いであろう。いわゆる社会的入院は排除されるべきであるが、病床運営上、従来どお

りの急・慢混合のほうが弾力的運用が可能となり、逆に効率がよいことも考慮する必

要があろう。

２)病診の機能分担

病診連携が重要で、機能分担として病院は入院、診療所は外来という棲み分けは原

則的に望まれる。ただ、大病院への外来集中が批判されているが、患者のフリーアク
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セスは尊重されるべきで、経済的誘導、法的に規制しようとするのは患者の利益には

ならない。むしろ、病院外来に集中する原因を真剣に検討分析する必要がある。

また地域の特徴もあり一様に「病院は紹介外来を原則」とするのは不適切で強制す

べきでない。２００床とか３００床などと病床数の大小で医療機能を区別すべきでな

い。一般に病床数や病院機能は地域の特性により定まるものである。

３)専門医院への積極的支援

現在の開業医は、大方開業まで大学教室にいてもろもろのグループに所属し、専門

的医療教育を受けており得意とする領域がある。したがって、その領域の程度の高い

専門性は重視されるべきである。病診連携、逆紹介などの推進が必要である。

４)専門家庭医の養成

病院外来と開業医とで同レベルの患者の外来受診を競い合うような現状を改善する

ためには、専門の家庭医の養成が急務である。家庭医は世界のすう勢からも専門医と

しての教育を経て新しく認定されるべきである。臨床研修の項とも関連するが、資格

認定制度導入と教育プログラムの整備とを連動させるべきである。

専門家庭医制度の定着によって多数の専門家庭医が地域で活動することは、病院医

療と家庭医療の双方の特質を高めることになり、厚生省が平成１３年度に提唱する予

定の「国民の医療に対する信頼回復」へも大きく貢献することになるであろう。

専門家庭医養成の教育プログラムは、基幹病院がイニシアティブを取って進めるこ

とが有効であり、広く会員病院に推奨したい。これは、専門家庭医の教育で診療各科

における研修が必須であることに加えて、バックアップ病院として地域での家庭医療

支援モデルを示せるからである。専門各科の診療以外にも、病院のもつ様々な機能

（リハビリ、栄養、ソーシャルワーク、訪問看護、デイケアなど）を、専門家庭医と

して活用することができる。

こうした一歩進んだ質の高い病診連携を進めることで、地域（家庭）にいながらに

して、病院のケアとの連続性を保ちつつ国民のさらなる健康増進を図れる。もちろん

病院が専門家庭医の養成を支援することで、在院日数の短縮、紹介患者増にも結びつ

くこととなる。

５)情報ＩＴの利用、ネットワークの確立と活用

医療システムの情報化は、医師や医療機関の役割分担を一層推進するものと期待さ

れる。すなわち地域医療のシステムの構築、患者の臨床所見や検査所見をすべてデジ

タル化して記録することによって共通のものとし、中核基幹病院と診療所との連携を

密にして患者の受ける負担を軽減し、医療の質的向上に資するものと期待される。

４．医師数、病床数

1)医師数の制限は疑問

医師数の増加が医療費を押し上げる要因になっているとし、医師数を制限しようと

しているが、そのために医学部の入学定員を減らす必要があるか否か疑問である。無
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医村は少なくなく、まずは医師の偏在を正さなければならない。たとえば－県一医科

大学制度が実施されたが、卒業生はその趣旨に則り卒業県に留まる制度、政策を考え

るべきである。

医師数の制限の前に、むしろ保険医の資格認定の際に厳格に選考され、また資格更

新制度が採用されるべきである。

２)病床数

現状では地域医療計画による病床数の規制は続行されてよい。企業のビジネスを目

的とした参入は反対である。ただし、標欠病床は厳しく評価、是正されるべきである。

５．介護療養型医療施設の分離・強化

高齢者などの脳軟化症、脳出血症や脳梗塞などによる麻庫患者、痴呆症などリハビ

リテーション効果のあまり期待できない療養者に対する医療サービスは、一般病院か

ら分離して介護保険も利用して現行の老人療養型施設の強化で対応する。しかし、高

齢者の人間性を尊重し、十分な敬意を払って処遇できるように、施設環境の一層の改

善を図るべきである。

６．これからの病院

一般的に病床数の大きい病院は、診療科目も多く救急機能など機能も豊富であり、

医療スタッフや医療機器も充実している傾向にあるといえるが、一律に規模により機

能区分を図るのではなく、中小規模病院であっても病院の専門性や自主性を生かせる

ように配慮すべきある。

く地域における病院の役割＞

ｌ）２次医療圏における医療供給体制

特定機能病院や大学病院が提供する医療サービスを除くと、ほとんどの医療は、２

次医療圏において完結している。２次医療圏における病床規制や機能分担を行うのな

ら、地域の特性に応じた柔軟なもので、さらに需給の変化に合わせて即応できるよう

な制度であるべきである。

２)地域における公民病院のあり方

公民様々な開設主体の病院があるが、地域医療という観点からは、ほぼ同じような

機能を担っていることが多い。公民が区別なく、第三者をまじえた地域医療協議会を

設置し、まず住民のニーズに応じて調整されるべきで、強制的な機能区分の必要はな

い。

国立病院は、政策医療や高度医療を担うことが期待されるが、２次医療圏の状況に

よっては必ずしもそうでない場合もある。高次機能病院を頂点とした再編計画が進め

られ、今後は各病院の機能を明確にしつつ、計画に沿って整備を進めるとともに、独

立行政法人としての効率的な経営を目指すべきであろう。

公立病院・公的病院は地域における基幹的な役割を担っている大病院が多い一方、
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過疎地での医療を担っている病院もある。いずれも地域にとってはなくてはならない

存在である。

公立病院については、民間病院による医療提供体制と調和を保ちつつ、地方公営企

業法に定める政策医療を重点的に担い、あるいは地域医療を支援する病院として地域

医療を支えていくべきである。また、経営改善のためには、より自由度の高い地方公

営企業法の全部適用や質の高い経営管理にもとづく手法などの導入、さらには経営委

譲や統廃合を含めて経営のあり方を検討すべきである。

公的病院については、経営状況が良い病院も多いが、その設立当初の目的を果たし

た病院や経営不振の病院は、民営化も含めてそのあり方についての検討が必要である。

＜病院の機能＞

l）チーム医療の提供

病院は、診断、治療、ケアを適切に行うために、医師、看護部門はもちろんのこと

検査部門、薬剤部門、栄養部門等の院内各部門が協力してチーム医療を行う体制が整っ

ていなければならない。

２１世紀の病院は、患者中心のチーム医療が展開される場であり、そのためには電

子カルテ、クリニカルパス、治療計画、副作用などの情報をデータベース化し、部門

間で情報を共有化して有効に活用するとともに、業務の標準化を進めることが必要で

ある。

2)外来機能と入院機能

２１世紀の病院は、効率を考えて基本的には入院機能を主体とし、外来機能はより

専門性の高い診療を担う専門外来に向かうことになろう。

プライマリケアは主に地域の診療所や小規模病院が担い、病院の外来はそれらの医

療機関と連携して、紹介患者に対する専門的な診療を重点にしていくべきである。し

かし地域の医療体制一家庭医制度が必ずしも整っていない現状においては、病院がプ

ライマリケアを担うことが必要になる場合も少なくない。地域の状況に応じて柔軟な

機能分担がなされるような体制が望ましい。

ホスピタルフィ－とドクターフイーの分離、医療法における診療所の人員基準や設

備構造基準の見直しなどの制度面の整備が必要である。

入院機能は、当然のことながら欧米並みの人員配置と療養環境を実現し、平均在院

日数の短縮を図ることが、グローバルスタンダードからみたわが国の課題である。高

度成長をとげた日本経済のもとで、多くの国民が豊かな暮らしを営んでいる現在、入

院した際にはせめてホテル並み以上の快適な療養環境が望まれよう。

－紹介外来制一

大病院は入院機能を中心に担い、外来については主に紹介患者を扱うという方向性

は支持するものの、患者の選択を阻害するような施策は望ましくない。制度上、紹介

率という概念だけで機能区分を推し進めるものではない。

とくに地方においては、病院の医師がいわゆる「かかりつけ医」として役割を果た

している場合も多い。また、診療科（産婦人科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻科な
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ど）によっては近くに専門の診療所がない場合もある。単に紹介状を書いてもらうた

めに敢えて診療所を受診する手間をかけることは、時間的にも経済的にも無駄である

ばかりではなく、紹介制度の趣旨からもはずれよう。

3)在宅医療／訪問看護と介護保険サービス

従来から多くの病院が、在宅医療や訪問看護に取り組んできている。これは入院生

活よりも在宅でのケアを望む高齢者や患者、家族の希望に答えてきた結果である。

病院としては地域の要望に答えたサービスを提供していかなければならない。介護

保険サービスの基盤は医療サービスであり、医療機関のサポートがなければ良質な介

護サービスは成り立たない。病院が自ら訪問看護や訪問介護を行うことが望ましいの

は、医療基盤があることによって医療と介護の総合的なサービスが提供できるからで

ある。

4)臨床研修

臨床研修の提供は病院の重要な任務のひとつである。

臨床医を目指すには地域に密着した病院で研修することが望まれる。そのためには

研修実施病院を拡大するほかに、介護施設、在宅ケアなど高齢者に対するサービスや

終末期医療などの施設においても研修をすべきであろう。また、専門志向の研修から、

総合的な診療能力を身につけることを目的とした研修にしていくことも重要である。

そのための指導医の確保についての施策と研修病院に対する経済的な手当てが必要で

ある。

5)保健予防と健康管理

健康診断や人間ドックは従来から病院の重要な業務になっているが、２１世紀にはま

すますその役割が大きくなる。健康を損なってから治療するのではなく、健康を損な

わないように指導管理していくことが重視される。とくに生活習慣病が増加しつつあ

る状況から、日常の生活を各個人が管理することが大切である。

地域住民に対する啓蒙や教育、高リスク者に対して継続的管理を行うことは病院の

役割である。健診・人間ドックだけでなくより健康増進施設、各種健康教室、健康情

報ライブラリーの設置、栄養指導など、病院が地域において住民の健康維持に積極的

に関与することが期待される。

6)情報ＩＴの利用、在宅医療と連携

診察券のデスクカード化、電子カルテ、病院間をはじめ病診連携を促進する情報ネ

ットワークの確立、在宅医療、僻地医療などに大きな革新をもたらし、医療の効率化

に有益となろう。

7)サービス向上と経費負担

待ち時間の短縮、予約、薬効の説明、情報提供、診療録の開示、諸アメニティの改

善など患者の要望は年々高くなってくる。電算システムの導入は必須である。
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医療はサービス業でありサービスの向上、サービス量・業務の増加は人件費の上昇

を必然的に招く。医療サービスの向上を求める声が強いが、関係者はそれ相応のコス

ト負担の必要性を認識しなければならない。

8)保険診療とその制限の規制緩和

保険医療には限界があり、とくに自由経済社会において特別の高度の医療、高度の

アメニテイを求めるとき、保険医療の枠からはみ出さざるを得ない。いわゆる階層医

療を是とするものではないが、特定療養費制度や混合診療の容認（民間保険の活用）

を良くも悪くも検討すべき時期に来たといえよう。

〈民・公病院のあり方〉

l)民間病院と公的病院

民間病院は全病院数の約80％を、また、病院病床数の割合では約67％を占めている。

わが国の地域医療の大部分は民間病院によって支えられているといってもよい。

一方、公立あるいは公的病院は一般的に大病院が多く、地域住民の医療ニーズに基

づき、あるいは広い社会公共性をかかげて、一般医療のほかに、経済性を超えて救急、

癌や循環器病、未熟児、リハビリ、難病など高度・特殊・先駆的医療、僻地医療など

に積極的に取り組み、日本の最新医療の牽引的役割を果たしているものが少なくない。

自治体病院などに年間８０００億円にのぼる多額の補助金が出され、かつ非課税で、

民間病院に比べ不公平で、医療経済の面からみて非効率であるという。したがって、

「地域医療において、公立病院の守備範囲を段階的に縮小し、施設を民間に経営委譲

すべきである。公立は政策医療の原点に戻り不採算分野のみを補填すればよい」とい

う意見もあるが、非現実的で、厳しい医療環境のなかで補助金に恵まれた結果として

最新の医療機器を備えることができ、最先端の医療、高度専門医療、さらには病院改

築などでアメニテイの向上に寄与している功績も否定できない。公立・公的医療機関

あるいは民間医療機関の一方だけでは不可能で、お互いの協力が必要であり、共存し

なければならない。そのためには国民の側にも受け入れられるものとして、民間病院

には公的資金の投入で設備をはじめ医療レベルの一層の向上を図り、公立病院は体質

に基づく非効率は否定できず、経営体質の改善に努力することが必要である。相互理

解・相互協調による地域医療の確立を目指す施策が望まれる。

2)民間病院の特性と役割

①公費による補助の相違

民間病院に対する補助としては、医療施設近代化施設整備事業、看護婦宿舎施設整

備事業等の事業と老人保健施設など高齢者の施設整備費等についての補助制度がある。

民間医療機関の一層のレベルアップのために医療施設近代化施設整備事業の大幅な

拡充と、苦しい自治体財政に鑑み、これに代わって国庫負担分の増額が望まれる。

②経営の柔軟性と統一性

民間病院は事業方針の決定や人員計画や人事異動、外注化などについて、臨機応変
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で柔軟な経営ができることが強みである。速い意思決定に基づくニード即応の経営が

民間病院の特長である。

また多くの場合、開設者（理事長）が病院に常勤体制でおり、病院管理者（病院長）

と意思疎通を図りながら病院運営に当たっている。したがって病院の現場の状況を踏

まえて、理事会と病院側が一体となった経営が行えると言えよう。

③人事の独自性

給与制度や人事制度などの労働条件について、民間病院の場合は公務員と異なり病

院独自に設定できる。病院の事業目標を達成するために、目標管理制度や能力給制度

を導入して組織の活性化を図ることが可能である。人件費については、病院の経営状

況に応じてコントロールがしやすい。

④地域医療における公民連携

民間病院と公立病院、公的病院が存在する地域においては、同じ機能を備えて競う

のではなく、大胆な機能分担が望ましい。とくに国立病院や公立病院は、その存立趣

旨から高度医療や僻地医療の支援、伝染・結核等の政策医療を主に担うとともに民間

病院を支援することが望まれる。

一方、民間病院はその機能を明確にし、それぞれの特色を生かしたサービスを地域

に提供していくことが基本である。とくにプライマリケア、人間ドック等のより地域

住民に密着したサービスを担うとともに、経営の機動性を生かして地域に欠けている

サービスを迅速に提供していくべきである。

⑤介護保険と高齢社会への対応

民間病院が高齢者の施設サービスで果たしている役割は大きい。

また、居宅介護支援、在宅医療、訪問看護、訪問介護など介護保険の在宅サービス

の提供主体も、民間の医療機関が中心になると思われる。公立病院がなかなか手がつ

けられない地域のニーズをとらえて、サービスを行っていくことが、民間病院の役割

である。

また高齢社会において、デイケア、ホスピス、グループホーム、ケアハウスなどの

ニーズもますます増加しよう。このような分野も公立病院では、なかなか迅速に対応

しにくい。高齢者サービスの分野は、民間病院の機動性を生かして積極的に取り組ん

でいくべきである。

⑥民間病院の経営

病院経営については、民間病院と公立病院の間に大きな違いがある訳ではない。以

下の項目には、これからの民間病院経営における方向性を示すが公立・公的病院にも

適用できよう。

○病院の理念と組織的基盤の確立

○地域ニーズの反映に基づく運営

○患者を中心とした診療の質の確保
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○看護の適切な提供

○患者の満足と安心への志向

○病院運営管理の合理性の追求 (日本医療機能評価機構の評価項目より）

3)公的医療機関の設置目的と現状、将来

全国で９千余の病院があるが、そのうち公立病院１４３８施設、公的病院４２９施

設がある。それぞれ異なった趣旨で設立され、現在もユニークな特性を残しているが、

政策医療として国立が担っている部分を除けば、存在する地域の基幹的な医療を提供

している。他の病院と変わるところがなく、今後も地域中核・基幹病院として地域医

療を支援しつつ地域住民と一層密接な関係が保たれていこう。

とくに、公立病院は、今後の経営状況を考えると公設民営ないし独立行政法人化も

検討すべき－つの方向である。

§３医療保険制度

第２次世界大戦の敗戦国として疲弊のどん底にあったわが国が、戦後５０年余を経

て、世界の最長寿、乳児最低死亡率の国として国際的に誇り得る存在となったことに、

わが国の医療保険制度が果たした役割は大きい。

しかしこの制度が内蔵する基本的な構造上の欠陥は、加速する少子高齢社会の到来

や低迷する経済不況期に対応することができず、その財政は破綻寸前であり、今や

「国民医療のあり方」に重大な影響を与える結果を招くに至っている。

１．医療保険制度の現状とその問題点

l)制度の概要

現行国民皆保険は、国民の強制加入制度で、被保険者である国民に「どの制度に加

入するか」を選別する自由はない。国民は制度の定めるところにより年齢別、職業別、

業種別、事業主別、地域別に５千２百余の保険者団体に分断され強制的に加入を余儀

なくされている。公的医療保険制度であるが、複雑で、負担も給付も不統一で保険者

間の格差が甚だしい゜

2)制度の目的

医療保険の目的は、生命と健康に対する脅威から国民を守ることにある。したがっ

て、給付はすべて国民に向けて行われ、国民に還元されねばならない。財源はすべて

被保険者（国民）が拠出したもので、保険者が中心に主体となるものでない。

3)保険料格差の是正

所得が豊かな保険者団体と所得が貧しい保険者団体が存在し、前者は負担は軽く給

付に恵まれ、後者は負担が重く給付は乏しいのが現実の姿である。

これは社会保障の理念に矛盾するものであり、早急に改善が求められねばならない。
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被用者保険を組合健保、共済組合、政管健保に分割しておく理由はない。健保の一元

化・一本化・弱者保護に向かうべきである。

4)相互扶助と連帯の精神

すべて保険制度は相互扶助、社会的連帯の精神を基盤として成立する。健保制度は、

本来「生まれ、育ち、働き、老い、死んでいく人間（国民）」のためにある。人の一

生を年齢別、職業別、地域別、所得別等に分断し、若くて健康なときと、年老いて疾

病に罹患しやすいときに、これを差別した制度間に強制加入させる現行制度には、既

に連帯の精神が乏しく見直す必要がある。

高齢社会の医療保障・保険にとって世代間の連帯は不可欠である。５千２百余に分

立した現行制度がその阻害因子となっている。

２．保険制度の改革

1)保険制度の改革の欠落

「医療保険制度」は「医療制度」と「保険制度」が表裏一体となって存在するもの

である。したがって「医療保険制度」の抜本改革は、「医療制度」の改革と「保険制

度」の改革が車の両輪として適正に議論されることが必要である。

しかし現在「医療保険制度の抜本改革」は「医療制度の抜本改革」に論議が集中さ

れ、「医療保険制度」の抜本改革とは言えない。

同時に「保険制度」のほうも、健全に運営されているかどうか十分に情報の公開が

なされたうえで、仔細に検討がなされる必要がある。

「保険制度」は、戦前戦後の「人生五十年時代」に発想された「保険制度」を基盤

として、今もなお根強く国民の間に残存し、国民皆保険という名称のもとに、そのま

ま現在も続いている。

ここに著しい制度間格差は存在し、制度間の不公平・不平等は、そのまま制度を構

成する国民間の不公平・不平等に繋がっている。

「保険制度」こそ抜本的な改革が早期に必要である。

2)老人保健制度の見直し

すべての国民はやがて老人になる宿命にある。老人保健制度の見直しは老人だけの

問題でなく、国民すべての問題として取り組むべきである。残りの少ない人生の持ち

時間をより幸せに、より健やかに、より豊かに過ごさせるために過剰な老人負担は避

けるようにしたい。

§４診療報酬体系

１．診療報酬の適正な決定

病院はcapitalcostが大で、その償還費が十分に診療報酬制度上評価されねばなら

ない。また医師の技術料が適正に評価されねばならない。原則的に一物一価でなけれ

ばならないが、地域格差は導入されるべきである。
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このような診療報酬を最終決定する中央社会保険医療協議会に最大当事者である病

院代表の委員が参加すべきである。

また医療法改正に相当する変更を経ずに、診療報酬点数の変更で政策誘導すること

はよろしくない。

２．出来高払いと包括払い－適切な組合せ

定額払いか、出来高払いか、どちらも長短がある。出来高払いの弊害が強調されす

ぎている。定額払いは技術的にかなりの問題がある。合理的な定額の決め方（病名、

重症度）が容易でなく多くの矛盾がでる。医療の質、看護体系との関連も、病院の機

能特性も反映させることは難しい。粗診粗療、過小医療になる可能性があり、合併症、

併発症、重症例、低いＡＤＬ（activitYoidallYliie）などは費用が嵩むので敬遠

され、差別されるおそれがある。医療の質をどう保つか大きな問題となる。

定額払いの拡大は支払い側に都合よく、行き過ぎて過小医療になれば結局は患者に

不利益をもたらそう。保険事務の簡素化はできるが、政府が医療費の節減対策として

導入しようとしても、そうはならないであろう。

３．不採算医療

医療は人間の生命維持、健康の保持増進のために必要不可欠のものである。不採算

だからという理由で必要な医療が行われ難くなるようなことは避けねばならない。む

しろ公共性が強い医療であればあるほど、実行しやすく採算がとれるように診療報酬

点数を設定する工夫が望ましい。

４．ＤＲＧ／ＰＰＳ

導入が既成事実のように流布されているが多くの問題がある。

ＤＲＧ、コード化は医療の標準化に有益であり、診断名、処置名など従来のレセプ

ト病名をなくし正確な記載に役立つであろう。しかしそれをＰＰＳに繋げようとすれ

ば定額払いの問題を提起し、技術的にかなりの問題がある。病名や手術処置名に対し

て標準化したサービスが提供されていることが前提となるが、現状はそうではない。

大病院・中小病院・診療所間の格差が大き過ぎる。医療・看護の質、病院の機能特性

も反映させることは難しい。また技術料（D『'（Ce）やamenityついては不明確となる。

医療費抑制に目をとられて医療の本質をおろそかにせず、米国の失敗を顧み十分な

調査研究が必要で、導入には慎重を期すべきである。

５．混合診療

現在の皆保険とフリーアクセス制度を維持していくため、ある程度の私保険、民間

保険を組み合わせてよいのではないか、自由診療と保険診療の二者択一でなく、保険

診療をベースに患者・家族の意志による継ぎ足していく仕組みを作る－そのような時

代を迎えているのではなかろうかという意見が多くなってきた。しかし現時点では、

医療環境に関しては認めても、診療部門に関しては公平性から考えると容認できない。

「国民誰もが、公平に医療サービスを受けることができる」ように新しい有用な検
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査、治療が開発されたら、保険給付が早く適用されることが望まれる。

６．特定療養費制度

特定療養費制度とは、患者の選択の幅を広げるため、特別なサービスや高度な医療

を含んだ療養に限って、一般治療と共通する部分については、特定療養費として保険

の給付を行い、特別なサービスや療養の部分は、患者の自己負担とする制度で、一種

の混合診療ともみなされる。

療養環境に関しては、今後も容認してもよいが、国民皆保険制度を崩壊させないた

めに、無制限、無差別に自己負担を増すべきでなく、一定の基準、規定のうえで、進

められるべきである。

７．複雑な診療報酬点数表

科学の急速な進歩で医学、医療の分野にも新しい検査、治療法、治療技術が導入さ

れてきている。これらも、ｌ頂次保険診療に加えられ、多くの国民が享受できるように

なった。しかし、保険診療に導入される項目が多くなり、留意事項も増加し、さらに

医療費抑制もあり、算定制限が加えられ、煩雑化し、膨大化した。このあまりにも規

制が多く、難解な項目が多い現在の点数表は、かえって明快さを欠き、診療報酬請求

および審査上の判断が困難とならざるを得ない面があり、簡便なものに見直しが求め

られる。

８．保険者の機能

患者と医療提供者との間には大きな情報格差があり、弱者である患者の代弁者とし

て保険者の登場も一部必要である．だが、保険者が肥大化して力が逆転し、米国のよ

うにエコノミーを優先してひとり歩きをし、保険者が直接契約で医療機関を支配する

ようになってはフリーアクセスが大きく制限され、患者の利益にもならず、健全な医

療の破壊をもたらす。医療保険制度の抜本的改革をせずに、機能強化することは賛成

できない。

マネージドケアの導入は避けるべきである。

９．高齢者医療保険制度の創設

組合保険側は突き抜け型を主張するが、国全体の視点で老人医療を社会保障とみな

し、新しい高齢者医療制度の創設と、将来的には介護保険制度を一元化されるのが望

ましい。

１０．消費税負担

納税者が、医療費に含まれる消費税の細目を理解しやすいように、どの項目に何点

加算されているかを明らかにするとともに、今後の消費税の引き上げを予想すると、

患者の消費に相当するものにかかる消費税は消費者すなわち患者が負担する仕組みを

講じるべきである。
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§５公的介護保険制度

医療費が年々約１兆円ずつ増加してすでに３０兆円に達しようとし、そのうちの高

齢者の医療費の急速な伸びは、高齢化がいっそう激しくなる２０２５年頃までの医療

財政にとっては大きな脅威となる。その対策として創設される公的介護保険は、医療

と福祉の分野から高齢者介護の部分を取り出して保険制度で補おうとするもので画期

的な出来事といえる。現在医療保険で提供されているサービスの一部が介護保険に移

行することになる。

１．保険者、被保険者

わが国では市町村が保険者となることになったため、保険料の徴収もれと、それに

伴う自治体の負担増、地域間格差などが問題である。

また、被保険者である介護保険の対象者は、６５歳以上の要介護、要支援者（第１号

被保険者）が主で、４０～64歳は老化が原因の疾患のみ対象（第２号被保険者）とする

など、かなり限定されたものになっている。医療の現場では、４０歳未満でも種々の障

害により要介護となった多くの患者を抱えているので、いずれ対象とする年齢の拡大

が必要である。

２．保険料と保険財政一保険か福祉か－

わが国の保険料負担とその徴収方法はきわめて問題が多い。

公的保険導入に当たって、途中政治的な思惑で徴収年齢の後退、徴収開始時期の延

期とか減額、この分の赤字約１兆円は赤字国債で賄うといったことがなされて、保険

ではない、国税を当てる福祉である、またはそうしたほうがよい、などという議論が

今なおなされている。このような理念と財政基盤確立のための明確なコンセプトなし

に再三手直しを加える現状は、この制度の前途に不安を抱かさせるものである。

第２号被保険者は徴収漏れの懸念から医療保険に上乗せして給与から徴収されるこ

とになったが、政管健保、組合健保ともに上乗せすると現行法の上限を超えるため、

低く抑え、法改正後に上乗せするという２段階実施となった。このようなスタート直

後における後追い的手直しは、場当たり的政策の感が否めない。

３．自己負担金と市町村の負担

介護サービス利用者はその１割を自己負担することになっているが、その上限額を

37,200円／月（低所得者はさらに軽減）と定め、それを超える分は市町村の保険会計

から補填することとなったが、市町村財政にとっては一層の重荷となる。とくに介護

施設の多い市町村ほど負担が大きくなる仕組みは問題である。

４．要介護度認定の不透明

要支援から要介護まで６段階に認定されるが、－次判定のコンピューター区分に関

して、実体との乖離が指摘され、二次判定は「主治医の意見書」を中心に協議される

が、その「主治医」の定義そのものも定かではなく、「かかりつけ」であるというこ
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とから大病院医師に意見書の記載を求めるケースが多い。またこのような方式はどう

しても評価、認定に際して透明性を欠きやすい。

医師が必ず関与する審査会に関しても、６５歳以上の人口の12～13％が介護保険の該

当者として約280万人、申請者はその１．５から２．０倍、５人に１人が毎回申請、しか

も６カ月ごとの更新となると膨大な作業量になって精度の低下が心配される。

５．介護報酬額

在宅サービスを受ける場合、利用者はそれぞれの要介護度に応じた支給限度額の範

囲内で介護支援専門員と相談しながらもっとも適したサービスの組合せを選ぶことに

なる。しかし、ここで要介護度が低く認定された場合に、現在各市町村で福祉として

実施されている各種介護サービスの継続か打ち切りかという問題が生じる。

施設サービスの場合は、事業者に支払われる介護報酬は利用者の要介護度に応じて

定まっているが、一旦発表された報酬額が間もなく減額変更されたが、これは予算に

合わせて簡単に減額されるのではという不安感を与える結果となった。

単年度予算方式の市町村が保険者となり、長期財政計画に基づく公的介護保険のも

とで、市場価格でマンパワーを集めることには無理があるのではなかろうか。要する

に、景気が好転して労働単価が上昇しても、それに即応しにくい介護報酬制度では、

たちまちマンパワーの不足という事態を招きやすい。

加えて、１０兆円を超えるといわれる介護サービス事業は、企業にとっても魅力的な

ものであるが、収支次第では容易に撤退され得るものであることを念頭におかなけれ

ばならない。

６．マンパワー

介護保険のもっとも大きな問題はマンパワーの不足であろう。とくにホームヘルプ

サービスの不足、混乱は必至と考えられる。1995年に約8,700万人であったわが国の

労働人口は、2000年には約8,600万人に減少、今年からは急速に減少して2005年には

5,700万人に低下することが明らかにされている。これに対して介護を必要とする高

齢者は、2025年までに今の280万人から520万人とほぼ倍増すると推計されており、

これに要するヘルパーを始めとする介護要員は、2010年には、ホームヘルパー58万人、

施設介護職員42万人が必要とされている。少子化が進むわが国では、その充足は絶対

的に不可能な数字である。「保険あれど介護なし」という事態の到来が危倶される。

７．家族介護

今回の制度では、基本的理念の一つに「女性の家庭介護からの解放」「介護の社会

化」などを掲げたため、原則として当初から家族介護に何らの給付も認めていない。

これに反対する種々の意見が出るなかで、厚生省はやむをえず「家族がホームヘルパー

の資格を取得し、自治体が必要と認めたときのみ給付する」と改めた。主として高齢

の夫もしくは妻が介護に当たっている現状に適合する措置とは考えられない。

家族介護に対するきちんとした理念に基づいた施策が実行できるよう、単に社会福

祉的な面や女性問題としてだけでなく、保険財政や道徳教育の面からも今後十分に論
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議する必要がある。

８．訪問看護、在宅看護

介護保険の開始に向け、厚生省は「ゴールドプラン２１」において今後５年間に訪

問看護ステーションを9,900カ所、適所介護施設を25,700カ所と大幅に増やす計画を

立てている。しかし、訪問看護、在宅看護はわが国においてやや問題がある。

わが国でそのような高齢者は施設に収容され、医師や看護婦のサービスを受けるし、

また看護婦、保健婦は訪問看護をしても点滴を始めとするいわゆる医行為に含まれる

行為は一切できず、したがって血圧の測定と医師の受診を必要とするか否かの判断を

するに過ぎない.このような現状では、「かかりつけ」医の応需体制の整備のほうが

むしろ有効だと考えられる。でなければ訪問看護ステーションの深夜サービスまで整

備されつつある状況から、保助看法の改正まで含めた訪問看護、在宅看護の見直しを

図るべきである。

９．介護保険に対する考え方

「介護保険で老後はすべて面倒をみてくれる。保険に入っていれば安心だ」という

過大な幻想を与えるべきではない。期待感と現実との落差が制度不信と混乱を引き起

こす。「介護保険に入っていれば少しは助かる」程度の期待にとどめ、あとは「保険

あって介護なし」の事態だけは避けなければならない。

§６薬価制度の改革

薬価制度および医療用医薬品の取り扱いに関して、利害関係者それぞれの立場で、

主張するところが異なっている。

ただ当該問題に対する当事者の共通の認識として、薬価問題も社会保障構造改革の

一部であり、医療制度、医療保険制度、診療報酬制度の改革のなかで解決されるべき

ものである。

製薬業界、医療機械（材料）業界、卸業業界等は資本主義社会のなかで、企業とし

て成立するものであり、２１世紀にはグローバルマーケットの統一規準のルールのな

かでの競争戦略が必要である。

医療機関の薬価差益と高薬価シフトは出来高払い制度の結果であり、将来、包括化

とＤＲＧ／ＰＰＳヘの移行も想定され、差益追求よりも薬材比率低下への方向が考え

られる。

これらを踏まえた場合、以下のように当面の施策と中長期的視野からの施策を実施

することにより問題解決が図られよう。

１．薬価制度の当面の方向（中医協等で示されているとおり）

Ｒ幅２％による公定薬価制度の堅持

薬価算定ルールの透明性の確保
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薬価算定専門部会の設置

薬価設定作業委員会の設置

医薬品審査制度改革

医薬品、医療機器審査センターの機能強化

中央薬事審議会の審査機能改革

画期的新薬に特段の薬価配慮をする。

２．中・長期的方向

医療制度、医療保険制度、診療報酬のあり方などの抜本的改革が議論され、中長

期的変化を展望すると、薬価問題の取扱いも次のような将来の姿が見えてくる。

ｌ）製薬業界、卸業業界は資本主義制度のなかで利潤の追求を求め、２１世紀に

はグローバルスタンダードの中での競争が待っている。

２）医療機関は診療報酬包括化のなかで、より廉価で質の良い医薬品を求めるよ

うになる（国際マーケットより）。

３）公定薬価制度の意義はなくなり、存続すればメーカー保護につながる。

４）医薬品承認制度（中央薬事審議会）もグローバルスタンダードとなり、国際

的承認制度の統一が図られる可能性がある。

§７医薬分業

医薬分業は、平成５年を境界として分業率が上昇している。

その理由は、第１に薬価差益のここ数年来の激減と消費税損税問題があげられる。

第２には、医療法上の薬剤師の定数問題である。第３次医療法改正時に、人員配置

の緩和が図られたが、地方では未だ医療法標欠が存在している。

第３には、薬剤の取扱いは薬剤の専門職である薬剤師に委ねるべきであるとする考

え方の台頭である。とくに最近では、医療、介護、福祉の現場で、在宅における服薬

管理も要求され、地域における薬剤師の役割がますます重要なものとなってきている。

しかし、いくつかの問題点もあがってきている。

ｌ)地域医療圏の事情から、医薬分業率は最大でも６８％が限界と思われる。過疎・僻

地では調剤薬局の経営は成立せず、地方の孤立した診療所では困難であり、また、

地域中核的大病院では対応できる調剤薬局が限られ、むしろ院内薬局のレベルが臨

床薬剤師の養成や情報化など格段に高く、分業することでは高度、効率化が図れな

いなどが考えられる。

２)文化的側面として、患者側に、医師に診療を受け薬を調合してもらい、療養のあ

り方までトータルで指導されることを求める傾向が強い。

３)大分定着をみてきているが、診療の都度、医療機関と調剤薬局と２度の支払いを

する手間が煩わしい。

今後の問題として、医薬分業率が全国100％に達することができない以上、病院内
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薬局と院外調剤との診療報酬上の格差が取り上げられる。すなわち、現行、病院の薬

剤師配置数が処方菱75枚に１人に対して、調剤薬局は40枚に１人という人件費の差で

点数設定されているが、行われている業務はすべて同じであることを考えれば、院外

薬局と同じ薬剤師人員を確保できれば、薬価差益が限りなくゼロに近づき、診療報酬

の包括化が進行している現状を考えれば、同一の診療報酬にすべきである。

このように、強制的な医薬分業の実施について問題があり、是非を国民に直接問う

必要がある。

終わりに

医療の抜本改革が医療法の改定なくして診療報酬制度によって経済的誘導のもとに

行われようとしているのはよろしくない。規制緩和が叫ばれている現在に、現場の意

見を無視して病院の機能を病床数で規制しようとしたり、在院日数や外来紹介率、外

来数／入院数などと病院機能を事務的に決めるものでなく、関係者の議論のうえで措

置されるべきものである。
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○医療制度委員会開催実績

回
回
回
回
回
回
回
回
回

回
回
回
回
回
回
回
回
回
０
１
２
３
４
５
６
７
８

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

日
日
日
日
日
日
曰
日
日
曰
日
日
日
日
日
日
日
日

７
１
７
８
２
６
９
３
１
２
７
６
７
５
０
１
９
１

２
２
１
２
２
１
２
２
１
２
２
１
１
２
１
２

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

７
８
１
２
１
２
３
４
５
７
８
１
２
２
３
４
５
７

１
１

１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

１
７
ｊ
ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ
Ｊ
１
Ｊ
１

火
金
金
金
金
金
金
金
金
月
金
金
金
金
金
金
金
金

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

－１０２－



○委員名薄（平成１２年３月３１日現在）

長
長〈
看
〃
〃
〃

会
副

山
道
澤
良
田

中
大
藤
奈
武

作
學
清
治
男

耕
正
昌
隆

聖隷浜松病院総長

医療法人大道会理事長

福井県済生会病院院長

足利赤十字病院院長

医療法人医仁会会長

(医療制度委員会）

委員長北條慶一

副委員長福井１１頃

委員石井孝宜

〃 梶原優

〃 竹田秀

〃 西村昭男

〃 星和夫

公立昭和病院院長

長崎記念病院顧問

石井公認会計士事務所代表

板倉病院理事長

竹田綜合病院理事長

曰鋼記念病院理事長

青梅市立総合病院院長

(社会保険・老人保健委員会）

委員長栗山康介名古屋第二赤十字病院院長

副委員長西村昭男曰鋼記念病院理事長

委員川合弘毅医療法人若弘会理事長

〃 竹田秀竹田綜合病院理事長
〃 福井１１項長崎記念病院顧問

〃 松本洋一聖隷浜松病院情報システム管理室部長
〃 矢崎義雄国立国際医療センター院長
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2．社会保険・老人保健委員会

１．開催回数８回（内１回が介護保険制度委員会と合同）

（内１回が介護保険制度委員会及び医療制度委員会と合同）

２．出席者数延べ70名

３．協議事項

（１）高齢者医療制度について

（２）「診療報酬体系改革（医科）に関する中間提言」についての検討

（３）ザ・メイキング・オブ・ＤＲＧ、要介護認定

（４）病院会計準則について

（５）平成12年度診療報酬改定に対する不合理点等について

（６）四病協医療保険・診療報酬委員会について

（７）改正医療保険制度関連法

（８）平成14年度診療報酬改定に対する要望事項について

（９）200床問題について

００内科系学会社会保険連合第90回例会の開催報告について

⑪患者紹介率算定方式の調べについて

４．総評

今年度も栗山委員長のもと、診療報酬改定の疑問点、矛盾点などについて議論を行った。平成

１２年４月から導入された200床基準、紹介率加算についてなど、病院で問題視していることを協

議、各委員間で意見が交わされ前向きな考えで取り組んでいた。

介護保険制度委員会、また、医療制度委員会とも合同委員会を開催して－つの課題に多くの委

員より様々な情報を聞き、有意義な時間が流れていた。

また、栗山委員長は「平成12年度診療報酬改定に対する不合理点」を10項目にまとめ曰医に提

出。病病連携、病診連携と言った国民が生活しやすい環境を願っている。

更に、四病協、医療保険・診療報酬委員会の依頼を受けて、会員病院に対する紹介率算定に係

わる患者数を調査、曰病提案の紹介率、全曰病提案の紹介率にあてはめ作業を実施し紹介率とし

て適正な算定式を研究する材料提供を行った。

この先、委員会として平成14年４月の診療報酬改定については勿論、病院職員への情報提供、

一般ユーザーに対してのサービスなど曰本医療界に務めていくようベストを尽くす。
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平成１２年度診療報酬改定に対する不合理点

曰医社会保険診療報酬検討委員会委員

日本病院会常任理事栗山康介

１．紹介率算定方式について

現状では、地域医療支援病院、特定機能病院、一般病院について、それぞれの紹介

率の算定式がある。地域医療支援病院は、紹介状持参による受診が難しい夜間、休日

の初診患者数より除くことができ、また、特定機能病院は、逆紹介患者数を算定式に

加算でき、紹介率をアップが可能となる算定が認められている。

一般病院の中には、地域の中核病院とした周産期医療、ＮＩＣＵを含む未熟児医療

センターを備えた小児の救急医療を充実している病院も多い。このような小児医療の

充実した病院には、一度診療所に受診して紹介状を持って病院に受診されるより、小

児科専門医が常駐している（夜間当直医のいる）病院へ直接受診される場合が多い。

紹介率を上がるために、一旦診療を断って「どこかの開業医の紹介状をもらってか

らくるように」など、発熱や痙箪等の緊急状態で駆け込んで来た両親に言えるはずが

ない。また、大病院でさえ小児科は不採算部門として縮小しているところもあり、小

児科医の不足とともに、小児科医の当直医が常駐している施設は極めて少ない。

小児科が充実し、毎日しかも毎夜小児科の当直を常勤させているような施設には、

自然と患者が集まり、その殆どは紹介状を持っていない。

現状では大半の休日、夜間の救急患者に対する診療（特に小児患者が半数を占めて

おり小児の場合は、かかりつけ医によらず直接来院するケースが多い）は、一般病院

が対応している。また、逆紹介患者も特定機能病院だけがしているものでもない。

また、紹介率算定方式に使用する初診患者数、紹介初診患者数があるが、それぞれ

について細かい取り決めが不明確である。

これらを踏まえ、当会としては、別紙の紹介率に統一を図るよう提案する。

また、紹介率を病院全体の平均値として算定する場合、小児科だけは算定から除外

するのが適切と考える。

更に、病院機能は地域の特性に負うところが大きいので、これらを紹介率に反映さ

れるよう求める。
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２．大規模病院の紹介外来推進について

大病院では、診療科が専門化されており、複数科を同日受診した場合、診療科は１

科のみの算定しかできず、受診者にとっては１病院で複数科受診でき、そのうえ診療

所を受診するよりも支払額は少ないので､ますます大規模病院への受診傾向が高まる。

したがって、大規模病院の紹介外来を推進するなら、病院のそれぞれの科ごとの診

察科を算定できるようにすべきである。

しかし、地域によっては、診療所機能、病院機能、救急医療をはじめとする急性期

医療、療養を目的とした1慢性医療も併せて行わなければならない多機能病院もある。

病院周辺に診療所も少なく、地域に密着した古くから地域の信頼を得ている病院は

外来患者も多い。したがって診療所から紹介率も少なく、入院：外来比率も大きくな

る。すなわち、病院の地域性、特性を考慮せず、医療機関を２００床の病床数で線引

きして、一律に類型化することは、地域に密着した医療政策とはいえない。

一般病院で、小児科は外来診療が中心で、医学的に比較的軽症であっても、病院に

連れてくる傾向が強い。その一因は、小児科専門の一般診療所（開業医）が減ってい

るためである。したがって、外来：入院比率を見ると、圧倒的に外来の比率が高まる。

外来患者は、その大部分は非紹介であり、紹介率を減らす要因になっている。

小児科は外来患者は多いわりには、入院は比較的少なく外来：入院比率を上昇させ

る要因になっている。

３．平均在院日数の計算の除外対象患者の拡大について

新生児医療を行っている医療機関では、超未熟児、未熟児で生まれた患者は、急性

時期を逸脱すれば、ある一定の体重に達するまでにはケースにより長時間を必要とす

る。新生児に対して、除外対象患者にしてほしい。

４．病院の機能は、本来、病床数で決まるのではなく、地域の特'性により定まるもの

である。しかし、２００床で分けることに合理性があるとしても、療養病床と一般病

床では,性質が異なり、許可病床として、介護療養型医療施設の病床や精神病床、結核

病床、感染症病床を一律に取り扱うことは妥当性に欠ける。

そもそも、病床の機能を明確化しようとする改正医療法の趣旨にも合致しない。

５．特定集中治療室管理料について

①手術中の迅速病理組織検査を特定集中治療室管理料の包括外にしてほしい。

②迅速病理組織検査について、入室状況の如何を問わず、算定できるようにしてほ

しい。

したがって、特定集中治療室入室曰が手術曰であっても、手術中の上記の検査に関

しては、包括化の対象としないでほしい。

６．回復期リハ病棟の入院患者にも薬剤管理指導料を算定すること

発症後服薬治療中にリハを開始するので、実際に与薬が行われており、服薬指導料

も算定してほしい。
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７．通院精神療法について

通院精神療法は病院外来であれ、診療所外来であれ、内容に変わるところなく病院

の場合も診療所の場合と同じ点数であるべきである。

（病院：３４０点、診療所３９２点）

８．２００床未満の病院の外来管理加算について

厚生大臣が定める検査のうち、超音波検査で残尿検査を行うと５０点、行わないと

５２点で、点数の適正化を。

９．手術に関して

Ｋ７６６経皮的上部尿管拡張術

（経皮的腎瘻造設術を含む）

Ｋ７７５経皮的腎瘻造設術

適Hﾐな点数評価を希望。

１２，２００点

１２，６００点

１０．特発性血小板減少性紫斑病（ＩＴＰ）の検査ＰＡＩＧＧは難病申請書｜

果を記載しなければならないのに、点数かされていない。点数化してほしい。

の検査ＰＡＩＧＧは難病申請書に検査結
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｢紹介率算定式への提言」

社団法人日本病院会

今日まで、数次の医療法改正において病院の機能分化がはかられ、特定機能病院、

地域医療支援病院につづき、新たに一般（急Ｉ性期）病棟・病院、療養（慢性期）病棟

・病院への区分けが図られようとしている。このことは、病診連携、病々連携をもっ

て、地域医療の機能的連携と効率化を推進することにより、より質の高い地域医療の

提供を目的としていることと理解されている。

しかしながら、これら病院機能を医療法上で指定する際に、歴史上さまざまな経緯

があったことは事実である。特に問題とされるのは、紹介率とその算定式である。

特定機能病院の指定の際は、当初指定を希望する医療機関が少なく、紹介率の引き

下げ、算定式の中に連携の実をあげるために逆紹介も導入された。

地域医療支援病院の指定の際は、地域医療機関支援と連携の為に紹介率８０％と高

いレベルを設定したが、これも非常にハードルが高い為、算定式のなかに、救急用自

動車による搬入を削除し、緊急的に入院した患者数を紹介率の分子に加え、分母の初

診患者数より休日、時間外、夜間の救急患者数を差し引くことにより、紹介率の上昇

をはかった。

急性期一般病院のみ、従来よりの診療報酬上の算定式があり、同じ地域医療を機能

分担して連携していくうえに非常に不利となっている。

特に、今回の診療報酬改革に際し、３０％の紹介率によって診療報酬上の加算が強

く設定された。医療法上、医療機関指定の条件が診療報酬にも反映されたわけである

が、診療報酬に反映される以上、早急に全ての医療機関の紹介率は統一を図り、整合

されるべきものと考える。

従って、紹介率を次の算定式に見直すように提案する。

(紹介患者数)＋(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋(緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数）

×１００

(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋(初診患者数)－(当該救急医療事業において休日又は夜間に受診した救急患者数）

（緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数を除く）

１．逆紹介を分子、分母に入れる理由

病診連携、病々連携の活性化への促進策。

２．緊急的に入院し、治療を必要とした救急患者数に改める理由

救急患者は必ずしも救急用自動車で来院するわけではなく、自家用車でも来院

してくる。救急車以外を算入できないならば、病院側は全て救急車で来院する

よう指示を出すため､救急出動件数が飛躍的に上昇し、社会負担の増大を招く。

－１０８－



３．救急患者を分母の初診患者より減算する理由

どこの地域医療でも救急医療システムを構築しており、休日、夜間の救急初診

患者を減算しなければ、紹介率の低下につながり、救急患者の受け付け拒否の

方向となる。これは、救急医療システムの崩壊につながる。

(ご参考一現行の紹介率の算定式一）

○特定機能病院（医療法施行規則第9条の20第６号）

(紹介患者数)＋(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋(救急用自動車によって搬入された患者数）

×１００

(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋(初診患者数）

○地域医療支援病院（平成10年５月健政局長通知第639号、－部修正第858号）

(文書により紹介された患者数)＋(緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数）

×１００

(初診患者数)－(当該救急医療事業において休日又は夜間に受診した救急患者数(緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数を除く)）

○一般病院（診療報酬上）

(文書により紹介された患者数)＋(救急用自動車によって搬入された患者数）

×１００

(初診患者数）
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紹介率算定式によるあてはめ調査結果報告

回答数:４２病院

（単位:％）
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）

合計一般地域特定曰全日
Ｏ～１０％７４２２０

１０１～２０９１０９８５３

２０１～３０９１４７１２９２

３０１～４０リ８６１１２７

４０１～５０９２４７８

５０１％～１１２２１６２９

合一＋４２４２４２４２４２

－１１０－

(単位:病院

(単位:病院
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O～１０％ ５ ３ ２ １ ０

１０１～２０％ ６ ７ ６ ４ １

20.1～３０呪 1８ 1１ ９ ７ １

３０１～４０９'（ ８ ６ 1２ ６ ６

40.1～５０％ ４ ６ ９ ８ ５

５０１％～ １ ９ ４ 1６ 2９

合計 4２ 4２ 4２ 4２ 4２

：：：：
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１０１～２０％ 1０ ９ ８ ５ ３

20.1～３０９'（ 1４ ７ 1２ ９ ２

30.1～４０呪 ８ ６ 1１ ２ ７

４０１～５０％ ２ ４ ７ ８ １

５０１％～ １ 1２ ２ 1６ 2９

合計 4２ 4２ 4２ 4２ 4２



菱
医療法人

市町村

その他法人

医療法人

医療法人

共済及連合

日赤

医療法人 １９５床

厚生連

厚生連

医療法人 ２８８床

医療法人

医療法人

市町村 ２５０床

日赤

その他法人

市町村

市町村

済生会 ３００床

市町村

日赤

市町村

済生会 ４７３床

済生会

済生会

－１１１－

(里イウ２％）

都'道｜麻/県 |蕊経営;叢撚 '1病霧床i塗数 ｡￣￣ロ､．.Ⅱ.,、． 膿;'１ 蕊地譲域溌 議糠蕊憲議 譲蕊病騨 蕊嚢|圏 病錘

Ａ 埼玉県 医療法人 55床
成人

合計

1９

1２

7６

2８

4８

４３

1１．３

6５

3０１

1７３

Ｂ 香１１１県 市町村 ４１５床
成人

合計

359

282

5７３

5１９

4２８

34.3

640

5８３

7７３

7６７

Ｃ 新潟県 その他法人 １１４床
成人

合計

322

3０６

439

422

4０７

3８７

541

522

8０１

7８７

， 茨城県 医療法人 ３３２床
成人

合計

9７

８４

1８．７

1６７

1２．１

1０６

216

1９５

４１４

1１４

Ｅ 北海道 医療法人 ６７２床
成人

合計

327

332

1８６

1８３

490

493

536

542

6４６

663

Ｆ 神奈111県 共済及連合 ６５５床
成人

合計

2２３

225

289

292

288

2８４

365

370

492

592

Ｇ 岡山県 曰赤 ５００床
成人

合計

2０８

2６３

518

590

3７１

33.7

6０８

7０３

7８０

844

Ｈ 埼玉県 医療法人 195床
成人

合計

9８

9９

４５

9０

1４．２

1７６

1０３

1４４

3４０

3６０

Ｉ 秋田県 厚生連 ２３２床
成人

合計

222

1９４

4５７

436

293

268

529

5２４

7５．７

7４２

』 長野県 厚生連 ３２０床
成人

合計

1９．４

1５３

2６３

２１７

2６０

2０６

349

2８７

5６３

5２１

Ｋ 埼玉県 医療法人 ２８８床
成人

合計

2２７

2２８

2９７

3４３

33.8

3３８

43.3

4８７

5７４

6７０

Ｌ 新潟県 医療法人 １２２床
成人

合計

1０３

7６

1０９

7９

1６０

1１．７

1８３

1３２

38.0

332

Ｍ 神奈川県 医療法人 191床
成人

合計

5８

５１

4３

4３

8.0

6９

6３

6.3

1５．１

1５４

Ｎ 青森県 市町村 ２５０床
成人

合計

2０２

1２３

2４４

1６７

2５２

1５６

2９８

203

3５５

296

０ 静岡県 曰赤 ３９４床
成人

合計

2４７

２１８

3５８

3８６

3０５

2６８

425

44.4

6５６

6８８

Ｐ 静岡県 その他法人 ７４４床
成人

合計

432

412

9２８

1０９６

5５４

52.4

953

1０６１

106.6

1１３．１

Ｑ 千葉県 市町村 ９５６床
成人

合計

229

1９６

3８６

3８２

3０５

23.5

480

482

6７９

7０１

Ｒ 愛知県 市町村 ２００床
成人

合計

9２

7.1

1９．１

1３７

1３５

1１５

236

1８６

321

3０３

Ｓ 大阪府 済生会 ３００床
成人

合計

2７１

2４０

1９４

1２４

4０６

3６７

326

2５３

429

3８９

Ｔ 長崎県 市町村 ３４２床
成人

合計

2０４

1９９

2６２

1５０８

３１３

3０９

409

1２０６

5６８

1０９２

Ｕ 山梨県 曰赤 226床
成人

合計

2０２

1３３

2０２

1３５

309

２１３

371

259

6７６

5６４

Ｖ 栃木県 曰赤 ５６０床
成人

合計

250

218

4４８

528

3７５

327

588

6５０

727

819

Ｗ 静岡県 市町村 ６６０床
成人

合計

318

2６７

6０６

5９７

371

3２２

6６１

6５８

856

87.９

Ｘ 山形県 済生会 ４７３床
成人

合計

1２９

1２１

1１９

1４５

2２８

2２２

235

260

３１８

3３０

Ｙ 大分県 済生会 ２００床
成人

合計

2９９

213

4８１

3５８

3６１

2６６

553

422

7７４

6６２

Ｚ 長崎県 済生会 230床
成人

合計

6３４

6１５

4３１

388

6４５

625

450

405

7５９

7５６



（単位:％）

ｉｉｌ尋
済生会

全社連

公益法人

市町村

厚生連

医療法人

市町村

医療法人

医療法人 １３５床

医療法人 １０８床

市町村

医療法人

－１１２－

渚鴎 蕊経誉:叢 瀞』 ji病灘末溌数 溌詫溌般灘 騨地蕊域蕊ｉ蕊繍璽鑓蕊 ￣
､０ 蕊病蕊Ｉ 蕊嚢 圏病lｉｌｉｌｌ

ＡＡ 秋田県 曰赤 300床
成人

合計

4０３

355

5８６

5６７

3６３

432

6６４

6４．６

8００

8０４

ＡＢ 福井県 済生会 ４６６床
成人

合計

351

3０７

3８８

４１５

4０６

363

460

4８７

673

7０９

ＡＣ 東京都 全社連 ４１８床
成人

合計

212

207

232

2２７

273

27.0

2９５

292

2９５

29.1

ＡＤ 岡山県 公益法人 １ １７６床
成人

合計

298

266

4６４

5０６

376

3３３

546

580

6６０

741

ＡＥ 青森県 市町村 609床
成人

合計

479

410

7１０

6９６

5５９

497

771

7６２

8６４

859

ＡＦ 福岡県 曰赤 509床
成人

合計

３１０

323

396

42.0

420

424

522

53.5

657

6６６

ＡＧ 岐阜県 厚生連 ３３５床
成人

合計

2２４

2０３

22.7

24.1

246

253

262

3２６

6５６

7２８

ＡＨ 福岡県 会社 １ １５７床
成人

合計

3００

241

5４３

6２６

4４８

3７０

6９４

7５２

8４６

９１５

ＡＩ 大阪府 医療法人 394床
成人

合計

405

3８２

6８１

6３５

479

454

7４７

7０８

9８３

9５５

ＡＪ 愛知県 曰赤 ８３５床
成人

合計

390

378

7２２

8２９

494

4８４

7９．４

877

9０４

9５５

ＡＫ 熊本県 市町村 １９５床
成人

合計

1４６

9.4

３１９

1９１

1６８

1１２

3４．４

2１２

5０２

3８５

ＡＬ 大阪府 医療法人 ２３０床
成人

合計

3８３

356

238

233

527

496

445

437

6２４

6４０

ＡＭ 北海道 医療法人 １３５床
成人

合計

2１９

2０６

1２３

1１５

256

239

1７２

1６２

44.7

460

ＡＮ 茨城県 医療法人 １０８床
成人

合計

1４２

1２５

2６６

226

2０３

1７．８

3３２

2８６

4２．４

3８５

ＡＯ 兵庫県 市町村 ３５８床
成人

合計

26.7

1９７

3６．０

32.9

341

258

476

4０９

8３３

6５５

ＡＰ 北海道 医療法人 ２５１床
成人

合計

1４２

1１９

240

2１．７

1６４

1３８

272

247

5８６

5８８



医療経済・税制委員会

1．開催回数９回

2．出席者数延べ70人

3．協議事項・病院経営分析調査について

・平成13年度税制改正について

・その他

4．総評

当委員会は病院経営をより良くするために、実態を把握するための経営分析調査や病院負担の

割合が大きい現行税制に対する改善の要望・陳情を行ってきた。

調査については例年どおり「病院経営分析調査」を実施した。調査対象2715施設中580病院

（回答率214％）から回答が寄せられた。うちケアミックス病院、療養病院、精神病院を除いた

一般病院533病院（公的：338／私的：195）の集計結果を見ると黒字病院数が232病院（公的：１１

５／私的：117）であった。公私の内訳を見るとわかるように、私的病院の方が黒字病院が多いこ

とがわかる。昨年度調査と比較して黒字病院割合が大きくなったが、その要因としては人件費、

材料費を削減したことが考えられる。（調査総括表については別紙参照）

今年度の新たな試みとして、患者の入院経路、クリティカルパス、救急医療体制について集計

している。入院経路については、病院が外来機能を縮小することは経営的にどうなのか、クリティ

カルパスについては、導入有無が在院曰数の短縮や経費削減につながっているか。救急体制につ

いては、医業収益の損益にどのように影響するかの判断材料とすることが目的である。

税制改正要望については、従前通りの厚生省と自由民主党に加え、民主党、公明党にも出向き、

病院に関する税制の陳情をした。なお、提案項目の一つであった特定医療法人に係る要件の緩和

が、厚生労働省税制改正要望項目に挙げられた。要望内容は「全病床に占める差額ベッド割合２０

％以下」についての緩和であったが、３０％以下に緩和するというものであった。要望内容は消費

税、法人税などの国税11項目、事業税、固定資産税などの地方税７項目。（全文については別紙

参照）

３．

税制改正に関する要望の提出先一覧

貝谷伸

武藤嘉文

熊代昭彦

田村憲久

峰崎直樹

様
様
様
様
様

平成12年６月23日

９月20日

１０月24日

厚生省健政局

自由民主党政務調査会

自由民主党政務調査会

自由民主党社会本部

民主党税制調査会

指導課長

税制調査会長

部会長

社会福祉環境関係団体委員長

会長11月15日

－１１３－



政務調査会長

税制調査会長

団体渉外委員長

北111-雄

日笠勝之

河上箪雄

様
様
様

11月17日公明党

また、中山会長が曰本医師会の医業税制検討委員会に参画されているため、当委員会では曰病

の税制要望と曰医のそれとを比較対照した一覧を作り、資料として提出した。（一覧については

別紙参照）

その他協議事項として、委員が参考人陳述を行った第150回国会、厚生委員会の報告があった。

概要は臨床研修についてであり、医師法16条の改正案や、研修医や指導医の手当といった財源保

障についてであった。

また、各委員の提言・主張を論文として提出してもらい、それに任期期間中の活動記録を添付

した、報告書をまとめ発刊することとなった。

－１１４－



院経営分析報病 告 書 Ｉ

(平成１１年度の決算分析）

平成１３年１月

会社団法人日本病院

医療経済・税制委員 会

－１１５－



１．回答状呪

1．経営主体別

[Eｌ

－１１６－

i調1養鋳Ｉ院i数
蕊ｉ
勺｡●､

●oqq

圃答:病院|数 i;回答－－……………率iii(職
:::::::f::::::;:?:.:.::::患?::::?::::::::::介:}:::?；

灘有効回答iii1１ 篝l般：病}院Ｉ数１ Ｉ精禅病院｛数 j結纏;病院数 }療(養病；院数

国 249 ４ 1.6 ２ ２

自
治
体

都道府県

市町村

１００

２９０

5３

1８０

53.0

62.1

5１

１７７

4６

1７５

５

１ １

公
的

日赤

済生会

北社協

厚生連

9３

6６

２

7６

2９

2８

０

3６

31.2

4２．４

0.0

47.4

2９

2８

０

3６

2９

2７

3６

１

そ
の
他
公
的

全社連

厚生団

船保会

健保組合及び連合

共済組合及び連合

国保組合

国保連

4１

４

３

1５

4２

１

２

６

０

１

６

1０

０

０

1４．６

0.0

33.3

40.0

23.8

0.0

0.0

６

０

１

６

1０

０

０

６

１

６

1０
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学校法人 4９ ２ 4.1 ２ ２

そ
の
他
法
人

公益法人
由－－￣■餌声角箏ハヘームムーヘ■ハヘーーヘーー￣ヘーヘーー■

会社法人

その他法人
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4６

9７

3０

５
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３
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3．経営主体別（公的・私的病院）にみた黒字病院の比率

公的病院計 自治体国 公的 その他公的

HPI昭二;雲…
分区

一般病院総数 5９．１

２０～９９床

１００～１９９床

200～２９９床

300～３９９床

400～４９９床

500床～

1５ ３ 20.0 ０ ０ ０．０ 1２ ０ 1６．７ １ ０ ０．０ ワ 0.0

病
床
規
模

3０ ９ 3０．０ ０ ０ 0.0 2０ 2０．０ ５４ ８ 6２．５

９
』 0 0.0

5６ 2１ ３７．５ ０ ０ 0.0 3７ ５ 1３．５ 1４ 1３ 92.9 ５ ３ 60.0

6７ 3３ 4９．３ 1 1００．０ 4１ 1２ 2９．３ 1８ 1５ ８３．３ ７ ５ ７１．４

5９ 1９ 3２．２ 1００．０ 3６１ １ ４ 1１．１ 1９ 1１ 5７．９ ３ ３ 1００．０

8５ 3０ 3５．３ ０ ０．０ 5９ 2３ 1７1２ 2０．３ 7３．９ ３ 3３．３

北海道

東北

関東

東京都

|言越・北陸

東海

近畿

中国

四国

九リⅡ

1７１５ 2９．４ ０ ０．０ 1２ 8．３ ２ 50.0１ ３ ３ 100.0

都
猶
一
府
県
、
ブ

4５１１３ 2８．９ ０ ０．０ 3０ 3．３ 1５ 1２ 80.01 ０ ０ ０．０

5０１２０ 4０．０ ０ ０ ０．０ 2８ 1３３ 1０．７ 1８ 7２．２ ４ ４ 0.0

1４１１ 7．１ ０ ０．０ ８ 0 0.0 ０．０ ５ 20.0

4４１１８ 4０．９ 100.0 2７ ７ 25.9 1５ 1０ 66.7１ 1 ０ 0.0

5８１２３ 3９．７ ０ ０ ０．０ 4２ 11 2６．２ 1４ 10 7１．４ ワ ワ 100.0

3４１１２ 3５．３ ０ 0.0 2６ ６ 2３．１ ５ ４ 80.0 ３ ２ 6６．７ロ

1６１７ 4３．８ 1 1 1００．０ ３ 2７．３ ３ ３ 100.0 ０ ０．０ツ

ク ８１４ 5０．０ ０ ０．０ ５ ３３ 6０．０ １ 3３．３ ０ ０ ０．０

2６１１２ 4６．２ ７０ ０．０ 1６ ４ 25.0 ７ 100.0 ３ 33.3

ケアミックス病院総数

療養病院総数

精神病院総数

100.0

0.0

0.0

－１１７－



値学校法人 その他法人 人医療法人私的病院計

￣１

１１

僻
分区

施設施設数

一般病院総数1４６ ’
零

０．０ Ｏ’0.0

ｏ
』 100.090.9 ０ ０ ①

2２１８８．０ 2２１２０2５

病
床
規
模

０ ０ ０．０ ８ ６１７５．０ 1００．０3３１３０ 9０．９4２ 3７１８８．１

０ ０．０ ７ ５１７１．４ 0.01８１１５ 8３．３ ０ ０ 02５ 2０１８０．０

０．０ 1２ ６１５０．０ ０ ０．０1２１９ 7５０ ０ 0 ０2４ 1５１６２．５

０．０ ワ 5０．０1１１９ ８１．８ ０ 0 ０ 0．０1４ 1０１７１４

100.0 ６ ５１８３．３ ０ ０ ０．０1３１８１．３ ９１７ 7７．８1６

8５．７ ０ ０ ０．０ ０ 0.0 ０ ０ ０．０８ ６１７５．０ ７１６

都
道
府
県
ブ

３５１４ 8０．０ ０ ０ 0.0 ０ 6６．７ ０ 0 0.0８ ６１７５．０

5０．０ ５ ３2２１７５．９ 2１１１７ 8１．０ ２ １ 6０．０ 1 100.02９

100.0 ０ ０ 0.0 1０ ５ 5０．０ ０ ０ 100.02１ 1６１７６．２ ９１９

９１７ 7７．８ ０ ０ ０．０ ０ ○ 100.0９１８１．８ ０ 0 ０．０1１

1３１９２．９ 1０１９ 90.0 ０ ０ 0.0 ４ ４ 100.0 ０ ０1４ ０．０

2１１７２．４ 7９．２ ０ ０ ０．０ ５ ｡ 4０．０2９ 2４１１９ ０ ０ 0.0 ロ
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ツ
ク
／

０ ０ ０．０ ０ ０ ０．０ ０ ０３ ３１１００．０ ３１３ 1００．０ ０．０
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ＩＩ－Ｉ、経営主体別 股病院《公的病院、総括表》

公的病院 国 自治体

~尿~F菫~三丁ﾗﾐｰ季
分区

【基礎】

施設数（病院）

許可病床数（床）

実働病床数（床）

１日平均入院患者数（人）

１日平均外来患者数（人）

従業員数（人）

医師数（人）

看護婦数（人）

医師平均年齢（才）

看護婦平均年齢（才）

【機能性】

病床利用率（％）

外来／入院比（倍）

平均在院日数（日）

患者100人当たり従業員数（人）

患者100人当たり医師数（人）

患者１０o人当たり看護婦数（人）

患者１人１日当たり入院収益（円）

患.者１人１日当たり外来収益（円）

【収益性】

医業収益対医業利益率（％）

人件費率（役員報酬を含む）（％）

材料費率（％）

経費率（％）

委託費率（96）

減価償却費率（％）

経常収益対支払利息率（％）

総収益対総利益率（当期純利益率）（％）

【生産性】

従業員１人当たり年間給与費（千円）

医師１人当たり年間給与費（千円）

看護婦１人当たり年間給与費（千円）

従業員１人当たり年間医業収益（千円）

医師１人当たり年間医業収益（千円）

労働生産性（千円）

労働分配率（96）

３１２

388.9
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３３８．５

１，００４．８
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３５．３

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●
●
●

０
０
０
０
０
０
０
０
０

205

386.9

380.6

336.8

992.2

443.4

５２．８

２５４．６

４０．５

３６．４

３９

404.5

402.8

３７０．１

１，２２９．５

502.6

５７．９

２７７．６

３９．２

３６．０

Ｒ
ｕ
Ｑ
Ｕ
４
缶
バ
リ
Ｒ
Ｊ
Ｒ
ｕ
Ｒ
ｕ
Ｏ
』
Ｑ
Ｕ
Ｒ
Ｕ

Ｒ
Ｕ
。
。
。
。
。
。
。
。
。

□
１
Ｏ
』
Ｒ
ｕ
０
Ｊ
行
０
０
Ｊ
１
几
０
Ｊ
〈
Ⅲ
．
Ｒ
Ｕ

Ｑ
Ｏ
ワ
ー
Ｏ
］
ｎ
ｏ
ｏ
と
反
Ｊ
４
螢
４
劃
ｎ
ｏ

ｎ
ｊ
ｎ
ｏ
ｑ
Ｊ
Ｑ
〉
β
缶

ｏ
と

３９Ｌ５

３９Ｌ５

３６８１

５７５､３

３４１．１

４０．７

１８７．０

４０．１

３５．３

８６．７

３．１８

２１．５

６８０

７．８

３７．４

３２，４５６

８，９９１

８８．３

３．２８

２０．４

６８．０

７．９

３６．０

３３，０９５

９，３４５

８５．８

３．１２

２２．２

６７．９

７．７

38.2

32,083

８，７８３

９３．９

１７７

３４．４

６３．３

７．２

３４．４

２８，５１６

１２，３５４

９３．９

１．７７

３４．４

６３．３

７．２

３４．４

２８，５１６

１２，３５４

０
０
０
０
０
０
０
０

・
０
・
・
・
・

０
．
０
０
０
０

０

８６．６

３．１９

２２．０

６６．３

７．５

３７．７

３２，１７３

８，７６０

８８．５

３．５９

２０．３

６３．３

７．０

３５．０

３２，９３３

９，１７５

８６．２

３．１０

２２．４

６７．１

７．７

３８．３

３１，９９６

８，６６１

４
７
５
１
９
０
５
６

，
ｅ
●
●
５
●
●
●

６
５
９
９
５
６
２
０

一
５
２

１
７
５
２
６
８
７
１

●
●
●
●
●
●
●
●

３
９
９
８
４
４
１
２

４
２

０
２
５
７
７
７
９
４

●
●
●
●
●
●
●
●

２
９
９
９
６
６
２
２

１
５
０
』

８
２
２
８
０
９
０
７

●
●
●
●
●
●
●
●

７
７
７
７
２
７
０
１

４
２

7.8

47.2

27.2

７．８

２．０

７．９

０．０

１．７

０
０
０
０
０
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●
●

０
０
０
０
０
０
０
０

－１０．２

５８．３

２９．２

９．５

６．７

６．３

３．１

－１．６

１
▲
〈
ｂ
Ｆ
Ｄ
〈
０
◎
】
ケ
ー
勺
Ｉ
（
ｂ

●
●
●
●
●
●
●
●

ｎ
Ｊ
ｎ
〉
Ｒ
ｕ
弓
Ｉ
Ｆ
Ｄ
幻
４
ｏ
］
Ｉ
Ｌ

Ｆ
Ｏ
ｏ
』

３
１
４
０
０
７
２
５

①
●
●
●
●
●
●
●

３
０
９
０
７
６
３
２

１
６
２
１

8,065

１５，８１８

６，２３８

１４．８３３

１５０，５８７

７，２５８

１２２．２

７，４６１

１５１３５

５，７６３

１５，１８５

１５４，８０６

７，９４０

９４．１

８，４１７

１６，２１６

６，５１３

１４，６２８

１４８，１１１

６．８６０

１３８．７

７．５０４

１３，１３３

６，４９８

１５，８４３

１４９，３２０

８，６８６

８６．５

７，５０４

１３，１３３

６，４９８

１５，８４３

１４９，３２０

８，６８６

８６．５

０
０
０
０
０
０
０

●

０

８，４３７

１６，０９３

６，５６８

１４，８８２

１４８，２２５

７，１２７

１３４．６

７，８８１

１５，５６７

６，３９１

１５，７０３

１５３，９４０

８，３４９

９４．７

８，５６８

１６，２２０

６，６０９

１４，６８９

１４６，８７４

６，８４０

144.0

－１１９－



その他公的的

公一帥 区 分

【基礎】

施設数

許可病床数

実働病床数

１日平均入院患者数

１日平均外来患者数

従業員数

医師数

看護婦数

医師平均年齢

看護婦平均年齢

【機能性】

病床利用率

外来／入院比

平均在院日数

患者１００人当たり従業員数

患者１００人当たり医師数

患者100人当たり看護婦数

患者１人１日当たり入院収益

患者１人１日当たり外来収益

【収益性】

医業収益対医業利益率

人件費率（役員報酬を含む）

材料費率

経費率

委託費率

減価償却費率

経常収益対支払利息率

総収益対総利益率（当期純利益率）

【生産性】

従業員１人当たり年間給与費

医師１人当たり年間給与費

看護婦1人当たり年間給与費

従業員１人当たり年間医業収益

医師１人当たり年間医業収益

労働生産性

労働分配率
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II-u、経営主体別 般病院《私的病院、総括表》

私的病院 医療法人 学校法人

7王Ｔ三-二Ｔ宗~菫
区 分

【基礎】

施設数（病院）

許可病床数（床）

実働病床数（床）

１日平均入院患者数（人）

１日平均外来患者数（人）

従業員数（人）

医師数（人）

看護婦数（人）

医師平均年齢（才）

看護婦平均年齢（才）

【機能性】

病床利用率（％）

外来／入院比（倍）

平均在院日数（日）

患者100人当たり従業員数（人）

患者100人当たり医師数（人）

患者100人当たり看護婦数（人）

患者１人１日当たり入院収益（円）

患者１人１日当たり外来収益（円）

【収益性】

医業収益対医業利益率（％）

人件費率（役員報酬を含む）Ｍ）

材料費率（％）

経費率（％）

委託費率（96）

減価償却費率（％）

経常収益対支払利息率（96）

総収益対総利益率（当期純利益率）（96）

【生産性】

従業員１人当たり年間給与費（千円）

医師１人当たり年間給与費（千円）

看護婦１人当たり年間給与費（千円）

従業員１人当たり年間医業収益（千円）

医師１人当たり年間医業収益（千円）

労働生産件（千円）

労働分配率（96）
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佃 人その他法人

不二~｢ﾗー
分区

【基礎】

施設数

許可病床数

実働病床数

１日平均入院患者数

１日平均外来患者数

従業員数

医師数

看護婦数

医師平均年齢

看護婦平均年齢

【機能性】

病床利用率

外来／入院比

平均在院日数

患者100人当たり従業員数

患者１００人当たり医師数

患者１００人当たり看護婦数

患者１人１日当たり入院収益

患者１人１日当たり外来収益

【収益性】

医業収益対医業利益率

人件費率（役員報酬を含む）

材料費率

経費率

委託費率

減価償却費率

経常収益対支払利息率

総収益対総利益率（当期純利益率）

【生産性】

従業員１人当たり年間給与費

医師１人当たり年間給与費

看護婦１人当たり年間給与費

従業員１人当たり年間医業収益

医師１人当たり年間医業収益

労働生産性

労働分配率
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平成13年度税制改正要望対比表（要約）

日病要望 日医要望項目

Ｐ夫人の去人税

－１２３－

消費税

損税が発生しないように講じるこ
と Ｃ

ゼロ税率課税に改めること。代替

案として医療用機器３０％、病院
用建物２５％の特別償去|]又は５％

の特別税額控除を認める措置の創

設、

医療法人の法人税率 ３０％→２２％ ３０％→２２％

特定医療法人の法人税
率

２２％→非課税 ２２％→非課税

特別医療法人の法人税
率

要望なし ３０％（２２％）→非課税

特定医療法人の承認基

準の緩和

差額ベット割合２０％以下を緩和
する ○

医師等の給与の基準見直し。

要望なし

医療機関建物に係る特
例措置

耐震構造にした場合、改善費を全

額損金処理可能に配慮を。

要望なし

防災施設・設備を取得した場合、
取得年度に得価額の３０％特別償
却又は７％の法人税額（所得税

額）の特別控除。

当該施設・設備を取得した場合、

固定資産税及び不動産取得税の減
免措置。

医療機器に係る特別償
却制度と法定耐用年数

法定耐用年数の大幅な短縮。

特別償去|]制度となる対象機器の範
囲拡大

ファイバースコープ６年→３年,也

特別償却制度の適用期限の延長と
償却率の拡大１４％→１６％

建物耐用年数 要望なし ３９年→３０年

個人が法人化する場合
の措置

現物出資分に係る譲渡所得の軽減
措置の創設。

現物出資分に係る譲渡所得の軽減
措置の創設。

医療法人の継承時の相

続税

軽減措置及び納税猶予制度の創
二ﾉｰLA

向又 ○

平成１２年度改正の結果を見極め

検討する。

医療施設準備金制度に
ついて

医業収入の一定割合を医療施設構
造改善準備金として損金処理によ
り引当を認める制度の創設。

医療施設近代化準備金制度とし
て、医業収入を一定害'１合まで積立
てし、その積立額の損金算入を認
める。また、整備計画に基づく近
代化医療施設を取得した場合に
は、特別償去|]額の計上に応じ準備
金を取り崩し益金に算入する制度
の創設。

研究・研修費の特別控
除

医師、看護婦等の研究・研修費に
おいては法人税の特別控除ができ
る措置の創設。

医師、看護婦等の研究・研修費に
おいては法人税の特別控除ができ
る措置の創設。

メカトロ税制

適用期限の延長。

対象機器の追加。

自動血球分析装置・レーザー手術
装置一般

一般の医療法人にも拡大適用

要望なし

対象機器の追加。

人工呼吸器、酸素飽和測定装置、
ＣＯ２モニター、全自動薬剤分包
機、ポータブル心細動除去装置、
電機メス、レーザー手術装置、自
動血球分析装置



日医要望日病要望項目

－１２４－

休日・夜間等の報酬の

措置

病院における休日・夜間の救急医

療、予防接種、各種健診の報酬は
非課税措置にすること。

休日・夜間の救急医療、予防接

種、各種健診の報酬は非課税措置

にすること。

寄付金の取扱い

第三者の監査のもと基金に組み入

れた場合、課税対象外取引とみな
すこと ０

要望なし

介護施設建物等の特別
償却制度

老人保健施設、療養型病床群の建

物汀付属施設に係る特別償却制度
の延長と害']増償却率の引き上げ。

取得後５年間１０％ →

取得後１０年以内５０％

老健施設の建物耐用年数の短縮
３９年→３０年

老人保健施設、療養型病床群の建

物、付属施設に係る特別償却制度

の延長と害']増償去|]率の引き上げ。

期限については数値なし。

割増償却率

老人性痴呆疾患療養病棟

療養型病床群建物
８％→１０％

社会保険診療にかかる

事業税
非課税の特例措置の存続。 非課税の特例措置の存続。

医療法人の社会保険診
療以外の事業税

医療法人を特別法人とする軽減措

置の存続。
医療法人を特別法人とする軽減措

置の存続。

民間病院の固定資産税
等

病|院用建物、土地の固定資産税を

非課税措置。

老人保健施設等について、登録免

許税・固定資産税・不動産取得税
の非課税措置。

要望なし

病院用建物、」二地の固定資産税を
軽減措置。

介護老人保健施設、療養型医療施
設に係る登録免許税・不動産取得
税の非課税措置。

地域医療支援病院に係る登録免許

税・不動産取得税の非課税措置。

圧縮記帳に際しての不

動産取得税及び固定資

産税の取扱

圧縮分を非課税措置。

要望なし

医療法人の経営する看

護学校の固定資産税の

取扱

固定資産税・不動産取得税の非課

税措置。 要望なし

在宅介護支援センター
の固定資産税の取扱

病院、老健施設等に設置された在
宅介護支援センターの固定資産税

を非課税措置。
要望なし

介護保険制度、福祉系
サービスに係る事業税

医療系サービス同様に事業税非課

税措置。
事業税の軽減措置。予防接種の報
酬に係る事業税の軽減措置

社会保険診療報ｌＷＩＩの所

得計算について
要望なし

四段階制の存続。

社会保険診療報酬等に

対する所得税の源泉徴

収税率について

要望なし １０％－゛ ５％

医師会立訪問看護ス
テーションについて

要望なし

法人税の収益事業から除外すること

その士地・建物に係る登録免許

税・不動産取得税・固定資産税を
減免すること。



項目 日病要望 日医要望

(社）日本病院会

医療経済・税制委員会

－１２５－

へき地医療への配慮 要望なし

へき地医療を担う医師の所得の一
定害Ｉ|合を特別控除するなど、税制
措置０

看護婦確保の税制措置

措置
要望なし

給与所得の非課税限度額の弓|き上げ

夜勤手当の一定額までは非課税措

置とする。

看護婦等養成施設を設置・運営し

ている公益法人を特定公益増進法
人に加え、その法人への寄付金は

寄付金控除又は全額損金算入を認

め、相続税は非課税とする措置の
創設。

日本医師会4F金について 要望なし

この年金制度の桂ﾄ金を個人の年金

保険料控除制度の対象とし、給付
される年金は公的年金等特別控除

制度の対象とする制度の創設。



4．統計情報委員会

１．開催回数６回

２．出席者数３９名（延べ人数）

３．協議項目・平成12年４月診療報酬改定影響度調査について

．「緊急報告フォーラム」の実施について

・薬剤に関する調査について

・公私病院連盟との協力調査について

・その他

４．総評

平成12年４月実施の診療報酬改定に対して、調査を５月に実施した。

６月16曰に中間報告書としてまとめ、秋田の日本病院学会で「緊急フォーラム」を開催し、報

告した。

542病院の調査協力を得て、１０月に「平成12年診療報酬改定の影響度・経営実態調査報告書」

として取りまとめた。この報告書は平成９年度、平成10年度の調査との比較も行い、過去３年間

の診療報酬改定の特徴を明確にした。また併せて病院経営収支、アンケート調査も行い、その調

査結果の最終報告を10月の常任理事会で報告した。

他に、下落する薬価への病院の対応策を明らかにするため、薬剤に関する調査も実施した。

例年とおり公私病院連盟との協力調査として「平成12年度病院運営実態分析調査」を実施し、

平成13年２月「病院概況調査報告書」としてまとめた。

来年度の病院運営実態分析調査については、大幅な調査内容の変更を行うため、公私病院連盟

内に作業委員会を発足させ検討することとなった。

統計情報委員会「緊急報告フォーラム」

開催月日平成12年６月16曰

開催場所秋田ビューホテル

参加者数235名

《緊急フォーラム・プログラム》

総合司会

緊急フォーラム開催のあいさつと趣旨

日本病院会統計情報委員会委員下問幸雄

日本病院会統計情報委員会委員長中後勝

Partｌ「診療報酬改定に関する分析の基調報告」

－１２６－



座長中後勝

コメンテーター梅田勝（厚生省保険局医療課企画官）

基調報告関田康慶（日本病院会統計情報委員）

病院特性別診療報酬改定の影響度

（１）今回の診療報酬改定の特徴

（２）今回の調査設計の概要

（３）調査結果の概要

（４）分布関数を用いた診療報酬影響度の分析

（５）病院意思決定分析

（６）経営実態分析

ＰａｒｔＩｌワークショップ「今回の改定の現状分析と今後の展開」

座長中後勝

コメンテーター梅田勝（厚生省保険局医療課企画官）

（１）200床病院区分の妥当J性

司会三宅浩之（日本病院会統計情報委員会副委員長）

データ解析担当・発表赤木匠（東北大学院生．統計情報ワーキング委員）

（２）急性期、慢性期区分の妥当性

司会里村洋一（日本病院会統計情報委員）

データ解析担当．発表李‘肝（東北大学院生．統計情報ワーキング委員）

（３）入院基本料の妥当,性

司会山門和明（日本病院会統計情報ワーキング委員）

データ解析担当．発表加藤由美（東北大学院生．統計情報ワーキング委員）

（４）機能分化と連携の評価

司会関田康慶

データ解析担当．発表糟谷昌志（東北大学院生・統計情報ワーキング委員）

（５）総合討論梅田勝先生のコメント

閉会のあいさつ日本病院会統計情報委員会副委員長三宅浩之

－１２７－



平成１２年診療報酬改定の影響度・経営実態調査報告書

(概要）

１．調査の目的

当会では、今回の改定が厚生省発表（実質医療費ｏ２％の弓Iき上げ）のように、実

際に診療報酬収入が増えたのかを検証する目的で調査を実施した。また、長期に及

ぶ低医療費政策下で、患者ニーズの多様化への適応、病院サービスの向上を目指し

て困難な経営を継続している公的・私的会員病院の経営実態アンケートも併せて実

施した。

２．調査方法と対象

日本病院会会員病院2,550病院を対象に郵送法にて調査を実施した。診療報酬改

定の影響は、平成１２年２月、３月、４月のデータを比較して求めた。すなわち２

月、３月と４月の診療報酬|を比較する指標を採用した。

３．回収成績

ブコーテゴロノー 多壱迄垂委』Ｚ巨]｣LI又委ｊＺ回１１又三崖計一百

２５５０５４２之１－３％

玄§ご白勺 ２００日ミヨ三示寄

２００－３９９)ﾖミ

４００リォミ1ﾆﾉﾋ＿1二

１６７

３９３

４０３

５０

１２７

１４７

２９－９％

３２－１％

３６－２％

ラドム白勺 ２００リズミラ伝う謡う

２００－３９９)ゴミ

４００１弐三l三上一'二

１０１４

ｚＩ１３

１６０

３
８
７

９
７
４

９－２％

１８－９％

２９－４％

公的：国立、自治体立、その他公的（曰赤、済生会、厚生連、社保等）

私的：財団・社会福祉法人、医療法人、個人、学校、その他私的（会社、生協等）

４．分析方法

４－１１曰当点数比指標と１人１曰当点数比指標

診療報酬改定の影響度を指標化するため、１曰当点数と１人１日当点数の改定前

後の比を求めた。すなわち次のような影響率指標を用いた。これは診療報酬改定の

影響率を示している。
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(1)１曰当点数比指標

ｌ日当点数比指標＝４月のｌ日当点数／（２，３月の１日当点数)×100

アップ率＝１曰当点数比指標－１００

ダウン率＝100-1曰当点数比指標

(2)１人１曰当点数比指標

１人１日当点数比指標＝４月の１人１日当点数/（２，３月の１人ｌ曰当点数)×１００

アップ率＝１人１日当点数比指標－１００

ダウン率＝１００－１人ｌ曰当点数比指標

５．１日当点数影響率分析

（４月／（２月十３月）の平成９年、１０年、１２年の比較）１日当点数比影響率（１曰当点

数比指標）を分析して、病院経営への影響の程度をメヂアンを用いて明らかにした。

表５－１－１．１日当点数影響率（４月／（２月十３月））メヂアン

の平成９年と平成１０年との比較

平成9年平成１０年

入院外来入院外来

平成１２年

入院外来

全体 ９９．３９７．４９７．５９６．３９７０９７．９

２００床未満

２００－３９９床

４００床以上

公的 ９８．６

９９．５

９９．５

９７２

９６．７

９７．０

９２．４

９６．９

９８．２

９７２

９７．３

９７．７

９７．４

９６．１

９７．２

１０１．３

９７．０

９７．７

２００床未満

２００－３９９床

４００床以上

私的 ９８．６

９８．３

１００．０

９８．５

９８．６

９９．３

９７．５

９８．５

９８．１

９７．１

９７２

９７．７

９６．８

９６．５

９７．８

１００．６

９７．３

９７．５

統計用語解説

（１）Ｆ手デー。(中央値,中位数）
データを大きさの111頁に並べたときの真ん中の値をメヂアン（中央値，中位数）とい

う。データの分布が左右対称でないときには平均値よりも中央値の方が分布の位置

を示す代表値として優れている。また外れ値に対しても頑健（安定的）である。

（２）犀蒟固
ﾃﾞｰﾀを単純に合算し、ﾃﾞｰﾀの数で割って求めたもの（算術平均)。

(3)犀T可王五ｺ
全ﾃﾞｰﾀ相乗積の同次乗根で、一群の正数に対して常に算出することができる。

最近の厚生省データは幾何平均を使用する場合があるため、それらと比較できるよ

うに本報告書も一部採用している。

(4)膣蘂i扁菫ｌ
データのばらつきを示す指標の一つ。数値が大きいほどデータのばらつきが

大きい
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表５－１－２平成１２年１日当点数比の基本統計量

－１３０－

＊「入院十外来」入院と外来両方とも提出された病院数で算出した

入院

|医療保険

医療保険
十

介護保険

外来

医療保険
＋

医療保険介護保険

*入院十外来

医療保険
十

医療保険介護保険

公的200床未満病院数

平均値

メチFアン

標準偏差

幾何平均

200-399床病院数

平均値

メヂアン

標準偏差

幾何平均

400床以上病院数

平均値

中央値

標準偏差

幾何平均

公的合計病院数

平均値

メヂアン

標準(扁差

幾何平均

4４４９

1１６．７１１５．４

9７４９７．９

1３５．２１２８．１

１００２１００６

５２１

９
１
０
７

２
６
６
７

０
９
７
９

１

８
４
１
２
０

１
３
６
８
８

１
０
９
７
９

１
1３８１４１

9５．９９６．０

９７．２９７．２

１１．６１１．５

９４０９４２

５
７
１
９
５

●
●
●
■

別
、
卯
的
卵

１

０
９
９
６
５

０
１
６
１
６

３
０
９
７
９

１

3０４８

1０３．５１０１．４

１０１．３１０１０

1３．８１１．８

102.8１００．９

9３１２４

9８．２９７．７

９７．０９７．０

１２．６１１．７

９７．６９７．１

1０４１３９

9６．８９７．０

９７．７９７．８

１２．４１１．０

９５．４９５９

１
９
９
５
１

幻
Ⅳ
卯
川
印

７２２

３
８
８
２

巳
●
●
■

８
７
２
７

９
９
１
９

2７４８

9９．８９８．９

９８．５９８．７

１１．６９．６

９９．２９８．４

４
０
９
６
７

２
０
６
ス
ズ

１
１
９
３
９

２９

５
０
４
７

●
●
●
■

１
７
３
８

０
９
４
９

１

1０３１３９

9５．５９６．３

９７．２９７．４

１０．８９．５

９４．２９５．３

１
１
３
９
７

■
の
●
●

１
８
７
４
６

３
９
９
２
９

２
５
３
２
６

２
８
Ｚ
９
６

２
９
９
２
９

私的200床未満病院数

平均値

ﾒヂアン

標準偏差

幾何平均

200-399床病院数

平均値

ﾒヂアン

標準偏差

幾何平均

400床以上病院数

平均値

メヂアン

標準偏差

幾何平均

私的合計病院数

平均|直

メヂアン

標準偏差

幾何平均

7６９０

1０８．９１０７．１

9６８９６．９

1１３．９１０４．７

9６．５９６６

6０７１

95.1９６．９

９６．５９６．６

１２．６１６８

９２．７９４．４

５４３４

６
６
３
５

●
●
●
●

７
７
５
７

９
９
９

９
８
３
７

７
７
５
７

９
９

９

６０２９７１

５
１
９
０

１
７
９
６

０
９
６
９

１６
２
６
５

■
●
●
●

１
７
４
５

０
９
７
９

１

6５９０

9８．７９８．７

1００．６１００．３

1４．４１３．１

９５．４９６．２

９６１４

３
６
５
０

８
７
８
８

９
９
９

２
３
１
８

８
７
０
７

９
９
１
９

４４１３

４
６
９
１

６
７
６
６

９
９

９

６
５
６
４

■
●
●
■

６
７
６
６

９
９
９

1３７２０３

９８．１９８．１

９８．７９８．５
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６．１人１日当点数比影響率分析

（４月／２月十３月）の平成９年、１０年、１２年比較）１人１日当点数比指標は診療内容の

変化を示す指標であり、改定による患者への影響を取り除いた部分に相当する。

表６１１人ｌ日当点数比メジアン（４月／２月十３月）の平成９年、１０年、１２年比較

一一四■－－－四■
■■■■■■■￣四■－－画一一一

■豊浬Ｆ侶潟=麗＝晤
図＝居晤陪陪豊揺
※平成１２年度は医療保険対応病院のみで数値を分析

平成１２年度１人１日当点数比
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７．診療行為別収益影響分析

7－１入院の１人１曰当診療行為別収益比指標

（１）影響率の全般的傾向

１）ダウンした診療行為項目は、投薬料（ダウン率４４ポイント)、注射料（ダウン率７１

ポイント)、画像診断料（ダウン率４．７ポイント）手術料（ダウン率１１ポイント)、入院検

査料（ダウン率７．１ポイント)、処置料(５１ポイント)、人工透析（ダウン率４８ポイント)、

薬剤管理指導料（ダウン率３３ポイント）となっている。

２）アップした診療行為別項目は，入院基本料（アップ率５４ポイント）のみである。

３）影響率の分散のばらつきが大きいのは処置料、薬剤管理指導料である。

入院1人１日当診療行為別点数比統計量

7－２外来の１人１日当診療行為別収益比指標

（１）影響率の全般的傾向

１）ダウンした診療行為項目は、初診・再診料（ダウン率３９ポイント)、投薬料（ダウ

ン率２５ポイント)、注射料（ダウン率６６ポイント)、処置料（ダウン率４７ポイント）検

査料（ダウン率１７ポイント）となっている。

２）アップした診療行為別項目は，指導管理料（アップ率６４ポイント)、手術料（アッ

プ率７．４ポイント)、画像診断料（２０ポイント）在宅医療料（０９ポイント）となっている。

－１３２－

薬剤管理
入院合計投薬料注射料画像診断料手術料検査料処置料人エ透析入lI完基本料その他リハビリ料指導料

公的200床未満病院数４７４５４６４７４３４６４４１２４７４６３３２８

メヂアン１０２６９４４９２９９４２９９１９５８９６７９６］１０５０９７７１００４９４】

平均値１０２４９３３９６８９９６１０２４９２６１１３６１０６５１０７８１０５２１３５４１４０１

標準偏差９３１８４４２１３６３３４０１９９１４０２４５５２０６６４０２２２６２６７２

２００－３９９床彌;Ⅱ完数１２１１２１１２１１２０１１８１２１１１８５２１２１１２１１０５8８

メヂアン１００３９６０９０７９４４９６４９３９９２６９９７１０５４９９３９８８９５４

平均l直1００８９６８９１５９５５１０１９９４５９４７１０３３１１２」９９５９８４９９９

標準偏差７６１０５１５６２０５フ1８１３７１７９４６７６７２２２１１９２４３４

400床以上病院数１３４１３３１３２１３３１２９１３３１３０8６１３４1３３１２１１１２

メヂアン１００２９５０９２８９５３９９２９１５９５２９４７１０５６９５５９５９９２６

平均|直１０００９４９９２４９６３１０１９９１６９５６９８４１０４３９６２９７０１０５３

標準偏差４２１１８９０1３３２２５１０１１４８４０４１００１９１２１５５７４

合E十病院数３０２２９９２９９３００２９０３００２９２１５０３０２３００２５９２２８

メヂアン１００６９５０９２１９４８９８８９２６９４６９５５１０５．４９８１９７４９４６

平均l直１００７９５．４９２７９６．５１０２０９２９９７．９１００７１０８．０９８９１０２４１０７５

標準偏差６．７１２６２０１２１２４９８１３５５６３４２９４３８３１４８１６１０４８

私的200床未満病院数８６７９７９８４８４７９８５２３８５８４６３６０

メヂアン１００９９６７９６フ９６２９９９９６６９６５１００８１０５５９６８１０１６１０４６

平均|道１０１７９８９１０１９９８３１１１８９８２１９７６１１５４１０９２９４６１４４４１２９５

標準偏差１０１１８９３００２２２９４５１６］９１９６８０８１８２３８３２３８０９０５

200-399床病院数６９６７６７６７６５６７６６２９６７６７５６５３

メヂアン１００９９７．９９３１９７．６１０２．７９５０９４９９３」１０４９９９５９９９９６０

平均l直１０４４１０１０951１０１８１０６１９９０１００２１０２０１１３６９９２９９３１０４２

標準偏差２２４２４５１８７２２３３２９２２２２５０４６８４５４２４９２８Ｂ４４２

400床以上病院数４５４４４４４５４４４４４１２７４５４５３８３３

メヂアン１０１４９４．８９２５９２２９８９８８８９５０９３７１０６２９７９９５９９８．７

平均l直１００８９４７９３３９４２１００６９１]９５９９４５１０６３９６８９７４１０６０

標準偏差４」４９９９７８１３．５１２１１０９１５６４８1７３１０１２８６

合H十病院数２００１９０１９０１９６１９３１９０１９２フ９１９７１９６１５７１４６

メヂアン1０１０９６７９４０９６１１０１３９４７９５６９５３１０５５９８０９９５１００４

平均(直１０２４９８７９７５９８５１０７３９６８１４２４１０３３１１０小９６フ１１６９１１５０

標準偏差１４８１９２２３０２００６５４１８０６１２０５２７２９．１３０１１５２８６６０

総合g十病院数５０２４８９４８９４９６４８３４９０４８４２２９４９９４９６４１６３７４

メヂアン１００８９５６９２９９５３９８９９２９９４９９５３１０５４９８０９８０９６８

平均I道１０１４９６７９４６９７３１０４】９４４１１５６１０１．６１０８８９８０1０７９１１０４

標準(扁差１０７１５５２１４２０７５６６１５５３８８０４６４３８フ３０９１１３９９１６



とりわけ、前回の調査時では手術料が３２ポイントのダウンとなっていたのに対し、今回の

調査では大きくアップしたことは注目すべきである。

３）影響率の分散が大きいのは在宅医療料、手術料などである。

外来1人１日当診療行為別点数比統計量

９．診療報酬改定に対する意思決定分析

（１）大病院における評価の在り方について

【質問１６（1-1）】

l）総数では，２００床基準で病院機能が分けられたことに対して「不合理である」との回答

が４割強を占め，「合IUl的である」（128％）とする割合をかなり上回った。

2）病床規模別にみると，公的，私的とも，「不合理である」とする割合が，２００床未満で

は少なく，２００床以上では多い|頃向がみられた。２００床以上のうちでも，特に２００３９９床

の病院で「不合ＩＬｌｌである」と回答するI頃向が強く，私的200-399床では６割強に達した。

－１３３－

初診．指導在宅画像院外
外来合計再診料管理料医療料投薬料注射料処置料人工透析手術料検査料診断料その他ﾘﾊﾋﾞﾘ料処方料

公的200床未満病院数４６４６４３４１４６４５４５１３４３４６４６４４３１２０

メチアン１０１」１０４８１０９．９102.4９７．５９７．２1000１０３６106.4１０２４９９４９８．０1056９８２

平均|直１０３４１０５６１１０６１０４２９５４９７６１０１８１０１４1402104.7１００７１０５．７１１２０９８２

標準偏差１３７５５１２９３３０１５３１７．３１７．３８２194.5１５２１６３６１２２０５８９

200-399床病院数１１８１１８１１１９６１１８IIB114５８１１３118１１７１１８１０４７７

ﾒチアン９８０９４３１０７０１００８９６．８９２８９１３９９２１０７９９７．３１０１４100.9９９．８1003

平均|直98.0９５２１０９５101.2９６．５９３．３84.0101.2118.1９６９102.9１２２７100」１０４．５

標準偏差５８７８２６５１６．７１２２９７２３．６２１９６４．４７．１１０．４２０２８１９９２６．５

400床以上病院数１３５１３４１３１110１３４１３３133９５１２７１３４１３４１３３１２６９３

ﾒヂアン９８２９３．７１０５６１０２５９７８９４３９５．３100.0106.4９８２100.81007９９．５１００４

平均値９７．６９４２１０３３３１４２９５８９４３９２．２100.4108.2９７．３1003９８６１００５１１５０

標準偏差５．９８９１６９２１４１．７１２．７１０３17.0190２４．６７．４１０１１９０２０５８８８

合計病院数２９９２９８２８５２４７２９８２９６２９２１６６２８３２９８２９７２９５２６１１９０

ﾒヂアン９８４９４．７１０６６１０２０９７５９３７９５２100」107.4９８」１００９１００７１００３１００．２

平均値９８．７９６４１０６８１９６．５９６０９４４９０５100.7117.0９８３１０１４１０９．３１０１．７１０９．０

標準偏差７８８９２０９１４２９６１２９１１５２０．７１９．４８７６９３1１４１３１２２０．５６４６

私的200床未満病院数８５８２７２６４８１８３８２１８７９８３８３８１５６５２

ﾒヂアン１００４１０４９107」９９５９６９９５．８９９．１９８．９110.0１００９１０７．２９８１100.7９９５

平均値９９５１０５．２109.4104.7９６．２95.01119101.21１１７105.6１１４５９９．４115.1119.2

標準偏差８．２１０．０１２．６６３．５２００２０７８８．０９５52.1２８８６０．４２４３６７．４108.4

200-399床病院数６９６７６３５６６７６７６７３２６３６７６７６６５８４０

ﾒヂアン９８２958１０５７１００５９９２９１９９０．６99.0103.7９８８103.7101.0100.8９９．９

平均|直９７．４９５．７１１０７９８．１９８．５９３９８４２101.9１１０９９９２109.9１０１９110.8104.9

標準偏差131７．４２３０２２６１８６１２６２３」１１」４１９７４３４．２２２５９８６２６」

400床以上病院数４５４４４２３４４５４５４５２５４０４５４５４４３７２５

ﾒヂアン９７２９４４１０３４９９４971９２．８９５．３９８．７105.9９８０１０１．８101.7９８．１９９．６

平均値１１４．７１１１８１４２１１１８５１１７．２１２０６９５．８９４９１４８４127.1126.0１２８６137.2】15.0

標準偏差１３１．７１２０８１７８１１４２５127」１２７７２００２０９２７４３１５９３1458１４９２１７１３５１０

合計病院数１９９１９３１７７１５４１９３１９５１９４７５１８２１９５１９５１９１１５１１１７

メヂアン９８４９８６１０５９９９．７９７６９２９９５．６９８８108」９９」１０３．６100.0１００２９９９

平均値１０２２１０３４１１７．６１０５４１０１９100.5９Ｕ６９９４１１９．５１０８４１１５６107.0１１８８１１３４

標準偏差６３」５８０８８．５７９３６３．７６３７６０．６１５０１３５０７９０８２５７４８111.9７７．３

総合計病院数４９８４９１４６２４０１４９１４９１４８６２４１４６５４９３４９２４８６４１２３０７

メヂアン９８４９６２1064100.9９７．５９３．４９５４９９．３１０７４９８３102.01005100.2１００１

平均値100」９９．１１１１０１６１５９８３９６８９３．７100.3１１８０１０２３107.0１０８４１０８０１１０７

標準偏差４０３３７」５７３１１２３１４１２４１２４１７1８１１０８５５０４５３０１１２３70.0６９．６



｢否１－１Ｇ．（１－１）二○○j未ユ≦雲旦でｿ声E完ｷ段有尼力<ラヴ､lナら才しブーニとＩニラz寸してＰ＜ｏｏ１2三

己~末吾蓮三王Fろrｌ｢面~吾-1重目zﾌﾟｰである一画どち二王もいえない

生身Ｂ勺２ＣＯ同ミニ榛月渇

（Ｎ＝ｓｏ）

生身Ｂ勺ＺＯＯ－ａｇｇ尼涙

（Ｎ＝１２ｓ）

立身Ｂ勺４００局三１ユーヒ

（Ｎ＝１ｑｑ） SSSSJobSSNSSS

ギム白勺２００日ミニ伝万三ｉ

（Ｎ＝Ｂ⑧）

」
手ム臼勺２００－３０ｓﾉﾖﾐ

（Ｎ＝７Ｂ）

手ム日勺４００局こ｣ﾆｭｰと

（Ｎ＝４フ）

合言十（Ｎ＝Ｓａａ）

ｑＯ９６０％ ２０９６ ６０％ ＢＯ９６ １００９

（１）入院基本料の加算に入院/外来比率が採用されたことについて

【質問１６（1-3)】

１）総数でみると，半数以上の病院は「基本的に反対である」と回答している。その一方で，

「基本的に賛成である」と回答した病院も約１２％みられる。

2）公的，私的を問わず，２００床以上の病院では「基本的に反対」の割合が６割弱から７割

強を占め，特に私的４００床以上の病院に反対の傾向が強い。

3）また，公的，私的を問わず，２００床未満の病院では「基本的に反対」の割合が３割強で，

他の病院群に比べて少ない傾向がみられる。

獲正尼珂１ｓ．（１－ｓ）ノ、瓜完ヨ基二本こ半斗ｏフカ口勇[ＩニノＬＥ完／タトラドニ上上豆匡力衛才采Ｆ円さ才工ブーニと
’二－つし、~てＰ＜０．０１

□望遷二本巨曰勺’二五当ｒｆづこてゴヨかろ画とごﾌﾟら｡=とモノし、＞記之衣し、□辺逵二本こ白勺’二尼ミラ自寸一でaらる

づ企臼勺２ＣＯ同ミラ振月箔

（Ｎ＝ｓｏ）

凸QrB勺ｚ００－ａＯＤｌ司三

（Ｎ＝０２ｓ）

ごL蛋白勺４００局Ｅ｣ら１－と

〈Ｎ＝Ｕ４ｏ）

ＴムＢ勺ＺＯＯ同ミラ侯万kgi

（Ｎ＝８０）

ギム白勺ＺＯＯ－ａｏＯ同三

（Ｎ＝フＣ）

矛△Ｂ勺ｑ００ＲＥｌら人一上

（Ｎ＝４７）

合言十（Ｎ＝ＣＺ７）

０％ ２０９６ ４０％ ６０％ Ｂ０％ １００９６

－１３４－



(１５）紹介・連携への対応について

【質問１６（15-2)】

ｌ）総数でみると，今回の改定を機に強化する病院（約３３％）を含めて，全体の０

割以上が紹介・連携の強化を図っている。

２）病院特性別にみると，私的病院では半数以上が２年以上前から紹介・連携を強

化しており，その傾向は病床規模の大きい病院ほど強い。

３）公的病院では，今回の改定を機に強化する病院が３～４割みられる。

４）紹介・連携の強化を考えない病院の割合は，公的，私的ともに病床規模が小さ

いほど多くみられる。特に公的２００床未満の病院では，約１６％が紹介・連携の強

化を考えていない。

Z室｢吉ヨーＩＣ．（￣1ｓ一二）糸召づＴｉ重抄壜○つ目重イヒ言冒奏す>えてし、まず￣力、Ｐ＜０．０１

□Ｚ室巨吃人一上７，力、ら弓宝イヒＬ－－てし、ろ

ロ今回○つ己よエラ童をｲ幾’二弓重イヒす￣ろ

四２圭窄PmJ○つ己｡ｚ定芸ﾆｲ鍵’二３重イヒし句こし、ろ

白３重イヒｌま零岸え＝てし、ﾌﾋj旨し、

色｣５，勺２００１万ミー伝j蔵

（Ｎ＝’１９）

生公、をＪＺＯＯ－３ｇＤ厨芭

（Ｎ＝ｌ２Ｚ）

生身「ｍｍＯＯｕオミ里人一と

（Ｎ＝Ｕｍａ）

不ムｎ勺２００厄写ミニ伝3節

（Ｎ＝･Ｉ）

不△ｎF勺ユＯＯ－ａｇＳ厄槙

（Ｎ＝フフ）

回
回

千ム、勺ｎＯＯＩうりミ上皇｣Ｌ－Ｌ

（Ｎ＝イブ）

杳言1.（Ｎ＝５２Ｕ）

０％ ２０％ ｑＯ９６ ６０％ Ｂ０％ １００％

(23）診断におけるＩＣＤコードの利用について

【質問１６（23)】

1）ＩＣＤｌＯを利用している病院の割合が全体的に多かった。また、病院の規模が大きい

ほど、ＩＣＤｌＯを利用する割合が多い、私的病院が公的病院より多い傾向が見られた。

2）全体的に見ると、規模の小さい病院はｌＣＤコードを利用していない病院の割合が多

かった。

－１３５－
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髭孟｢EヨーＩＣ．（二ｓ）言会l泄斤I=おIナろＩＣ、＝コード。＞矛Ij月弓’二一つし、‐てＰ＜００１

国ＩＣＤ－１０囮ＩＣＤ－ｏ□】ＣＤ－ｇ－ＣＭロニニノ、を１重匡寸し-てし、ろロー曹易え-てし、ﾌｾj冒し、

生き０１２｣ＺＯＯl不二侯;i1TH

（｢､o＝句⑤）

生蚤ｐ勺盆ＯＯ－３Ｓｇｌ不

（Ｎ＝１２ｍ）

色｣Ｍｂ勺、００１不｣と｣し_に

（Ｎ＝１，句）

1ニムｎ勺２ＯＤＩ不二Oミガ露

（Ｎ＝Ｕ没）

千ム、勺之ＯＯ－ａＳｇ口ご

（Ｎ＝フ３）

不ムｎ勺`１００１未｣と人一と

（Ｎ＝イブ）

合云Ｉ（Ｎ＝５ＺＧ〕

４０％ ６０９６ＺＯ９６ ＢＯ９６ １００９６０％

【質問１６（25)】(25）営利企業の病院経営の参入について

営利企業の病院経営参入については、「どちらともいえない」が４０～５０％程度と一番多い。

｢反対である｣が公的４００床以上で４１．１％、公的200～３９９床で３７．２％と高くなって

いる。

私的病院でも３５％前後をしめており、概ね客観視、否定的な見解が強い。

屡孟｢昔]１ｓ．（三ｓ）筐會禾リゴ企喜美。＞ｿ声ﾛ完糸至富○コ妻婁ノＬ’二ついてＰ＜０．０５

国萱ﾉ式である囮どちらともし、易えなし、□ＢＺ女寸である巨才っ力、らなし、

全日勺２００ＥＯミヨミ爺０町

（Ｎ＝５０）

公Ｂ勺２００－３０⑧床

（Ｎ＝１２１）

公ｒＢ勺ｑＯＯＥＯ三)ら人上

（Ｎ＝１４１）

矛ム白勺２００局ミヨ三角Pfj

（Ｎ＝９１）

才ム白勺ｚ００－３Ｕｇ辰浜

（Ｎ＝ファ）

ＴＺＡＢ勺ｑＯＯ床吃人一上

（Ｎ＝４フ）

合嵩十（１Ｊ＝５２７）

２０％ ４０％ ６０％０％ ８０％ １００％

－１３６－
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（26）急性期入院医療費定額払い方式について 【質問１６（26)】

急性｣U]入院医療費定額払い方式については、「どちらともいえない｣が、どの病院規模属性に

おいても５０％前後をしめており、最も高くなっている。

又、「基本的に反対である｣は公｢１勺200～３９９床４１．９％、公的４００床以上３９．

９％、私的２００床未満４１．８％の順で高くなっている。

反面､｢基本的に賛成である」は私的200～３９９床２４．４％私的４００床以上２１．

７％となっており、私的２００床以上病院で前向きに評価されている。

S包則超】１ｓ．〈二ｓ＞鼠琶久化主〕現ノー'1完匿ﾘﾖｩﾓｮ田丘天童壱風ネムし、フ百三℃’二一つし、え＝Ｐ＝０．０ｓ１

つ公n勺Ｚ｡｡'乘斗さ詞珂

（Ｎ＝吊り）

色公n勺之○○一のＤＵＯゴミ

（Ｎ＝０二コｏ）

玄＝、勺ｄＵｏｏＤﾆｻﾐ」二人一上

（I､o＝■の③）

坪ム臼勺全。。ワコミニヰどう7ｺ月

（U､0＝９Ｊ０〕

坪ム臼勺ｚＯｏ－⑧ｕｓ、ヨミ

（Ｎ＝了ｃ〕

坪ム白勺句。。、ゴミＬ二二Ｌ」二

（Ｎ＝舟⑤）

＝巴十（Ｎ＝Ｓ⑥Ｕ）

ＢＯ９ｄＤ １．．９６ユ０９｡ ｅＯ９ｂ三０９のロワ①

１０．経営実態分析

（１）総収入合計対総費用合計

１）総収益に公的病院では国庫補助金･他会計からの繰り入れが加算される。

私的病院はそうした補助金がないにもかかわらず、代表的な病院（ﾒｼﾞｱﾝ付近）でみると、

平成１１年度の総収祐合計対総費用合計の比率はいずれの病床規模でも私的病院が公的病

院よりも総収益が相対的に大きい数値を示している。

２）但し、私的病院では３カ年の推移で見ると、２００床未満と４００床以上で低下傾向が

見られる。200～399床では平成１１年度は平成９年に比べ、０．４ポイント上昇している。

（２）医業収入合計対医業費用合計

１）医業収入合計対医業費用合計は、公的病院では平成９年度より経営が改善されたの

に対し、私的病院では０３～３０ポイント悪化している。私的病院では３カ年比較で連続低

下しており、厳しい状況にある。

２）公的病院では病床規模の小さい病院の方が経営状況は悪いが、私的病院では病床規

模の大きい病院の方が経営状況は悪い。

３）すべての病床規模で見ても、公的病院の方が私的病院よりも経営状態は悪い。

－１３７－



表10-1経営実態調査分析結果１

一般病床平成１１年度医業収支

謎
私的

200～399床400床以上

７１３［

１０１．６１００．［

１０１．８１０１．（

９．２６．２

７１３［

１０１．１１００．〔

１０３．３１０１．〔

１１．０６．〔

７１３［

５１．４４８．］

５９．６５２．２

２１．９２０．４

５８３４

１７．４１９．１

３３．１２７．［

３５．１２７．［

５８３４

１６．３１４．２

１７．３１４．２

１０．６４．〔

５８３〔

８．９１０．〔

９．５１１．２

０．６０．〔

５６３４

６６．７６４．７

７０．０６７．〔

２１．６１４．１

５６３４

３３．２３３．７

４３．８３９．６

３０．７２３．４

５２３２

１９１．５

２．３１．８

０３０．２

５６３４

１．４１．７

２．１２．１

０．２０．３

病院数
メジアン

平均値

標準偏差

４４

１００．０

９６．４

９．７

１１７

１００．０

９８．９

６．８

１２８

１００．１

１００．１

７．０

総収入合計

対

総費用合計

４７６

１００．３

１００．１

８．６

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

１２８

９８．１

９７．１

６．４

医業収入合計

対

医業費用合計

４４

９４．６

８７．２

２３．６

１１７

９８．４

９４．９

１０．２

４７６

１００

９７．９

１１．７

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

４６３

５２．９

５７．１

１７．５

４２

５８．８

５８．７

１１．３

１１５

５４．１

５６．４

１３．３

１２０

５３．０

５６．５

１５．２

給与費合計

対

医業収入合計

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

薬品費合計

対

医業収入合計

４２

２１．５

２１．９

１７．８

１１５

２２．６

２３．５

１４．３

１２０

２２．３

２８．４

２２．８

４４８

２１．２

２７．５

２５．８

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

経費

対

医業収入合計

４４５

１３．５

１５．４

１２．４

４２

１２．８

１８．７

３１．５

１１５

１２．２

１４．３

７．０

１２８

１２．１

１２．９

０．７

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

その他材料費

対

医業収入合計

4４５

８．７

９．４

０．２

115

８．２

８．９

０．３

４１

７．０

９．６

１．９

１２８

１０．０

１０．３

０．３

入院収入合計

対

医業収入合計

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

４０

５１．６

６６．３

７９．７

１１５

６１．２

６２．４

９．９

４４１

６２．１

６５．４

２７．５

１２８

６３．７

６６．８

１１．９

病院数
メジアン

平均値

標準偏差

外来収入合計

対

医業収入合計

４０

４１．７

４９．９

６０．２

１１５

３４．６

３６．３

１３．２

１２８

３３．８

３８．６

２０．１

４４１

３５．４

４１．４

２８．０

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

室料差額収入

対

医業収入合計

4２６

１．２

１．７

０．１

３７

０．８

１．１

０．１

1１３

１．１

１．２

０．１

1２６

１．１

１．４

０．２

病院数

メジアン

平均値

標準偏差

医業外収益

対

医業収入合計

4４５

１．７

４．４

０．３

４２

１．８

７．８

２．２

１１５

２．０

５．２

０．６

1２８

１．８

５．６

０．６

－１３８－





介護保険制度委員会

1．開催回数３回

2．出席者数延べ17人

3．協議事項．ＰＴ･ＯＴ配置状況調査の集計

・介護保険の現状と問題点・矛盾点について

・高齢者医療制度について

４．総評

前年度からの継続事業として、ＰＴ･ＯＴの配置状況調査を行った（報告書は別紙)。この調査

はＰＴ･ＯＴの現在の配置状況、理想的な配置状況、将来的な配置状況に関する調査を行い、実

態を把握するための基礎データを収集し基礎資料を得ることを目的とした。

結果としてはＰＴ･ＯＴは需要過多・供給不足の状態にあり、特に中小病院に著しいことがわ

かった。

新規事業としては第１回を社会保険・老人保健委員会と、第２回を医療制度、社会保険・老人

保健両委員会と合同で行った。７月には厚生省保険局企画課長の柴田雅人氏（当時）を招き、高

齢者医療制度について講演を頂いた。１０月には当委員会の委員でもあり、近畿大学医学部の講師

でもある岡本悦司氏による、ＤＲＧと介護認定についての講演を頂いた。講演のほか、他の委員

会委員と意見交換・情報交換の場を経て第３回の委員会で協議事項について意見をまとめた。

現状の問題点や矛盾点については次の意見が挙がった。

１．要介護認定の遅延。

２．建物の容積率、建ぺい率。

３．介護入所施設の一元化問題。

４．おむつ代の問題。

５．医療保険適用型療養病床群と介護保険適用型療養病床群の機能区分・範囲。等

その中でも３，５についてはとりわけ重要であり、来年度以降も引き続き議論していくこと

とした。

高齢者医療制度については平成14年の抜本改革に向けて、独立型．突き抜け型・年齢リスク

調整・一本化の４案が挙がっている。老人の心身の特性や老若の公平な負担を配慮した改革を

進めるべきであり、今後更なる検討をしていくこととなった。

５．

－１４０－



理学療法士・作業療法士配置状況調査

報 告薑

平成１２年４月

日本病院 会社団法人

－１４１－



理学療法士・作業療法士調査の概況

I・調査の概要

１．調査の目的

理学療法士･作業療法士の現在の配置状況､理想的な配置状況､将来的な配
置状況に関する調査を行い､本会会員の実状を把握する為の基礎的なデータの

収集､分析を行い､基礎資料を得ることを目的としている。

2．調査期間

平成１２年４月１日現在

3．調査客体

日本病院会会員病院

４調査事項

(1)開設者／病床規模

(2)平成１２年４月１日現在の理学療法士･作業療法士の人数

(3)現在の病院規模での理想的な理学療法士･作業療法士の人数

(4)５年後に必要になると思われる理学療法士･作業療法士の人数

5．調査方法

郵送(往復はがき)による､記名･記述回答式

6回収の結果

配布数2,556施設

回収数1,535施設

回収率６０１％

有効回答1,458施設

病床規模別公私別

１０００％

計１５３５施設１０００％

※但し､－部無回答もあるため､設問により有効回答数は異なる。

－１４２－

公的

私的

577施設

958施設

376％

624％

計 １５３５施設 100.0％

２０～ｇｇ

１００～１９９

２００～２９９

３００～３ｇｇ

４００～４ｇｇ

５００～

貸
賃
受
受
受
受

一
三
口
｜
旨
ロ
二
一
口
こ
』
ロ
二
一
口
一
言
ロ

施
施
施
施
施
施

２
３
６
０
３
１

６
４
５
３
３
１

２
４
２
２
１
２

％
％
Ⅱ
％
％
％

１
９
７
０
７
７

，
●
●
●
●
●

７
８
６
５
８
３

１
２
１
１
１

計 １５３５施設 100.0％



Ⅱ集計の結果

【理学療法士】

調査対象平均人数ｃ最大値病床規模｜調査対象的人数へ最大値平均人数Ｂ最大値

１２１３５６

鷺’でiｌ

］
』
酉

【作業療法士】

鰍規模｜調査対象ｌ平均人数へ最大値平均人数･最大値 調査対象平均人数Ｃ最大値 Ａ／ＡｘＴＯＣ

計’1458 １２１３２６

無’・ス

※２４５施設が無回答であった。

禾Ｚ４ｂｊｉ也哉か隷曰芒｢てめつ7三。

:Ｈ１２判:列:現在:の配置}:Ｉ ;現病床規模;であと 何;

人

必要 が 現病床での理:想的な配置 :;鐘５年後には何人:配}置か}:l:i:Ｉ 現在:と５年後の増ｶロ人数 現在と５年後
■

の増ｶﾛ率

病床規模 ::調査対象： 平均人数Ａ 最大値 平均人数Ｂ 最大値 平均人数Ａ＋Ｂ :調査対象 平均人数ｃ 最大値 平均人数Ｃ－Ａ 率Ｃ－Ａ／ＡｘｌＯＯ

２０～９９床

１００～１９９

２００～２９９

３００～３９９

４００～４９９

５００～

:::::２１９::::：

}:}:l:4221iｉｉ

l*247鉾！

*;２２９１:!：

*川３１:！＊

:::::２１０::i：

５
９
０
９
９
７

●
●
⑪
●
ロ
●

１
２
４
４
４
６

1１

２２

４７

２４

１９

３３

１
２
１
１
１
６

●
●
●
●
●
■

１
１
１
１
１
１

５
０
３
１
１

１
３

１
１

５２

６
２
１
０
０
３

●
●
●
●
●
●

２
４
５
６
６
８

６
謎
８
塊
８
藍
６
託
０
託
５
－

準
９
蕊
７
露
９
鐸
７
詮
０
忽
汁
６
》

》
１
》
父
３
角
１
犬
１
父
１
犬
１

●
ご
●
●
●
■
■
■
■
■
。
印
●
■
■
●
■
●
●
■
●
凸
■
■
■
●
●
■

９
７
９
５
６
０

●
●
●
●
●
●

２
４
５
６
６
９

５１
０
５
０
７
０

４
４
３
３
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４
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●
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●

１
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１
１
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％
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０

●
●
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■
●

２
０
７
２
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３

９
６
４
３
３
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計 1;458:！ 3.9 1.2 5.1 162131！ 5.6 1.7 42.7％

!;iＨ１:凌i4i:il:現在;の配置i： }現病床規模であと何:人}必要か 現病床での理:想的な配置 :!:!:i:５年後には何人:配置力

Ｉ

現在と５年後の増加人数 現在と5年後:の増ｶﾛ率

病床規模 :Ｉ調L査対象： 平均人数Ａ 最大値 平均人数Ｂ 最大値 平均人数Ａ＋Ｂ :調査;対象 平均人数Ｃ 最大値 平均人数Ｃ－Ａ 率Ｃ－Ａ／Ａｘ１００
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Ⅲ、施設別配置状況

病床規模別配置状況
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病床規模別配置状況
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病床規模別配置状況
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病床規模別配置状況
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病床規模別配置状況
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病床規模別配置状況
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Ⅳ、考察．まとめ

【考察】

１現在､５年後の両時点で､各施設は理学療法±･作業療法士の配置を必要としている。

特に､200床未満の中小病院では､理学療法±･作業療法士とも5年後の増加率が高
かった。

２理学療法士や作業療法士の配置されていない施設が多いが､これらの施設は5年後には
配置を予定している。

３配置人数が３０人、４０人と突出している施設は、リハビリテーション病院や介護老人保健
施設を併設している病院であった。

４病床規模により、理学療法士と作業療法士の必要性が異なる。

理学療法士が在職しない病院も､５年後には雇用をしたいと考えている｡この率は病床規
模が小さいほど著しい。

作業療法士は逆に､病床規模が大きいほど5年後の雇用を考えている。

５慨して､理学療法士は作業療法士より需要が多そうである。

６中小病院は､希望しても雇用しにくい環境にあり将来希望を託しているものと推論できる。

【まとめ】

理学療法士や作業療法士は需要過多･供給不足の状態にある｡特に､この傾向は中小病

院に著しい｡国は理学療法±･作業療法士の需給計画を再検討し､人員増ｶﾛの方策を至

急に計画されたい。

－１５０－



6．医療保険制度対策特別研究会

１．開催回数２回

２．出席者数１０名（延べ人数）

３．協議項目。第２次急｜性期入院医療費調査について

・その他

４．総評

第一次調査を参考に、５３施設、分析対象疾患を平成12年10月退院患者11疾患に限定し、医療費

は診療報酬曰計表をベースに、病名は病歴病名、合併症、併存症を明確にし、精度の高いデータ

を収集することとした。更にデータの集計作業を平成13年２月より実施し、平成13年度も引き続

き集計分析作業を行うこととした。

また、この分析を行うため、梅里良正（日大医療管理学教室）助教授を委員とした。

7．教育委員会

１．開催回数１回

２．出席者数８名

３．協議事項

１．平成13年３月21日（水）１５：００～１７：００

１）１２年度研究会等開催結果報告について

２）１３年度研究会開催予定について

３）次期研究会委員について

４）診療技師研究会（旧放射線研究会）再開再依頼について

５）その他

４．総評

各研究会の研修内容は、関係部署以外の職員に対しても共通なテーマが取り上げられているの

で、研究会開催案内をご覧の上、担当職員はもとより、他部署の職員の積極的な参加を希望した

い。

8．医療事故対策委員会

１．開催回数２回

２．出席者数１０名（延べ人数）

３．協議項目第１回平成12年５月24曰（水）１３：３０～１５：３０

１．インシデントレポートについて

２．医療事故防止のためのセミナーの開催について

－１５１－



第２回平成13年１月30曰（火）１５：００～１７：００

１．委員会及びセミナーの名称変更について

２．平成13年７月開催予定の「医療安全対策のためのセミナー」について

３．インシデントレポートについて

４．その他

4．総評

本年度は「医療事故対策に関する活動状況」の調査を実施し、集計結果を公表した。集計結果

には多くの反響が寄せられ、医療事故への関心度の高さがうかがえるとともに、対策への第一歩

が踏み出せたように思われる。

また、従来より実施しているセミナーを１回開催した。

来年度より委員会名を「医療安全対策委員会」とし、セミナー名を「医療安全対策のためのセ

ミナー」と変更する。医療の安全を考えるという意味で、これまでの経験を活用しながら、前向

きに活動していきたい。

－１５２－



医療事故対策に関する活動状況調査
集計結果報告

平成１２年１１月３０日
社団法人日本病院会
医療事故対策委員会

この度、医療事故対策委員会は、昨今の手術患者の誤認や薬剤の取り違えなどの医療事故が連
続して発生し医療機関における医療従事者の業務範囲と責任のさらなる明確化が必要な時期で
あり、今後の医療事故対策強化の取り組みへの参考とするため、会員病院における現在の医療事
故対策に関する活動状況についてアンケート調査を実施した結果をご報告いたします。

病院の特性について
（１）開設者ｎ＝６０８

１国立２２病院２．公立206病院３．その他公的129病院
４．医療法人172病院５．個人１３病院６．その他私的６４病院

未記入２病院

※開設主体の「その他公的」とは、曰赤・済生会・北海道社会事業協会・厚生連・国保
関係団体・社保関係団体・厚生団・船員保険会・健保関係団`体・共済関係団体を示し、
「その他私的」とは公益法人・学校法人・会社・その他法人を示す。

Ａ

（２）病床数（平均

（３）標傍診療科
１．内科

４．神経科
７．消化器科
１０．アレルギー科
１３．外科

１６．美容外科
１９．心臓血管外科
２２．皮膚科
２５．肛門科

２８．婦人科

３１.気管食道科
３４．歯科

３７．歯科口腔外科

（４）職員数
①医師
②看護婦（士）
③医療技術員
④技能労務員
⑤事務員
⑥合計

339.2床）

237病院
268

348

435

156

109

２１

６

３１

４０４

４１５

９

３

精神科
呼吸器科
循環器科
小児科
形成外科

呼吸器外科
皮膚泌尿器科
性病科
産科

耳鼻咽喉科
放射線科
小児歯科
未記入

578病院
９３

２９９

３３

５３５

１１

１８１

４１２

８０

８２

２４

１７１

１６２

心療内科６４病院
神経内科２３６
胃腸科７６
リウマチ科８０

整形外科533
脳神経外科３６９
小児外科７２
泌尿器科４１５
産婦人科３２９
眼科４３２

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科３７８
矯正歯科１７
麻酔科３８４

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

’
３
６
９
皿
旧
旧
別
別
Ⅳ
別
別
妬

●
●
●
●
●
●
●
●
●

２
５
８
ｕ
凶
Ⅳ
加
朋
別

2９

３２

３５

３８

常勤
(平均４３．４）名
（207.0）

（５３．８）

（３１．６）
（３６．６）

（３７２４）

非常勤
(平均２０
（１２
（３

（７

（７
（５１

6）名
7）

3）

6）

0）

2）

（５）救急診療`体制

①休日夜間の外来診療を受付けているか
lいる８５．０％（ａ、毎日８７．４％
aいない１３７％

未記入Ｌ３％

ｂ一定日５．２％未記入７．４%）

－１５３－



②救急医療体制に参加しているか
１．いる８０」％（ａ、二次８３．２％ｂ三次１５２％未記入１６%）
２．いない１７．３％

未記入２．６％

③救急告示病院であるか
1ある768％

２．ない ２０２％

未記入３０％

Ｂ医療事故対策について
（１）医療事故対策を目的とした委員会が設置されているか

１．いる８０．３％

２．いない１９．７％（ａ・設置予定である
ｂ設置の予定はない

６２．５％

20.8％ 未記入１６．７%）

（設置されている場合以下の設問に回答してください）
（２）委員会の設置時期1975年～1994年４２病院６．９％1995年～1998年

1999年１９１３１．４％2000年
2001年予定２０４％未記入

８４病院
1４６

１４３

１３．８％

２４０％

２３．５％

（３）委員会の運営規則（委員会の目的、位置づけ、メンバー構成～業務、権限等につ
いて）があるか

１．ある８６．５％

２．ない １２．３％

未記入Ｌ２％

（４）委員会は定期的に開催されているか
１．いる８３．２％（ａ、１ケ月に２回以上

０１ヶ月に１回未満
２．いない１５０％

未記入Ｌ８％

５．２％ｂ、１ケ月に１回６３３％

27.8％未記入３．７%）

（５）委員会は必要に応じて不定期にも開催されているか
１．いる７８７％（ａ・アクシデントがあったとき

ｂ・患者側からクレームがあったとき

重複回答ａ＋ｂ
ｃ・その他

未記入

２．いない１８．６％

未記入２．７％

３８．８％

６．５％

１４．６％

２９．２％

109%）

（６）委員会のメンバー数は（平均９９名）

（７）専`任のメンバー（リスクマネージャー等）がいるか
１．いる２５．２％２．いない７３．６％ 未記入１．２％

（８）院内で広報活動をしているか
１．いる７０．７％２．いない２６．４％ 未記入２９％

（９）院内研修会を行っているか
１．いる６４．５％ 未記入３９％２．いない３１６％

(１０）施設全体の事故対策の責任者は決まっているか
Ｌいる９３０％２．いない４７％ 未記入２３％
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(11）病棟毎に事故対策の責･任者は決まっているか
Ｌいる６９９％２．いない２７．７％

(12）職種毎に事故対策の責,任者は決まっているか
１．いる６９９％aいない２７５％

未記入２５％

未記入２７％

(１３）医療事故対策マニュアルは作成されているか
１．いる５９２％２．いない３７．７％ 未記入３」％

(14）マニュアルは改訂されているか

Ｌ定期的にされている１７．８％
３．いない ２１．７％

２．予定されている
未記入

３６．１％

24.4％

事故報告書（アクシデント・レポートおよびインシデント［二
Ｗトヒヤリ］・レポート）について
（１）職員に事故報告を義務づけているか

Ｌいる９３．３％２．いない４．９％未記入

[ニアミスあるいＣ事ｉ

はハツ

１．８％

（２）報告は全職種で行っているか
1いる７９．３％２．いない１７６％ 未記入３．１％

(２－２）上記で「２」
所属長
事務部以外

とお答えの場合、報告を行っているのはどこか
17病院、医師・看護婦６病院、看護部
２病院、不明１３病院、

69病院、

（３）報告書の様式は設定されているか
1いる９０．６％２．いない５．９％ 未記入３．５％

（４）アクシデントとインシデント［ニアミスあるいはハットヒヤリ］の報告書は別様
式になっているか
Ｌいる４２」％２．いない５３．６％未記入４．３％

（５）職種によって様式をかえているか
１．いる１８．９％２．いない７３．７％ 未記入７．４％

（６）速報用と詳細報告用が区別されているか
１．いる１７６％２．いない768％ 未記入５．６％

（７）万が一裁判になったときのことを考慮し、報告書の様式や報告手順等に配慮して
いるか

Ｌいる４２３％２．いない５Ｌ５％ 未記入６．３％

（８）報告書に事故原因の分析・今後の対策まで記載させているか
１．いる７６．８％２．いない１７．６％ 未記入５．６％

（９）報告の手順（ルート・時期）は決まっているか
Ｌいる８７．２％２．いない８．４％ 未記入４．４％

Ｄ事故の現状（過去１年間の貴施設での現状）について
（１）報告件数（平均［298）件

（２）アクシデントとインシデントの比率
１アクシデント（３１７%） ２インシデント（６８３%）
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はアクシデントに関してご記入下さい※以下（３）。（４）
（３）報告者

①医師
②看護婦（士）
③薬剤師
④検査技師
⑤放射線技師
⑥その他の医療｝

く
く
く
ｌ
Ｉ
く
く
く

く
く
く
ｌ
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
Ｉ
く
く

１
１
１
１
１
１
１
１

％
Ⅱ
船
Ⅲ
＃
Ⅲ
川
Ⅲ

９
６
０
７
２
８
５
３

＄
●
●
●
●
●
●
●

５
２
４
２
１
１
０
１

８

⑤放射線技師
⑥その他の医療技術員
⑦技能労務員
⑧事務員

事故の内容

①発生時間帯
（ａ）日勤帯
（ｂ）準夜帯
（ｃ）深夜帯

(４）

540%）

２２５%）

22.6%）

②発生場所
（ａ）外来
（ｂ）手術室
（ｃ）集中治療室
（ｄ）内科系病棟
（ｅ）外科系病棟
（ｆ）その他の病棟
（９）検査部門
（ｈ）薬局

（ｉ）その他

５．５%）

３６%）

４．２%）

３２２%）

27.5%）

１２３%）

３．３%）

４．０%）

７．４%）

③事故発生時の状況
（ａ）一般診療
（ｂ）手術
（ｃ）麻酔

（ｄ）特殊治療・集中治療
（ｅ）注射

（ｆ）内服

（９）輸血
（ｈ）麻薬
（ｉ）採血

（ｊ）検査
（ｋ）移動・搬送

（１）食事
（、）その他

３．９%）

２６%）

０４%）

２１%）

28.4%）

１４４%）

０８%）

０８%）

２．３%）

ａ７%）

８．１%）

２０%）

28.5%）

④事故の種類
（ａ）患者誤認

（ｂ）種類誤認
（ｃ）量誤認
（Cl）時間誤認
（ｅ）方法誤認

（ルート

（ｆ）機器・設

（９）機器・設
（ｈ）ルートト

（血管ラ

く
く
く
く
く

7.4%）

8.3%）

9.3%）
２９%）

4.3%）

･速度等）
機器・設備の操作ミス
機器・設備のトラブル
ルートトラブル

（血管ライン・チュー

指示未実施
指示なし

不適切指示

連絡・連携のミス
合併症
異物遺残

（

（

（

ン等）

（
（

（

（

（

（

３０%）

し６%）

６５%）

･チューブ. ドレー

Ｊ
１
１
１
Ｊ
１

・
ｌ
ｊ
ｋ
ｌ
ｍ
ｎ

く
く
く
Ｉ
く
く

４１%）

０５%）

１２%）

２９%）

１２%）

０５%）
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(○）接遇のトラブル

(ｐ）転倒・転落
(ｑ）検体・データの紛失の破損
(ｒ）事務的ミス（入力・予約など）
(ｓ）その他

く
く
ｌ
く
く

Ｌ３%）

２４４%）

１１%）

２１％）

１７．４%）

⑤事故の原因
（ａ）思い込み
（ｂ）不注意
（ｃ）知識不足
（ｄ）経験不足

（ｅ）診療録の記録が不十分
（ｆ）スタッフ問の意志疎通・連絡・連携が不十分
（９）患者の状態把握不足
（ｈ）患者・家族への説明・指導・教育が不適切・不十分
（ｉ）医師指示ミス（口頭指示を含む）
（ｊ）管理ミス
（ｋ）設備の要因による
（１）患者側の要因による
（、）不可抗力

（、）その他

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

冊
附
附
附
Ⅲ
％
珊
附
附
附
％
％
％
％

５
４
ｌ
ｌ
７
７
７
６
ｌ
０
７
３
０
ｌ

Ｄ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●

４
８
４
３
０
５
０
３
１
５
１
８
４
９

１
２

１

⑥生命への危険度
（ａ）高い

（ｂ）低い
（ｃ）ない

（ｄ）不明

く
く
く
く
く
く
く

６．８%）
34.6%）

5ａ９%）

４７%）

⑦担当者の健康状態
（ａ）良好であった
（ｂ）疲労していた
（ｃ）不明

１
１
１

％
％
％

３
２
５

０
６
３

４
５(肉体的に．精神的に）

Ｅ事故対策の効果
（１）事故対策に対する職員の意識は向上しているか

１．いる７３Ｂ％２．いない 未記入２１．９％４．３％

（２）事故対策を開始して事故は減少しているか
１．減少している２７．３％
３．増加している２０％

２．不変
未記入

附
附

５
２

●
●

７
３

３
３

アンケート調査集計について、日本病院会会員２５５７病院を対象に調査表を送付して608病院
から回答が得られた。

回答総病床数は206,204床であり、診療科は全診療科を網羅している。このうち約80％が何ら
かの形で救急医療を行っている。

医療事故対策について

医療事故対策委員会は約80％の病院で設置されており、委員会も80％余りの病院で定期的に
行われている。
委員会の構成については前記の通りであり、大多数の病院では事故対策の責鰄任者は決まって

おり、事故対策マニュアルも約60％の病院で作成されている。
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事故報告について
事故報告を義務づけしている病院が９３３%と非常に多く、その様式も設定されている。
報告先は看護部、所属長等が最も多い。
アクシデントとインシデントの報告を別様式で行っている病院は約半数である。

事故の現状について
報告総数78,905件で、アクシデント３Ｌ７%、インシデント６８３%であった。
アクシデントの内容は以下のとおりであった。

報告者は、看護婦(士)が８２６%と最も多く、看護業務の繁雑さと高度医療に伴う多岐に亘る
業務内容を反映している。

事故の内容について

発生時間帯は５４０%が日勤帯であり、考えられたように人員の手薄な時間帯に多いとは限ら
ないことがわかった。

発生場所の多いのは内科系病棟３２２%、外科系病棟２７．５%であったが、これは基本病床数が
多いことによると思われる。

事故発生時の状況について
注射２８．４%と多く、内服投薬が１４４%でこれに次ぐ。

事故の種類について
転倒、転落が２４．４%と最も多く、設備上の問題もあるが、高齢者をかかえ、脳神経系、運動

器系の疾患が多いためと考えられる。介助、介護に一段の注意が必要であろう。
薬剤量の誤認が9.3%でこれに次ぎ、薬剤種類誤認が8.3%となっており、呼称確認の徹底、複

数者によるチェックが望まれる。
患者誤認も7.4%あり、確認の方策を徹底させる必要がある。
ルートトラブルが6.5%と多く、血管ライン、チューブ等の操作に熟練と共に細心の注意がい

る。

その他指示の不適切、連絡、連携ミス等あらゆる行為に亘ってアクシデントが発生している。

事故の原因について

不注意が２８．４%、思いこみが14.5％となっており、ダブルチェック、複数者による確認が必
要である。

患者の状態把握不足１０７%になっている。いづれも慣れによるものが多いと思われる。
患者の生命への危険度の高いアクシデントは6.8%と少なく、全く危険のないものも５３．９%に

なっており、大部分は重大な事故につながってはいない。
当事者の健康状態は良好であったもの４０３%、疲労していた6.2%になっており、一部で言わ

れるように過重労働によるものとは考えにくい。

事故対策の効果について

職員の意識は向上している。が、738%に達している。

事故の減少について
減少しているが２７．３%、不変が３７．５%となっている。

以上が集計の要約であり、アクシデントについての具体例と結果を求めた報告が、２１２例に
上がっている。この内容はいづれも全述の事故状況の報告と内容に該当するものであった。

以上の集計により、各病院で対策委員会の設置と、くり返して従業者の意識向上と共に日常の
医療の中で重大な事故に至る迄に、早く被害を最小限に抑制できるシステムを各部所で構築する
必要がある。
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9．救急医療防災対策委員会

１．開催回数２回

２．出席者数１２名（延べ人数）

３．協議事項

１．平成12年６月８日（木）１４：００～１６：００

１）平成12年度救急医療防災セミナー進渉状況について

２）平成12年度アンケート調査（救急医療活動に関する調査）について

３）その他

2．平成12年12月14日（木）１４：００～１６：００

１）１３年度セミナー企画について

２）その他

4．総評

当委員会併設の救急医療防災セミナーについて、１２年度は、防災対策マニュアルの指針になれ

ばと災害をテーマにした企画を、１３年度は、救命救急をテーマにした企画について協議がされた。
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救急医療活動に関する調査結果報告

日本病院会救急医療`防災対策委員会委員

広島国際大学医療福祉学部医療経営学科

教授河口豊

2000年６月に救急医療・防災対策委員会から標記の調査を会員病院(2557病院)にお願い

した．６５７病院から回答がよせられ、それらをまとめたので発表する．

１．調査の目的と概要

高齢社会の中で公的介護保険をはじめ福祉サービスの整備が進み、医療施設の機能分化

が実現できるようになってきたが、在宅療養を含め救急医療活動と施設間連携などを改め

て考える必要がある．そのため現状を捉え、会員病院の救急医療活動の参考に資する．

2000年６月に会員病院を対象とし、問１～問５の質問の調査票を配布した．６５７病院から

回答があり、これを集計・分析した．

２．結果の概要

回答病院は国立４．４％・公立３１４％、その他公的２１６％、医療法人立２８３％、個人立１．８

％、その他の私的法人立１２．５％である．病床規模別では～４９床が２．０％、５０床～が８４

％、１００床～１９．３が％、２００床～１７５が％、３００床～が２８６％、５００床～が２４．２％であっ

た．３００床～が５２８％と過半数を超えており、救急医療活動というテーマから規模の大き

い病院の関心が高かったといえよう．昨年度の回答病院と比較すると国公立が２～３％割

合が高くなり、その分医療法人と個人の割合が下がった．病床規模では規模の大きい病院

の割合が増している．

問１．貴院の救急医療体制についてお伺いします．

問１－１貴院では救急患者（時間外患者、医療機関間の搬送等を含む）に対応していま

すか．

対応している病院は９６３％とほぼ全病院が対応している．対応していない病院は、経営

主体別に見ても病床規模別に見ても特徴はない．

問１－２貴院では救急患者とは次のどの患者を指しますか．

救急患者をどのように定義しているかを聞いたものである．３分の２の病院では、時間

を問わず緊急処置を要するために来院したすべての患者を指している．次いでは外来診療

受付時間外に来院したすべての患者を救急患者としている病院が１６．０％であった．休日

・夜間に来院した患者（診療報酬点数表に記載）のみを指す病院は７８％と少なかった．
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経営主体別ではその他の私的病院の外来診療受付時間外がやや高い、また病床規模別では

500床以上で時間を問わず緊急処置を要するが高めである．

現在の規定で救急患者の定義は、診療報酬点数表に掲げられている休日・夜間に来院し

た患者ということになる．国の指定統計である患者調査では、患者票に救急車利用状況と

いう項目があるが、昼間に救急車で来院する人もいるし、夜間に自家用車で駆けつける人

もおり、一義的ではない．何のために救急患者を定義する必要があるかということも含め

て討議をする時期にあるといってよいのではないか．

問１－３貴院では年間取り扱い救急患者数はどのくらいになりますか．

５００人以下の病院が１４０％を占めるが、２０００人までで２９３％となる．４０００人まででは

１２５％を占めるが、それ以上では６０００人で７３％、８０００人で８．６％、10000人で７．７％と

余り低下しない．100ＣＯ人を越えるような多数の救急患者を扱う病院はそう多くはないが、

しかし、合わせると２６５％と４分に１を超える病院が扱っている．中には50000人以上

を扱う病院もあった．無論ここでいう救急患者は前問の各病院で定義した患者であるので

統一された内容の患者ではない．

経営主体別では取り扱い患者数の多いのは公立、その他の公立で割合が高く、医療法人

や個人、その他の私的では取り扱い患者数が少ない病院が多い．しかし、医療法人やその

他の私的でも公立やその他の公的病院の匹敵する患者数を取り扱っている病院もある．病

床規模別では当然ながら病床規模の大きい病院ほど取り扱い患者数が多い．

問１－３－１年間取り扱い救急患者数は年間新外来患者数の何％位になりますか．

新外来患者数の中に占める救急患者数の割合を聞いたものである．１０％までが２８１％

と断然高い（うち約半数は３％まで）が、２０％までは１２９％､．３０％までが１４．９％、４０

％までとなると１１１％になる比較的救急患者による新外来患者が多いことがわかる．５０

％を超える病院は１３３％であり、うち７病院は１００％を超えている．長期通院患者の救

急受診などが含まれると考えられる．

経営主体別では個人で紹介率が低く、国立、医療法人、その他の私的病院でも低い病院

が－部にある．病床規模別では病床規模が大きくなるに従い紹介率は高くなっている．

問１－４貴院は現在自治体の救急医療体制に入っていますか．

入っている病院は８８９％で、救急患者に対応している病院９６３％の９２％が救急医療体

制の下で活動している．入っていない４９病院の際だった特徴はなく経営主体別、病床規

模別でも全体に及ぶ．敢えて挙げれば、数は少ないが経営主体では国立、個人で多く、病

床規模では小規模病院である。

問１－４－１貴院は現在どのような救急体制を担っていますか（複数回答可)．

（高度）救命救急センター（厚生省補助金）は調査対象病院６５７に対して、８５％、５６

病にもなる．三次救急医療施設は同様に１１．６％、二次救急医療施設の病院群輪番制病院

は５４９％であり、半数を超えている．共同利用型病院は１９％と少ない．見方を変えて救

急告示病院（消防法）となっていたのは６６．１％であり、全体の３分の２である．因みに
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患者調査と同様に国の指定統計である医療施設調査の平成８年版は、静態調査で救急医療

体制の統計が掲載されているが、救急医療体制に参加している病院は４２６３，４４９％であ

り、うち二次救急病院は４３５％、三次救急病院（救命救急センターを含む）は１．４％であ

る．会員病院は救急に関心が高いが、これらから中でも今回の調査回答病院は救急医療活

動に熱心な病院が多いことがわかる．

経営主体別では個人病院は半数であるが、その他は国立が７５．９％と若干低い他は８０％

を超えている

問１－５救急医療を担当する日の担当者は総数で何人ですか．

配置されている職員の数は５人までが３６．４％で一般的な姿といえよう．１０人までの配

置体制も３０．７％とかなりの病院に見られ、この両者で３分の２となる．これより多い職

員配置はかなりの患者を扱う病院と考えられる．５０人以上の職員を配置する病院もある

が高度救命救急ではこのような配置がみられる．

経営主体別では個人病院で少ない配置の病院が多く、医療法人でも若干多いが他は似た

傾向である.病床規模別では規模の大きい病院ほど多数の職員配置をしている病院が多い．

問１－５－１担当する医師は次のうちどの役割の人ですか．その数は何人ですか．

医師の数は１人が２７．１％、２人が２３３％と約半数の病院が１～２人である．３人が１２．０

％、４人が１０２％、５人が５．５％であった．０人を含めて５人以下が８４６％と大方の病院

の医師配置状況である．１０人を超える医師を配置している病院は５．５％、４６病院であり、

うち１３病院では２０人を超える医師を配置している．

救急担当医のみの病院は４７％と多くなく、救急担当医と当直医による病院は２３．９％と

なる．当直医のみの病院が最も多く５４９％と半数を超える．その他の医師も参加する体制

の病院もみられる．

経営主体くつでは大きな特徴はない．病床規模別では全般的に病床規模の大きい病院ほ

ど医師の配置数が多い．小規模病院でも医師の配置数が多い病院があるが、独立した救命

救急センターや循環器病専門病院や脳外科専門病院などが考えられる．

問１－５－２担当する看護婦（士）は次のうちどの役割の人ですか．その数は何人です

か．

看護職員の数は１人が１７０％、２人が３０３％と約半数の病院が１～２人である．３人が

174％、４人が７９％、５人が３．２％であった．０人を含めて５人以下が８４３％と大方の

病院の看護職員配置状況であり、医師の配置状況とかなり似た状況である．

配置された看護職員は救急担当看護婦（士）のみによる病院が２３．７％であり、救急担

当看護婦（士）と病棟勤務以外の他の看護婦による配置の病院は１３９％である．一方、

病棟勤務以外の他の看護婦によるものは３２０％であった．その他の看護職員のみによる

病院も１２．８％あるが、これは病棟看護婦などがでていくと考えられる．

経営主体別、病床規模別の傾向は医師の場合とほぼ同様である．
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問１－６救急用施設は専用にありますか．

救急専用処置室を持つ病院は７８１％である外来診察・処置室と兼用している病院が

163％であった．救急患者数の多くない病院では兼用で用は充分足りる．

経営主体別では公立とその他の公的の専用設置率が高く９０％近い．病床規模別では１００

床以上で３分の２，２００床以上では８０％以上の設置率となり、病床規模が大きくなるほ

ど専用施設の設置率は高くなる．

問２救急体制における医療機関の連携についてお伺いします．

問２－１貴院では救急患者の内､他の医療機関からの紹介患者は年間何人くらいですか．

または年間取り扱い救急患者数のうち何％くらいになりますか．

無記入が半数近くあるため注意しなければならないが、紹介患者は１００人以下が１９．９

％と最も多く、以下紹介患者数が多くなるに従い逓減していく．しかし１０００人を超える

病院が９％もある

経営主体別では公立・その他公的に紹介患者の多い病院の割合は高い．病床規模別では

当然規模の大きい病院ほど数は多くなる．

その救急患者に占める割合は、これも４３％が無記入であるが、５％までが２９７％にな

る．１０％までは１２５％であるが、中には３０％以上の病院が３２％、２１病院もある．

経営主体別では個人病院を除いて大きな特徴はない．病床規模別では病床規模が大きく

なるに従い紹介率の高い病院が増してくる傾向にある．

問２－２貴院に紹介されてくる救急患者は特定の医療機関からですか．

特に定まっていないという病院が７７６％と圧倒的に多い．救急患者という性格から当

然であろうか．しかし、特定の医療機関が主であるがそれ以外の医療機関からもあるとい

う回答が１４９％もあり、特定機関との連携も多いことを示している．特定の医療機関か

らのみは１％にも満たない．

経営主体別では医療法人、その他私的病院において、特定の医療機関が主であるがそれ

以外の医療機関からもある割合が若干高い．関連病院などの関係もあろう．病床規模別で

は特徴的な点はないようである．

問２－３貴院が紹介する救急患者は特定の医療機関へですか．

逆に紹介する場合を見てみると、特定の医療機関が１７２％もあり、特定の医療機関も

あるがそれ以外の医療機関へもあるになると３３２％のも病院が該当する．特に定まって

いないは３９７％と送られる場合の半分に割合が下がる．当然といえば当然であるが、紹

介する場合は相手の病院の事情に精通していなければならないからであろう．

経営主体別では特定の医療機関と、特定の医療機関もあるがそれ以外の医療機関へもあ

るを併せてみると医療法人では６０％、その他の公立及びその他の私的病院で５０％、公立

と国立で４０％前後と差がみられた．同様に病床規模でみると、５００床以上では３４％、３００

～４９９床では４８％と、他の６０から６５％より低い．病床規模が大きくなると診療圏の範

囲も広がり各地の病院へ依頼することになるからと考えられる．
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問２－４貴院に紹介されてくる救急患者は特定の患者ですか．

特に定まっていないが６９．７％と３分の２を超える．次いで、重症の患者がほとんどで

あるが１３．７％と後方病院としての受け皿機能を持つ病院が多いことを示している．傷病

の種類がだいたい決まっているは９９％であるが、これはその病院が専門的に対応できる

疾患がある場合であろう．

経営主体別では公立で重症患者がほとんどという病院は２０．４％と高かったが、医療法

人では７％と低かった．￣方、傷病の種類がだいたい決まっているは医療法人で１８３％、

その他の私的病院で１２２％と高く、公立では２９％と低かった．経営主体の特徴が現れて

いる．病床規模別にみても病床規模が大きくなるにつれ重症患者の割合は高くなり、逆に

病床規模の小さい方の病院では傷病の種類がだいたい決まっている病院の割合が高まる．

問２－５貴院が紹介する救急患者は特定の患者ですか．

紹介する場合も、特に定まっていないが紹介を受ける場合と同様最も多いが、３８２％と

かなり割合は低くなる．重症の患者がほとんどであるが２８５％、傷病の種類がだいたい

決まっているが２０９％である．

経営主体別では医療法人の３６．０％、公立の３０５％が重症患者を紹介しその割合が高い．

また医療法人の25.8％、その他の公立の２１１％が傷病の種類が決まっている患者を紹介

し、その割合が高い．病床規模別ではso０床以上の病院で重症患者を紹介する割合が１０１

％と低く、傷病の種類が決まっている患者についてはあまり特徴的な傾向はみられない．

問２－６貴院で受け入れた、またはその後持続的植物状態となった救急患者は昨年７月

から本年６月までの１年間で何人いましたか．

無記入が３分の１近くあるが、いなかったが４０６％であった．しかし、逆にいた病院

は２７．３％と３割近い病院で患者を扱っている．回答に１０人とか２０人などラウンドナン

バーがみられるが、それでも年間３２人とか５９人と回答していただいた病院もある．最大

の病院は１８０人であった．

経営主体別には差が明確ではない．病床規模別では病床規模の大きい病院ほど持続的植

物状態となった救急患者は多かった．

問２－７貴院のある地域では救急患者の紹介について取り決めをしていますか．

取り決めをしている地域の病院は１１９％である．特に取り決めはしていないが今まで

の経緯からだいたい決まっていると回答したのは３１５％であり、併せて４３．４％の病院が

何らかのシステムで救急医療における紹介を行っているといえる．その時その時で対応し

ている病院はそれよりも若干多い４６３％であった．

問３今後の救急活動についてお伺いします．

問３－１活発な救急活動はこれからの医療体制を変えるとお考えですか．

医療体制を変えると考えると回答した病院は５６８％にも上り、半数以上の病院が今後

の医療体制における救急活動は重要であると認識している．理由は不明であるが、医療体

制を変えるとは考えられないと回答した病院は１０７％であり、今までの厚生行政への枇
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判部分も考えられる．

経営主体別では国立が若干低い他はほとんど差がみられず全体の傾向と似ている．病床

規模別でも顕著な差はみられない．

問３－２今より救急活動を活発に行うために貴院で何を整備する必要があるとお考えで

すか．該当する主たる項目を３つまであげて下さい．

延べ１５９８が選択された．うち最も多かったのは医師で６８．３％の病院が挙げた．次いで

施設・設備を５４６％の病院が、他医療機関との連携を４５２％の病院が挙げている．看護

職員についてはそれに続く４３．４％であった．救急情報システムは行政サイドの意味もあ

り、１９．６％と低かった．

経営主体別でみると、国公立で医師を挙げたのは７０％強と高く、医療法人の５９．１％や

個人病院の４１．７％は低かった．看護職員を挙げたのは国立病院で６５．５％と高く、他は４０

％台以下である．施設・設備は公立、その他の公立、その他の私的病院などで６０％前後

の病院が挙げている．他医療機関との連携を挙げているのは医療法人・個人で６０％近い

病院である．これを病床規模別でみると、病床規模２００床以上では７０％以上の病院が医

師を問題として取り上げている．看護職員も規模の大きい病院ほど取り上げているが医師

ほどでなく５０％弱である．施設・設備については５０床からと１９９床までの病院を除けば

６０％前後の病院が指摘している．

問４公的介護保険実施により在宅療養・介護を受ける人が増すと考えられますが、貴院

では今後それらの人々の救急医療には積極的に対応される方針でしょうか．

積極的に対応したいと回答した病院は６２６％と約３分の２に上り、介護保健による在

宅療養・介護に積極的に対応しようとする姿勢の病院が多かった．積極的には対応するつ

もりはないという病院は医療において他の病院をバックアップするような中核病院である

と考えられる．

経営主体別にみると、その他の公立、医療法人、個人病院が７０％前後の割合で積極的

に対応したいと回答し、介護保険対応に今後の中心的な役割を果たそうとしているように

考えられる．公立とその他の私的病院も５５％前後と半数以上が対応に積極的である．病

床規模別では５０～９９床と２００～２９９床の病院では７０％近い病院が積極的に対応したい

と回答し、その他の病院群も６０％前後は対応に積極的である．

た．

問５現状の我が国の救急医療体制についてご意見がありましたら記述して下さい．

自由書きの意見を整理してみると以下のようになる．

①システムについて、は内容を分類してみると延べ２４９になり、多いのは地域に体力差が

あり、システムとして完成していない、公的に定めて整備して欲しい、救急医療体制の再

構築が必要であるの３点について５０前後の病院から意見が出されていた．

②搬送について、は２４５の意見であるが半数近くの１０３病院から人員．能力・ヘリポート

などの整備不足などが意見として出された．その他には、救急要請の有料化や適正利用の

徹底（３０病院)、適材適所への搬送（２８病院)、プレホスピタルケアの充実（２５病院)、

連携の必要性（２２病院）がある．

－１６５－



③医療機関連携について、は１９５の意見である．多いのは連携（８３病院)、機能不全で活

用されていない（４２病院)、機能分化と専門性の促進（３４病院）がある．

④報酬について、は２４２の意見であったが、ほとんどは低額でありコストに見合った制度

や公的補助が必要というものであった（230病院)．

⑤その他については、１２３の意見があり、多いのは救急専門医等の不足（３６病院)、一般

住民の理解・教育（３０病院)、勤務体制など（２６病院）であった．

いずれも２１世紀へ引き継がれるべき課題となろう．

調査にご協力いただきました病院の院長はじめ関係部門の方々に、ここに紙面を借りて

厚く御礼申し上げます．

－１６６－



調査回答病院

開設者

２０～４９床 １０ ２９

２７ ７４ ２０６[〕ヂー9９

２７ ５２【)Ｏ～１９Ｅ

２００～２９９斤 ３０ ６８ ３７ １８６

５３００～４９９床

５００床以上 １２ ２１ ８２

１１５総計 ５５ １２７ １８８ １５９ ６５７

病院規模

６．５００床以上

５．３００～４９９床

４．２００～２９９床

３．１００～１９９床

２．５０～９９床

１．２０～４９床

国１．国立

ロ2．公立

□3．その他公立

ロ4.医療法人

■6.その他私的

国６．５００床以上

』
②
『

■＝■￣￣…■＝￣
■、＝は

0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０９６９０％１００％

病床規模

開設者 １国立 ２公立 ３その他公立 ４医療法人 5.個人 ６その他私的 総計
１２０～４９床 ２ １ ３ 1０ 1３ 2９

２５０～ｇｇ床 ２ ９ 2７ 3３ 7４ 6１ 2０６

３１００～199床 １ ２ 1４ 2７ 5２ 4６ 1４２

４．２００～２ｇｇ

｜
オ ８ 3０ 6８ 3７ ３１ 1２ 1８６

５３００～４９９床 １ ５ ３ ３ 1２

６５００床以上 １ ７ 1４ 1２ ２１ 2７ 8２

総計 1３ 5５ 1２７ 1１５ 1８８ 1５９ 6５７



開設者計％

開設者

１２５％
4.4％

|■国立

膳』
|ロ他私的

総計６５７１０００％
３１．４％

28.3％

21.6％

」
⑦
、

病床規模計％
病床規模

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15.0％

10.0％

5.0％

0.0％
lllllili総計65711000%

ff繊八慰櫻鼠叡獣

開設者 計 ％

国立
公立

公的

医療法人
他人

他私的

2９

2０６

１４２

１８６

1２

８２

船
冊
船
Ⅶ
船
Ⅵ

４
４
６
３
８
５

●
●
●
●
●
●

４
１
１
８
１
２

３
２
２
１

総計 6５７ 100.0％

病床規模 計 ％

20～49床

50～99床

100～199床

200～299床

300～499床

500床以上

1３

５５

1２７

１１５

１８８

１５９

船
％
％
船
冊
％

０
４
３
５
６
２

●
①
●
●
●
●

２
８
９
７
８
４

１
１
２
２

総計 6５７ １００．０％



救急患者に対応

問１－１計叱 問１－１

３．７％
している

していない

|脇
総計６５７１０００oｂ

EEEi訂

96.3％

救急患者の定義

a､時間を問わず救急処置を要するために来院したすべての患者
b､休日･夜間に来院した患者(診療報酬点数表に記載）
c､外来診療受付時間外に来院したすべての患者
d、その他(具体的にお書きください）

」
①
①

計間１－２牝

縦鳫総計６５７’100006

問１－１ 計 ％

している

していない

633

2４

96.3％

3.7％

総計 6５７ 100.0％

問１－２ 計 ％

入
ａ
ｂ
Ｃ
ｄ
記錘
心

６
１
５
５
０

２
５
０
４
３

４
１

冊
船
％
％
％

８
８
０
８
６

●
●
●
●
■

４
７
６
６
４

６
１

総計 6５７ 100.0％
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自治体の救急医療体制
計間１－４％ 問１－４

３．７％

縦１
絵６５７１００００。

88.9％

救急体制の種類
a、（高度)救命救急センター(厚生省補助金）
b､三次救急医療施設
c､二次救急医療施設

ｃ－１病院群輪番制病院ｃ－２共同利用型病院
d､救急告示病院(消防法）
e､その他(具体的にお書きください）

岸ム

ーコ
ー

複数回答可

問１－４ 計 ％

入っている

入っていなし

無記入

584

4９

２４

％
％
％

９
５
７

８
７
３

８

総計 6５７ １０００％

問1-4-1 計 9/６ ％

ａ 5６ 4.9％ ８５％

ｂ 7６ 6.6％ １１６％

Ｃｌ 3６１ 314％ 549％

c２ 2２ 1.9％ ３３％

Ｃ 9４ ８２％ １４３％

。 434 37.7％ 66.1％

ｅ 4１ 3.6％ 6.2％

無記入 6６ 5.7％ １０．０％

総計 1１５０ 100.0％ 174.9％



担当曰の担当者の総数
問１－５

問１－５
０～５ ３６４００

６～１０ ３０７００ 醜
既
醗
酬
醗
既
脳
醗
醗

■
■
●
●
●
●
●
●
■

０
５
０
５
０
５
０
５
０

４
３
３
２
２
１
１

１１～１５ １０２％

１６～２０ ４１%

２１～３０ ４０００

３１～４０ １５oロ

４１～５０ ０９０，

５１以上 ０００，

無記入 １０７９ロ

９８５００

O～５６～1０１１～1５１６～2０２１～3０３１～4０４１～5０５１以上無記入

医師数

ｌ
『
国
Ｉ

問1-5-1集計 問１－５－１集計

６５９０

２７１９ 300％

25.096

20.0％

15.0％

100％

５．０％

00％

２３．３０ロ

１２０％

１０．２Oロ

５５９０

６～１０ ００％

１１～２０ ０．００，

２３～４９ ２０％

総計 ８６６００

0１２３４５６～１０１１～２０２３～４９

問１－５ 計 ％

Ｏ～５ 239 36.4％

６～１０ 2０２ 30.7％

１１～１５ 6７ １０２％

１６～２０ 2７ 4］％

２１～３０ 2６ ４．０％

３１～４０ 1０ 1.5％

４１～５０ ６ 0.9％

51以上 ０ ００％

無記入 7０ 10.7％

総計 6４７ 98.5％

【騒騒:ヨ

議驚
●

ＩＣ

|蕊;！！

F覇?憲司．■二円窓■

問１－５－１集計 計 ％

０ 4３ ６５％

１ 1７８ 27.1％

２ 1５３ 23.3％

３ 7９ 120％

４ 6７ １０２％

５ 3６ 5.5％

６～１０ ０ ０．０％

１１～２０ ０ 0.0％

２３～４９ 1３ ２０％

総計 ６５７ 86.6％

鱸

I蕊蕊Ｉ

l蕊蕊】

I霧震１



担当医の役割

a､救急担当医

b、当直医
Ｃ､その他(具体的にお書きください）

問１－５－１

４．４％-１２．６％4.7％

＿１計９'６
船

船
％
９
％
９
％
％
％

？
４
４
３
５
４
６

４
５
２
２
０
４
２

囹
ロ
ロ
ロ
■
国
ロ

23.9％

９%2．

６５７１０００DＤｌｕ■

看護婦の役割
a､救急担当看護婦(士）
b､病棟勤務以外の他の看護婦(±）
c､その他(具体的にお書きください）

ｌ
弓
函
Ｉ ＵＪＬ

問1-5-1 計 ％

aのみ

bのみ

cのみ

ａ＋ｂ

ａ＋ｃ

ｂ＋ｃ

a＋ｂ＋ｃ

無記入

３１

3６１

1６

1５７

３

2９

１７

４３

％
％
船
Ⅶ
％
冊
％
冊

７
９
４
９
５
４
６
５

●
Ｄ
Ｃ
●
●
●
ら
●

４
４
２
３
０
４
２
６

５
２

総計 6５７ 100.0％

問1-5-2 計 牝

aのみ 1５６ 23.7％

bのみ 210 320％

cのみ 8４ 12.8％

a＋ｂ 9１ 13.9％

a＋ｃ 2５ 3.8％

b＋ｃ 2３ 3.5％

a＋ｂ＋ｃ 1２ 1.8％

無記入 5６ 8.5％

総計 6５７ 100.0％



看護婦数
問1-5-2集計

問１－５－２集計
５６ ８５％

１１２ ｌ７０９ｐ い
ひ
い
い
い
い
い
い

５
０
５
０
５
０
５
０

３
３
２
２

１９９ ３０３％

１１４ １７４０

５２ ７９％

２１ ３２００

６～１０ ５８ ８８％

１１～１５ １９ ２９％

１６～９２ ２６ ４０００

６５７ １０００％

０ 6～１０１１～１５１６～９２４

」
「
←

問1-5-2集計 計 ％

０ 5６ 8.5％

１ 1１２ 17.0％

２ 1９９ 30.3％

３ 1１４ 17.4％

４ 5２ 7.9％

５ ２１ ３２％

6～１０ 5８ ８８％

１１～１５ 1９ ２９％

１６～９２ 2６ ４０％

総数 6５７ 100.0％
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専用施設
a､救急専用処置室がある

b､外来診察･処置室と兼用

c、その他

問１－６

４．６％‐

､蕊蕊， 臣

他の医療機関からの紹介患者Ｉ
ヨ
ロ
ー

問２－１－人、
】

【
】

い
、
皿
⑪
ひ
氾
似
の
ｄ
ｍ
ａ
ｍ
砂
の
α
の
α
氾
血
心
血
ｍ

ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
ｖ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ

●
●
●
●
●
●
●
■
■
●
●

ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｊ
ｎ
Ｕ
反
Ｊ
ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｊ
ｎ
Ｕ
Ｅ
Ｊ
ｎ
Ｕ
Ｋ
Ｊ
ｎ
Ｕ

Ｒ
Ｊ
Ａ
特
Ａ
午
勺
』
ｑ
）
Ｏ
４
勺
」
Ｔ
Ｉ
イ
ー

F1

Ｌ」

｜‐１－’

F1

L｣

｢可

Ｌ｣

一
言Ⅱ】【

ⅡⅡ

１１１－‐‐一‐‐］

ざ、ザや蕊ＶＹぷ゛sA1；JmIw

問１－６ 計 ％

ａ

ｂ

ｃ

無記入

5１３

１０７

７

3０

％
％
％
％

１
３
１
６

８
６
１
４

７
１

総計 6５７ 100.0％

問２－１－人 計 ％

Ｏ～１００ 1３１ １９９％

１０１～２００ 4５ 6.8％

２０１～３００ 2６ 4.0％

３０１～４００ 1８ ２７％

４０１～５００ 1２ 1.8％

５０１～１０００ 5４ 8.2％

１００１～２０００ 4２ 6.4％

2001以上 1７ ２６％

無記入 312 47.5％

総計 6５７ 100.0％
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紹介患者の緊急患者のうちの割合
問２－１－，０ 計

問２－１－％
29.700００～５０ １９５

１２４％５１～１００ ８２
45.096

40.0％

35.0％

30.0％

250％

20.0％

１５．０％

１０．０％

５．０％

００％

７７％１０１～２００ ５１

４２％２０１～３００ ２７

３２Oロ３０１～１０００ ２１

４２８％無記入 ２８１

１０００％総数 ６５７

0.0～5.05.1～10.010.1～20.020.1～30.030.1～100.0無記入

」
「
、 受ける紹介患者は特定の病院から

a､特定の医療機関

b､特定の医療機関が主であるがそれ以外の医療機関もある
c､特に定まっていない

｡､その他(具体的にお書きください）

問２－２

ｎｏ」巴

良
計問２－２

１０００００総計 ６５７

776％

ｌ蕊蕊鬮

問２－１－％ 計 ％

0.0～5.0 1９５ 29.7％

5.1～１０．０ 8２ 12.4％

１０．１～２０．０ 5１ 7.7％

20.1～３００ 2７ ４２％

３０１～１０００ 2１ ３２％

無記入 2８１ 42.8％

総数 657 １０００％

問２－２ 計 9'６

入
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
記錘
細

５

9８

510

８

3６

％
船
％
％
％

８
９
６
２
５

●
●
●
●
●

０
４
１

７７

１
５

総計 657 100.0％

鑿iii鑿
篝ｉｉｉ鑿
讓鑿iｉｉ
鑿篝;！
鑿;ｉｉｌ霧

I蕊露霧Ｉ 鑿鍵
I蕊露露Ｉ

■C■●ぜ■●

■⑧Ｃ●■⑪ 驚蕊蕊Ｉ



送る紹介患者は特定の病院へ

a､特定の医療機関へ
b､特定の医療機関が主であるがそれ以外の医療機関もある
c､特に定まっていない
｡､その他(具体的にお書きください）

問２－３

ロ２－３計９'６
￣￣

入己一
言
ｐ

ａ
ｂ
Ｃ
ｄ
垂
州

ロ
ロ
ロ
ロ
圏

39.7

２％

総一６５７１０００％

受ける紹介患者は特定の患者か

a､重症の患者がほとんどである
b､傷病の種類がだいたい決まっている
c､特に定まっていない

｡､その他(具体的にお書きください）

ｌ
］
「
『
Ｉ

蕊僅
ロ２－４計

輯ご■■＝里刃色ワ
■■狂■■狂■■狂■■字■■短■■ワ
ョご■■エ■■主■■＝■■＝■シ

ロロ望浮■:２２■ン
総計657110000,

問２－３ 計 ％

入

ａ
ｂ
Ｃ
ｄ
記錘へ

１１３

２１８

2６１

2２

４３

冊
％
％
％
％

２
２
７
３
５

●
●
巳
●
●

７
３
９
３
６

１
３
３

総計 6５７ 100.0％

問２－４ 計 ％

入

ａ
ｂ
ｃ
ｄ
記狸
へ

9０

６５

458

1１

３３

％
Ⅶ
％
％
船

７
９
７
７
０

３
９
９
１
５

１
６

総計 6５７ 100.0％



送る紹介患者は特定の患者か
a､重症の患者がほとんどである
b､傷病の種類がだいたい決まっている
c､特に定まっていない

｡､その他(具体的にお書きください）

問２－５

5.2％

問２－５ 計％ ％

７
７
１
８
４

８
３
５
４
３

１
１
２

： 閏
382

総計65711000％

地域の取り決め

a、取り決めている

b､特に取り決めはしていないが今までの経緯からだいたい決まっている
c､その時その時で対応している

d、その他

」
「
②

問２－７

問２－ 計牝

８
７
４
７
１

７
０
０
２
４

２
３

属31.5％

総計65711000％
46.

問２－５ 計 ％

入
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
記錘へ

７
７
１
８
４

８
３
５
４
３

１
１
２

船
％
％
冊
％

５
９
２
３
２

●
●
●
●
●

８
０
８
７
５

２
２
３

総計 6５７ 100.0％

問２－７ 計 ％

入

ａ
ｂ
ｃ
ｄ
記錘岼

８
７
４
７
１

７
０
０
２
４

２
３

１１．９％

31.5％

46.3％

4.1％

6.2％

総計 6５７ 100.0％



持続的植物状態

問２－６計％

問２－６

５
０
５
０
５
０
５
０
５
０

４
４
３
３
２
２
１
１

０％

０％

０％

､096

.0％

096

.096

.0％

､0％

､096
】Ｕｉ－ｐ。。＿ロー”

」
「
①

｡Ｌい、、ぐ゛や゛やｆＰｑｊｗＳｂ④今゛

総計65711000％

問２－６ 計 ％

０
１
２
３
４
５
６
７
８
０
１
２
３
４
５
６
７
８
０
４
５
７
９
０
１
２
３
０
０
６
９
０
０

１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
３
３
３
３
４
５
５
５
６
８
１

無記入

７６２

５
６
３

２
２
２
４
８
５
６
１
３
２
６
１
１
９
１
１
１
８
１
１
１
１
５
２
１
１
２
５
１
１
１
１
５

１
１

１２

％
％
％
％
％
％
船
％
船
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
船
％
％
％
％
％
Ⅱ
％
％
％
％
％
％
％

６
８
０
５
６
７
８
９
２
０
３
９
２
２
４
２
２
２
２
２
２
２
２
８
３
２
２
３
８
２
２
２
２
７

●
●
●
●
■
●
●
●
●
①
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
Ｄ
Ｃ
●
●

０
３
４
３
０
２
０
０
０
２
０
０
０
０
１
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

４

２３

総計 6５７ 100.0％



今後の救急活動
a、医療体制を変えると考える

b､医療体制を変えると考えられない
c、その他

問３－１

問３－１計％

幹
11.1％

厩維十65711000％ 56.896

1６．

整備する必要があるもの

a、医師

b､看護婦(±）

c､施設･設備

d、救急情報システム

e､他の医療機関との連携
f､その他

」
、
◎

問３－２

１．６％宝

|if］
1８．

。３－２１計

8.1％

へ計１５９８１００００。

複数回答３つまで可

問３－１ 計 ％

ａ

ｂ

ｃ

無記入

3７３

１１０

7３

1０１

％
％
％
％

８
７
１
４

６
６
１
５

５
１
１
１

総計 6５７ 100.0％

問３－２ 計 ％

入

ａ
ｂ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
記遜へ

９
５
９
９
７
３
６

４
８
５
２
９
５
２

４
２
３
１
２

０
ｍ
α
⑩
ひ
加
町
畑
⑪
氾
印
⑩
α
の

１
Ｉ
Ｃ
Ｏ
底
Ｊ
刊
Ｉ
Ｒ
Ｕ
ｏ
Ｊ
Ｒ
Ｕ

●
●
■
●
●
●
●

８
７
２
８
８
３
１

２
１
２
１

総計 1５９８ 100.0％



公的介護保険対応
a､積極的に対応したい

b､積極的に対応するつもりはない
c、その他

問４

6.496

JiL重｣総計６５７１１０００Oロ
1４．

2.6％

￣Ｌ

ＯＣ
￣

問４ 計 ％

ａ

ｂ

Ｃ

無記入

４１１

9４

1１０

4２

％
％
％
％

６
３
７
４

●
●
●
●

２
４
６
６

６
１
１

総計 6５７ 100.0％



中小病院委員会

1．開催回数２回

2．出席者数１３名（延べ出席人員）

3．協議項目１）第51回日本病院学会（福岡市）シンポジウム「中小病院の経営戦略パートⅥ」

への協力について

２）シンポジウムでの討議内容検討について

３）情報交換会の開催について

4．総評

医療改革の変貌が著しく中小病院の経営がますます厳しい現状にある。当委員会としては、い

かにして健全な病院経営を図り生き残ってゆくことを基本に取り上げ、日本病院学会時のシンポ

ジウムへの協力、情報交換会等を通して中小病院問題の提起、解決方法、経営指標等を図り中小

病院の今後のあり方を模索している。各委員の協力により、継続して諸問題の探求、情報提供等

を図り中小病院の経営に役立つような活動を推進させたい。

1０．

中小病院委員会（情報交換会）

①日時平成13年２月10曰（士）１４：００～１６：００

②会場京都市・マリアージュ８階「高雄の間」

③担当晨鐵会清耒鑪院鬘曼言委員清水鴻一郎
④協力社団法人京都私立病院協会（武田隆男会長）

⑤概要開会挨拶

社団法人曰本病院会副会長

社団法人京都私立病院協会会長武田隆男
社団法人曰本病院会理事

社団法人中小病院委員会委員長織本正慶

講演「高齢者医療の現状と展望」～中小病院の今後のあり方を探る～

厚生労働省保険局総務課老人医療企画室室長鈴木俊彦氏

⑥参加状況130名（京都・奈良・滋賀・大阪・福井）

－１８２－



中小病院委員会（シンポジウム「経営戦略パートⅥ」打ち合わせ）

①、開催回数

②．出席者数

③．協議事項

２回

１０名（延べ出席人員）

１）第51回日本病院学会（福岡市）のシンポジウム「中小病院の経営戦略パー

トⅣ」運営について

平成13年６月22曰（金）１４：００～１６：３０

会場：アクロス福岡西ウイング７階（大会議室）

④、開催要領

(座長）

(東京都)晨襄鱗団中鱗言員会名蕊織本正慶
(シンポジスト）

（千葉県〕晨襄鯖仁二小瘻驫曼会理鑿
(愛知県）医療法人愛仁会総合上飯田第一病院院長

(静岡県）特定医療法人松愛会松田病院理事長・院長

(福岡県）医療法人佐田厚生会佐田病院理事長・院長

梶原優

グ

本
田
田

岸
松
佐

秀雄

保秀

正之

⑤．総評

ここ数年シンポジウムでは病院経営の－考察として、シンポジストの赤裸々な病院経営実態

（参考資料の配布)、経営戦略を披露している。今学会の地元シンポジストとしては佐田正之

（医療法人佐田厚生会佐田病院（180床）理事長・院長）氏に依頼した。

－１８３－



看護教育施設部会

1．開催回数１回

2．出席者数４名

3．協議項目１）平成12年看護学校運営に関する調査実施について

２）部会委員について

３）今年度の事業活動について

4．総評

任期途中で２名の委員が退職され部会活動が懸念されたが、二年に一度実施している平成12年

看護学校運営に関する調査を実施することができた。今回の調査に際しては従来の調査項目、調

査報告書要領について慎重な検討を図り実施した。調査によると准看護婦養成の廃止、少子化等

により応募学生が少なくなり、数多くの廃校が見受けられた。当部会では、健全なる学校運営が

図れるよう厚生労働省の通達①看護婦等養成所の運営に関する手引き②看護婦等養成所の運営に

●

二
『
■
■
■

■
■
■
■

関する指導要領を会員各位に配布した。
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看護学校運営（平成１２年）に関する調査票

日本病院会看護教育施設部会

Ａ学校養成区分について（該当する番号に○をつけてください）

看護婦学校養成所３年課程（全日制）２．看護婦学校養成所３年課程（定時制）
看護婦学校養成所２年課程（全日制）４．看護婦学校養成所２年課程（定時制）
看護婦学校養成所４年課程（大学・学部学科）

看護婦学校養成所３（２）年課程（短期大学・学科）

●
●
●
●

でｌ０ｕＬ（印ぺ銅〉一．民●亜）（』恥ｗ）

Ｂ開設者の区分について（該当する番号に○をつけてください）

１．国（厚生省）

６．医療法人

２国（その他）

７．学校法人
３．自治体４．その他公的５．公益法人
８．その他私的

ｃ学生数と職員数について（人数をご記入ください。なお職員数は専任者のみ記入し、
パート・臨時職員等は含みません）

（平成１２年度：実数は平成１２年１２月末現在でご記入ください。）

ｌ｢TI定時ﾙリ 同定時,|]'１ 短期大学

の他の職員

※入学者募集をどのように工夫されていますか。

－１８５－

３年課程 同定時制 2年課程 同定時制 大学 短期大学

》十
生
数

１学年定員

総定貝

今年の応募者

入学者数

内男性数

新卒者数

職
員
数

教員数

事務職員数

その他の職員

高｜
/△邑
口



Ｄ、学生負担金について（平成１２年初年度納付金・年額）

１受験料 2．入学金円 円

３授業料 円

４．施設費・実習費 円

５．その他 円

(教科書代・教材費・制服代等）

Ｅ奨学金制度について（平成１２年新入生・育英資金は除く）

Ｌ都道府県・市町村からの奨学金支給について支給を受けた学生数 庁ｎ名
1名あたり平均金額 円

ﾛｺｺ名２．病院（または開設者）からの奨学金支給について支給を受けた学生数

1名あたり平均金額 円

Ｆ看護学生宿舎について（該当する番号に○をつけてください）

１．宿舎をもっていない

（内訳）

2．宿舎をもっている

個室ロコ％。人室ロニコ％,人室以上[=□％
Ｇ途中退学者数について（過去３年の平均：９．１０．１１年度分）

@年度ｒ定名川年度
１－１休学者数について（過去３年の平均：9.

,年度｢－F□名１０年度

、~Ｔｌ名
１０．１１年度分）

｢|~ｎ名

ｎ年度、－１ｎ名

n年度[工□名

Ｌ学校（学部・学科）の年間運営費について（平成１１年度でご記入ください。）

ヒロ億１．年間運営費総額 万円

－１８６－



教員の研修費 万円
そのうち

学生の教材費 万円

□二.億２．そのうち病院（または開設者）からの繰入補填額 万円

ロコ％３．同繰入補填率

CML入補填とは、年間運営費総額から学生負担金や各種補助金等の収入を除いた額）

、｡億４国・都道府県・市町村からの助成金合計 万円

[。％５．同助成金の年間運営費に占める比率

Ｊ講師への謝金（平成１１年度）について

・開設者側講師年間約 万円

1時間平均単価 円

･学外講師 年間約 万円

1時間平均単価 円

Ｋ実習施設への謝金（平成１１年度）について（該当する番号に○をつけてください）

･実習病院（開設者）へＬ支払う年間約 万円２．支払わない

･実習病院（外部）へ１．支払う年間約 万円２．支払わない

･訪問看護ステーションへＬ支払う年間約 万円２．支払わない

･介護)ｉｉｉ設 へＬ支払う年間約 万円２．支払わない

･老人保健施設へ１．支払う年間約 万円２．支払わない

･保育所 へＬ支払う年間約 万円２．支払わない
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･保健所・保fkセンターへＬ支払う年間約 刀１１１２．支払わない

へＬ支払う年'''1約 万円２．支払わない･その他

Ｌ教員について（該当する番号に○をつけてください）

・学校長１．医師２．看護職３．行政職４．事務職

・副学校長Ｌ医師２．看護職３．行政職４．事務職５．なし

（１）専任教員１人当たりの年間講義・授業時間について

（３年・２年・大学・短大の該当箇所に○を、併設課程がある場合は別々にご記入願います。
また、年間とは平成１０年４月～平成１１年３月までです）

Ｍ、

時間 時間 時間

(３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）

（２）専任教員１人当たりの年間実習指導時間について（通学・実習準備の時間は含まず）

時間 時間 時間

(３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）

（１）教務主任１人当たりの年間講義・授業時間についてＮ、

時間 時間 時間

（３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）

（２）教務主任１人当たりの年間実習指導時間について（通学・実習準備の時間は含まず）

時間 時間 時間

(３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）（３年・２年・大学・短大）

０教員のいわゆる夏季休暇を実施している場合の日数について

[二□Ⅱ問
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･本調査に対するご意見欄

■■■－－■■■-－■■■■－－■■■－－－－■■■■－－￣■－－－－－－■■■■----－－■■■■■■■■■■￣■■■￣■■■--■■■■－－■■■－－￣￣-－－－￣■■■－－■■■－－－－-■■■■■■－－￣■■■■■■■■■－－－－－－－－￣

ご協力ありがとうございました。

学校（院）名

Ｔ

所在地

記人者名（所属・役１１Mt名）

連絡先ＴＥＬ ＦＡＸ

送付先：〒102-8414 東京都千代１１１区一番川１３－３

社団法人日本病院会看護教育施設部会担当事務局
ＴＥＬＯ３－３２６５－ＯＯ７７・ＯＯ７０

ＦＡＸＯ３－３２３０－２８９８

井上行

fligblbll弘巨LしｊＨ２ｕＡ５ＥＪし且‘ﾖ」且」〔;【KLi葵Lそ,d乏願LJL員

－１８９－



12．予防医学委員会

Ａ・予防医学委員会

1．開催回数

2．出席者数

3．協議項目

４回

29名（延べ）

①５月12日付健保連から曰病宛の通知「平成12年度の短期人間ドック及び自動

化健診の料金に関する契約書の一部改訂及び－部改訂にあたっての要望につ

いて」

先方の要請は(a)毎年行っている実施状況調査について組合の受診者の利用

状況を把握すること(b)ドック担当者の資質の向上に努めること(c)指定施設に

ついては精度管理の向上に努めることなど。

各指定施設の既存のコンピュータソフトの変更など費用のかかることもあ

り、今後鋭意努力すると返答。

②人間ドック認定指定医（小委員会委員長＝曰野原重明氏）について

現在（５月現在)、人間ドック学会総会員数2,450名

〃医師正会員数1,700名

昨年の認定指定医数800名

今夏に予定される本認定指定医は200名前後の予定。

③８月24曰福井での第４１回人間ドック学会「総会」時の授与式（日野原重明・

人間ドック認定指定医小委員会委員長出席）

④３月４日聖路加看護大学での第一回人間ドック認定指定医研修会の開催結果

報告（380名）

⑤人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会報告（清瀬委員）

（a)血球算定に関するガイドライン案を再度検討し、学会直前に最終報告を完

成させる。「健康医学」誌や曰病雑誌に随時掲載していく。

（b)学会時のパネルディスカッション「女性総コレステロール値勧告の妥当性

について」

（c)毎年行っている実施調査で新たに「ドックで発見した癌症例報告」を提出

してもらっている。経年変化を今後着実に見ていきたいこと、各施設の状

況を把握することにより優良指定ドックに値するか否かなどの将来を見通

しての貴重な資料としたいため今後人間ドック学会より支出することが承

認された。

⑥人間ドック手帳改訂検討小委員会報告（曰野原委員）

⑦人間ドック学会理事・評議員の異動について
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今学会理事会に約20名の異動が報告される予定。

⑧第４１回日本人間ドック学会（学会長＝藤澤正清氏）について

⑨明年は北海道、再来年は長野開催を予定。

⑩健保連からの来年度に向けての要望案通知について

労働安全衛生法の改正により11年１月から健康診断項目ＨＤＬ－コレステロー

ルとＢＭＩ（肥満度）が追加された。ついては健保連としては、１３年度から

必須項目として改訂案を提出。本会としてはＨＤＬになる方向であること、

また身体計測の一部であるＢＭＩも今後取り入れていく予定。

⑪第二回人間ドック認定指定医について

最終的に215名が今回の対象となった。また認定手帳を各該当者に全国配

布することになった。

⑫人間ドック認定指定医研修会については、今年度より年二回開催とする。

⑬人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会結果報告（清瀬委員）

血算を含む判定区分については今年の「健康医学」誌の掲載を通しまとまっ

た旨報告する。今回の数値については数万人近いデータを基に検討した。

特筆すべきは白血球数については喫煙者は普通の人に比べた場合、三割増

しの数値である。これは喫煙者が慢性気管支炎であり、ガンへの誘因になっ

ている可能性が大きい。二十代男性の喫煙率は七割強で女性では二割強との

報告もあり、喫煙率は他の年齢層に比べ増加傾向。

⑭11年一年間の予防医学委員会報告（笹森委員）

曰本の中で健康度については地域差がなくなってきている。また健常者頻

度も前年と同率の15.8％で健康度の悪化傾向はようやくストップした状態で

ある。その理由としてはライフスタイルに関係の深い肥満、耐糖能異常、高

コレステロール、高中’性脂肪、高血圧、肝機能異常の各項目を比較するとほ

とんど変化が見られない。

従来の役目であった病気の早期発見から、今後は健康づくりへと重点を転

換しなければならないと強調した。

⑮曰本人間ドック学会における食品等の推薦基準について

本学会へ詳細な資料及びデータの提出と共に申請があり、なおかつ以下三

項目を満たしていること。

(1)厚生省特定保健用食品であること。

(2)ＥＢＭ（EvidenceBasedMedicine）により評価されたもの。

(3)日本人間ドック学会、もしくは日本人間ドック学会が評価した日本内科学
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会、日本外科学会、日本循環器学会や日本動脈硬化学会などで学会発表も

しくは論文発表があること。

なおこれら食品が社会問題を引き起こしたり事故などが生じた場合には直

ちに理事会を経て推薦を取り消す。

⑯日本人間ドック学会理事・評議員異動について

西村昭男氏や武田隆男氏をはじめとする新理事９名と林雅人氏や大井利夫

氏など新評議員47名をドック学会理事会に提出することを報告。今後とも実

力あるメンバーを推挙していく。

⑰11月14日の健保連との事務局打合せ

先方からの要望事項、(a)実施状況調査での健保組合員の受診利用状況を把

握すること(b)各人のドック受診成績表には最低でも過去二年間分の検査結果

を記載すること(c)ドック担当者の資質向上に努めること(d)短期人間ドックの

指定病院についても実情調査および指定後の継続的な精度管理の向上に努め

ることについてのその後の状況について質問があり、本会から今後更に努力

する旨回答した。特に(c)や(d)については精度管理以上に予防医学に携わって

いる経験年数や反復受診者に対する判断のバラツキが大きいとの認識より、

より優秀な担当医師を全国に輩出するために「人間ドック認定指定医」制度

を昨年度より設け、全人的指導の出来るように研鑛の場を積極的に持つこと

に努力していると理解を求めた。

その他、健保連よりドック受診率と医療費抑制との関係がどのくらい反映

されているのかを知る効果測定の方法またはどのくらい貢献度があるかを考

えてほしいなどが提案された。

また来年度のドック利用料金については生活を取り巻く諸状況から本年度

と同じ金額をと本会から伝えた。

最後に本会より、以前から提案している「一日病院外来ドック」の健保連

指定についてはその後どうなったかを確認。健保連より精度管理が徹底して

いるのであれば構わないとの返答があった。日本総合健診医学会との同意が

あれば結構で双方で話し合ってほしいと話されたことなどが報告された。

⑱毎年年明けに行われる人間ドック実施状況調査について

昨年の「人間ドック成績判定に関するガイドライン作成小委員会報告」を

受け、今回より新判定区分を採用することになった。記載については混乱が

起きないよう配慮した記述法と－部見直された事務局案は了承され、早々に

実施することに決定された。全国配布は１月初旬で回答は２月一杯。
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⑲新「人間ドック手帳」について（日野原茂雄委員）

長年、日本病院共済会より販売していたドック手帳が約一年間をかけて最

新の内容で、受診者にはとてもわかりやすく見やすいようにとの主旨でこの

程改定された。これは病院・施設でのドック・健康診断の時に使うデータを

記入する「問診表」「人間ドック成績報告書」やその内容を解説した「検査

説明書」の三部構成。今春発売予定で大きさもＡ４サイズとサイズアップし

た。

⑳「人間ドックのほん」発刊について

平成２年９月から発売されていた「やさしい保健シリーズ」（予防医学委

員会編）は「胃のはなし」「肥満のはなし」から始まり「膀胱・前立腺・尿

道のはなし」の16巻が出版されている。

昨今の医療技術の進歩は目を見張るものがあり、執筆からかなりの日時が

経た冊子もあり、所期の目的を果たしたものと判断し、この度新しい知見と

データを加え、新装の「人間ドックのほん」（三分冊。曰本人間ドック学会

監修で本会発行。発売は日本病院共済会）が刊行される運びとなった。

曰ごろ患者さんと接している経験をもとに生活習'慣病の「予防と治療」に

ついてわかりやすくまとめた健康読本の決定版としてセット価格4,500円で

今春発売。

⑪第二回人間ドック認定指定医研修会について

３月17日中央区の聖路加看護大学講堂にて７名の講師による勉強会を開催

することになる。講師は日野原重明氏、浜松医大副学長の菅野剛史氏や芝池

伸彰・厚生労働省大臣官房参事官など。定員は270名。

人間ドック認定指定医になるためには一定期間内にドック学会などに五回

以上参加し、かつ、本研修会に－回以上参加しないと取得・継続出来ない。

⑳第４２回日本人間ドック学会（８月30日と31曰）と第三回人間ドック認定指定

医研修会（９月１日同ホテル）について

プログラムの内容について話し合った。評議員会、予防医学委員会、実査

委員会の時間帯など。

次回認定指定医研修会は奈良委員長と田村委員の宿題。

⑳人間ドックにおける閉経後高コレステロール血症についての予後調査研究に

ついて（清瀬委員）

「人間ドック成績判定に関するガイドライン作成小委員会報告」勧告案、

すなわち、閉経後女性の総コレステロールについて220～239mg／Ｍを判定
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区分Ｂ「軽度高値なるも現在心配なし｣、ならびに240～259mg／ｄｌを判定区

分ｃ「異常あり要経過観察」とした勧告案の妥当性について前向きにその予

後について調査研究する予定。

委員長に国立国際医療センター総長で日本循環器学会理事長である矢崎義

雄氏とし委員に日本糖尿病協会の後藤由夫氏、河合忠氏らを含む16名の運営

委員会などから構成される予定。

ただし調査期間は５年間と長く、かつ調査費用も年間一千万円かかる試算。

これらを運営するための費用は今のところ確かな手立てもなく、今後の大き

な課題。

⑭今期の本委員会はこれで最後となるが、新たな執行部のもとでも、人間ドッ

クや健康診断で曰ごろから患者さんと向かい合っている現役の医師が結集し、

現場の声を第一にとの変わらぬ方針で今後も期待したいと一致した。

B・人間ドック手帳改定検討小委員会

１．開催回数５回

２．出席者数３５名（延べ）

３．協議項目長い間、日本病院共済会で販売していた「人間ドック手帳」はドック・健康

診断の時に使うデータを記載する「問診表」「人間ドック成績報告書」や各々

の検査内容を解説した「検査説明書」の三部構成としてロングセラーであった

が、受診者にとって「わかりやすい」「見やすい」との主旨で約一年間の改定

作業が行われた。

基準値などは専門学会の値を参考にしたり、「人間ドック成績判定に関する

ガイドライン作成小委員会報告」勧告値などを積極的に取り入れた。

サイズも－回り大きいＡ４判で13年の春に日本病院共済会より発売となる。

人間ドック認定指定医認定手帳も合わせて作成した。

Ｃ・人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会

１．開催回数１回

２．出席者数８名

３．協議項目①人間ドック成績判定に関するガイドライン作成小委員会報告（血算）

平成９年の調査結果をもとに血球判定の判定区分、指導要領について結論

を得たものについての論文について説明。症例の多さ、豊富なデータより抽

出した。

②福井での日本人間ドック学会時の二日目午前に行われるパネルディスカッショ
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ン「女性総コレステロール値勧告の妥当'性について」

４月下旬に人間ドック認定指定医650名に実施した「血清総コレステロー

ル基準値に関するアンケート」（有効回答数約40％）の結果を山門委員より

報告。

Ｄ・人間ドック認定指定医小委員会

開催回数

出席者数

協議項目

１回

７名

①今夏の第二回人間ドック認定指定医について（６月現在）

ドック会員数Ａ会員（医師）1,739

Ｂ会員（その他）２１９

Ｃ会員（施設）５３６

ｓ会員（賛助）４

●
●

●
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第一回認定指定医本会５６１

日本総合健診医学会２１６

777名（退会者除外）

第二回認定指定医本会１２０

日本総合健診医学会６０

180名（予定）

②曰本人間ドック学会理事・評議員について

現在評議員は全会員の４％程度になっているが田村委員より日本総合健診

医学会は８％とのアドバイスを受け、人数・質ともに丁度いい数字ではない

かとの方向で了承された。

今夏の理事会では昨年末に推薦のあった方々を含め以下のメンバーを提出

する。

新理事７名

新評議員４６名

認定指定医１０名

③福井での第41回日本人間ドック学会の総会時における認定指定医授与式の確

認

④今後の認定指定研修会については年に２回開催する予定

⑤人間ドック認定指定医認定手帳について

⑥人間ドック認定指定医の広報について
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－部マスコミなどの誤解や偏向報道・中傷発言に対し12年１月に会員宛に

これを受けての正確な文書を送付した旨事後報告。

E・人間ドック施設認定小委員会

１．開催回数１回

２．出席者数６名

３．協議内容①人間ドック実施指定病院の評価結果について

（a)実施状況調査中、一泊人間ドックと同じ数である555病院（91％）

（b)今回から始めた一泊人間ドック判定基準に則って以下の結果をみた。

（c)担当医とシステムについて点数配分を考慮した内容に是正していくことに

なった。

また医療機能評価機構のドック項目（人、施設、メンテナンスなど）も参

考にしていきたい。

②一泊人間ドックと一日病院外来ドックの受診者動向について

（a)－年間に101～500名程度の受診者を占める施設が約44％。

（b)同じく－年間に1,000～５，０００名程度の受診者を占める－曰病院外来ドック

が約38％。

Ｆ・人間ドック実施病院実査委員会

１．開催回数１回（人間ドック学会時に開催）

２．出席者数３０名

３．協議内容①先の人間ドック施設認定小委員会でまとまったことにつき事後報告。

②奈良委員長より懸案となっている「一日病院外来ドック」を健保連との契約

健診となるように今後要望すると提案した。

－１９６－

Ａ（優。８１点以上）

Ｂ（良。８０～51点）

328病院

(59.1％）

Ｃ（要指導。５０～31点）

，（要注意。３０点以下）

227病院

(40.9％）
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健連発第７８１号

平成１２年１２月１９日

（社）日本病院会

会長中山耕作殿

健康保険組合連

会長千葉

平成１３年度「短期人間ドック」の検査項目及び利用料金について

平素から本会の事業運営につきましては、ご支援を賜り厚くお礼申し上げま

す。

さて、平成１３年度における貴会との「短期人間ドックに関する契約書」第

２条の検査項目につきましては、下記のとおり改めて契約し、平成１３年度よ

り実施いたしたく、ご通知申し上げます。

また、利用料金つきましては、平成１２年度同様、基本検査項目に限って実

施した場合は、６１，０００円、任意検査項目のＨＣＶ抗体検査を加えて実施

した場合は６３，５００円を上限料金とする、上限料金以内での自由競争と致

したく、併せてご通知申し上げます。

記

1．別紙「検査項目」参照

【担当：保健部健康開発課】

－１９７－



別紙（１）

短期人間ドック検査項目表

○印はＭ鼻木怖査｣rll;|、△は任意柿査項|=|を.表示し了に`'一

－１９８－

区
分 検査項目 備考

生
理

定
図
査
査
査
査
査

測
検
検
検
検

検

電
能

圧
底
圧
力
力

機

血
心
眼
眼
視
聴
肺

○
○
○
○
○
○
○

負荷試験は任意で実施

簡易聴力

努力性肺活量、１秒量

他

Ｘ

線

胸部Ｘ線

胃Ｘ線

腹部超音波

○
○
○

フィルム大角２枚２方向

胃Ｘ－Ｐ４Ｆ８枚以上（分害'１を含む） ◎

発泡剤、鎮痙剤、下剤の使用は任意とする。

検査対象Iｉｉｉ器は胆のう・肝臓（脾臓を含む）

･膵臓・腎臓とする。但し、膵臓検出でき

ない時はその旨記救すること。

生

化

学

総蛋白

Ａ／Ｇ

アルフ
Ｓ､

ミ ン、

クレアチニン

尿酸

総コレステロ－ル

HDLフレステ、－ル

中性脂肪

総上゛リル上゛ン

または

尿上゛リル上゛ン

○○丁

ＧＰＴ

γ ＧＴＰ

ＡＬＰ

血糖（負荷）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ⅲ

択一

血糖３回、尿糖３回、７５９ブドー糖負荷。

明らかに糖尿病と判明している場合は省略

し、『空腹時血糖』、『尿糖』、および

『ＨｂＡｌｃまたはフルクトサミン』で可。血
液
学

赤血球

白血球

血色素

へマトクリツト

血小板数

ＭＣＶ

ＭＣＨ

ＭＣＨＣ

○
○
○
○
○
○
○
○

血
清

』十

ＣＲＰ

血液型（ＡＢＯ）

血液型（Ｒｈ）

ガ フ ス板法

または

凝集法

ＨＢＳ抗原

ＨＣＶ抗体

○

○

○

○

○

△

初回のみ必､須

初回のみ必､須

択一

実施が望ましい。

尿

蛋白判定量

尿純

沈漉

港血

比甑

○
○

○
○
○

血糖３回、尿糖３回、７５９ブドー糖負荷。

明らかに糖尿病と判明している場合は省'１１５

し、『空腹時血糖』、「尿糖』、および

『ＨｂＡ］ｃまたはフルクトサミン』で可。

蛋白、潜血反応が陰性であれば省略可。

便 潜血 ○ 免疫法で実施。できれば２回法が望ましい。

病
理

子宮細胞諺 女性のみ

項目数男性 4３

項目数女性 4４

身体計ilIll(身長、｜ﾌ１Ｋ重、肥満指数【BMl】）

問詑、診察（内、外、婦、ｌＩＲ）説明、
教育、指蝉

、 ○
（）

官

<」
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健連発第７８１号②

平成１２年１２月１９日

（社）日本病院会

会長中山耕作殿

譲
健康保険組合

会長千葉

平成１ｓ年度「自動化健診」の検査項目及び利用料金について

平素から本会の事業運営につきましては、ご支援を賜り厚くお礼申し上げま

す。

さて、平成１３年度における責会との「自動化健診に関する契約書」第２条

の検査項目につきましては、下記のとおり改めて契約し、平成１３年度より実

施いたしたく、ご通知申し上げます。

また、利用料金につきましては、平成１２年度同様、５０，０００円を上限

とする、上限料金以内での自由競争と致したく、併せてご通知申し上げます。

記

1．別紙「検査項目」参照

【担当計保健部健康開発課】

－１９９－



別紙（１）

自動化仙診検査項目表

【基準検査項目】

割lのｲ市頤

競杳対裳2臓器}まⅡ日０

hM7BJIL

．ＭノルムムJ1’､乙娼

ｐｌの６

－２００－

負荷試験は任意で実施

備考

。
、
ｌ
ノ

る
む
き

す
含
で

・
と
を
出

ｊ
意
臓
検

む
任
脾
臓

含
は
く
膵
・

・
を
用
臓
、
と

向
割
使
肝
し
こ

方
分
の
・
但
る

量
２
く
剤
う
・
す

秒
上
下
の
る
識

１
枚
以
、
胆
す
記

、
２
枚
剤
は
と
旨

量
角
８
痙
器
臓
の

力
鵬
欣
圷
噸
鰄
墹
睦

聴
性
ル
Ｐ
剤
対
臓
時

易
カ
イ
叶
泡
査
膵
い

簡
努
フ
胃
発
検
・
な

択
択

上（分割を含む）。

下剤の使用は任意とする。

のう・肝臓（脾臓を含む）

る。但し、膵臓検出でき

初回のみ必須

初回のみ必須

択一

蛋白、潜血反応が陰性であれば省略可。

免疫法で実施。できれば２回法が望ましい。

区
分 検査項目

生
理

血圧測定

心電図

眼底検査

眼圧測定

視力検査

聴力検査

肺機能検査Ｘ
線
他

胸部Ｘ線

胃Ｘ線

腹部超音波

生
化
学

総蛋白

／ＡＧ

アルフミン

クレアチニン

尿酸

総。レス

HDLコレス

７

７

ロル

ロル

中性脂肪

総上゛リル上゛ン

または

尿上゛リルヒ゛ン

ＧｏＴ

ＧＰＴ

γ ＧＴＰ

ＡＬＰ

血糖（空腹時）

フルクトサミン

または

ＨｂＡＩｃ

ｊ
ｊ

血
液
学

赤血球

白血球

血色素

へマトクリソ｝

血小板数

ＭＣＶ

ＭＣＨ

ＭＣＨＣ血
清
学

ＣＲＰ

皿 液型（ＡＢＯ）

血液型（Ｒｈ）

ガ フ ス板法

または

凝集法

ＨＢＳ抗原

〕

尿

蛋白判定旦二

尿糖

沈漉

潜血

比工

便 階１ｍ

項目数 ４４

身体計ii1lI(身長、体重、Illu満指数【BMI】）、
問診、診察（内、外、婦、眼）説明、

教育、指導



通信教育委員会

1．開催回数４回

2．出席者数１３名（延べ人数）

3．協議事項

第１回平成12年５月16日（火）１６：３０～１８：３０

１３

1）日本病院会通信教育業務体制について

木村委員長より曰病事務局長及び平成12年度事務担当者の異動について報告があった。

2）平成12年度通信教育事業について

診療情報管理課程の夏期スクーリング大阪会場は会場の都合等により10月開催とし、その

他の通信教育事業は概ね例年どおり実施することとした。

3）診療情報管理課程通信教育カリキュラムの見直しについて

医療機関のニーズの変化、診療報酬の点数化、受講生の増加に伴い、通信教育の全面見直

しを行い、平成13年度実施新カリキュラム作成のための小委員会を設置することとした。

なお、問題のあらいだしは小委員会一任とし、対応の急がれる事項から逐次実施にかかる

こととした。小委員会委員構成は、木村委員長と山本副委員長（診療情報管理課程担当）一

任とした。（小委員会：木村明委員長、山本修三委員長、中村洋一委員）

４）「診療情報管理士｣、「診療録管理士」の他団体名称使用について

他団体による「診療情報管理士｣、「診療録管理士」（日本病院会商標登録）名称の使用が

行われ、その対応について検討を行った。今回は、商標登録担当の弁理士より抗議文を送る

こととし、今後同様の事項が発生した場合の対応について曰病役員会に意見を求めることと

した。

５）診療情報管理課程認定指定専門学校の指定申請等について

①川崎医療福祉大学（カリキュラム名称変更）

認定コースの名称変更について申請があり了承した。

②お茶の水医療秘書歯科助手専門学校（編入指定校申請申込）

該当コースの実績がないこと等により申請受理を見送ることとした。

③編入受験料（5,000)・認定料（10,000）について（参考：認定試験受験料25,000）

現行の受験料、認定料分納を、大学認定試験と同様に「受験料」として15,m0円とし、

編入指定校に通知、平成12年９月編入試験より実施するとした。

６）病院経営管理者養成課程通信教育について

平成11年度名称変更後の病院経営管理者養成課程通信教育状況について報告がされた。名

称変更後、事務長職中心の受講申込から医師、看護婦をはじめ広範囲の職種から申込が増え

ているとの報告があった。

七

－２０１－



7）病院管理者協議会運営について

病院管理者協議会の運営状況、平成12年度新役員について報告があった。

平成12年10月27曰（金）１３：００～１５：００

第5300回診療情報管理課程合否判定について

平成12年８月27曰（日）１０月22曰（曰）実施３会場

（東京（８／22)、大阪（10／22)、福岡（８／22)）に実施した卒業試験、進級試験の結

果について合否判定を行った。

第２回平成１

１）第5300

合格者 不合格者

１６４ １４９ 909／

進級試験 ３４０ ３００ ４０

平成12年９月23日（土）実施２会場

９／23に実施した川崎医療福祉大学、藤田保健衛生大学短期大学の認定試験結果につい

て合否判定を行った。

合格音 不合格者 合格率

１６８ １４３

平成12年９月９日（士）実施会場各校

９／９に実施した９校の専門課程編入試験結果について合否判定を行った。

合格者 不合格者 合格率

９校総合`士ﾆニ １８６ １１０ ７６

最低評価校 １７

2）第５３(10回診療情報管理士認定証授与式について

平成12年11月25日（士）１７時10分からダイヤモンドホテルにて行う。

今回認定者292名認定者累計2,429名

認定者総累計4,661名（診療録管理士2,232名含む）

3）その他

第３回平成12年12月６日（水）１５：００～１７：０O

山本修三副委員長より木村明委員長の入院について報告があり、任期期間（平成13年３月

－２０２－

受験者 合格者 不合格者 合格率

卒業試験 164 149 1５ 90％

進級試験 340 300 4０ 88％

受験者 合格者 不合格者 合格率

2大学総合結果 168 143 2５ 85％

受験者 合格者 不合格者 合格率

9校総合結果 186 110 7６ 59％

最高評価校 ７ ６ １ 85％

最低評価校 1７ １ 1６ 5％



31日まで）山本副委員長が委員長代行を行うこととした。

１）平成13年度診療情報管理課程実施要綱について

１３年度診療情報管理課程実施要綱の見直しについて小委員会より報告があった。

小委員会委員として木村委員長に代わり鈴木荘太郎先生（東邦大学医学部病院管理学研究室

教授)、また、若干の委員を補充（木村満先生（東京都済生会中央病院副院長)）し、平成

１４年度新カリキュラム実施を目標に検討を続けることとした。

２）診療情報管理課程通信教育新カリキュラムについて

１１／3０（金）福岡、１２／１（土）大阪、１２／６（水）東京で行った講師会について報告が

あった。診療情報管理課程通信教育の現状、問題点、新カリキュラム案について講師に説明

を行い、小委員会新カリキュラム案等について講師の意見を２月末頃目途に纏める旨報告が

された。

３）診療情報管理課程認定指定専門学校の指定申請等について

①お茶の水医療秘書歯科助手専門学校（編入指定校申請申込２回目）

書類不備（該当コース開始年月日等）があり再度提出を求めることとした。

②関西医療技術専門学校（編入指定校申請申込２回目）

申請書が整ったため視察を行うこととした。（平成13年２月役員会報告し、承認された｡）

③大阪医専（編入指定校申請申込１回目）

産科学、解剖学、生理学の各講師が医師ではないこと、定員が30名（40名以上であるこ

と）であることについて指導を行い再度提出を求めることとした。

④鹿児島ハイテク専門学校（編入指定校申請申込１回目）

該当課程の開始が平成13年４月１曰のため入学状況を確認した上で平13年秋頃に視察を

行うこととした。

⑤新潟工科専門学校（編入指定校申請申込１回目）

入学人員の実績が20名以上となること、該当科目（６科目）全てを１人の講師が担当し

ているため講師数を増やすこと、テキスト等について指導を行い再度提出を求めることと

した。

⑥広島国際大学（認定大学申請申込１回目）

申請書が整ったため視察を行うこととした。（平成13年２月役員会報告し、承認された｡）

なお、編入指定校及び認定大学申請が大変多くなっている旨報告があり、認定規定の再検

討が必要であるとした。

４）病院経営管理者養成課程通信教育報告について

本年度前期試験・後期スクーリング（平成13年１月15日～27日ホテルＢ＆Ｇ）について報

告があった。

－２０３－



また、下記のとおり担当講師の変更を行うこととした。

①「診療情報管理」講師：鈴木荘太郎（東邦大学医学部病院管理学研究室教授）

②「薬剤管理」講師：石射正英（(社）日本病院薬剤師会事務局長）

5）病院管理者協議会研修会報告について

本年度第２回研修会（11月17曰．１８曰大阪市）の開催結果が報告された。

第４回平成13年３月22日（木）１４００～１６：００

１）第53回00回診療情報管理課程合否判定について

平成12年２月11曰（日）、１８日（曰）実施３会場

（東京（２／11)、大阪（２／18)、福岡（２／18)）に実施した卒業試験、進級試験の結

果について合否判定を行った。

受験者 合格者 保留 不合格者
▲

二
■■■

２５９ ２４５ ９４９／卒業試験

進級試験 ２７０ １４１ ８０ ４９ ５２ツ

また、再試験者がスクーリング、リポート作成等を終了し、勉強の機会から離れ合格率が

低くなっている問題について検討し、再試対象科目について試験に変わるリポート提出によ

る単位認定を行うこととした。

２）第５４０１)回診療情報管理士認定証授与式について

平成13年４月28日（士）１７時10分からダイヤモンドホテルにて行う。

今回認定者245名認定者累計2,674名

認定者総累計4,906名（診療録管理士2,232名含む）

３）平成13年度通信教育事業について

平成13年度通信教育事業予定（案）について確認し、平成13年度通信教育委員会にて検討

することとした。

4）診療情報管理課程通信教育カリキュラムの見直し小委員会報告について

山本修三委員長より第２期（平成13年１月～平成14年３月31曰）カリキュラム検討小委員

会について経過報告がされた。新委員２名を加え現在、第２(2)回目を終了し、平成14年実施

の診療情報管理課程通信教育要項の見直しを行うとした。

５）診療情報管理課程認定大学、指定専門学校の申請等について

編入指定校申請６校（北海道ハイテクノロジー専門学校、お茶の水医療秘書歯科助手専門

学校、新潟工科専門学校、京都保健衛生専門学校、大阪医専、国際医療福祉総合学院)、認

定大学申請１校（鈴鹿医療科学大学）については、平成13年度通信教育委員会において検討

－２０４－

受験者 合格者 保留者 不合格者 合格率

卒業試験 ２５９ ２４５ ５ ９ ９４％

進級試験 ２７０ １４１ ８０ ４９ ５２％



することとした。

6）その他

診療情報管理課程カリキュラム検討小委員会について

１．開催回数６回

２．出席者数２０名（延べ人数）

３．開催曰時第１回平成12年６月７日（水）

第２回同上６月13日（火）

第３回同上６月27曰（火）

第４回同上７月17日（月）

第５回同上１０月12曰（木）

第６回平成13年１月18日（木）

４．検討項目

開催曰時第１回平成12年６月７日（水）１７：00～２０：００

第２回同上６月13日（火）１５：００～１８：００

第３回同上６月27曰（火）１３：００～１６：００

第４回同上７月17日（月）１５：００～１８：００

第５回同上１０月12曰（木）１０：００～１２：００

第６回平成13年１月18日（木）１６：００～１８：００

検討項目

1）診療情報管理課程通信教育実施要綱の見直しについて

教育科目、項目、教授内容等を全面的に見直し、平成14年度実施に向けて新要項を作成する。

2）スクーリング実施要領について

受講生の増加に伴い、受講者が集中する東京、大阪会場の教育効果を考慮し、開催会場地、

開催回数、スクーリング実施方法等検討し開催する。

3）担当講師について

新カリキュラム講師として複数の講師体制で適任者を具体的に調査、選出する。

4）リポート問題について

採点業務、取扱事務の効率化、自学習教育効果の向上等を考慮し、平成13年度対応新レポー

ト問題を作成する。

5）教科書について

平成14年度使用教科書を作成する。

６）試験出題規準について

平成14年度新カリキュラムに対応した試験出題規準を作成する。

７）認定大学、専門学校の指定について

平成14年度に向け指定規定を見直しする。

８）その他

－２０５－



14．国際委員会

１．開催回数５回

２．出席者数延べ40名

３．協議事項

１．２０００年６月第50回日本病院学会（秋田）開催時のアジア病院連盟（ＡＨＦ)来賓の対応

について

２．２０００年５月開催のアジア病院連盟（ＡＨＦ）理事会について

３．ＩＨＦおよびＡＨＦの2000年分会費の支払いについて

４．２０００年９月台湾病院協会学会について

５．２００１年６月第51回日本病院学会（福岡）のＡＨＦ加盟各国への招待案内について

６．第51回日本病院学会出席のＡＨＦ加盟各国代表の対応について

７．ＩＨＦＦｉｅｌｄＳｔｕｄｙＴｏｕｒ開催協力について

８．その他

各国年次総会への出席

2000年９月28曰（木）～２９日（金）

第33回台湾病院協会年次総会

台北市・ベテラン総合病院にて開催の年次総会には、中山会長代理として奈良昌治

副会長が出席、会長の親書を手渡し、また、開会式において祝辞を述べた。

4．総評

韓国が開催を予定していたＩＨＦスタディツアーが、韓国国内事情の関係で急遼本会が引き受

けることとなり当初混乱も予想されたが、西村副委員長の全面協力のもと事前調整。および打合

せが順調に進められたため、次年度の開催は当初の予想以上に円滑に行く情勢となった。

次年度以降も更なる的確な対応、そしてアジア地域のみならずＩＨＦ関連の諸外国との交流を

深めるべく、積極的な運営をしていくことになった。

15．感染症対策委員会

１．開催回数５回

２．出席者数延べ35名

３．協議事項

１．医療の質に関する研究会関連報告

２．病院機能評価における感染症対策（関連団体との連携など）

３．日病学会開催時の感染症セミナー・研修会などの開催検討
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４．感染症対策関連マニュアル・パンフレット作成等の企画について

★スタンダード・プリコーション・ハンドブック

５．四病協結成に伴う曰本病院会感染症対策委員会の位置付け

６．肝炎対策に関する有識者会議報告

７．ＩＣＮの養成など

4．総評

本委員会、そして委員長が本年度もっとも力を入れた、スタンダード・プリコーションハンド

ブック作成のため毎回各委員が持ち寄った都度最新の項目およびデータをもとに、本年度末でほ

ぼ発刊に向けての最終段階に到達した。

平成13年度の新体制のもと、新委員にこれらが引き継がれ、年度のできるだけ早い時期に会員

施設および各種関係団体へ配布する体制がほぼ整った。また、ＩＣＮの養成事業についても本会と

して検討中であり、次年度は日本看護協会との連携をいかに進めていくかが今後の課題である。

16．国際モダンホスピタルショウ委員会

１．国際モダンホスピタルショウ2001委員会

１）回数８回

２）出席者延べ115名

３）議題①国際モダンホスピタルショウ2001の企画、運営について

②付帯セミナーの実施について

③その他の関連事項について

17．学術委員会

１．開催回数９回

２．出席者数延べ90名、１回平均10名

３．協議項目１）日本病院会雑誌2000年６月号～2001年５月号の編集について

２）日本病院会雑誌2000年７月号～2001年６月号の企画について

３）英文誌「JapanHospitals」Nol9の編集及び刊行について

４）第50回日本病院学会における優秀演題の選考・表彰に関する事項について

のその他

４．総評

（１）曰病雑誌

ア．医療保険精度、リスクマネージメント、等に関する記事の掲載が多かった。また、投稿が

例年より多くなってきたのは良い傾向である。

－２０７－



イ．保険教室「医師のための保険診療常識集（第13版)」（４月号・旭中央病院）は、相変わら

ず好評で、会員以外からの購入希望も多く、全国版となりつつある。

(2)英文誌

英文誌「JapanHospitals」Ｎｏｌ９（８編、６２ページ）は編数・ページ数とも例年並みで、

内容も充実したものとなった。

(3)１月12日～14日（２泊３曰）に実施した「近代医学のルーツを探る京都の旅」には20人が参

加し、仁和寺所蔵の国宝「医心方、黄帝内経大素、黄帝内経明堂、新修本草」の見学等貴重な

研修をした。

18．広報委員会

１．開催回数７回（小委員会１回含む）

２．出席者数４３人（延べ人数）

３．協議事項

（１）委員会

①日本病院会ニュースの紙面構成について

②シリーズ特集の企画立案について（「リスクマネジメント」「医療と情報を考える｣）

③インターネット・ホームページの運用について

（２）日本病院会ニュースへの寄稿・座談会の収録について

①委員による寄稿（｢無影灯」「中小病院コーナー」「シリーズ特集」等）

②委員による座談会

４．総評

（１）日本病院会ニュースについて

①基本的な紙面構成について

今年度の紙面構成の題材を大きく括ると、〈医療制度抜本改革の流れ〉と今年度から発足

したく四病院団体協議会の動向〉の二点が挙げられる。前者は、改正健康保険法等の成立

（高齢者への上限付１割負担）と改正医療法（新たな病床区分として従来の「その他の病床」

を「一般病床」「療養病床」に区分変更）に関する情報を中心に掲載に努めた。後者は、７

月に発足した四病院団体協議会（＝四病協。日本病院協会、全日本病院協会、日本医療法人

協会、曰本精神病院協会で構成）の活動を紹介すると共に、新年号（１月１日号）では四病

協主催により各団体会長が一堂に会して行った座談会「２１世紀の病院医療のあり方」を掲載

した。

－２０８－



②発行・編集について

平成12年度は第605号（４月10日）～625号（平成13年３月25日）の計21回の発行となった。

４ページ建て18回、８ページ建て３回と例年並の発行であった。本年度のニュースの企画・

編集で医療制度抜本改革の関連事項と四病協の動向の他に留意した事項は、社会問題にまで

発展したく医療安全問題〉に関して、シリーズ特集「リスクマネジメント」として５回の連

載で組んだほか本会医療事故対策委員会が行った会員状況調査の結果分析などを織りまぜて

対策と課題を提起した。このほか、平成12年４月の診療報酬改定に関し、３月に行った診療

報酬改定説明会での質問事項を整理した「診療報酬改定に伴う質疑応答80問集」を605号、６

０６号（４月25日号）に掲載すると共に、同改定に伴う影響度について統計情報委員会が行っ

た調査集計結果を618号（11月25日）で紹介した。また、622号（２月10日）で、ようやく改

善傾向を示した曰病会員の昨年度の決算状況に関する調査集計結果を紹介した。

また、現在、厚生労働省・中央社会保険医療協議会で実施しているＤＲＧ試行に関する取

組み状況について、継続的な情報提供に努めた。

このほか、今年度から、広報委員を中心にした座談会「わいわいがやがや～広報委員トー

ク・ジャムセッション」をスタート。委員会開催に併行して５回実施し、その一部を掲載し

た。匿名座談会として談論風発の掛け合いを行い、峠を脱ぎ本音で語る内容を特徴としたも

の。

昨年度に引き続いて、組織委員会との協力によりく会員増強特集・第３弾〉をカラー版で

608号（５月25曰）に掲載した結果、多数の入会に結びついた。

(2)インターネット・ホームページの運営について

本会ホームページに登録制によるメンバーズ・ルームを平成11年12月１日から開設したが、

登録者が伸び悩みの傾向にあるため、ホームページそのものの活性化を図る必要から当委員会

の中にインターネット小委員会（大井利夫副委員長を小委員長に外部委員１名で構成）を設置

し、３月に初会合を持ち今後の基本的な取り組みを検討した。た。また、ホームページの更新

や情報管理の担当者を事務局内で１名兼務として配置し、フレキシブルな情報提供に取り組む

人的整備を図った。今後は、有用な情報提供を図るように小委員会の活動を活発化して、ホー

ムページが曰病ニュースと共に当会広報の両輪となるよう内容充実を図る方針である。

19．総務委員会

今年度は、変更すべき規定、規則等がなかったため開催はなかった。

－２０９－



20．倫理委員会

会員の定款違反や先端医療等の倫理問題がおきた時に審議する目的でつくった委員会である。今

年度の開催はなかった。

21．組織委員会

１．開催回数２回

２．出席者数延べ９名

３．協議事項（１）今年度の会員増強対策について

（２）３年間の組織対策総括と申し送り事項について

４．総評

昨年度同様、今年度も積極的な勧誘活動を行った。

６．７月と１０．１１月を会員増強月間としてキャンペーン活動を実施、日病ニュース特集号を作成

し役員への勧誘依頼を２回、未入会病院へのダイレクトメール送付を４回行った。結果、入会101

病院、退会45病院で、差し引き56病院の増となった。退会については、国立病院の再編成、診療

所に変更、閉院等が理由になっている。

賛助会員については入会27件、退会28件で、差し引き１件の減となっている。

結果、今期（平成10年度～平成12年度）３年間の総括として、正会員110（入会217、退会107)、

賛助会員4１（入会105、退会64）の純増となった。正会員は、前期委員会の申し送り事項であっ

た私的中小病院の増強に重点を置いたこともあり、全入会病院217病院中134病院、６２％が私的中

小病院であり、まずまずの成果をあげた。

申し送り事項として、目標３，０００会員を掲げ活動していくこととなった。

22．創立50周年記念事業実行委員会

１．開催回数３回

２．出席者数２１名

３．協議項目１）創立50周年記念事業について

４．総評

３３周年、４０周年と実績等にもとづき検討した結果、以下のように決定した。

①開催月日

平成13年５月25曰（金）

②会場及びスケジュール

帝国ホテル

正副会長会議（桃の間）１０：００～１１：００

－２１０－



常任理事会（桜の間）１１：１０～１３：２０

代議員会・総会（富士の間）１３：３０～１４：２０

記念講演（富士の間）１４：３５～１５：３５

記念式典（光の間）１６：００～１６：４５

記念祝賀会（富士の間）１７：００～１９：００

③大臣表彰、会長表彰について

大臣表彰候補者、会長表彰、併せて100名程度

④祝賀会招待者

関係団体、国会議員他で概ね800名程度

⑤記念品その他について

切子ペアワイングラスに決定

⑥５０年史の作成について

上製本、箱入り、本文：２色、Ａ４版420頁、単独執筆、4,500部印刷とする。

⑦収支予算について

概ね33周年、４０周年を踏襲し、35,000千円以内で納まるように努力して行く。

23．病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会

１．開催回数６回

２．出席者数４８名

３．協議項目

１）病院倫理綱領の見直しについて

最近の医療界の相次ぐ医療事故の発生等により、最近の医療界の相次ぐ医療事故の発生等により、医療に対する国民の不信感が高まっている

事態を重くみて、曰本医師会は先般、約50年ぶりに「医師の倫理綱領」を廃止して、「医の倫

理綱領」を制定し、現執行部の第３期目の重要課題に挙げた。

また現在医療界では「ヒトゲノム研究」の問題を始めとして、「遺伝子治療」「臓器移植」な

ど、生命倫理に関する問題が大きくクローズアップされてきている。

日本病院会では、昭和55年に病院倫理綱領特別委員会を設け、「病院倫理綱領」を作成し、

全会員に配布し、今日に至っている。しかしながら、昨今の医療界の情勢から、この「病院倫

理綱領」も見直しの時期ではないかとの意見もあり、この特別委員会設置に至った。

日時・回数・場所は原則として、毎月第４土曜曰、曰本病院会常任理事会終了後、曰病会議

室において、１時間半程度。８月より開催し、数回程度でまとめる予定、実際には次年度頃ま

でかかると思われる。

－２１１－



第５研究 会

病院経営管理研究会

1．開催回数１回

2．開催期曰平成12年10月26日（木）～２７日（金）

3．開催地京都・ぱ・る・るプラザ京都

4．参加者数101施設151名

５．演題

開会挨拶（社）日本病院会副会長．（社）京都私立病院協会会長

1．

武田病院グループ会長武田隆男

講演「診療報酬改定の影響と今後の病院経営」

～医師・管理職の意識改革が病院を変える～

講師特定医療法人大道会本部常務理事天野圓

｢地域における医療ネットワーク」～紹介率向上の実際～

講師総合病院聖隷浜松病院事務次長・地域医療連絡室室長

リスクマネージャー内藤好則

｢介護保険と福祉の市場化」

講師国際医療福祉大学 医療福祉学部医療経営管理学科教授矢野聡

｢少子高齢化時代の病院情報システム」～ＩＴによる経営改善～

講師国立国際医療センター第一専門外来第五内科医長兼

情報システム部長秋山昌 範

「感染症対策とリスクマネジメント」

講師聖路加国際病院感染管理婦長柴田清

「病院経営と管理者の役割」

講師国立医療・病院管理研究所医療経済研究部長小山秀夫

総評6．総評

地域における医療ネットワークの取り組み、ＩＴによる経営改善等、これからの病院運営の参

考にして戴けることと思う。

なお、開催にあたり、武田病院。（社）京都私立病院協会にご協力を戴き御礼申し上げます。
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医事研究会

1．開催回数２回

2．開催日時平成12年５月25曰（木）１３：００～１８：３０

５月26日（金）１０：００～１３：００

４．開催地千葉県・サンルートプラザ東京

5．参加者数９３施設132名

６．演題

－５月25曰（木）－

開会挨拶千葉震鱗驍院環薑聲鬘子安啓司
社団法人日本病院会医事研究会委員長藤田勝弘

２．

講演「平成12年度診療報酬改定影響度」

講師/社団法会生具繍言病匡事塵壽薫松本祐

講演「診療報酬改定による200床以上の病院の影響度」

講師／医療法人社団誠馨会加曽利病院医事課課長小原佐知子

講演「2000年４月診療報酬改定による200床以下の病院としての影響度」

講師／医療法人柏葉会柏戸病院医事課課長 浦昇

グループ討議（診療報酬改定による影響度について）

Ａ：200床以上Ｂ：200床以下

－５月26日（金）－

グループ討議の発表

グループ討議の回答、質疑応答

開催曰時 平成12年11月17曰（金）９：３０～１８：１５

１１月18曰（土）９：００～１２：００

静岡県・グランドホテル浜松開催地
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参加者数195施設305名

演題

-11月17日（金）－

開会挨拶 社団法人日本病院会医事研究会委員長藤田勝弘

講演「支払い側からみたレセプトチェック」

講師／健康保険組合連合会指導員後藤信也

講演「未収金管理」

講師／総合病院聖隷浜松病院経理課課長中村重彦

講演「レセプト点検会社から見たレセプトチェック」

講師／株式会社エム・アイ・シー取締役会長上野脩

グループ討議（レセプト作成と未収金管理）

-11月18日（士）－

グループ討議発表

解説「未収金回収に関するワンポイントアドバイス」

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ/社団法合本晶蕊匿会管露震菫霊武田匡弘

総評

今年度は秋の研究会に、ともに医事業務に係わる人々の永遠のテーマの一つであるレセプトと

未収金をとりあげたためか、とても多くの方々の参加があった。研究会中に実施したアンケート

には「参考になった」という内容の回答が数多く見られ、大成功の研究会となったのではなかろ

うか。

新年度も参加者からの要望に応えられるよう、内容をよく吟味し、研究会を開催していきたい。
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用度研究会

1．開催回数２回

2．開催曰時平成12年６月29日（木）１３：００～２２：３０

６月30曰（金）９：００～１２：００

３．開催地千葉県・新浦安オリエンタルホテル

4．参加者数118施設128名

５．演題

－６月29曰（木）－

３．

開会挨拶 社団法人日本病院会用度研究会委員長梅津勝男

Ｌ話題提供「診療報酬改定（医療制度改革）と病院経営」

講師／社団法人曰本病院会用度研究会委員長梅津勝男

Ⅱ講演「用度業務について」

講師／社団法人曰本病院会用度研究会委員倉辻明男

Ⅲ講演「特定保険医療材料の価格推移と価格展望について」

講師／社団法人日本病院会用度研究会委員小松太

Ⅳ、講演「薬価改正に関する情報提供について」

講師／社団法人日本病院会用度研究会委員久保田義徳

グループ討議オリエンテーション 社団法人曰本病院会用度研究会委員

グループ討議

Ａ：用度業務について

Ｂ：診療材料について

Ｃ：医薬品について

Ｄ：コンピューターについて

－６月30日（金）－

グループ発表
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全体討議

（金）１０：００～１７：２０

(士）９：００～１２：３０

カーネーションホール

開催曰時平成12年11月１０曰

１１月11曰

開催地愛知県・マルエイ

参加者数116施設141名

演題

-11月10日（金）－

開会挨拶

社団菫舍屋星奎鱗病蘆任薦栗山康介
社団法人曰本病院会用度研究会委員長梅津勝男

プレゼンテーション「事務管理と病院経営～木沢記念病院の取り組み～」

講師／木沢記念病院総合企画部部長佐合茂樹

事例発表「院内効率化支援システム経過報告」

講師／総合上飯田第一病院経理課係長佐々木伸明

社団法人日本病院会用度研究会委員オリエンテーション

用度業務全般にわたるグループ討議と情報交換

Ａ：用度業務全般について

Ｂ：医薬品に係わる情報関係について

Ｃ：コンピューターについて

Ｄ：診療材料等について

一11月11曰（土）－

グループ発表及び全体討議・質疑応答

用度業務全般に亙るアンケート調査報告

①用度業務（一般的事項）について

社団法人曰本病院会用度研究会委員倉辻明男
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②医薬品を除いた物品の価格調査について

社団法人日本病院会用度研究会委員小松太

③医薬品に関する調査について

社団法人日本病院会用度研究会委員久保田義徳

総評

６月の研究会においては、今年度も夜遅<までのグループ討議を実施したが、時間ぎりぎりま

で討論している様子を目の当たりにすると、この研究会への参加者の意気込みと普段の仕事への

熱心さが伝わってくる。秋のグループ討議には、事前に参加者自身が準備をしてきた資料を配る

姿などがあり、頭がさがる思いであった。

また、今年度も業務多忙の中、数多くの病院の方々にアンケートにご協力いただきました。委

員一同、心より御礼を申しあげます。

4．看護管理研究会

2回（新潟市・東京都）1．開催回数

（１回目）

２．日時 平成12年11月９日（木）１０：００～１６：３０

～１０曰（金）９：１０～１２：００

メルパルク新潟２階「雪・椿の間」

90施設・155名

新潟県病院協会（朝倉均会長）

社団法人新潟県看護協会（望月綾子会長）

開催挨拶

社団熟県具奮富二会副三鬘杉山一教
社団法人新潟県看護協会会長望月綾子氏

基調講演「リスクマネジメントの現状について」

□本袈蘆二律露顛蕊圭.菫寳加藤済仁氏
シンポジウム「看護管理者に必要なリスクマネジメント」

①行動科学の視点から考える

財団法人集団力学研究所所長安藤延男氏

②診療部門における組織的な取り組み～医療事故の予防と対策～

3．会場

4．参加者数

5．後援

6．開催要領

（第一日目）
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武蔵野赤十字病院副院長三宅祥三氏

③医療事故を防ぐための取り組み

新潟医療生活協同組合木戸病院看護士長滝沢則男氏

④メンタルヘルス支援の取り組み

横浜市立市民病院看護部長田中由紀子氏

文化講演「酒とは何か」

朝日酒造株式会社取締役嶋悌司氏

特別講演「２１世紀の医療改革と病院経営」

国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部部長

尾形裕也氏

(第二曰目）

（２回目）

1．曰時

２．会場

3．参加者数

4．開催要領

平成13年２月15日（木）１０：００～１６：３０

東京都・港区・ＡＢＣ会館ホール

138施設・244名

講演「リーダーシップと組織論」

～より質の高い中間管理者の育成を目指して～

ビジネスブレーン代表取締役永井則子 氏

5．総評

今年度は「リスクマネジメント」と「中間管理者の育成」を取り上げ実施した。研究会の企画

アンケートを実施した結果、希望項目が多種にわたり提出されたが、少しでも多く参加者の希望

に沿うため事項を整理し来年度の企画に努めたい。

5．薬事管理研究会

開催回数１回

開催日時平成12年10月27日（金）１０：００～１７：００

１０月28日（±）９：００～１２：００

開催地宮城県・イベントホール松栄

参加者数６７施設７３名

演題

-10月27曰（金）－

開会挨拶社団法人日本病院会薬事管理研究会委員長樺山照
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総合病院社瀧全立晨蘆病薑菫管露平幸雄

東北大学教授臺葦議騨師菫剤義水柿道直

基調講演「２１世紀に向けて病院薬剤師に望む事」

講師／総合病院仙台市立病院事業管理者平幸雄

特別講演「副作用回避を目的とした遺伝子診断と病院薬剤師の役割」

講師／東北大学教授医学部附属病院薬剤部長水柿道直

時局講演「診療報酬改定の示唆するもの」

講師/社団法人F|奎簔|鱸盟常鑿鬘藤井基之

シンポジウム「チーム医療の中でのリスクマネージメント」

座長／石巻市立病院薬剤科部長

社団法人日本病院会薬事管理研究会委員

シンポジスト／

「医師の立場から」仙台徳州会病院院長

「看護婦の立場から」東北大学医学部附属病院看護部長

「薬剤師の立場から」国立仙台病院薬剤科長

佐藤秀昭

谷古宇秀

石
高
水

出
橋
内

信
貞
義

正
子
明

一10月28日（士）－

シンポジウム「病院経営と病院薬剤師」

座長／太田綜合病院附属太田西ノ内病院薬剤部薬局長野崎

社団法人日本病院会薬事管理研究会委員佐野

シンポジスト／

「病院経営の立場から」樺島病院薬剤部長能勢

「メーカーの立場から」日本へキサル株式会社代表取締役中道

「医薬品卸の立場から」宮城県薬剤師会会長一條

「病院薬剤師の立場から」太田綜合病院薬剤部薬局長野崎

征支郎

寿夫

能

淳一

安彦

征支郎
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総評

昨年度に引き続き今年度も非常に充実した内容の研究会となった。基調・時局講演とシンポジ

ウムについては地元の講師の先生にご協力いただき、薬剤師を主とする参加者に様々なことを提

示できたのではないだろうか。

来年度は再び３回の開催となるので各回、内容を十分に検討し、参加者の望む内容の研究会に

していきたい。

6．栄養調理研究会

2回（山形市・東京都）1．開催回数

（１回目）

２．日時 平成12年11月13日（木）１０：１０～１６：４０

～１４日（金）９：００～１２：００

山形イン

65施設・105名

山形県病院協議会（横山紘一理事長）

社団法人山形県栄養士会（茨木清子会長）

開催挨拶

社団法人日本病院会代議員

山形県病院協議会理事長横山紘一

山形県中央病院院長

社団法人山形県栄養士会会長茨木清子氏

基調講演「栄養指導とＥＢＭについて」

国立がんセンター研究所支所臨床疫学研究部室長佐々木敏氏

教育講演「遺伝子組み換え食品（作物）を考える」

山形大学理学部生物学科教授原慶明氏

シンポジウム「個別対応食への対応」

・公立学校共済組合東北中央病院給食課主任栄養士中村伊都子氏

・財団法人三友堂病院栄養管理部栄養管理室室長二宮久美子氏

・財団法人三友堂病院栄養管理部専門調理師高橋寛氏

文化講演「米澤藩刊行の救荒書（かてもの）と食文化」

山形県立米沢女子短期大学名誉教授高垣Ⅱ頂子氏

特別講演「調理師の心構え」～創意工夫に学ぶ～

株式会社つきぢ田村代表取締役田村暉昭氏

3．会場

4．参加状況

5．後援

開催要領

(第一日目）

６．

(第二曰目）
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（２回目）

１．日時平成13年２月22日（木）１３：２０～１７：００

２．会場東京都・文京区・東京弥生会館２階「大和の間」

3．参加状況７２施設・100名

４．内容講演「保健機能食品の意義と活用法」

厚生調裏新藤品繍鬘菫井上浩一氏
講演「野菜の栄養成分の変化」～栽培から調理まで～

女子栄養大学栄養学部栄養学科教授吉田企世子氏

講演「検査値に基づく栄養指導」

せんぽ東京高輪病院栄養管理室長足立香代子氏

５．総評

当研究会は栄養士、調理師が一緒になり知識、技術の向上を図り患者サービスの向上に努めて

いる。毎回、栄養士、調理師が直面している諸問題、知り得たい情報をいち早く取り上げて研修

を実施している。患者給食問題も最近では多岐にわたりテーマ設定に苦慮している現状にある。

7．ハウスキーピング研究会

2回（東京都）1．開催回数

（１回目）

2．曰時

３．会場

4．参加状況

5．開催要領

平成12年７月12日（水）１４：００～１６：００

江東区・東京ファッションタウン９階９－Ａ会議室

85施設・132名

「病院環境の整備と消毒・洗浄・清掃の基本と応用」

～FacilitiesServicesの展開～

明治製菓株式会社学術部次長波多江新平氏

（２回目）

1．曰時

２．会場

3．参加状況

4．開催要領

平成13年２月16日（金）１４００～１６：００

日本病院会会議室

81施設・９５名

講演「廃棄物処理法改正に伴う医療機関の対応」

東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課 指導係主任

斉藤伸明氏

－２２１－



6．総評

院内環境整備の改善、充実を図り患者サービスの向上に繋がるテーマを設定しながら活動して

いる。最近では、院内清掃業務も外部委託となってきており、医療機関の担当者だけを対象とせ

ず、委託業者の方々と一緒になって諸問題を切蹉琢磨している。そのため年々参加者が増加とい

う傾向にある。

8．図書研究会

１．開催回数１回

２．開催日時平成12年10月20日（金）１３：００～２０：３０

１０月21日（士）１０：００～１５：１０

３．開催地東京都・社団法人日本病院会

４．参加者数５４施設６０名

５．演題

-10月20日（金）－

開会挨拶社監i』i際騨匡言_常驍鬘小堀鴎一郎
社団法人日本病院会図書研究会委員長和気たか子

継続教育「病院図書室に係わる著作権」

講師／東京大学情報基盤センター図書館情報掛長谷澤滋生

グループ討議

①インターネット

④文献検索

⑦業務のコンピュータ化

②病院機能評価

⑤相互貸借

⑧新任担当者のために

③患者図書室

⑥利用者教育

グループ討議発表

特別講演「図書館員の役割と方向性」

講師／産能短期大学助教授原田智子

-10月21日（士）－

実務講演「オリエンテーションの仕方」

－２２２－



講師／川崎市立川崎病院図書室司書篠原寿美江

教育講演「病院図書室で利用できるNACSISサービス」

講師／国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課

コンテンツ形成管理係長米澤誠

シンポジウム「図書室業務のスリム化とパワーアップ」

司会／社団法人日本病院会図書委員会委員野原千鶴

シンポジスト／

「インターネットでレファレンス」

長岡赤十字病院病歴管理課図書係主事安達栄子

「オンラインジャーナル導入事例」

虎の門病院図書課司書熊谷智恵子

「医中誌ＷＥＢ～現状と展望～」

医学中央雑誌刊行会電子出版課課長代理松田真美

6．総評

昨年度を上回る人数の参加となり、充実した研究会になったと思われる。講演の聴講、及びグ

ループ討議によって他の病院がどのようなシステムになっているのかを知り、また互いに情報の

交換ができるので、この研究会が存在することは非常に意義があろう。懇親会も同じ会場にて行っ

たが、スペースがあり動きやすかったので、参加者同士が話をするにはよかったのではないだろ

うか。

病院内のあらゆる業務の質の向上のためにも、一人でも多くの関係者の方に当研究会にご参加

いただきたい。
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第６セ ナーご
～

病院長・幹部職員セミナー

1．開催回数１回

2．開催期日平成12年７月６曰（木）・７曰（金）

3．開催地京都・リーガロイヤルホテル京都春秋の間

4．参加者数204施設316名

５．演題

第１日目７月６日（木）１３：００～１９：２０

特別講演Ｉ「医療制度抜本改革について」

講師：厚生省健康政策局指導課

座長：（社）曰本病院会

１．

課長貝谷伸

会長中山耕作

特別講演Ⅱ「総合診療部門（科）の重要性」

講師：天理よるづ相談所病院前副院長今中孝信

（日本医学教育学会総合診療教育ワーキンググループ主任）

座長：（社）曰本病院会副会長大道學

シンポジウムＩ「病院経営にあたる院長・幹部職員に今何が求められているか」

座長：（社）日本病院会副会長藤澤正清

講師：①国立医療・病院管理研究所医療経済研究部長小山秀夫

②朝日新聞東京本社編集委員田辺功

③高知県・高知市病院組合理事瀬戸山元一

④医療法人美杉会佐藤病院院長佐藤眞杉

懇親会リーガロイヤルホテル京都比叡の間

あいさつ：（社）曰本病院会 副会長奈良昌治

第２日目７月７日（金）９：３０～１６：００

特別講演Ⅲ「今、感染症に何が起こっているのか」

講師：国立感染症研究所感染症情報センター

座長：（社）日本病院会

前センター長井上榮

副会長奈良昌治
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特別講演Ⅳ「プレインアタックから脳を守る」

講師：国立循環器病センター

座長：（社）曰本病院会

総長菊池晴彦

副会長武田隆男

特別講演Ｖ「動き出した介護保険制度」

講師：厚生省老人保健福祉局老人保健課課長西山正徳

座長：（社）日本病院会副会長藤澤正清

シンポジウムⅡ「リスクマネジメントの実際」

～リスクマネジメントは永遠の課題～

座長：（社）曰本病院会副会長藤澤正清

講師：①京都大学大学院医学研究科臨床疫学教授福井次矢

②上都賀総合病院院長大丼利夫

③国立大阪病院看護部長内藤正子

④三宅坂総合法律事務所弁護士・医師児玉安司

６．総評

医療法改正、病院経営、介護、医療事故など各々の有識者の方々より講演を戴き、これからの

病院運営を行うにあたり参考にして戴けるものと思う。

なお、開催にあたり武田病院職員の皆様にご尽力を戴き感謝申し上げます。

2．病院医療の質を考えるセミナー

１．開催回数３回（特別集会２回含む）

２．開催日時平成12年７月15日（士）１０：００～１７：３０

３．開催地東京都・日本薬学会長丼記念館

４．参加者数９８施設129名

５．演題

-12年７月15日（士）－

開会挨拶社団法人日本病院会病院幹部医会会長有賀徹

財団法人日本医薬情報センター理事長三宅浩之

特別講演「米国における医療評価と診療情報管理」

講師／社団晉全大星鱗会医灘鑿菱会助簔臺梅里良正

－２２５－



ワークショップ（シンポジウム）「第一線の臨床に役立つ医薬関連情報」

座長／社団法人□本病匿壽大重院鱒屋二義有賀徹

社職人曰杲鱸情鵜維会理議三宅浩之
シンポジスト／

《病院幹部医会》～病院内で発生する医薬品をめぐる諸問題～

「医薬関連情報入手ルートと実務の問題」

社団法人□本病監昭熊蓬部薑含病艤貴田岡正史
公立昭和病院薬剤部課長補佐町田道郎

「臨床現場への医薬品供給の問題点と解決法」

昭和大学病院薬剤部課長補佐峯村順子

「リスクマネジメントと医薬関連情報」

社団法人□本耀第這騨華焉莨鱸安藤恒三郎

《製薬企業》～医薬情報担当者の現状と医薬関連情報の提供～

｢医薬品情報とＭＨ」

□本製葵苣萎曇菫鯉婬委呈襄研議鬘小久保光昭
｢医薬品情報提供システムの課題」

田辺呈襄製篝騨合苣療喜議委量言情燕宮城島利一
｢メディケーションエラー防止に向けて」

□本製薬団竺菱合壽蝋等呈議討鑿企艤大澤總弘

開催日時平成12年11月18日（士）１３：００～１８：００

開催地東京都・曰本薬学会長井記念館

参加者数９３施設116名

演題

-12年11月18日（土）－

開会挨拶社団法人日本病院会病院幹部医会

財団法人日本医薬情報センター

副会長安藤恒三郎

理事長三宅浩之
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基調講演「我が国の医薬品情報の提供と利用をめぐる諸問題」

講師／□本医薬品情報菫讓圭二薫薑護山 崎幹夫

ワークショップ（シンポジウム）「第一線の臨床に役立つ医薬関連情報」

座長／社団法人□本碆髻言第童騨焉言:||讓安藤恒三郎

社職人曰杲鱸情鵜皐屋会理讓三宅浩之
シンポジスト／

《病院幹部医会》～病院の対応を巡る諸問題～

「病院内のリスクマネージメントの観点から」

横簔縣美学騨院医雲至善蟇議教授橋本廸生
「病棟薬剤師の業務と医薬品情報の観点から」

昭和大学病院薬剤部田中克巳

《製薬企業》～医薬関連情報提供の立場に立って病院に望むこと～

「ＭＲの情報提供と病院活動の現状について」

曰本製芙舌議襄蓑戦委臺菫研議鬘小久保光昭
「医薬品市販後調査の現状と病院に望むこと」

□本製鐡襄会株騨評騨衾部委曼鬘半田修

《病院幹部医会からの指定発言者》

社団法人日本病室言昭騨部篁三病議量貴田岡正史

社団法人早騨芸院病繍鱗轤木田義久

社団畿病騨蔓菫医鰕斐会副灌辺見弘

社団法人日本病院会病院幹部医会

昭和大学医学部救急医学講座

総括発言

義有賀 徹
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開催日時平成13年３月９日（金）８：３０～１７：００

開催地東京都・国立病院東京災害医療センター

参加者数５３施設９３名

演題

-13年３月９曰（金）－

有
荒

賀徹

丼他嘉司

社団法人日本病院会病院幹部医会会長

国立病院東京災害医療センター院長

開会挨拶

国立病院東京災害医療センター院長荒井他嘉司病院概要説明

特別講演「過去の災害を教訓とした災害医学とその進歩」

講師／大阪府立千里救命救急センター

司会／国立病院東京災害医療センター

田宗夫

井他嘉司

太
荒

所長

院長

パネル「２１世紀に向けた災害医療対策」

司会／日本医科大学救急医学高度救命救急センター教授山本保博

パネリスト／

「災害医療情報」

厚生労働省医政局指導課救急医療専門官田中一成

「東京都医師会の災害医療対策」

東京都医師会理事木村佑介

「災害拠点病院」

国立病院東京災害医療センター副院長辺見弘

「私立病院としての災害対策」

医療法人誠和会白鬚橋病院院長石原哲

「災害時の医薬品の供給」

社団法人東京都薬剤師会常任理事嶋田勝一

「アメリカにおけるＮＢＣ（放射線・生物・化学）テロ災害対策の現状」

国立病院東京災害医療センター

救命救急センター第２外科医長本間正人

立川広域防災基地見学

東京災害医療センター職員の災害訓練
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（８方面レスキュー隊訓練基地）

防災館

国立病院東京災害医療センター

総評

今年度のセミナーは、（財）曰本医薬情報センターのご協力により、特別集会として２回開催

することができ、とりわけ医薬品等に関して関係者が望む情報を提供できたように思う。

また、３月には国立病院東京災害医療センター等の施設見学を含めたセミナーを実施し、災害

医療に関するそれぞれの分野の専門的な話を聞くことができ、さらに施設見学にて目で確かめる

こともできた。

この場をお借りしてご協力いただいた両センターの皆様に幹部医会幹事一同、御礼申しあげた

い○

3．医療事故防止のためのセミナー

開催回数１回

開催曰時平成12年11月１日（水）１０：００～１６：３０

１１月２曰（木）９：００～１２：３０

開催地東京都・晴海グランドホテル

参加者数128施設226名

演題

-11月１日（水）－

開会挨拶社団法人□奎露言病震任麗池澤康郎
社団法人曰本病院会医療事故対策委員会副委員長元原利武

講演「医療事故の防止」

講師／社団法人 見鱗二計露故轤旱言学讓加藤済仁

講演「病院医療の総合的品質管理」

講師／医療法人医真会理事長森 功

講演「看護業務と医療事故防止」

講師／日本看護協会常任理事嶋森好子
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一11月２曰（木）－

講演「医師賠償責任保険からみた医事紛争の現状」

講師／安田火災海上保険株式会社

企業サービスセンター部医師賠償チーム佐々木博道

講演「病院における医事紛争とリスクマネジメント」

講師／曰本大学医学部法医学教室教授押田茂實

総評

例年通り、今年度のセミナーも様々な立場の方から医療事故に関するお話をいただいた。

連日のように医療事故のニュース等が報道されるので、世間の風当たりも強くなっているかも

しれないが、セミナーにて見たこと、聞いたことを日常業務における問題の解決へのヒント・指

針とし、その結果ミスが減っていくことを切に願う。

4．救急医療防災セミナー

１．開催回数１回

２．開催期曰平成12年10月13曰（金）９：３０～１７：００

３．開催地東京・東京消防庁本所都民防災教育センター

４．参加者数６１施設９５名

５．演題

開会挨拶（社）曰本病院会常任理事・救急医療防災対策委員会委員長

渕野辺総合病院理事長士

（社）日本病院会常任理事・東京都支部支部長

中野総合病院院長池

来賓挨拶東京都衛生局医療計画部部長丸

（社）東京都医師会会長勝

東京都病院協会会長河

屋 章

澤康郎

山浩

呂安

北博文

講演「欧米の災害医療対策について」

講師国立病院東京災害医療センター

座長救急医療防災対策委員会

名誉院長西法正

委員長土屋章

集計報告「救急医療活動に関する調査」

講師広島国際大学医療福祉学部医療経営学科 教授河口 豊
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座長救急医療防災対策委員会 副委員長川城丈夫

防災体験学習「地震・煙・消火・暴風雨・応急手当等」

シンポジウム「災害時病院マニュアルの重点」

座長中野総合病院院長池澤康郎

「警察における災害対策」

講師警察庁警備局警備課課長補佐（災害対策係）藤川富雄

「大地震発生時における東京消防庁の救助・救急活動対策」

講師東京消防庁救急部救急医務課長細田正夫

「病院災害マニュアルの意義」災害訓練も含めて

講師国立病院東京災害医療センター第２外科医長兼

副救命救急センター長兼臨床研究部病態蘇生研究室長原口義座

閉会挨拶救急医療防災対策委員会委員小峰健二

6．総評

今年度は、災害をテーマに各々の有識者の方々よりご講漬戴き、さらに、防災体験学習を交え

た企画で開催された。参加者の方々には、災害マニュアル作りの参考にして戴けることを願う。

なお、開催にあたり中野総合病院の職員の方々にご尽力を戴き感謝申し上げます。

5．事務長セミナー

１．開催回数１回

２．開催期曰平成13年２月21日（水）・２２日（木）

３．開催地神奈川・神奈川県総合医療会館７階講堂

４．参加者数140施設161名

５．演題第一曰目２月21曰（水）１０：００～１７：００

開会挨拶（社）曰本病院会常任理事．（社）神奈川県病院協会会長

渕野辺総合病院理事長土屋 章

講演「医療法改正」

講師厚生労働省医政局総務課課長補佐榊原穀

講演「２１世紀の医療保険」～外部から見た医療～

講師曰本経済新聞社論説委員渡辺俊介

－２３１－



講演「医療保険制度改革と診療報酬の課題一ＤＲＧ／ＰＰＳ導入の展望」

講師曰本福祉大学経済学部教授高木安雄

第二日目２月22日（木）９：３０～１２：３０

講演「２１世紀の病院経営介護保険と病院経営」

講師（医）永生会永生病院院長安藤高朗

講演「ＤＲＧ／ＰＰＳに必要なコーディング」

講師日本コーディングセンター所長菊池優子

講演「看護必要度」

講師東京女子医科大学看護学部教授金井Pak雅子

6．総評

今年度は、医療法改正、２１世紀の医療保険、診療報酬、介護保険、コーディング、看護必要度

等各々の有識者よりご講演を戴き、２１世紀の病院運営の参考にして戴ければと開催された。

なお、開催にあたり（社）神奈川県病院協会の職員の方々にご尽力を戴き感謝申し上げます。

6．総婦長セミナー

１．開催回数１回（東京都）

２．日時平成12年８月18曰（金）１０：００～１６：００

３．会場墨田区・東京マリオットホテル錦糸町東武４階「錦の間」

４．参加状況111施設・197名

５．開催要領特別講演「私が体験した看護業務の実際」

元社団法人日本看護協会会長大森文子氏

教育講演「病院経営と看護管理」

東京大学大学院医学系研究科保健経済学分野福田敬氏

６．総評

今回は、特別講演に大森文子先生、教育講演に福田敬先生を迎えセミナーを開催した。特に、

大森先生には「看護の意義と使命」を若い管理者に伝承させたいという思いで予定の時間をオー

バーしての講演いただいた。また、福田先生には今後の看護管理者には病院経営に意識をもって

参画する必要があると、分かりやすく経営論をご教授いただいた。

－２３２－



第７予防医学活動

この項では、「予防医学委員会報告」の中から人間ドック指定病院・施設の状況と受診者統計を報

告し、さらに「人間ドックのほん」と、すこやか健保のドック掲載記事、そして平成12年度に制作、

完成した「人間ドック認定指定医認定手帳」と「人間ドック手帳」（全面改訂版）を掲載する。（第４

委員会・部会の予防医学委員会の項参照）

予防医学委員会報告（人間ドックの現況）

人間ドックが我が国に誕生して、４６年を経ています。その間に人間ドックの形式も交通機関の発達

と同様にスピード化が進み、－週間から－泊二日の入院コースへ、更には総合健診と言われる一日コー

スが普及している現況です。

日本病院会・予防医学委員会では、1959年（昭和34年）に一泊二日の短期人間ドックが発足以来、

優良施設の認定と共にその利用状況を調査し、毎年発表してまいりました。

第26回日本人間ドック学会（1985年）の宿題報告を契機として、人間ドック検査成績についても全

国調査の必要性が認識されるようになりました。その後、毎年曰本人間ドック学会の際に予防医学委

員会より報告が行われ、１６年目を迎えました。

全国集計の内容は日本病院会雑誌並びに日本人間ドック学会誌「健康医学」に掲載し、学会員及び

優良認定病院長並びに施設長に配布しています。

このたび、第４１回曰本人間ドック学会の際に、人間ドック実施状況調査とともに全国集計成績の要

点を抜粋して「予防医学委員会報告（人間ドックの現況)』を作製し、ご希望の方々に広く配布する

ことにいたしました。

なお、一泊人間ドック指定病院で行われている一曰コースのドックが急増しているので、９７年４月

より日本病院会では人間ドックの名称を下記のとおりに変更いたしました。

泊人間ドック（短期人間ドック）

曰人間ドック（総合健診）

曰病院外来ドック

集計にあたっては、従来は一泊人間ドックの中に－曰病院外来ドックを含めていましたが、前回よ

り外来ドックを区別し、総合健診およびその他の人間ドックとあわせて４種類に分類して集計を行っ

ています。

本資料が、各病院・施設の健康評価の一環としてご利用いただくとともに、人間ドックの質的向上

に役立つことを期待しております。

－２３３－



Ｉ日本病院会人間ドック指定病院及び指定施設（平成11年12月末）

都道府県別一覧表

－ｊ白一日一泊一日一）白一日

北海道、新潟県２０岡山県１５

富山県青森県 広島県

岩手県 石川県 山ロ県

宮城県 福井県 徳島県

秋田県秋田県４岐阜県７

山形県３静岡県２７

福島県１４ 愛知県１７

茨城県１７７三重県９

岐阜県 香川県

山形県 静岡県 愛媛県

栃木県 滋賀県 佐賀県

群馬県 京都府 長崎県

埼玉県’’４ １大阪府 熊本県

千葉県 奈良県 大分県

東京都 ６７ 和歌山県 宮崎県

神奈川県 兵庫県 鹿児島県

山梨県 鳥取県 沖縄県

長野県 島根県 ６０７ ２５９

合計 一泊人間ドック（短期人間ドック）指定病院数６０７施設

一日人間ドック（総合健診）指定施設数259施設

注①一泊人間ドック（短期人間ドック）指定病院中、新病棟建築中並びに医師、看護婦不足等の事

由により一時休止５病院が含まれている。

②一泊人間ドック（短期人間ドック）指定病床数は、2188床である。

③一泊人間ドック（短期人間ドック）新指定病院１０病院

一泊人間ドック（短期人間ドック）指定辞退病院４病院

※３年毎に行う曰病・健保連との指定見直しによる指定取消病院を含む。

④一日人間ドック（総合健診）新指定施設２１施設

一日人間ドック（総合健診）指定辞退施設１施設

－２３４－

泊 曰 泊 曰 泊 日

北海道 ９ ８ 新潟県 2０ ９ 岡山県 1５ ５

青森県 ５ １ 富山県 ３ ２ 広島県 1４ ７

岩手県 ７ 石ノ１１県 ９ 山ロ県 1６ ２

宮城県 ５ ５ 福井県 ５ 徳島県 ３ １

秋田県 ４ 岐阜県 ７ ２ 香)１１県 ４ ２

山形県 ３ 静岡県 2７ 1２ 愛媛県 ７

福島県 1４ 愛知県 1７ 1５ 高知県 ３ ２

茨城県 1７ ７ 三重県 ９ ２ 福岡県 ４１ 1４

栃木県 ９ ２ 滋賀県 1１ １ 佐賀県 １

群馬県 1９ ２
■

ﾉﾗﾐ 都府 2９ ７ 長崎県 ２ １

埼玉県 1４ ７ 大阪府 2９ 3４ 熊本県 ５ ３

千葉県 3９ ８ 奈良県 ２ 大分県 １ ３

東
■

泉 都 8２ 6７ 和歌山県 ３ 宮崎県 ３

神奈川県 4０ 2２ 兵庫県 2６ ４ 鹿児島県 ３

山梨県 ６ 鳥取県 ２ 沖縄県 ２ ２

長野県 1２ 島根県 ３ 計 607 259



Ⅱ人間ドック指定病院・指定施設経営主体別一覧（1999年）

病院数％｜施設数％

最近11年間の一泊人間ドック指定病院、－曰人間ドック指定施設の推移

Ⅲ
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ﾌ厄 ２３４５６７8910１１

泊

病院数 ％

曰

施設数 ％

泊

病院数 ％

日

施設数 ％

厚生省 １ 0２ ０ 0.0 船保会 ３ 0.5 ３ 1２

郵政省 １ 0.2 ０ 0.0 健保及連合 ７ 1.2 ２ 0.8

労働福祉事業団 ２ 0.3 １ 0.4 共済及連合 1６ 2.6 ５ 1.9

都道府県 ８ 1.3 ２ 0.8 公益法人 5１ 8.4 8７ 336

市町村 4７ 7.7 ４ 1.5 医療法人 284 46.6 1１０ 42.5

赤十字 4５ 7.4 ２ 0.8 学校法人 ７ 1.2 ６ 2.3

済生会 2８ 4.6 ３ 1.2 会社 ７ 1２ ４ 1.5

厚生連 2８ 4.6 ４ 1.5 その他法人 ２１ 3.5 ７ 2.7

全社連 2４ 4.0 ０ 0.0 個人 2４ 4.0 1９ 7.3

厚生団 ３ 0.5 ０ 0.0 合計 607 1０００ 259 100.0
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Ⅳ最近11年間の各種人間ドック゜健診受診者数の推移
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Ｖ人間ドック実施状況調査（平成１１．１．１～1231）

日病会員約2,600の病院施設に対しアンケート提出を求めたが、報告提出は－泊人間ドック1,041

病院と－日人間ドック255施設であった。

○一泊人間ドック（短期人間ドック）実施病院1,041［日病指定（健保連契約）病院607］

○一日人間ドック（総合健診）実施施設２５５［日病指定（健保連契約）施設259］

(1)日病会指定病院における各種人間ドックの受診者報告553病院

(単位：人）

計（540病院）

(注）精度管理サーベイ参加状況４３７病院（79.0％）が日本医師会等へ参加

(2)日病会指定施設における－曰人間ドック（総合健診）受診者報告231施設

(単位：人）

平成10年１月～12月

(注）精度管理サーベイ参加状況231施設（100.0％）が日本総合健診医学会等へ参加

－２３７－

受診者数（平成１１年１月～１２月）

男性 女性 計

平成10年１月~12月

計（540病院）

泊人間ドック 1６９，４７２ 5６，７５９ 226,231 243,051

一日病院外来ドック 416,421 253,043 669,464 664,343

(３～７日)入院ドック 11,657 4,954 １６i６１１ 11,544

生活習慣病健診 972,808 617,409 1,590,217 1,363,587

集団健診 571,803 553,162 1,124,965 1,386,428

総計 2，１４２，１６１ 1,485,327 3,627,488 3,668,953

受診者数（平成１１年１月～１２月）

男性 女性 計

平成10年１月～12月

計（221施設）

日人間ドック 850,720 476,766 1,327,486 1,295,067



(3)その他日病会員病院における各種人間ドックの受診者報告４８８病院

(単位：人）

平成10年１月～12月

計（472病院）

875394161611291551112595
２６３３１９

9991441270005512234922生活習慣病健診(多項目）

１２０５８００ ２６２５４３２

327675024271931570394315278510
(注）精度管理サーベイ参加状況２２０病院（451％）が日本医師会等へ参加

(4)その他日病会会員施設における一日人間ドック（総合健診）受診者報告２４施設

（単位：人）

平成10年１月～12月

計（３８施設）

１５０４５４

（注）精度管理サーベイ参加状況２２施設（91.7％）が日本総合健診医学会等へ参加

(5)－泊人間ドック実施病床数

（単位：床）

健保連契約(指定） 健髄鋤ﾀﾄ(そのＩＤ） 総計(平成10年度

日病会指定病院(報告553病院）

参考：ホテルドック設置病院（施設）数

(単位：病院）

平成１１年

(6)一日人間ドック１日実施可能数 (単位：人）

１日実施可撒(計） １施設平均 １日実施可能数(計） １施設平均

７７０３３３３報告221施設）９０３６４０９日病会指定施設(報告231施設）

３０２ (報告３８施設）

－２３８－

受診者数（平成１１年１月～１２月）

男性 女性 計

平成10年１月~12月

計（472病院）

泊人間ドック 8７，５３９ 4１，６１６ 1２９，１５５ 1１２，５９５

一日病院外来ドック 263,319 177,270 440,589 303,979

(３～７日)入院ドック 11,276 3,363 14,639 1,582

生活習慣病健診(多項目） 1,700,911 999,144 2,700,055 2,234,922

集団健診 1,213,705 1,205,800 2,419,505 2,625,432

総計 31276,750 2,427,193 5,703,943 5,278,510

受診者数（平成１１年１月～１２月）

男性 女性 計

平成10年１月~12月

計（３８施設）

曰人間ドック 4９，１８９ 32,335 81,524 150,454

実施病床数 健保連契約(指定） 健保連契約ﾀﾄ(その他） 総計 総計(平成10年度）

日病会指定病院(報告553病院） 2,188 1,121 3,309 3,511

その他会員病院(報告488病院） 993 993 1,560

平成１１年 平成１０年

日病会指定病院(報告553病院） 1０３ (報告537病院） 1０２

その他会員病院(報告488病院） ４８ (報告４７２病院） 8９

平成１１年

１日実施可能数(計） 1施設平均

平成10年

１日実施百J能数(計） 1施設平均

日病会指定施設(報告231施設） 7,703 33.3 (報告221施設） 9,036 4０．９

その他会員施設(報告24施設） 724 3０２ (報告３８施設） 1,253 3３
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心臓病……宇津典彦

悩卒中……塀常雄

セット■格４５００円(各冊１５００円）

最新の知見とデータ
中山耕作(日本病院会会長）
●各方面からの要望に応え､既刊の「やさしい保険シリーズ」をさらに充実して､最新の医学

上の知見とデータを加えて増補改訂した新装版が､この｢人間ドックのほん」､全三冊です。
（本書｢序文｣から）

身近な存在の「ドック」をめざし…
奈良昌治(日本人間ﾄﾞｯｸ学会理事長）
●みなさんに､人間ドックを一層身近な存在としていただくことが､日本人間ドック学会に結集

した医師の至上の使命で､その使命感から､情熱を込めて取りまとめたのが本寄です,，

（本書｢序文｣から）

第２編わかりやすい生活圏柵病のはなし

胃……大川日出夫

肝展……鈴木豊明

胆のう･膵臓……奈良昌治
大腸……金澤鉄男

膀胱･前立腺･尿道……近藤捷嘉／大橋輝久

鯛3編生活爾職満のt?ﾙﾌｨｱｿｻﾞ

肥満……小関忠尚／松田小百合

栄養･運動……佐藤祐造

ストレス……星恵子

検査値の見方……清瀬閏

人間ドック……田村政紀

●圃蝋異ii1liiiIi急ｉｗ
ｈｔｔｐ:〃ｗｗｗ・hospital・orjpノ

【画株式会社曰本病院共済会
T102-OO82

東京都千代田区一番町十三番地二（ワイトワイビル五階）

TELO3-3264-9888FAXD3-3222-OO16

http://www､nichibyo､ＣＯ.』pノ

－２３９－
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伯价

ギリの経営努力をして対応して（』ます．しかし、それも

限界．世代間の不公平をなくした新しい高齢者医療制度

をつくらなければなりません．

昨年１０月に「社会保障構造の在り方について考える有

繊者会姻」がまとめた“持続可能な制度“へ向けた提言を

受ける形で、新たに「社会保障改革関係閣僚会懇」が股伍

され．実際に動き始めています．今後は、この場で高齢者

の負担も視野に入れた抜本改革への総合的な蟻論が行わ

れることとなります．また、１月６日には厚生労働省が誕

生し、改革へ向けた新体制がスタートしました。

私たち健保組合は、被保険者とその家族のみなさんと

ともに、今互行われる参院選をはさんだ政府・与党の社

会保障Hml度再構築に向けた動きを注意深く見守I〕、正念

場を迎える医療保険巾Ｉ度抜本改革へ全力で取り組んでい

きます．

社会保障凶ﾖｲ寸頁の推移
（船内）

8０－‐－－－▲

２０００年に生まれた赤ちゃんは、１９９９年より１万１０００

人増えて、およそ１１８万9000人．二んな推計が厚生省よ

り発表されました．わずかながらも、出生数が増加した

ことは大変うれしいニュースです。しかし、その数は過

去４番目の少なさという事実が示すように、依然として

少子化傾向は続いています．

また、昨年末に発表された１９９８年の社会保Eu給付費（公

的年金．医療保険、福祉などの社会保障制度から国民に

給付された額）では．給付費総額が７２兆１４１１億円と、

はじめて７０兆円を突破．このうち３分の２（６６．３％、４７

兆８０４１０K円）が、６０旗以上の高齢者への給付で占めら

れています．高齢者関係給付の前年度比５９％増の高い

伸びは、社会保障巾台付安全体の伸び率３．９％を大きく上回

る結果となりました。

このように、少子高齢化が進む日本を２１世紀も活力あ

る社会にしていくためには、安心して子どもを産み、育

てる二とができる環境づくりとともに、社会保障制度に

おける高齢者の位匝づけや高齢者医療のあり方を早急に

見直す必要があります．

このままでは、年金、高齢者医療ともに現行制度を維

持することは困難です．とりわけ．その費用のほとんど

をサラリーマンなど現役世代の保険料で賄っている高齢

者医療制度の状況は深刻です．多くの健保組合(保険者)が．

高齢者医療費への拠出金を捻出するために、まさにギリ

一一一一一一一

、
帥
釦
⑩
釦 一一一一一一一

一社会係肛絶付■膨函

一高齢者関係給付Ｒ峰滅

一医寂給付貝(腿双）

－医寂給付Ｒ(うち戸■＝分）
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］し
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同一「臣
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Ｊの項か、ｈ国立因
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人間ドック認定指定医

認定手帳

BoaldNomlnatedHealthCarePhyslclan

AssoclatedwlthAccredltedHumanDryDocklnstitute

鯵

国
』
」

社団法人曰本病院会

日本人間ドック学会

日本総合健診医学会

人間ドック認定指定医委員会



人間ドック認定指定医について 認定証受領後も，所定の学会参加と研修を義務付

け，５年ごとに認定証を更新します．

□認定の目的

日本病院会は，人間ドックの使命である国民の健

康増進，疾病予防のための生活指導，即ち一次予防，

さらに早期発見・早期治療による健康の回復など二

次予防の重要１ftを認識し人間ドック担当医の資質の

向上を図る目的で．人間ドック認定指定医制度を発

足させ，第１回の認定は第40回日本人間ドック学会総

会の平成11年８月26日に行った

□認定指定医の名称

日本医学会の内科学会，外科学会などの認定制度

との混乱を避けるために正式名称は．「日本病院会・

日本人間ドック学会と日本総合健診医学会の認定す

る人間ドック指定医（略称「日本病院会人間ドソク

認定指定医」又は「日本病院会人間ドソク指定認定

医｣）とした

□認定証

日本病院会人間ドック認定指定医委員会が認めた

人間ドック事業の理念を正しく理解し所定の研修

を修了した医師に対し日本病院会と日本人問ドソ

ク学会および日本総合健診医学会が共同で人間ドッ

ク認定指定医の認定証を交付します□

□認定条件

人間ドック事業の理念を十分に理解し人間ドッ

ク認定指定医委員会所定の研修を修了しかつ医学

経験，人格とも水準に達した医師で，日本病院会人

間ドック認定指定医委員会か承認した医師を認定指

定医とします．

【認定条件（移行措置)】

l・日本人間ドック学会正会員５年以上の医師（留学

等中断の場合は延年）

2．日本総合健診医学会正会員５年以上の医師

3．日本人間ドック学会理事，評議員，予防医学委員

会委員実査委員日本総合健診医学会理事，評

議員

4．人間ドック事業に対する特段の貢献を評価し人

間ドック認定指定医委員会が推薦した医師

5．日本内科学会認定医．専門医の有資格者は日本

人間ドック学会または日本総合健診医学会正会員

４年とする。

四
一
国
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曰本人間ドック学会，曰本総合健診医

学会及び人間ドック認定指定医研修会

参加記録余備欄

認定更新の条件

曰本人間ドック学会あるいは曰本総

合健診医学会のいす､れかの学術大会

に，合計５口以上参力､し，さらに人間

ドック認定指定医研修会に１口以上参

加すること。

但し，学術大会参加回数が４回に達

している場合には研''三会に合計２回参

加することで，学会参加数の不足を１

回分のみ補えるものとする。

画
一
酉

５



判定区分

漂曰本病院会案による判定の定義

判定は，下のＡ～Ｄの４または５段階に行う

Ａ：異常なし

Ｂ：軽度異常を認めるが心配なし

Ｃ：経過観察を要する

画
一
』

Ｄ：要医療・精検（D1：要医療，Ｄ２:要精検）

要医療とは．投薬．処W(あるいは指導がIZjijm

平成１４年に見直す予定

'百目

Ａ

異常なし

Ｂ

軽度高(直な
るも現在心
配なし

Ｃ
異常あり生
活改善後妻
経過観察

Ｄ（１），Ｄ(２）

要糧検，医
瘡

総タンパク
(ｇ/ｄｌ）

６５－…８０ ８１……ｇｏ ６０…･６４
gj……

……５９

アルブミン

(ｇｄｌ）
４０－…･… ３６……３９ ………３５

総コレステロー
ル

(ｍｇｄｌ）
140…199 200…219 220…239

240………
………１３９

閉経後女性
(ｍｇｄ｢’

(１５０２１９’ '2２０２３９ ,240259）
'260……八
…－…149）

ＨＤＬ－Ｃ

ｍｇｄ１’
４０－…99 １００…－ 3５－－３９

……－３４

'１００…･…ノ

中性脂肪

(ｍｇｄ１Ｉ
－－…１４９

Ａ

異常なし
１５０…249 2５０－－

クレアチニン

(ｍｇｄｌ）Ｍ
(酵素法）Ｆ

……－１１

－－－０８
１２－－－－－…－－…1３

０９－……－－…へ…１０
１４－………

１１…………

尿酸(ｍｇｄｌ） ………７０ ７冊…７５ ７６…-７９ ８０－………

ＧＯＴ(lＵｌ －－－３５ ３６…－４５ ４６……４９ ５０……－－

ＧＰＴ(ｌＵ１） ………－３５ 36-…－３９１４０－－４９ ５０－………

｢ＧＴＰ(ｌＵ１） －－……５５ ５６……･Iﾌ９ ８０………gｇ １００………

～……１０９ １１０…１１５
１２６…、1）
１１６…

125(Ｄ２）



ＭＥＭＯＲＡＮＤＵＭ

判定区分（血算）

IＩＴ
、
』
、

参考：赤血球系の男性若年者ては稽高＜男性高齢者では梢低いことに注意

註：これは平成１４年に見直す予定

８



人間ドック手帳

－２４６－

ふりがな

氏名



人間ドック質問表

○この質問表はドック健診の成績を判定し、今後の生活の指導のために必､要なも

のて･すから、必ずご記入の上、ドック受診の際に提出してください。

○記入は各項目ごとの指示に従って、（はい．いいえ）を○印で、かこみ、付随の

質問にも答えてください。答えられない項目には、注をつけるか、またはその

ままにしてください。後でうかがいます。

○この質問票は秘密扱いとして医療関係者以外の人には見せません。

－２４７－



｢
,■

Ｉ

[１

Ｂ健康管理の状況

１．健康診断を受けていますか（○をつけてください）

毎年定期的に受けている・時々受ける．受けたことがない

住民健診・職場健診・人間ドック（回目）

その他（）

２．ホームドクターはいますか……………いない・いる

Ｃ既往歴・現病歴

いつ頃、どんな病気をしたか、子供の頃からの主なものを記入してください。

年齢｜病名 経過・治療法 現在治療中は○を
①

②

③

④

－２４８－

ふりがな

氏名

|生別

男 女

２ 年齢 明・大・昭年月日生満歳

３ 住所

nnnnnnn
雷話

昼間連絡先

４
職業

(くわしく）

５ 結婚歴 未婚・既婚．死別・別居・離婚



Ｄ家族歴

なお、祖父母・おじ・おば等肉親の人て､、下にあげてある病気の方がおられま

したら〔〕内に続柄を記入してください。

〔続柄〕〔病名〕〔続柄〕

かン〔

脳卒中〔

高血圧症〔

心臓病〔

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

１
Ｊ
Ｊ
１

糖
精
痛
突

Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ

病
病
風
死

尿
神

然

￣￣--￣￣￣ｃ｡￣￣￣■￣￣■●￣￣｡￣￣￣￣｡｡￣￣￣±￣￣■￣⑪●￣｡￣匂一一●￣■●￣￣￣￣￣￣宇一■￣■●￣￣■￣－勺=心￣●の￣￣■■■￣－－■￣￣■￣￣■■■の●■－凸一■－口一一一一一一■－－■｡一一■－●■－□-－■￣－－●－－－◆￣－■●￣－－￣＝￣－●￣￣■■⑪－－￣￣｡－￣￣Ｃ■｡－■－

－２４９－

生存(現在の年齢）・これまでの主な病気 死亡(死亡年齢、病名）

父

母

兄弟姉妹



食生活（○をつけてください）

1）１日何回食事をとりますか…………１回.２回・３

２）主食は毎食どの位とりますか（米飯・パン・うどん・そば等

書いてください）

朝（）昼（

夕（）夜食（

３）下記の食品て､、多く摂るものにはａ．少ないものにｃどち

のにｂ・をそれそ､れ○て･囲んてください。

多いふつう少ない

肉ａｂｃ．

１

● ３回・４回

そは等、品目と量を

）

）

どちらてもないも

魚 ｂ、ａ． Ｃ、

乳製品ａ．ｂ、ｃ・

卵ａ．ｈｃ・

穀類ａ．ｈｃ、

豆類ａ．ｈｃ、

油類ａ．ｂ、ｃ・

緑黄色野菜ａ．ｈｃ・

果物ａ．ｂｃ・

塩分ａ．ｂ、ｃ、

香辛料．ａ．ｈｃ、

甘いものａ．ｂ、ｃ・

インスタント食品ａ．ｈｃ・

お腹いっぱい食べるほうで､すか.……………･……………･はい

外食をすることが多いてすか………………………………はい

熱いものが好きで､すか..…………･…………………………はい

食事時間は不規則て･すか……………………………………はい

早食いて､すか……･……………………………………･……･はい

間食：

ａ・多いｂ・ときにするｃ・殆んどしない

１
１
１
１
１
１

４
５
６
７
８
９

ｚ
、
え
、
ｚ
、
え
、
え

Ｉ
、
。
Ｉ
、

し
し
し
し
し

Ⅲ
、
可
１
コ

し
し
し
し
し

●

●

●

－２５０－



２．飲酒（○て囲んでください）

飲酒習慣について

ｌ）飲酒回数は

ａ．飲まないｂ・週３日以下ｃ、週４～５日

２）一日の平均飲酒量（複数回答可）

日本酒ビール(大ビン）ウイスキー(Ｗ）酎ハイ

１合以下１本以下１杯以下１杯以下

２合位２本位２杯位２杯位

３合位３本位３杯位３杯位

４合以上４本以上４杯以上４杯以上

３）飲酒年数は

ａ、５年未満ｈ５－１０年未満ｃ、１０～20年未満

d・ほとんど毎日

グラスワイン

２杯以下

４杯位

６杯位

８杯以上

d、２０年以上

３．夕バコ（○をつけて書き込んでください）

１）吸わない：以前から吸わない

（）年前から止めた(以前１日

２）吸う：１日本歳より

吸い方（i采<吸う．あさく吸う）

本 歳より）

４．運動（歩行「体操、サイクリングなど１回20分以上）

１）運動はしていますか

）

)分位

していない． している（内容

週に（）日位・

平均（）分位

１回（

2）１日の歩く時間は

５．体童

１）２０歳の体重･……………….．…

２）今迄の最高の体重……………

３）最近の体重の変動……………ない

ｋ９

ｋ９ 歳のとき

.ある

力月間に kg増えた

kg減った

－２５１－



６．睡眠

’）寝付きが悪いで､すか.……･…………………………………･はい

２）夜中に目がさめやすいて､すか……･…………………･……･はい

３）就寝する時刻は不規則で･すか……..…………･……………はい

４）睡眠時間(平均時間）：就寝時刻（時）：起床時

５）熟睡感はありますか………･……………………･…………･はい

６）睡眠剤を使いますか…………………………………………はい

眠

寝付きが悪いで､すか……..…………………………………･はい・

夜中に目がさめやすいて･すか……･…………………･……･はい・

就寝する時亥11は不規則で･すか..…………………･…………はい・

睡眠時間(平均時間）：就寝時刻（時）：起床時亥Ｉ（

いい’こ

いいえ

いいえ

時）

いいえ

いいえ

●

７．体養（○をつけてください）

１）－－日の労働時間は平均10時間以上で･すか…………………はい

２）疲れをとる時間が少ないで･すか..…………………･………はい

３）朝、起きたとき疲れが残っていますか……………………はい

４）気疲れ(自覚的なストレス）がひどいて･すか………………はい

え
、
え
、
え
、
え

。
、

、
可

し
し
し
し

。
、

１
コ

し
し
し
し

８．便通

１）不規則で､すか．………………………………..………………はい

２）便秘しますか……………はい（日間、下剤：要・不要）

３）痔がありますか.……………･……………………･…………はい

４）出血することがありますか…･……･………………………･はい

５）便秘と下痢が交互にくることがありますか………………はい

え
『
え
、
え
、
え
、
え

。
－
コ
Ⅱ
Ⅲ

し
し
し
し
し

。
－
コ
乃
可

し
し
し
し
し

●

●

●

９．実行している健康法があれば………

－２５２－



Ｇ婦人に関する質問

ｌ）月経は不順で､すか……………………………………………はい

２）月経の量は異常に多いで･すか.………………………･……･はい

３）月経時、具合が悪く感じますか……..……………………･はい

４）月経中、下腹部癌や腰痛がありますか……………………はい

５）月経中、寝込むことがありますか.……･………･…………はい

６）妊娠中や産褥で･むくみ、蛋白尿、高血圧がありましたか

．.……･…はい

７）お産をしたことがありますか………………はい（回）

８）最後のお産（または流産)は何歳の時でしたか………………（

９）お産で何か異常がありましたか……………はい（）

１０）流産(人工流産を含む）をしたことがありますか

.……･………･はい（回）

１１）おりものになやまされていますか…………はい（年前より）

１２）月経の他に出血することがありますか……はい（年前より）

１３）下腹部に痛みを感ずることがありますか…はい（年前より）

え
、
え
、
え
、
え
、
え

、
、

、
、

、

し
し
し
し
し

、
Ｉ

Ｉ
Ｂ

、

し
し
し
し
し

●

●

●

●

いい几

いいえ

歳時）

いいえ●

え
、
え
、
え
『
え

Ⅲ
、
、
、

し
し
し
し

い
い
い
い

●

●

１４）婦人科医から婦人科の病気があるといわれたことがありますか

…………はい(病名）・

１５）婦人科の病気、お産その他で､手術をうけたことがありますか

…………はい(病名）・

'６）最初の月経は何歳の時で･すか………………･…………･….（

１７）閉経は何歳の時で･すか……………………･………･……･…（

１８）乳房にしこりがてきたことがありますか.………･………･はい。

いいﾉ乙

いいえ

)歳のH寺

)歳の時

いいえ

－２５３－



担当医メモ
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人間ドック成績報告書
年）’［|実施

英施|延療機牒lf／１

Ｍ１
所在地

電話

拙当医

Ｄｌ：|芙療機'1A'て胎恢を受けて「さい・

Ｄ２：|鋤〔機|腱'て粘密|`艀rを受けて|､､さい．

Ａ：巽ｆＩｌｉありません。

Ｂ：'|卿蝿ＩＬｆｌｌｉをiijUめるが心１１１１じあ'）ません。

Ｃ：経過観壌が必喫です。

－２５５－

氏?'１

Ｐ
●
●

Ｉ

'ル・久

ﾉ|ﾐｲｌｉ

ｌｌｌＩ
Ｍ・Ｔ・Ｓｆ12ｌｌｌｌ歳

２１i今

蘇芳

診断および所見 判定

１ 身体計測 Ａ・ＢＣ．Ｄ１．，２

２ ●

循環器
(血圧・心臓）

Ａ、Ｂ、ＣＤ１Ｄ２

３．呼吸器 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

４．食道・胃・十二指腸 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

５．大 腸 Ａ・ＢＣ．Ｄ１．，２

６．肝臓・胆のう・膵臓 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

７．腎臓・尿路 Ａ、Ｂ、Ｃ Ｄ１．，２

８．糖尿病 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

９ Ｉ
上２

日 質
(コレステロール・中性脂肪）

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

１０．尿酸 Ａ・ＢＣ．Ｄ１．，２

１１．血
ｂ■

)位

｡

Ａ、ＢＣ、ＤＬＤ２

１２血清反応 Ａ、ＢＣ Ｄ１．，２

１３．眼科 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

１４．聴 力 Ａ、Ｂ、Ｃ・ＤＬＤ２

１５．乳房 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

１６．婦人科 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１．，２

１７．前立腺 Ａ・ＢＣ．Ｄ１．，２

１８．その他 Ａ、Ｂ、Ｃ・ＤｌＤ２



日常生活上の注意

１．食事

１）並

２）｜ﾉＩ窯

j（１）やす

ｉｎ,やす

hi11やす

,iiiやす

ihIljらす

iMliらす

IikIliらす

減らす

減らす

今まで1Ｍ

今まで辿り

'十まで皿I）

今までjujI）

ﾉﾄまで､辿り

ﾉﾄまで皿'）

今まで辿り

今まで皿リ

今まで通り

午まで皿り

体晒を

今まで通り

今まで通り

蛍、質

肋
'１１１〔物↑'［）

斤斤

ＬＬ

脂
(flj物↑'|(、

籾Ｉ

１， 分一ⅡⅡ、

Ｉｌｆ 栄

刺激物

hi1iやす

減らす

減らす

減らす

禁ずる

禁ずる

２．酒

３．夕バコ

４．運動

５．体童

６．体養

７．睡眠

積椛的に!|iiiい連動)をする
（散歩:.体操）

kgliii後に調節する現在のままでよい

増やす

増やす

す
す

じ
ｂ
。
ｂ

減
減

指示事項

－２５６－



フミ施｜Ｉ 1と １１氏ｆｉ

診察所見：異常なし・異常あり

1．身体計測

ｌｌｕｉｉｌ'Ｉｊｌ史

体格指数(ＢＭＩ）

体１１Ｈ１Ⅱｊ率

身災

体軍

１９
１
．

０
４

１
２

－
－
０
５
１
．

｜
肥

１
１

％
％

ｃＩｎ

ｋｇ

２．循環器(血圧･ＩＤ鷹）

胸部Ｘ線検査圧血

収縮期

拡張期

心臓：

ｙｌＬ１ｌ<;なし

心１１tﾘ郭比

その他（

ｍｍＨｇ(100～129）

ｍｍＨｇ(50～８５）
心拡人

９６(50以|､）

心電図所見

,Ｍ雌{（，/分(50～100）

典１１↑なし

Ｉ鎧|小心判化101ﾀﾄ１１)Ciiii

心)ﾉ蒜lllJl））ｊｉｊ室ブロック（１．１１．１１１）

その他ｲ〈熱脈

イillkll・ノ,illkllブロック（光介・イぐた今）

イ｢室Ilu人ノ,(室ｌｌＵ人

ＳＴ・丁の変化()(IfiIilll化、Ｊ|:特異|ｆ'二）

その他（）

３坪吸器

肺機能検査 胸部Ｘ線検査

肺：

ソ,L1iMiなし

）i)T兄（

男ﾉﾉＩ！';lllljWIl：

９０ＩｌＩＩｊｉ１Ｔｉ１Ａ

１抄Ｍ

１秒半

ｃｃ

の(80111）

ＣＣ

Ｄ〃(70111）

）

喀疲細胞診

－２５７－



４食道･胃･十二指腸

食道：

ソ'L111ｹなしへルニア憩顎その他（ ）

国｡

Ｆ引・

）IIL,〃jなしホリーフｉＭ５lZl室一ソシェ 蝶''１像

その他（ ）

十二指腸：

ソ'(1Wjなし変形ｉＭＪｉＵｉ§７Ｍ(しｲ《ＬＬ

その他（ ）

５．大 陽

便潜血免疫りく (－）

S・肝臓･胆のう･膵臓

g/d(|(6.5~8.0)

g/d((4.0111）

総蛍''１

アルブミン

Ａ／Ｇ１上

ＧＯＴ(ＡＳＴ）

ＧＰＴ(ＡＬＴ）

γ－ＧＴＰ

アルカリＰ

ＬＤＨ

ＨＢｓｌｊＩｊｌｊ１

ＨＢｓ抗体

ＩＵ／ｌ

ＩＵ／(ｌ

(－）

(－）

(－）

IU/u(35111､)

、/Ｉ（35111､）

ＩＵ／０（55111､） ＨＣＶ|〕t体

腹部超音波検査

●胆のう部：ｙ’

●肝臓：ｙ’

●膵臓：，

●臂臓刈’

●その他：

|↑なし

Ⅱjなし

Ｉ↑なし

';なし

ＩｌｌＵ)うホリーフ

１１lのうllu

llIXのうllu

IiiiLのうllu

'１１１イｉ

ＩＨｌﾉﾉlⅡ

lil,'i,''１，ィ《能

lii跡I'iイ「

その他（

その他（

その他（

その他（

フ．腎臓・尿路

腎機能検査

mg/('(H1Ⅲlll） ﾙl<糸窯索

Ⅶ；’''’’１《｜
｢｜Ⅲ「ＬｌＴ１

クレアチニン ｍ関（1（

Ｉ
ＨＷｒ

くぞ}|,Ｌｌ１ｒ

'ＭｌＩＬ１ｌ１ｉ

査
'叩

Ｐ

’１
尿検

蛍「|>と'''１

#Ｉ１Ｉｌ>と'|'［

ウロヒリ／－ケン

ilfliⅡ

Lｌｉｉ

ｌｋ枕
(－）

(－）

(１－）

(－）

''１ＩｉｌｌｉｉＷＩＩ１ＩｌＩ(〔‘此lillhl（Illillhl《
,､４と
1１１

`・'１」

TIO

iilll

Ⅱ’
'１'’

－２５８－



８糖尿病

,'則､1W:I(ⅡWＩ１Ｉ 〃
Ｚノ－－ｍｇ/〔１０（７０－－１０９） ＨｂＡｌｃ

糖負荷試験

９闇ｽﾃ._し中性脂肪）質

総コレステロール

ＨＤＬコレステロール

､g/do(140~219)

､g/(lU(40~99)

mg/〔|((1491〕､|､)

ＬＤＬコレステロール-－ mg/(１０

'|'↑'lillBll〃(トリグリセライド）

１０．尿 酸

１，１〈雌 ｍg/d('(７．０１１１､）

11．血 液

|'｜|(|[球

Ⅶ:|(|L球

１０;/)"!(３．３－８．９）

'0'/“(燭M淵）
(Ⅲ1rl1iI）

(州リミ鮒）
(７８～１０１）

(２８－３４．９）

(３１－３５．９）

g/dＩ
Ｃ
〆〃

ｆＵ

ｐｇ

ワ
ゥ

ヘモグロビン

ヘマトクリット

ＭＣＶ

ＭＣＨ

ＭＣＨＣ

ｌｉｌｌ'Ｍ)（ _10叩！(14--35.9）

ｉｔ
１．

ﾘIi

lll↑''１１(1)'〔 ｍ、.

１２．血清反応

ガラス１１(ｕｉ

ＴＰＨＡ

ＲＦ

１
１
１

１
１
Ｉ

Ｃｌ(１）

血液型

ＡＢＯ ＲＩ１

－２５９－

血漿 IE漸域 糖尿病域 血 ）lWi 尿桝
＿L2-

ilリ

120分

＜１１０

＜１４０

≧１２６

≧２００

ｍｇ／〔

ｍ９，

〃

／

１０

(１１

判定 I［iilijⅡＩ１ｌＷＩＬ１ＩＩｊｌﾘiliﾙ|(１，ス l｢リ
１．．



13．眼 科

(カッコ|人1t,ＩｉｉＩ［）

糖尿病性変化

15．乳 房

触，沙：典111ｹなし・ル剛{ll1lM1ill・その他（

細胞診（ｒｌ；ＭＹ（パ|j）16．婦人科
Ｃｌａｓｓ [［〔１１１１）ｌｌＩａｌⅡ|）ＷＶ

察：ソ'L1iliなし.、/',プル１Ｆ

その他（

}･へ
１０シ

17．前立腺
ＰＳＡ ng/m(1

－２６０－

ｲ「 /,【

視力

眼庄

眼
底

ＫＷ

Scheie

Ｓ

糖尿病性変化

その他

ｲＩ 左

１０００Ｈｚ

4000Ｈｚ



人間ドックについて

１．人間ドックは、充実した人生をおくるために必､要を「転ばぬ先の杖」といえ

ます。がんや脳卒中、心筋梗塞などは突然起こるように思われがちで･すが、病

気は1替かに始まって進行するもので､、しかも原因がいろいろと明らかになって

います。人間ドックは暦かに生じた病気を早期に発見して治療するだけが目的

で･はなく、原因を見出して、病気が起こらないように予防することが目的です。

病気によって人生計一画が狂わないようにするために、人間ドックをご利用<だ

きい。

２．人間ドックで､、異常が発見された方、または異常の疑いのある方は、医師の

指示に従って、精密検査、または再検査を受けてください。必要に応じて、生

活習慣の改善を行ったり、治療を受けるなどして自分の健康を管理することが

肝要て､す。これを確実に行わないとドックに入った意味がなくなります。また、

異常なしといわれても、それは現在検査上問題がないあるいは健康体で､あると

いうことで．、将来の健康を保証するものではありません。実際に変化が起って

いても、初期の場合には発見ざれないこともあります。このために、新たな自

覚症状が現れた場合は、医師を受診するなどして注意し、さらに定期的なドッ

クに入ることをおすすめします。

３．ドックの記録は、いわば健康上の通信簿で､す。病気になった場合、あるいは

ドックに入ったときにこの健康歴は大変に役立ちます。このドック成績報告書

を毎回ファイルして大事に保存してください。

４．人間ドック成績報告書は複写になっており一部は病院のひかえとします。

－２６１－



説明書作成にあたって

ドックで･はどんな検査をし、それがどんな意味をもつのかを説明し、また簡単

に日常生活の注意事項にも触れてみました。ドック手IIJ長にファイルされたドック

成績報告書と照合して判読してください。

人間ドックの意義は、少しでも異常があればそれを早目に発見し、これから後

の生活に支障を来さないようにするのが目的で゛あって、健康な人に不安を待たせ

るのは決して本意で､はありません。どの病院のドックの成績をみても、男女共半

数近くになんらかの異常を発見されるのが普通で､、その結果、再検査や精密検査

に回される例が多いので･すが、それをいちいち気に病んでいてはドックの建設的

意義が失われます。取り越し苦労して、自己判断することをやめて、不明な点は

ドック担当医によく説明をうけてください。また反対にドックで､注意をうけても、

自分の健康に対して鈍感で一向に守らないのも困ります。自分の健康を守るもの

は結局は自分なので､すから。

さらに、ドックで･はなにもかもすべてわかるというもので､はありません。具合

が悪くなった場合はその都度専門医を受診願います。

それではドック成績報告書の検査項目について説明をいたしましょう。各項目

別に異常があった場合には診断および所見が記入されます。また、判定のＡ、Ｂ、

Ｃ、ＤＬＤ２は下記の意味するものです。

異常ありません

軽度異常を認めるが心配ありません

経過観察が必要です

医療機関で治療を受けてください

医療機関で精密検査を受けてください

１
２

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｄ

－２６２－



判定区分

工頁目 Ａ

異常なし

Ｂ

ﾋﾞ薊二F経過観＝
、

要医療（Ｄ｜）

要精検（Ｄ２）

(ｇ／dl）総蛋白 ６．５～８．０’８．｜～９．０ ６．０～６．４ ９．｜～

～５．９

アルブミン (ｇ／dl） ３．６～３．９ ～３．５

(|Ｕ／｜）

(ｌＵ／｜）

(|Ｕ／｜）

ＧＯＴ

ＧＰＴ

γ－ＧＴＰ

～３５

～３５

～５５

３６～３９

３６～３９

５６～７９

９
９
９

４
４
９

一
一
一

０
０
０

４
４
８

ヘ
ヘ
ト

０
０
０

５
５
１

(ｍg/dl）空腹時血糖 '２６～(Ｄｌ）

＃’’６～１２５（Ｄ２）

～’０９ １１０～Ⅱ５

総コレステロール １４０～’９９１２００～２１９ ２２０～２３９ ２４０～

～’３９

(260～）

(～149）

(ｍg/dI）

(閉経後女性） ('50～219）Ｉ（220～239） (240～259）

ＨＤＬコレステロール(ｍg/dl） ４０～９９ '００～ ３５～３９ ～３４

１００～

中|生脂肪 (ｍg/dl） ～’４９ '５０～’９９ ２００～２４９ ２５０～

…ﾁﾆﾊﾞＭ'二Ｉ｡二kM
｜、２～｜、３

０．９～ＬＯ

｜、４～

｜」～

(ｍg/dl）｜～７．０尿酸 ７．｜～７．５ ７．６～７．９ ８．０～

＃Ｄ２の血糖’’６－'２５ｍｇ/dlはGTT,HbAlc、ｌ－５ＡＧ、フルクトサミン等を実施することが望ましい
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判定区分（血算）

１
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琴|矢i瘤（、

壜一
輩
煙
者

三
■女■

］-９

］－－グー〕【。

参考：赤血球数は、男性若年者てはやや高く、男性高齢者ではやや低いことに注意
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項目 |生

Ａ

常なし

Ｂ

軽度異常ある

も心配なし

Ｃ

要経過観察

，

要医療（Ｄ｜）

要精検（Ｄ２）

白血球数

(／〃I）

喫
煙
者

非
喫
煙
者

３，３００～８，９９９

３，３００～８，５９９

９，０００～’０，９９９

８，６００～９，９９９

２，６００～３，２９９

２，６００～３，２９９

～２，５９９

'’'０００～

～２，５９９

'０，０００～

赤血球数

(lo4／」ul）

男

女

４００～５３９

３６０～４８９

５４０～５７９

４９０～５１９

３６０～３９９

３３０～３５９

～３５９

５８０～

～３２９

５２０～

血色素量

(ヘモグロビン）

(ｇ／dl）

男

女

１３．０～１６．６

１１．４～’４．６

'６．７～’７．５

'４．７～’５．４

１２．｜～’２．９

'０．８～１１．３

～’２．０

'７．６～

～’０．７

'５．５～

ヘマトクリット

(％）

男

女

３７．９～４９．’

３３．７～４３．４

４９．２～５１．９

４３．５～４５．９

３５．｜～３７．８

３１．３～３３．６

～３５．０

５２．０～

～３１．２

４６．０～

皿小板数

('０１／〃|）
'４～３５．９ ３６～４４．９ |｜～’３．９
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４５～

ＭＣＶ
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ＭＣＨ

(pg）
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～２１．９

３７．０～

ＭＣＨＣ

(％）
３１～３５．９ ３６～３６．９ ３０～３０．９

～２９．９
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診察所見

内科診察で､は、全身一般状態や眼|鐘・眼球結膜、口腔、甲状腺、リンパ節、心

音、呼吸音、腹部や皮膚の異常などを調べますが、自覚症状、既往歴、ドックで、

の他の検査所見などとあわせて判断します。甲状腺腫は機能的に正常であれば心

配ないことが多いので､すが、触診で､結節を触れたりそれが硬い場合にはがんの可

能性を考慮して精密検査が必､要て･す。また、頚部、腋窩、鼠径（ソケイ）部など

のリンパ節腫脹がみられた場合には自覚症状や検査結果も参考に精密検査を進め

ることもあります。腹部の触診で､は肝、牌、大腸、大動脈の異常や子宮筋腫など

を触れることがあります。

1．身体計測

①ＢＭ

身長および体重測定が基本です。身長に対して適正な体重とは成人の場合、身

長(メートル）×身長(メートル）×２２で､求められます｡つまり１７１ｃｍの人は１．７１×

１．７１×２２＝６５ｋｇとなります。この上下１０％の範囲内にあるのが理想て､す。

体格を示す指数としてbodymassindex（ＢＭＩ）があります。これは、ｋｇで

表わした体重をｍで表わした身長の二乗で割ったもの､つまり、ＢＭＩ＝体重÷（身

長×身長）て､す。体重６５ｋｇ、身長171ｃｍの人のＢＭＩは、６５÷（１．７１×１．７１)＝

２２．２となります。わが国の肥満学会の提ﾛ昌で､は、病気になりにくいＢＭＩとして男

女とも２２が好ましいとされています。これは、健康診断のいくつかの重要な項目

で･異常を示す割合が一番低いＢＭＩを求めたところ、ＢＭＩは２２付近て､あったとい

う報告を根拠にしています。２５を越えると糖尿病や高脂血症などの代謝の病気や

高血圧などを生じやすくなります。
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曰本肥満学会（1999年）による新しい

肥満の判定基準

FI
L」

]ヘーフ９－９ＩＮＰ

３－０～３４９１１回1Ｆ

]ヘー２９９１１目1Ｆ

４０＿し

②体脂肪率

体脂肪率という指標も良く使われるようになりました。ただ、この数値はどの

ような原理で､測定するのか、体のどの部位を用いて測定するのかなどで､多少異な

り、絶対値を単純に比較することはまだ難しいようで､す。もちろん、同じ機器を

用いて、自分の数値を経時的にみることについては支障ないわけで､すから、個人

の健康管理のモニターの指標として有用て､す。

2．循環器＜血圧、心臓）

①血圧

高血圧は脳梗塞、心筋梗塞の最も重要な危険因子で､す。高血圧の診断は日本高

血圧学会の作成した「高血圧治療ガイドライン」２０００年版の高血圧分類に従い半リ

定します。なお、収縮期血圧と拡張期血圧が異なる分類に属する場合は、高い方

の分類に組み入れます。

収縮期血圧 拡張期血圧

至適血圧

正常血圧

正常高値血圧

軽症高、王

中等症高血圧

－１１９

１２０－１２９

１３０－１３９

１４０～１５９

１６０－１７９

カコつ

力､つ

または

または

または

－７９

８０－８４

８５－８９

９０－９９

１００－１０９

重症高血圧 または１８０～ 1１０－
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低血圧は収縮期血圧が１００ｍｍＨｇ未満とします。

なお、高血圧ならびに低血圧の診断は異なる機会に何)糞か111'１定し、常に高い場

合を高血庄、低い場合を低血圧と判定します。

ざらに、高血庄と診'折きれても直ちに薬による治療（降圧療1去）が必要とは限

りません。ことに高‐血圧による１１蔵器障害のない方、高_皿庄以外に糖尿病、高脂血

症などの動脈硬化を促進する病気のない方（低リスク群）て､は、まず減塩、軽い

運動などの非薬物療7去による血圧のコントロールを始めます。これらの生活習慣

の改善を３ケ月あるいは６ケ月続けても高血圧が持続する方には薬物療法が必､要

となります。しかし、すでに臓器障害のある方、糖尿病のある方（高リスク群）

て､は早期からの薬物療法が必要です。また、ご家族に脳梗塞、心筋梗塞のおられ

る方も早期からの薬物療1去が必､要で､す。

②心電図

不整脈をはじめ、冠状動脈の動脈硬化に基づく狭心症、心筋梗塞の診断に不可

欠で､す。さらに心肥大の診断にも重要で･す。

不整脈は大きく２つに分類されます。上室性不整脈と心室性不整脈です。上室

性不整脈では脈が極めて速くなる頻脈がなければ多くの方て､心配はありません。

代表的な症状は動悸です。一方、心室性不整脈はその数が多い方、あるいは不整

脈が連続して起こる方では薬物療法を必､要とすることが多く、２４時間心電図検査

(ホルダー心電図)や心臓超音波検査などの精密検査が必要て､す。脈が跳ぶ、胸の

圧迫感などが代表的症状て･す。また、心臓の卵lIi敦の伝わり方の異常（刺1敗伝導障

害）も診断されます。高度の刺激伝導障害の方も精密検査が必要で､す。意識が薄

れる、あるいは意識がなくなるなどが進行した場合の症状です。精密検査の指示

があった方は必ず検査をお受けください。放置すると生命に危険なことがありま

す。

冠状動脈異常についても、運動負荷試験などの精密検査の指示のあった方は必

ず検査をお受けください。また、心電図に異常がなくても胸痛などの自覚症状の

ある方も精密検査をお受けになることをお勧めいたします。

心肥大を指摘された方は、心筋症の診断との区別に心臓超音波検査が必､要とな

ります。

⑧胸部×線検査

心拡大を診断します｡胸部Ｘ線1最影て､心臓の大ききと胸部全体の''１回との比を「心

胸郭比」とし、５１％以上を心拡大とします。高血圧、弁膜症、心筋症、先天性心

臓病などて､心拡大が見られます。しかしこの数値は肥満の方で､はﾉ|黄隔膜が｣三方に

上がっていることから、見かけ上大きくなりますので心電図などてり肥満による心
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拡大か心臓病によるものかを区別する必､要があります。

呼吸器

肺は呼吸により空気中の酸素を体内に取り込みながら、二酸化炭素などの不要

物を排泄する器官で､す。さらに口から吸った空気を肺に送る気管支や肺、そして

それらを覆っている胸膜などを併せて呼吸器といいます。呼吸器の検査として、

空気の出し入れの働き具合を調べる肺機能検査と、呼吸器組織に異常があるかど

うかをＸ線を通して写真に映し出す胸部Ｘ線検査の２通りの方7去を行います。

①肺機能検査

肺機能検査ではいろいろな肺の働きが測定できます。重要なものに｢％肺活量」

と「１秒率」があります。吸い込んだ空気を一気に吐き出せる空気の容積を調べ

ます。そして、あなたと同じ身長、年齢、｜生別の健康者と比較してどれくらい多

いか少ないかの割合を表す「％肺活量」を算出します。また、吸い込んだ空気を

一気に吐き出す場合に、最初の１秒間で何パーセント吐き出すことができるかと

いう能力を「１秒率」として調べます。

1）「％肺活量」が少ない（８０％未満）場合

肺の容積が小さくなっている、あるいは空気を吸い込んだときに肺が十分膨ら

まないことが考えられます。この場合を拘束性障害と呼んでいます。肺の炎症の

後の癒着などが原因になります。

2）「１秒率」が少ない（７０％未満）場合

空気の通り道で､ある気管支が狭くなっている、あるいは肺の弾I生収縮力が悪く

なっていると考えられます。この場合を閉塞性障害と呼んでいます。肺気腫や喘

息が原因になりますが、喫煙も大きな原因で､す。

3）「％肺活量」が少ない（８０％未満)、「１秒率」も少ない（７０％未満）場合

１)、２)の病気がひどくなる，あるいは’）と２)の病気を両方もっていると、この

状態になります。この場合を混合性障害と呼んでいます。

病名を確定するには、次項の胸部Ｘ線検査ざらには、胸部ＣＴ検査や喀疲検査

などを行う必要があります。
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②胸部×線検査

Ｘ線を体にあてると、器'官や組織の違いにより濃淡のコントラストとなってフ

イルムに写しだされます。空気を多く含んだ肺はＸ線写真上で､黒く見えます。

肺にかんなどの'1重瘍や肺炎などの炎症があると、Ｘ線写真上て白い陰影として

映し出されます。腫瘍などの塊の病気で､すと、その白い陰影の輪郭はくっきりと

しています。一方肺炎のような浸潤性の病変では、辺縁のはっきりしない陰影と

して見られます。病名を確定するには、胸部ＣＴ検査、喀疲検査や気管支鏡検査

などを行う必要があります。

死亡率の高い肺がんには、肺の末梢に出来る肺野型肺がんと、肺門の周辺にで

きる中心型肺がんがあります。ドックて゛は胸部写真を正面と側面の２枚撮ります

が、胸部写真は主に肺野型肺がんの発見を目的とするもので､す。正面写真では写

りにくい心臓の後ろにある異常が側面写真で発見できることがあります。中心型

肺がんについては胸部写真のみでは不十分で､、喫煙する方やせき、たん等の症状

が長く続く方は、喀疾の検査を受けた方がいいてしよう。

４食道・胃・十二指腸

食べ物は、口から入り、食道、胃、＋二指腸、小腸、大腸、直腸を通って肛門

から排泄されます。病気のほとんどが小腸以外に発生します。食道、胃、十二指

腸は上部消化管とも呼ばれそこでの病気を調べるには、「バリウム」という白い液

体を飲んで調べる「バリウム造影検査」があります。

雨が降った場合、道路に凹みがあると水溜りができます。一方石があると、石

のまわりにのみ雨水が張っています。バリウム検査も同じで､、潰瘍などにより粘

膜がえぐられていると、バリウムの溜まりとして見られます。一方ポリープ･やが

んなどの腫瘍があると、その部分だけバリウムがはじかれて見えます。このよう

にバリウムの1留まりやはじかれを見つけることにより、病気を発見できるわけて、

す。ざらに、溜まりの深きあるいは盛り上がりの大きさ、異常な部分の辺縁の状

態などから、いくつかの所見用語がありますので､、簡単に紹介します。

ヘルニア：横隔膜より下にある胃の一部分が、横隔膜より上に出ている。

憩室：壁の弱い部分が袋状に膨らんでいる。

ポリープ：いぼのような形をした塊り。

ニツシェ：潰瘍などにより粘膜組織が欠損している場合、バリウムがそこに溜

まっているという異常所見。
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集中(象：胃の壁にはヒダが平行して走っているが、潰瘍やがんがあるとヒダが

その部分に集中する。

変形：本来の壁の状態で･なく、潰瘍などにより変形が起きる。

球部充盈（じゆうえい）不良：十二指腸の入り口の部分に、バリウムが充分入

りこめない状態。潰瘍の場合もあるが健康者で見られることもある。

疑わしい陰影がある場合は内視鏡検査や生検（胃の組織の一部を採って顕微鏡

で、調べる検査）などを行い詳しく調べます。内視鏡検査は食道や胃・十二指腸の

粘膜を直接観察することができて診断精度が高く異常所見の早期発見に優れた検

査1去で･す。内視鏡検査をドックで行うことも多くなってきました。バリウム検査

は異常所見の発見のほか、胃などの全体像を観察できるという利点があります。

５．大 腸

大腸検査は上部消化管の検査に比べ時間と負担がかかるため、最初から行うこ

とはあまりなく、まず大便の中に血液が混じっているかどうかを調べます。これ

を潜血検査と言います。潜血がある場合は、大腸、直腸、肛門などに病変があり、

そこから出血していると推定されますので．、大腸検査を受けてください。ポリー

プやがんなどが発見されますが、その場合は適切な処置が必要になります。

歯肉の出血や鼻出血などで胃に入った血液は胃酸で､破壊されてしまうことが多

いため、便に潜在する血液は大腸からの出血がもっとも疑わしいといえます。痔

の影響は除外できませんが、陽性の場合には積極的に大腸の検査を受けるように

してください。大腸の腺腫性ポリープ.（いぼのような形をした塊り）は前がん状

態とされており、内視鏡検査でポリープが見つかったらとっておくようにします

(内視鏡的ポリープ゜切除)。特に１ｃｍ以上の大腸ポリープ゜で､は､増大するに従って

その一部にがんがあるものの割合が高くなります。

６．肝臓・胆のう・膵臓

肝臓は、栄養素の[吸収を助ける胆汁を作る、出血したときに血を止める凝固物

質の生成、たんぱく質や脂肪の合成など多くの働きを行っています。胆汁は肝臓

から胆道を通って胆のうで､貯めておきます。食事をして食べ物が十二指腸を通る

と胆のうが収縮して胆汁を十二指腸に排泄します。膵（すい）臓は食物の脂肪を
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分解する膵液を産生し、十二指腸に流し込みます。また血液中のⅢ唐分をコントロ

ールするインスリンというホルモンも作っています。

①血液検苣

血液検査で､は、膵臓をどの働きや細胞の破壊の程度がわかります。代表的な項

目について説明します。

アルブミン：肝臓で作られるたんぱく質。肝l蔵の働きが悪いと低くなります。

Ｇ○Ｔ･ＧＰＴ：肝臓の細11包が破壊されるとこれらの値が高くなります｡ただしＧＯＴ

は心臓や筋肉の病気で､も上昇します。

γ-ＧＴＰ：飲酒によりこの酵素が多く産生されます。

アルカリＰ･ＬＤＨ：一般に肝臓や胆のうの病気で･高くなりますが、その他の臓器

障害でも高くなります。

ＨＢＳ抗原：Ｂ型肝炎ウイルスが血液の中にあるかどうかを調べる検査で､す。

Ｂ型肝炎は感染者の血i夜や体液を介して感染します。輸血、出産時に母親か

ら感染する母子感染、性行為による感染が考えられます。成人で､の急性肝炎と

して発症し慢性化することは少ないので‐すが、母子感染で､はそのまま体内にウ

イルスを持ち続けキャリアと呼ばれます。

現在は輸血による感染はほとんどありません。母子感染についてもワクチン

ができており新しいキャリアは急速に減少しています。

ＨＢＳ抗体：すて､にＢ型肝炎ウイルスが体内に入ってそれに対する防衛物質の抗体

を保有している状態で､す。Ｂ型肝炎にかかることはきわめて稀です。

ＨＣＶ抗体：Ｃ型肝炎ウイルスが現在血液の中に存在している、あるいは過去に存

在したことがある場合、陽性（＋）となります。また抗体陽性の場合はＣ型肝

炎ウイルスがどれくらい存在するかを調べるくわしい血液検査を受けてくださ

い。

Ｃ型肝炎は1隻性化しやすく、感染しても肝炎特有の症状がで､ないことも多く、

いつのまにか慢性肝炎へと移行します。また慢性肝炎が長く続くと肝硬変、肝

かんになることがあります｡肝臓がんの８０％はこのＣ型肝炎ウイルスが原因で、

す。

②腹部超音波検査

腹部の各臓器に超音1皮をあてて、そのはねかえりの差を画像にして、異常をみ

つけようとする検査で･す。腹部ガスが多かった')肥満のある場合には十分に観察

されないこともありますが、副作用も苦痛もないという点でドックには最適の検

査で､す。
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胆のう

胆のうはポリープ゜が多く発見されますが、１ｃｍ以上のポリープ゜は周辺粘膜との

関係もみながら胆のうの手術を考えます｡大腸ポリープ.と同様に､特に１ｃｍ以上

になるとがんのある頻度が増加するからで､す。また、胆石もよくみつかりますが、

ドックで､発見される胆石のほとんどは、症状もなく心配もないので､す。一方、大

部分の胆のうがんは胆石が混在しています。胆のうがんの頻度は少ないのて･すが、

定期的に検査して確認しておくことが大切で･す。また、胆石の影で､胆のうの内腔

が観察できない場合には精密検査をしておいた方がよいこともあります。胆のう

炎や痒痛発作を繰り返す場合には手術が必要で､す。

肝臓

肝臓で認められる頻度の高いものは脂肪肝や、嚢胞（のうほう）と血管瞳があ

ります。典型的な場合には心配ありませんが、肝細胞がんや転移性肝がんとの鑑

別が困難な場合には､ＣＴやＭＲＩなどの精密検査が必､要で､す｡特にＢ型やＣ型の

肝炎ウイルスによる慢|生肝炎の方は、肝がんの発生頻度が高くなります。

膵臓

膵臓の大きさや明るさ、また膵管の太さなどを観察します。実質|生あるいは嚢

胞`住腫瘤や膵管拡張を認めた場合には精密検査とします。しかし、膵臓は胃の後

に位置していることもあり、条件によっては観察しにくいことがしばしばありま

す。

７．腎臓・尿路

腎臓は体の中で出来た老廃物を尿に排泄したり、体に必要な成分を再び尿から

吸収したり、体の水分量を調節したりして私たちの血液の水、酸および電解質の

バランスをいつも一定にしています。さらに体の塩分量を調節して、あるいは血

圧を調節するホルモンを産生して血圧のバランスにもおおきを役割を果たしてい

ます。また、腎臓て･てきた尿を尿管、膀胱、尿道に送る管が尿路です。

①血液検査

腎臓機能は血液検査の尿素窒素、クレアチニンで､調べます。腎臓の機能が低下

すると、尿素窒素、クレアチニンの排泄が低下してこれらの血液のｲ直が高くなり
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②尿検査

蛋白：尿に蛋白を含む蛋白尿は、腎１１蔵病ことに腎炎（糸球体腎炎、１瘤尿病性腎症

など）の診断に重要な所見て恩す。しかし起立性蛋白尿などの生理的、すなわち

病気で､ないこともありますのて､､蛋白尿を初めて指摘された方は早朝第一尿(寝

ている時に膀胱に貯まった尿）での検査、２次検査が必､要で､す。

尿糖：糖尿病の発見の手がかりとなります。１場性で､あれば糖尿病が疑われます。

また、腎性糖尿で､も陽性となりますのて､、血糖値を参考にして判定します。

ウロビリノーゲン：肝臓、胆のう、胆道系の障害があると異常となります。

潜血：尿に赤血球が含まれていることを示します。腎炎、腎結石、腎腫瘍、膀胱

炎などで認められます。腎炎で､(よ蛋白尿を伴なっているかどうか、腎結石、腎

腫瘍で､は腹部超音波検査の結果を、また、膀胱炎ては白血球などを参考にして

判定します。中高年で､血尿がみられる場合には腎孟がんや膀胱がんを疑って、

細胞診の実施が望まれます。

白血球：尿に細菌がいることを示します。多くの場合は症状のない膀胱炎（無症

候性膀胱炎あるいは細菌尿といいます）て､す。まれに特殊な腎炎で､も陽性とな

ることがあります。また、婦人科系の炎症でも陽性となることがあります。

⑧超音波検査

腎臓の腫瘍、結石、のう胞、水腎症などがわかります。腫瘍で､は、がんととも

に良性腫瘍が見つかります。初めて指摘された方は、造影ＣＴ検査あるいは造影

ＭＲＩ検査などによる精密検査が必､要で､す。頻度の多い良性腫瘍は腎血管筋脂肪瞳

で､す。小さいものは経過観察とします。大きいものは泌尿器科で､精密検査をうけ

ます。腎結石は症状がなければ経過観察とします。症状のある方は衝撃波による

破砕治療などが必､要となります。のう砲は液体の内容物を含む球状の「ふくろ」

のことて､、腎I蔵ては尿細管の一部が「ふくろ」になったもので､す。したがって腎

のう胞は尿を含んています。加齢とともに頻度が高くなります。３０歳台て､約１０

％、５０歳台て約２５％、７０歳台で約４０％の方に見られます。機能的に異常を認め

ず、自覚症状もないのが普通て､す。大きくなり症状がて､れば治療が必要となりま

す。通常は放置しておいてかまいません。水腎症は尿路の結石によることが多く、

尿路結石の治療が必､要で､す。放置すると腎11蔵の機能を低下させます。また、まれ

に尿管腫瘍、膀胱腫瘍、婦人科的腫瘍などが原因とを'）ますのてく尿路結石が原

因で､はない水腎症では精密検査が必､要て､す。

－２７３－



S・糖尿病

糖尿病は、膵臓でつくられて血糖を下げるホルモン、インスリンの働きが不足

して、血糖値が高くなってしまう病気で･す。糖尿病は、その成因と病期からいく

つかに分類されていますが、人間ドックで･発見されるのは、ほとんどが２型糖尿

病で､す。２型糖尿病は遺伝的背景をもっている人が、環境の影響、つまり、食習

|賞、飲酒習慣、運動習I員、身体活動、ストレスなどの影響を受けて発症するもの

です。したがって、ご両親や兄弟に糖尿病の人がいる場合には、一層の用心が必

要で､す。

糖尿病では、自覚症状が出現する場合がありますが、それは限られた状態にお

いてのみ起こります。いま現在糖尿病の状態がとても悪いとき、つまり著しく血

糖値が高い場合で､す。尿量が増え、のどが渇き、体重が減り始め、身体がだるく

なるというような症状が起こります。しかし、ほとんどの糖尿病は発症してから

何年もの間自覚症状の無いまま進行します。

重要なことは、高血糖が長く続くことによって、自覚症状の有無にかかわらず、

合併症が生じてくるということで･す。神経や眼あるいは腎臓の障害による症状、

例えば、手足のしびれや痛み、視力の低下、足のむくみなどの症状が出現します。

糖尿病の管理を怠っていると早期に合併症が出現し、それがどんどん進行してし

まうので･社会的活動が制限されたり、長生きてきなくなってしまうので､す。

しかし、糖尿病は食事療1去や運動療1去、あるいは薬斉'１によって血糖値の高い状

態を良くすることはできますし、ほぼ正常化した血糖値を持続できれば、合併症

の発症や進展を防ぐことが可能で､す。

空腹時血糖値を調べることが、糖尿病の有無を判定する基本的な検査で､すが、

グリコヘモグロビン（ＨｂＡｌｃ)は過去１－２カ月の平均血糖値を推測する補助的検

査です。７５ｇのう下ウ糖i容液をのんて､、１時間後、２時間後などに血糖値を調べ

る７５ｇう゛ドウ糖経口負荷試験は、より正確に糖尿病の有無と程度を判定できま

す。
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空腹時血糖値および７５９経口糖負荷後２時間

値の判定基準
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(日本糖尿病学会、１９９９年）

血糖コントロールの指標

ベストコントロール

ほとんど正常に近いコントロールで合ｲ井症の発症を防ぐことができるレベルです

まあまあのコントロール

ほぼこのレベルであれば、合併症の予防に有効なコントロールです。空腹時血糖’３０（＝

'２６)、２時間血糖値２００は診断基準に近い値です

コントロール不十分区域

脱水など急性合併症はないが血管合併症が;替在的に進行すると考えちれ、可及的に゛まあま

あのレベル”にもっていくリZ､要があります。診断基準を２０～４０ｍｇ/dl越えた値です

コントロール警戒区域

脱水なども伴いやすく治療を見直し、合併症の検査などもりZ､要で、患者指導を＋分に行うこ

とが必､項です

〕際

５」ヘ,７１］

８ｍ５[

凶‐しづし
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糖尿病型

空腹時

または／および

２時間値

≧’２６≧’’０≧ｌｌＯ

≧２００ 二 '８０≧２００

境界型 正常型にも糖尿病型にも属さないもの

正常型

空腹日寺

および

２時間値

＜’’０＜’００＜１００

＜’４０＜１２０＜１４０

.随時血糖値（静脈血漿)≧200ｍｇ/dlの場合も糖尿病型とみ

なす ○

･正常型であっても、｜時間ｲ直が１８０ｍｇ/dｌ（静脈血漿）以上

の場合は、’８０ｍｇ/d1未満のものに比べて糖尿病に悪化する

危険が高いので、境界型に準じた取り扱い(経過観察など）

がｕＺ､要である。

･静脈血漿１時間値≧’８０ｍｇ/dlに相当する静脈全血値は≧

'６０ｍｇ/dl、毛細管全皿値は≧'８０ｍｇ/dlである。

血糖値（ｍg/dl、血漿ｲ直）

空腹時の血漿ｲ直 食後２時間の血糖値

ＨｂＡ ｌＣ

(％）

ベストコントロール ≦’’０ ＜’５０ ＜６．’

まあまあのコントロール ≦’３０ ≦２００ ６．１～７．０

７．｜～８．０

コントロール警戒区域
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脂質というのは、コレステロールや中性脂肪（トリグリセライド）のことをい

います。血液中にコレステロールや中性脂肪が多くなりすぎている状態を、高脂

血症と呼びます。閉経後の女|生で･は、ホルモンの関係で､コレステロールが上昇傾

向となります。

高脂血症はなぜ問題になるかというと、それは動脈硬化を促進させる危険因子

としての影響が大きいからで･す。動脈硬化の結果生じる具体的な病気としては、

心筋梗塞や狭心症というような虚皿性心疾`患あるいは脳梗塞が重要で､す。高脂血

症は症状のない病気の典型だといえます。高脂血_症の有無は血液検査をしないと

わかりませんので、食事や運動を工夫したり、あるいは薬剤を使用して高脂血症

が正常化した場合で･も、定期的に血液検査によって確認しておく必､要があります。

一方、遺伝的に高脂血症になりやすい人がいます。遺伝的背景の影響が強い場

合には、食事などの一般的な生活習慣の改善を実行するだけで､はなかなか高脂血

症を管理できませんが、有効な薬剤の選択とその組み合わせによって、多くの場

合には良好な治療効果が得られます。したがって、生活習`|貫病と呼ばれる病気の

代表の一つで､ある高脂血症の中にも、一般的な生活習慣の改善を続けるだけでは

効果のあがらないものが多く存在することも事実で､す。

なお総コレステロールには色々をものが含まれており、代表的なものは、動脈

硬化を促進するＬＤＬコレステロール(悪玉といわれる）と動脈硬化を予防するＨＤＬ

コレステロール（善玉）があります。
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冠動脈疾患の予防、治療の観点からみた日本人のコレステロール値適正域および

高コレステロール血症診断基準値

コレステロール値が境界域にあっても、他の動脈硬化因子の存在によっては治療が処､要な場合がある。

冠動脈疾患発症例は厳重な管理が必要であり、〉台療適用基準値が血清総コレステロールｲ直’８０ｍｇ/dl（LDL

コレステロール値’００ｍｇ/dl)以上に設定されている。コレステロール値が適正域にあっても治療を必要と

する場合があることに注意する。

（日本動脈硬化学会高脂血症診療ガイドライン検討委員会：動脈硬化、２５（１．２）、’９９７より）

冠動脈疾患の予防、；台療の観点からみた日本人の高コレステロール血症患者の管理

基準

｜、

２．

、

[EＪ
・

し
Ｉ）冠動脈疾患

①心筋梗塞、②狭心症、③無症候性心筋虚血(虚血性心電図異常など)、④冠動脈造影で有意狭窄を認めるも

の

２）高コレステロール血症以ﾀﾄの主要な動脈硬化危険因子

①加齢（男性：４５歳以上、女性：閉経後）②冠動脈疾患の家族歴③喫煙習慣④高血圧（'４０and/ｏｒ９０

ｍｍＨｇ以上）⑤肥満（ＢＭ'２６．４以上）⑥耐糖能異常（日本糖尿病学会基準：境界型、糖尿病型）

注｜：生活指導、食事療法はＡ、Ｂ、Ｃ、全てのカテゴリーにおいて治療の基本をなすものである。特にＡでは

少なくとも数カ月間は生活指導､食事療法で経過を観察すべきである。Ｂでは他の危険因子の管理強化で

Ａに改善される例があることに留意する。

注２：薬物療法の適用に関しては、個々の患者の背景、病態を考慮して慎重に判断するﾘZ､要がある。

注３：末梢動脈硬化性疾患、症状を有する頚動脈疾患や脳梗塞など、冠動脈疾患以外の動脈硬化性疾患を有す

るものは、冠血脈疾患発症の危険性が高い群として他の危険因子がなくともカテゴリーＢに含めて治療

する。

（日本動脈硬化学会高脂血症診療ガイドライン検討委員会：動脈硬化、２５（１，２）、’９９７より）

高トリグリセライド血症診断低ＨＤＬコレステロール血症診断

基準値基準値

ＨＤＬ－Ｃ４０ｍｇ/d1未満
、ｿ7Ｆ｜ｂｕｍＥ／ｃ

(日本動脈硬化学会高脂血症診療ガイドライン検討委員会：動脈硬化、２５（１，２）、’９９７より）

－２７７－

、青総コレステロールＬＤＬコレステロール

コレステロール値適正域 ２００ｍｇ/d1未満 ’２０ｍｇ/d1未満

境界域200～２１９ｍｇ/ｄｌｌ２０～'３９ｍｇ/d１未満

高コレステロール皿症２２０ｍｇ/d1以上’４０ｍｇ/d1以上

生活指導、食事療法

適用基準(鰹'）

薬物療法適用基準(注2） 治療目標ｲ直

Ａ 冠動派疾患'）（－）

他の危険因子2）（－）

ＬＤＬ－Ｃｌ４０ｍｇ/d1以上

(ＴＣ２２０ｍｇ/d1以上）

LDL-Cl60mg/d1以上

(ＴＣ２４０ｍｇ/d1以上）

ＬＤＬ－Ｃｌ４０ｍｇ/d1未満

(ＴＣ２２０ｍｇ/d１未満）

Ｂ 冠動脈疾患（－）

他の危険因子(注3）（＋）

ＬＤＬ－Ｃｌ２０ｍｇ/d１以上

(ＴＣ２００ｍｇ/d１以上）

ＬＤＬ－Ｃｌ４０ｍｇ/d1以上

(ＴＣ２２０ｍｇ/d1以上）

ＬＤＬ－Ｃｌ２０ｍｇ/d１未満

(ＴＣ２００ｍｇ/d1未満）

Ｃ 冠動脈疾患（＋） ＬＤＬ－ＣｌＯＯｍｇ/d１以上

(ＴＣｌ８０ｍｇ/d１以上）

LDL-Cl20mg/d1以上

(ＴＣ２００ｍｇ/d1以上）

LDL-ClOOmg/d１未満

(ＴＣｌ８０ｍｇ/d１以上）

空腹時トリグ'ノセライド値

高卜リグリセライド皿症’５０ｍｇ/d1以上



[ｌ尿

血液中の尿酸が７．０ｍｇ/d1以上の場合を高尿酸血症と呼び．、高尿酸血症が持続

して急性関節炎を含む雌)燕|境害をきたした状態を痛風といいます。成人男性の体

内には、尿酸が約１．２９フ。~ルきれていますが、一日の尿酸の産牛量は０７９，

－日の排泄量は腎臓から０．５９、消化管から０２９と通常はバランスが保たれて

います。しかし、尿酸の体内で､の産生量が増加したり、腎臓からの排泄量が減少

したりすると血液中の尿酸が上昇します。血液の中の尿酸は７．０ｍｇ/ｄｌを越える

と、飽和してそれ以上i容けていられなくなり結晶化してしまいます。尿酸の結晶

は種々の組織で､沈着し、組織障害をきたすことになります。痛風発作とは、この

ような結晶に誘発された関節炎で･す。尿酸の結晶が皮下に析出したものを痛風結

節と呼びます。また、尿酸の結晶が腎１１蔵に沈着したり、尿酸結石が腎１１蔵に形成き

れるなどのために腎障害を生じる場合を痛風腎と呼びます。

典型的な痛風発作の症状は、突然始まる足の親指のつけねにある関節のi敦痛、

腫れ、発赤で､す。１日くらいで症状はピークに達し、２週間以内には軽|夫します

が、また再発します。肥満、アルコール摂取、ｉ敷しい運動、脱水、動物の内臓や

肉の過剰摂取は高尿酸血症の誘因とされています。

高尿酸血症のある人は、脳血管の病気や心臓血管の病気による死亡が正常の尿

酸値の人よりも多いといわれていますので､、典型的な痛風発作や尿路結石による

症状で､困ったことがないからといって安心しているわけにはいきません。
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1'|・血 液

血液は体のすみずみに酸素を運ぶ赤血球、病原菌を殺す働きのある白血球、出

血を防ぐ血小板などからなっています。

①白血球

白血球は細菌やウィルスの感染、がんなどによって増えたり、減ったりします。

喫煙者は多い傾向にあります。また、白血球には５種類の細胞（好中球、リンパ

球、単球、好酸球、好塩基球）があり、感冒、扁桃腺炎のような急性感染のとき

は好中球が、アレルギー|生疾患や寄生虫疾患では好酸球が、慢性の疾患ではリン

パ球が増えてきます。数が非常に多かったり少ないときは血液の病気が疑われま

す。

②赤血球

赤血球数は少なくなると貧血、多くなると多血症が考えられます。高齢になる

と男女とも数が減少してくる傾向にあります。

血色素（ヘモグロビン）は赤血球の中の赤い色素です。赤血球数と血色素のバ

ランスから、赤血球の大きさ（ＭＣＶ）や色の濃さ（ＭＣＨ）が求められ、貧血の

種類を判断します。

最も多いのは小球性低色素性貧血(ＭＣＶが小さくＭＣＨが低い）て､女性に多く

見られるものです。過多月経、子宮筋腫、妊娠、出産等で､は鉄分を多く必要とす

るため鉄分不足になり起こってくるので､す。また、無理なダイエットが原因とな

ることもあります。男'１生で､(よ胃腸のがん、潰瘍などの出血が原因となって起って

くることがあり注意が必要です。また、胃の手術をした場合数年以上たつと貧血

がで､てくることがあります。骨髄で､赤血球が正常に作れなくなったり、作るのに

必要な成分(鉄分、蛋白質、ビタミンＢ６，Ｂ１２）が不足したり、利用できないため

に起ってくる貧血もあります。

貧血が発見されたら精密検査を受けてその原因を明らかにすることがまず必要

で､す。

⑧血小板

血小板は血を止める働きをもっています。実際にはかなり数が減らないと出血

は起きません。３－４万ぐらいになると出血しやすくなります。逆に数が多くな
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り血が固まりやすくなることもあります。

④赤沈

赤沈は急性、慢性の炎症（リウマチ、膠原病、結核など）、貧血、がん、などで．

はやくなります。はやいというのは血液の中の固形成分が沈む速≦を測定してい

るからで､す。１時間値は男１０ｍｍ以下、女１５ｍｍ以下ぐらいが基準で､す。しか

しかなり個人差があり、とくに女性は原因を特定できずにかなり速い数値をしめ

すことがあります。数回以上検査を受けている人は自分の健康な時の数'値を知る

ことができるもので､す。数値が基準をかなりはなれた結果の時は隠れた異常がな

いか調べる必要があります。

''2．血清反応

①血清梅毒反応

梅毒は２種類の検査を組み合わせて判定します。ＴＰＨＡ、ガラス板法（ＶＤＲＬ

ｉ去）て．、２種類とも陰|生の場合は梅毒で･はありません。１つが陽性の場合はさら

にくわしい検査を受けて治療の必要性を検討することが大切です。しかし、ガラ

ス板1去で･は梅毒で･はないのに陽性にてることがあります。膠原病などの自己免疫

I生疾患、肝疾患などて､でます。

梅毒は現在増えており、内視鏡検査、手術、出産の時は必､ず検査します。

②ＣＲＰ

ＣＲＰは急性の炎症、感染、組織の破壊で､血液中にふえてくる蛋白質で､す。赤沈

とほぼ同じような経過をしめしますが、血沈より速い時期に反応し、状態がよく

なると速やかにもとに戻ります。リウマチ、膠原病、などの経過をみるのにも使

われることがあります。
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1ｓ・眼 科

①視力

視力検査で､は左右の視力の測定とともに、眼鏡の度が適正かどうかを調べます。

②眼圧

｜ﾖ本人の眼1王の基準値は１０～２０ｍｍＨｇとぎれ､２１ｍｍＨｇ以上の眼圧の高い場

合は緑内障が疑われます。ただし、眼圧が正常な緑内障の方もおられますのて､、

これらの方で゛は眼底検査の結果も参考にします。また､眼圧が２１ｍｍＨｇ以上でも

緑内障の所見のない方もおられ、その方は高眼圧症として経過を観察します。

③眼底検査

眼底検査では白内障、緑内障の有無を調べます。緑内障は失明の大きな原因で

すので、自覚症状がなくても、眼圧が高い方あるいは眼底検査で緑内障が疑われ

た方は眼科での精密検査が必要となります。ことに、乳頭陥凹拡大〃といわれた

方は必ず眼科を受診する必要があります。白内障は自覚症状がない方、おもに物

がかすんで見えるなどの症状のない方は経過を観察します。さらに眼底検査では

網膜の血管を直接見ることがてきますのて､、血管の検査、ことに血圧による変化、

動脈硬化による変化を判定することが出来ます。これにより高血圧、動脈硬化に

よる臓器障害の有無、程度が判定されます。判定はKeith-Wagener（ＫＷ）分類

およびScheie（Ｓ）の高血圧（Ｈ)、動脈硬化（Ｓ）の分類で、０－４で示します。

ＫＷ分類、Ｓ、Ｈ分類

度
度
度
度
度

０
１
２
３
４

異常なし

軽度

中等度

重度

極めて重度

さらに糖尿病による変化の有無も確かめることができます。判定は治療および予

後を含めた重症度の表現て､ある福田の分類などて、示します。

なお、人間ドックての眼底カメラおよび眼圧測定装置は無散瞳、無接触で･すのて､
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安全て､す。

１４聴力

聴力検査で､は、低音1,000Ｈｚ（ヘルツ）と高音４，０００Ｈｚの音がどの程度の大

きさで．聞こえるかを調べます。通常３０ｄＢ（テ､シベル）以下の小さな音が聞こえれ

ば正常と判断します。高齢になるほど４，０００Ｈｚの高い音は、大きな音量で､ないと

聞こえにくくなります。

ドックでの乳房検査の基本は視触診て､す。乳房の触診で･は硬結や分泌物や腋窩

リンパ節腫脹の有無などを診察します。乳腺症のある方や性周期によっては異常

を発見しにくいこともあります。乳房の硬結には線維腺腫やのうほうなどの良l生

腫瘍も含まれていますし、また、がんと紛らわしい腫瘤を形成する乳腺症もあり

ます。少しでもがんの疑いがある場合には専門医で精密検査を受けます。ドック

で乳腺超音波検査や、Ｘ線検査（マンモグラフィー）を行うことも多くなってき

ました。いずれも早期がんを１００％検出てきるわけて･はありませんが、視触診と

比較すると有用性はかなり高くなります。また、乳がんのような体の比較的表面

にできるがんは注意すれば自分で･発見できるものもあります。毎月１～２回の自

己触診を習慣にすることも有効で､す。

、好

婦人科では、手による診察、膣鏡で、の視診、必､要に応じコルポスコピーによる

観察ならび゛に細胞診を行います。子宮筋腫は頻度の高い良|生腫瘍で.、大きさ、発

生部位、年齢やそれに伴う症状などを総合的に考えて経過観察とするか手術する

かを判断します。そのほか、子宮腺筋症（子宮内膜症の一部）や子宮脱などが診

断されます。

細胞診は子宮.頚がんの発見を目的とします。ドックで､は子宮頚部がんの検診が
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行われ、子宮膣部と頚管の細胞を擦過して採り顕微鏡て調べます。以前は子宮が

んの大部分は頚部がんでしたが、衛生状態の改善などて鼠減少してきており、それ

に反して体部がんの割合が徐々に増加しています。

婦人科のがんて､はその他に卵巣がんがありますが、ドックで､の発見はなかなか

困難といわざるをえません。経膣超音波検査で､卵巣の観察がてきますが、サイズ

が大きくならない卵巣がんの発見は困難で､す。

前立腺は精子の働きを助ける精腺に付属する器官で､す。年齢とともに肥大して

きます。排尿回数の変化、ことに唾眠時の回数が多い、あるいは排尿に時間がか

かる、りきまなければ出にくいなどが前立腺の肥大したときの症状です。このよ

うな方は泌尿器科を受診してください。また、わが国におきましても前立腺がん

が増えてきていますので､､５０歳以上の方は血液による検査てＰＳＡと呼ばれる前立

腺がんの検査もお受けになるとよいでしょう。

腫瘍マーカー

腫瘍マーカーといわれるがんの有無を調べる血液検査があります。ＰＳＡ（前立

腺特異抗原）は前立腺肥大症などの良性疾患て､も高くなることがありますが、前

立腺癌の比較的早期の発見に有効で､す。ＰＳＡが基準値を超えて高い場合には必ず

専門医の診断を受けるようにします。しかし、ＰＳＡ以外の腫瘍マーカーは残念な

がら今のところ早期がんの発見に有用とはいえません。

卵巣の腫瘍マーカーとしてＣＡｌ２５が利用されますが､性周期によっても、ある

いは良性疾`患て､も上昇することがあり、早期がんで､は大部分が正常範囲です。
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生活習'攪病の予防に関する一般的注意事項

生活習|貫病の原因は危険因子と呼ばれ、この危険因子をたくさん持っていると、

動脈硬化が早く進み、若くして心筋梗塞や脳卒中やがんになってしまうというこ

とになります。簡単にいえば、危険因子とは動脈硬化の原因といえます。具体的

にはコレステロールが高いとか＝血圧が高い、あるいはタバコを'１及う習Ｉ員がある

といったことで､、実はこれらが動脈硬化を促進する三大原因といわれる最も重要

な危険因子なので､す。

遺伝や、環境は危険因子として重要で､すが、さらに塩分摂取が多い、飲酒量が

多いといった生活習|賃が、高コレステロール血症や高血圧症の原因になります。

ある種の病気が原因になることもありますが、ここで･は悪い生活習|貰が大きな原

因で､あることを銘記してください。運動不足や不規則な生活、食べ過ぎ、飲み過

ぎ、脂肪の摂り過ぎ、野菜不足、間食、朝食抜きの生活、過度をストレス、肥り

過ぎといった悪い生活習慣が動脈硬化を進め、老化を早め、若くして病気を発病

させてしまいます。

アメリカの有名な研究の結果で､、「７つの健康な生活習'１貴」というのがありま

す。腱)素を習慣とは、適度な運動、禁煙、適正体重の維持、適量の飲酒、７から

８時間の睡眠、朝食を摂る、間食をしないという７つの習l賞で､す。これらの生活

習慣のある人々と無い人々を長期間観察し、比較した結果で､は、これらの生活習

'償のある人々で､(よ病気になる率や死亡率が明らかに低く、若い人ほど顕著な差が

あったということが分かりました。

繰り返しになりますが、悪い生活習慣は、動脈硬化を早め、老化を早めるため、

危険因子の多くある人は、若くして心筋梗塞や、脳卒中やがんになりますので、、

実際の暦の年齢よりも健康度レベルから見た健康年齢は高齢になります。すなわ

ち４０才の人で､も、タバコを吸い、血圧も高めで．、肥満もあるということになりま

すと、雌康年齢は５５とか６０才になっていると考えられます。生活習慣病の予防

は、この健康年齢を若く保つように心がけることが大一切になります。要するに、

悪い生活習慣があればこれを改め、さらに検査結果などに異常があった場合は速

やかに改め、健康年齢を若く保つことが重要で･す。
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生活習慣病は症状が出にくい病気で･すが、新たに症状が現れた場合にはそれが

病気のシク゛ナルのこともあります。前回の人間ドックの結果が「異常なし」の判

定て､あっても注意して医者にかからなければなりません。あとは、定期的な健康

チェックで、早期発見の機会を逃さないようにしていただければよろしいでしよ

フ。
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健康な生活を習'贋化しよう

運動は、２０－３０分以上の歩行や体操やサイクリングといったi怪い運動を毎日欠

かさないように心がけるのがよいと思います。少なくとも、週に４日程は実現し

ていただきたいもので･す。

タバコはいうまでもなく喫煙しないことで､す。ロ契煙されている方は禁煙すべき

で､す。節煙はストレスを長引かせるだけで､、実効は上がらないもので､す。禁煙で、

大変なのは、最初の３日間の禁断症状で､す。３週間、３カ月、３年と次第に|央調

になります。禁煙できたときの素晴らしさを想像してみてください。身体は軽く

なり、味覚は１０倍の感度に上がります。また、がんや心筋梗塞、脳卒中になる年

齢が恐らく１５年以上は先送りになり、これらの病気にならなくなる可能性も飛躍

的に高くなります。禁煙は、失敗を恐れず挑戦することが大切でこれが成功の秘

訣で､す。

体重は前述されていますが、ＢＭＩ２２を目指しましょう。

飲酒は日本酒一日一合が飲酒量としては理想的で･す。２合が限界で､、それ以上

は危険区域に入ります。ビールなら１本、ワインならグラスワイン２杯、ウイス

キーダブル１杯、酎ハイなら１杯が日本酒ｌ合に大体相当します。

食事は、適正体重の維持にとって重要て､あり、これはがんの予防や高血圧、高

脂血症、糖尿病などの生活習慣病の全般の予防にとって大切なもので､す。食事は

栄養のバランスを考えて、１日３０品目、量としては腹７－８分目、薄味にして塩

分の摂りすぎや食べすぎを予防し、カロチンやビタミン、さらに食物繊維を欠か

言いように野菜を多めにするとよいでしょう。

休養は、心身の疲労をとり、明日の活力のための源で､す。質の高い睡眠を規則

正しくとることが大切で､す。そのためには、上述の運動習|貧や入浴などが有効で、

す。又、仕事や、家族、友人などのストレスをためこまないことも大切で､す。睡

眠のほか、昼休みや、週休、年休を有効に、すなわち、身体を休めるばかりで､は

なく気力をも養うために過ごせているか、見直してみましょう。
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厚生省健康日本２１では、以下のような目標が挙げられております。参考にご覧.下さい。

生〉舌習’|負の改善

(栄養・食生活）

◎２０～４０歳代の｜日あたりの平均脂肪エネルギー比率を>威少（２７．｜％→２５％）

◎成人の１日あプニリの平均食塩摂取量を減少（'３．５９→ｌｏｇ）

◎成人の｜日あたりの平均カリウム摂取量を増加（２．５９→３．５９）

◎成人の｜曰あたりの野菜の平均摂取量を増加（３００９→３５０９）

◎カルシウムに富む食品（牛乳・乳製品、豆類、緑黄色野菜）の成人の｜曰あたりの平均摂取

量を増加（牛乳・乳製品’０７９→’３０９，豆類７６９→’００９，緑黄色野菜９８９→’２０９）

◎自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する者の割合を増加(男性６２．６％、女性

８０１％→９０％）

◎２０，３０歳代男性の朝食の欠食率を減少（２０代３２．９％、３０代２０．５％→’５％）

◎量、質ともに極端に偏った食事をする者の割合を減少（偏らない者<56.3％〉→７０％）

◎外食や食品を購入する時に栄養成分表示を参考にする者の害Ⅲ合を増加（’１年調査）

◎自分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している者の害|]合を増加（<男性６５．６

％、女性７３．０％〉→８０％）

◎自分の食生活に問題があると思う者のうち、改善意欲のある者の割合を士曽加（男性５５．６％、

女性６７．７％→８０％）

◎職域等における給食施設、レストラン、食品売場において、ヘルシー〆ニューの提供比率を

上げ、その利用者を増加させる（'２年調査）

◎地域、職域で健康や栄養に関する学習の場を提供する機会と参加する者（特に、若年層）を

増加（'２年調査）

◎地域、職域で、健康や栄養に関する学習や活動を進める自主グループを増加（'２年調査）

(運動・身体活動）

。「曰頃から健康の維持･増進のために意識的に運動をしている人」を増加（男性５２．６％、女

性５２．８％→６５％）

。「散歩をしﾌﾟこり、速く歩いたり、乗り物やエレベータを使わずに歩くようにしている」人を

増加（男性２５．７％→３２％、女性３２．５％→４０％）

◎｜曰平均歩数を｜，０００歩増加（男'|生８，２０２歩→９，２００歩、女|生７，

(休養・こころの健康）

◎ストレス

・調査前｜力月間にストレスを感じた人の割合を減少（Ｉ害I]減少）

◎睡眠

・睡眠によって休養が十分にとれていない人の害Ｉ合を減少させる（

・眠りを助けるために睡眠補助品（睡眠薬・精神安定剤）やアルコ

減らす（１割減少）

282歩→８，３００歩）

１割減少）

－ルを使うことのある人を

(アルコール）

◎｜曰平均３合を超えて大量に飲酒する人を、２割減少させる

◎未成年の飲酒をなくす

。「危険の最も少ない飲酒」としては、１日平均｜合程度であ

(歯科）

甘味料◎砂糖を含む菓子類や飲料を｜曰３回以上飲食する習慣

|合程度である旨の知識を普及する

甘味料◎砂糖を含む菓子類や飲料を｜曰３回以上飲食する習慣を持つ者を減少

◎４０，５０歳における歯間部清掃用具を使用している者の害|｣合を増加(35～４４歳 １９．３％、４５～５４

歳’７．８％→４０％以上） ノ

－２８７－
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第８診療情報管理課程通信教育(旧診療録管理課程通信教育）

1．入学状況

・第57(9)期生入学

１）開講月日平成12年７月１日

２）入学者数954名（ただし、専門課程編入生107名含む）

３）受講料70,000円（年額）ただし、専門課程編入で教科書不要の者は、60,000円とする｡）

・第５８００期生入学

ｌ）開講月曰平成13年１月１日

２）入学者数790名（ただし、専門課程編入生185名含む）

３）受講料70,000円（年額）ただし、専門課程編入で教科書不要の者は、60,000円とする。）

2．卒業状況

・第52(9)回生卒業

１）卒業者数200名男79名、女121名

２）卒業式典平成12年４月22日（士）

同会場東京：ダイヤモンドホテル

・第53(10回生卒業

１）卒業者数292名男85名、女207名

２）卒業式典平成12年11月25日（土）

同会場東京：ダイヤモンドホテル

3．受講者人員数状況

・入学者の総数

診療録管理課程

受講者数

5,355名（第１回昭和47年７月～第48回平成８年１月）

男1,155名女4,200名

3,987名（第49(1)回平成８年７月～第58(10回平成13年１月）

男1,374名女2,613名

通算9,342名男2,529名女6,813名

卒業者数

2,232名（第１回昭和49年９月～第43回平成７年10月）

男392名女1,840名

2,429名（第44(1)回平成８年４月～第53m)回平成12年11月）

診療情報管理課程

･卒業者の総数

診療録管理士

診療情報管理士

－２８９－



ただし、特別補講（第46(3)回860名、第50(7)回77名）

男595名女1,834名

通算4,661名男987名女3,674名

2,948名

54(6)期以前441名

55(7)期363名５６(8)期400名

57(9)期954名５８００期790名

を含む

･受講者の総数

集中スクーリング及び試験実施状況

1）夏期集中スクーリング（第57回）

期曰東京Ｉ・福岡平成12年８月24曰（木）～３０曰（水）

４．

期曰東京Ⅱ平成12年10月19日（水）～２１日（士）（基礎課程のみ）

大阪平成12年10月19曰（木）～２５曰（水）

東京会場は受験生増のため基礎課程を２回（８月、１０月）に分け、３会場の開催期日を変えて実

施した。

会場東京（８月24日（木）～26曰（士)）：日本大学医学部基礎課程1,256名

（８月27日（日）～30曰（水））：国立オリンピック記念総合センター

専門課程1,190名

（10月）：桐杏学園基礎課程450名

大阪：天満研修センター 基礎・専門課程2,034名

福岡：国立病院九州医療センター基礎・専門課程855名

－２９０－

基礎課程

8／2４
(木）

8／2５
(金）

8／2６
(土）

試験

8／2７
(日）

専門課程

8／2８
(月）

8／2９
(火）

8／3０
(水）

大阪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基礎課程

10／1９
(木）

10／2０
(金）

10／2１
(士）

試験

10／2２
(日）

専門課程

10／2３
(月）

10／2４
(火）

10／2５
(水）

大阪 ○ ○ ○

福岡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



2） 冬期集中スクーリング（第58回）

期日東京基礎Ｉ・専門平成13年２月11日（日）～21日（水）

基礎Ⅱ 平成13年３月29日（木）～31日（土）

期日大阪・福岡平成13年２月15日（木）～21日（水）

■

東京会場は受験生増のため基礎課程を２回（２月、３月）

実施した。

会場東京（２月）：国立オリンピック記念総合センター

（３月）：砂防会館

大阪：天満研修センター

福岡：国立病院九州医療センター

に分け、３会場の開催期日を変えて

2,229名

1,055名

2,425名

527名

基礎・専門課程

基礎課程

基礎・専門課程

基礎・専門課程

5．講師会

１）開催月日東京担当講師会平成12年12月６日（水）１３：００～１５：００

大阪担当講師会平成12年12月２日（土）１０：００～１２：００

福岡担当講師会平成12年12月１日（金）１２：００～１４：００

２）出席者数２３名（延べ人数）

３）協議事項

①診療情報管理課程通信教育の現状について

②診療情報管理課程通信教育の問題点について

③診療情報管理課程通信教育新カリキュラムの基本的構成について

到達目標、教授内容、面接授業のあり方等

④その他

－２９１－

基礎課程

2／1９
(月）

2／2０
(火）

2／2１
(水）

試験

2／1１
(日）

専門課程

2／1２
(月）

2／1３
(火）

2／1４
(水）

○

3／2９
(木）

○

3／3０
(金）

○

3／3１
(士）

○ ○ ○

基礎課程

2／1５
(木）

2／1６
(金）

2／1７
(土）

試験

2／1８
(日）

専門課程

2／1９
(月）

2／2０
(火）

2／2１
(水）

大阪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



第９病院経営管理者養成課程通信教育

1．入学状況

．第２3(2)回生入学

１）開講式

２）入学者数

３）受講料

平成12年７月１日

42名

480,000円（年額）

2．卒業状況

．第２１回生卒業

１）卒業者数

２）卒業式典

会場

23名（男23名）

平成12年９月30日（士）

東京：ダイヤモンドホテル

3．受講者人員数状況（平成13年３月31日現在）

･入学者の総数

［第１回～第23(2)回生］

累計498名

男459名

女３９名

･認定者の総数

［第１回～第21回生］

累計291名

男277名

女１４名

･現受講者の総数

２２(1)回生３４名

（含留年生３名）

２３(2)回生３８名

－２９２－



4．修了試験、集中スクーリング及び試験実施状況

(1)修了試験（含施設見学）

・期別第21回生

・期曰平成12年６月23日（金）

・会場武蔵野赤十字病院三番館山崎記念講堂

(2)スクーリング

・前期平成12年７月１０日（月）～１５曰（士）

７月17日（月）～２２日（土）

・延出席者数２年次生［第2２（１）回生］184名

１年次生［第2３（２）回生］261名

･後期平成13年１月15日（月）～２０曰（士）

１月22日（月）～２７日（士）

･延出席者数２年次生［第2２（１）回生］136名

１年次生［第2３（２）回生］193名

24曰２５曰２６曰２７日

(3)単位取得状況

・修了試験（２年次後期）

１）期別第21回生

２）試験期日平成12年６月23日（金）

３）会場武蔵野赤十字病院三番館山崎記念講堂

４）受験者数２３名

－２９３－

期曰 ７月10日 １１日 １２曰 １３日 １４日 １５日 １７日 １８日 １９日 20日 21日 22日

曜日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 士

内容
試験

[＃22（１）１年次後期］

スクーリング

[＃22(1)２年次前期］

スクーリング

[＃23(2)１年次前期］

会場 東京 ホテルＢ＆Ｇ

期日 １月15日 １６曰 １７日 １８日 １９日 20日 １月22日 23日 24日 25曰 26日 27日

曜日 月 火 水 木 金 土 月 月 火 水 木 金

内容
試験

[＃23(2)１年次前期］

スクーリング

[＃23(2)１年次後期］

試験

[＃22(1)２年次前期］

スクーリング

[＃22(1)２年次後期］

会場 東京
●

● ホテルＢ＆Ｇ



５）単位取得者数

・１年次後期

１）期別

２）受験者数

３）単位取得者数

．１年次前期

１）期別

２）受験者数

３）単位取得者数

・２年次前期

１）期別

２）受験者数

３）単位取得者数

23名

第2２（１）回生

28名

28名

第2３(2)回生

37名

37名（見込）

第2２（１）回生

25名

25名（見込）

総評

新カリキュラムとなって２回目の受講生を迎えた。

アンケートによると、受講するきっかけは「病院管理者に勧められて」が最も多く３６６％、続

いて「卒業生からの紹介」が14.6％であった。職種は事務部門が75.6％、病院勤務歴は「10年～

20年」が244％、「21年以上」が122％で合わせて366％、その一方、「５年未満」が312％あり、

そのほとんどは他業種から転職された方であった。

講義に対しては“概論あり具体的実例ありと講義内容がバラエティに富んで興味深く受講出

来た'，旨の感想が342％あった。

要望として、講師に対しては“理論と講師の経験した具体的事例を交え、意見交換をしたい”

が15％あった。

教科目に関しては、“自分で能動的に考え、行動することが今必要とされている。他施設・職

種の方と情報交換をし参考にしたいので、ケーススタディを増やしてほしい。”が20％あった。

その他目立ったものは“病院経営管理者の地位向上のために、本通信教育修了者にはなんら

かの社会的評価が得られるよう働きかけてほしい，，旨の声が22％あった。

５．

－２９４－



第１０第50回曰本病院学会

１．学会長林雅人（平鹿総合病院院長）

2．テーマ「２１世紀の展望一病院像の曙光を探る－」

3．開催期曰平成12年６月15日（木）～17曰（土）

4．開催地秋田県

５．会場秋田県民会館・秋田キャッスルホテル

秋田ビューホテル・秋田アトリオン

６．演題

（１）学会長講演１題

「２１世紀の展望一病院像の曙光を探る－」

講師：第50回日本病院学会学会長林雅人

(2)特別講演４題

①「私の病院観」

講師：（社）日本病院会会長中山耕作

②「２１世紀に問われる日本人像」

講師：岩手県立大学学長西澤潤

③「２１世紀の医療と病院像」

講師：国立国際医療センター総長矢崎義雄

～理想の病院～

講師：作家中島みち

④「情報開示時代の幕開け」

(3)シンポジウム５題

①「住民から見た２１世紀の病院像」

座長：医事評論家

１）秋田経済法科大学短期大学部教授

２）秋田魁新報社編集局長

３）秋田県医師会会長

４）元学校教諭

５）秋田大学医学部付属病院院長

良
玲
重
俊
君
光

行
田
前
寺
佐
佐

天
中
川
田
川
藤

雄
子
明
夫
子

－２９５－



②「２１世紀の病院かくあるべし」～世界標準の病院運営とは～

座長：東北大学大学院

１）厚生省保険局

２）GreggMayer＆Company

３）日本医師会総合政策研究機構

４）葉山ハートセンター

５）亀田総合病院

教授

企画官

社長

主任研究員

院長

院長

濃沼

梅田

Gregg

江口

須磨

亀田

夫
勝
卿
美
善
介

ａ

信
Ｍ
成
久
信

③「病院医療の質の向上を目指して」～病院人の質が問われる新世代～

座長：日本医科大学常任理事

１）ハワイ大学医学研修事業団プログラムディレクター

２）聖路加国際病院副院長・看護部長

３）京都大学大学院教授

４）青森県立保健大学教授

５）総合病院坂出市立病院院長

崎
城
部
井
泉
谷

栄
岩
真
丼
福
上
塩

榮
夫
子
矢
子

優
俊
次
和
泰

④「中小病院の経営戦略パートＶ」

座長：医療法人財団織本病院名誉院長

１）（医）弘仁会板倉病院理事長

２）（医）愛生会総合上飯田第一病院院長

３）（医）天馬会チクバ外科胃腸科肛門科病院院長

４）（医）あけぼの会花園病院理事長

５）特定医療法人松愛会松田病院院長

本
原
本
上
邑
田

織
梶
岸
瀧
寺
松

慶
優
雄
夫
實
秀

正

秀
隆
能
保

⑤「感染症対策の現状と将来展望」

座長：東北大学大学院教授

１）恵寿総合病院院長

２）聖路加国際病院感染管理婦長

３）サクラ精機株式会社学術顧問

４）明治製菓学術部次長

賀来満夫

神野正博

柴田清

胄木眞

波多江新平

－２９６－



(4)緊急報告

「平成12年度診療報酬改定影響度・経営実態の現状と今後の展開」

座長：（医)愛仁会理事長・日本病院会統計情報委員長

１）日本医薬情報センター理事長・統計情報副委員長

２）（医）明舞中央病院院長・統計情報委員

３）東北大学経済学研究科大学院教授・統計情報委員

４）日大医学部医療管理学教室助教授・統計情報委員

５）千葉大医学部附属病院医療情報部長・統計情報委員

中

後
宅
原
田
里
村
間

勝
之
武
慶
正

浩
利
康
良
洋
幸

兀
関
梅
里
下

６）（医）愛仁会顧問 ･統計情報委員 雄

(5)一般演題等425題

医療人の集い（秋田キャッスルホテル）●
●

●
●

●

７
８
９
Ⅵ
Ⅱ

併設展示会

カルチャーコース４コース

参加者数延べ4,100名

(別掲）ﾌﾟログラム

－２９７－



第ｓｏ回曰本病院学会曰程表 ２１世紀の展望～病院像の曙光を探る～(関連行事含む）

Ｊ2００１Ｕ２ＵＵ１１：OＬ 〕０１３，０１４:００１｡:００１６:0０１／:ＵＵ１８:００１９:００２０日００

四ｍ■Ｆ■用砠

諄冨==悪亭

』
④
、

６／１７（土） カルチャ－コ－ス

月・曰 会場 9:００１０:0０１１:0０１２:OG１２:0０１３:００１４:0０１５:0０１６:0０１７:0０１８:００１９:００２０:0０
｜’｜’’１ ｜’’１

６／１４（水）

６／１５（木）

秋田キャソスルホテル

秋田県民会館 第１会場 大ホールＬ８３９名

'１k円キャソスルホテル 第 ， 会場 失留AＢ３００名

第３会場

第４会場

第５会場

第６会場

第７会場

第８会場

第９会場

矢留ＣＩＯ０名

放光Ａ２００名

放光Ｂ２００名

放光Ｃ２００名

天平120名

平安120名

千秋１２０名

秋田アトリオン 第11会場（展示会場） イベント広場

秋田ビューホテル 飛翔

曰三
医療機器・福祉機器展示

６／１６（金）

秋田県民会館

秋田キャフスルホテル

秋田ピューホテル

秋田アトリオン

秋田ピューホテル

第１会場

第２会場

第３会場

第４会場

第５会場

第６会場

第７会場

第８会場

第９会場（示説）

第１０会場

第11会場（展示会場）

大ホール１，８３９名

矢留AＢ３００名

矢留Ｃｌ00名

放光Ａ２００名

放光Ｂ２００名

放光Ｃ２００名

天平１２０名

平安１２０名

千秋１２０名

光琳２００名

イベント広場

飛翔
質研

委員会

シンポジウム

(座長:濃沼信夫）

特別講演

(作家中島みら） ｜’ 総会|シンポジウム(座長：岩崎美） |fi塗Ｉ
シンポジウム(座長：識本正塵）

股
c－

７頁 題

要望演題（Ａ）

股漬題

股漬題

般演題

股漬題

シンポジウム(座長：賀来満夫）

般演題

要望演題（Ａ）

般演題

般演題

股
｡￣

頑 題

般演題

要望演題(B）
ポスターセッション･実

ｃ一句

緊急報告

医療機器・福祉機器展示



第１１第41回日本人間ドック学会

会期：

メインテーマ：

会場：

学会長：

参加者数：

一般演題：

平成12年８月24曰（木）～２５日（金）

21世紀の生活週間病対策の変革一潤いのある健やかな人生をめざして－

福井：フェニックスプラザ

藤澤正清

5200名

271題

第１曰

８月24曰（木）第１会場福井フェニックスプラザ１階大ホール

開会式９：００～９：２０

開会宣言第41回日本人間ドック学会実行委員長田中延善

開会挨拶第41回日本人間ドック学会学会長藤澤正清

挨拶（社)日本病院会会長中山耕作

挨拶曰本人間ドック学会理事長奈良昌治

来賓祝辞

学会長講演９：３０～１０：００

｢当院の健診事業の歩み－肺ガン検診一」

●講師第４１回曰本人間ドック学会学会長

福井県済生会病院院長

●司会日本人間ドック学会理事長

足利赤十字病院院長

藤澤正清

奈良昌治

特別講演１１０：００～１０：５０

｢癌を語る」●講

●司

師
会

寛仁親王殿下

第41回日本人間ドック学会学会長藤澤正清

特別講演1111：００～１１：５０

｢２１世紀の医学・医療」●講

●司

師
会

自治医科大学学長高久史麿

第41回日本人間ドック学会副学会長須藤正克
福井医科大学学長

－２９９－



総会１３：００～１３：３０

挨拶第41回日本人間ドック学会学会長

挨拶（社)曰本病院会会長

挨拶曰本人間ドック学会理事長

藤
中
奈

澤
山
良

清
作
治

正
耕
昌

教育講演１１３：４０～１４：２０

｢検診発見による小型肺ガン」

金沢大学名誉教授(前第一外科教授）渡邊洋字
金沢医科大学病院呼吸器外科長

聖路加国際病院院長櫻井健司

●講師

●司会

シンポジウム１４：２０～１６：２０

｢人間ドックの価値と２１世紀にめざすもの」

●司会

●シンボジスト

医事評論家行天良雄

厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課

課長補佐北窓隆子

日本医師会常任理事櫻井秀也

健康保険組合連合会常任理事鈴木久雄

日本人間ドック学会理事長奈良昌治

特別講演Ⅲ１６：２０～１７：００

｢生活講堂変容の科学を知らなかった２０世紀の医学と人間ドック」

●講師聖路加国際病院理事長

●司会岡山赤十字病院名誉院長

日野原重明

依田忠雄

第２会場福井フェニックスプラザ２階小ホール

人間ドック全国集計成績１３：４０～１４：２０

(予防医学委員会報告）

●報告牧田総合病院附属健診センター院長笹森典雄

●司会渕野辺総合病院理事長土屋章

－３００－



第２曰

８月25日（金） 第１会場福井フェニックスプラザ１階大ホール

公開講演１９：００～９：５０

｢心の癒し」●講

●司

師
会

大本山永平寺監院南澤道人

第41回日本人間ドック学会副学会長中上光雄
福井県医師会会長

公開講演'’１０：00～１０：５０

｢やさしい街、やさしい人」●講

●司

師
会

女優

(社)日本病院会副会長

石井めぐみ

武田隆男

公開講演Ⅲ１１：００～１１：５０

｢人間再発見」●講

●司

師
会

作家

(社)日本病院会副会長

藤本義一

大道學

教育講演'１１３：３０～１４：２０

｢画像診断とＩＶＲ」●講

●司

師
会

慶応義塾大学医学部放射線診断科客員教授平松京_

慶応義塾大学病院院長北島政樹

パネルディスカッション’１４：３０～１６：３０

｢二次検診はどこまで行うか」

●司会（社)日本病院会会長

●パネリストＰL東京健康管理センター所長

広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター所長

聖路加国際病院予防医療センター長

福井県済生会病院健診センター所長

中
田
伊
堀
田

山
村
藤

耕作

政紀

千賀子

三郎

延善中

閉会式

閉会挨拶

挨拶

１６：４０～１７：００

第41回日本人間ドック学会学会長

次期曰本人間ドック学会学会長

藤澤正清

西村昭男

(日鋼記念病院理事長）

田中延善閉会宣言第41回日本人間ドック学会実行委員長

－３０１－



第２曰

８月25曰（金） 第２会場福井フェニックスプラザ２階小ホール

人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会報告と人間ドック手帳改定検討小委員会報告９：００～９：３０

｢血球算定基準等について及び生化学基準値勧告に関しての意見報告」

●報告三井記念病院総合健診センター名誉顧問情瀬閼

●司会牧田総合病院附属健診センター院長笹森典雄

パネルディスカッション１１９：３０～１１：３０

｢今回の女性総コレステロール値勧告の妥当性について」

●司会聖路加看護大学教授

三井記念病院総合健診センター名誉顧問

●パネリスト東海大学医学部総合診療部教授・所長

三井記念病院総合健診センター所長

聖路加国際病院予防医療センターチーフ

曰野原茂雄

情瀬閼

小川哲平

山門実

高橋為生

江草玄士江草玄士クリニック

桜美林大学教授

東京都老人総合研究所名誉所員
柴田博

ランチョンセミナー

８月24曰（木）ＰＭ１２：００～１３：００

第２会場

（１）「前立腺癌診断におけるＰＳＡ（前立腺特異抗原）の有用,性」

●講師関西医科大学泌尿器科教授

●座長福井医科大学泌尿器科学教授

松田公志

岡田謙一郎

８月24日（木）ＰＭ１２：００～１３：００

第４会場

(2)「検診での肝機能異常社のフォロー」

－肝発癌予備群の発見とその治療一

●講師京都府立医科大学第３内科助教授

●座長第４１回日本人間ドック学会実行委員長

福井県済生会病院副院長

岡上武

田中延善

－３０２－



８月25日（金）ＰＭ１２：００～１３：００

第２会場

(3)「高脂血症治療と動脈硬化の予防」

●講師東京都国保連合会福生病院院長

慶応義塾大学医学部客員教授

●座長第４１回曰本人間ドック学会実行副委員長

福井県済生会病院副院長

中谷矩章

土屋良武

８月25日（金）ＰＭ１２：００～１３：００

第４会場

(4)「Hpyloriと胄癌～up-to-date～」

●講師国立がんセンター中央病院内視鏡部長

●座長第４１回日本人間ドック学会実行副委員長

福井県済生会病院副院長

三
司

大
將

藤
浦

斉
三

－３０３－



弓／２４

会場／福井フェニックスプラザ

－３０４－

－８:3０

－９:0０

－１０:0０

－１１:0０

－１２:0０

－１３:0０

－１４:0０

－１５:００

－１６:００

－１７:00

－１８:0０

第１会場

(1階）

大ホール

第２会場

(2階）

小ホール

第３会場

(Ｂ1階）

地下会議室

第４会場

(３階）

映像ホール

第５会場

(３階）

301号室

第６会場

(4階）

４０２号室

商
業
展
示

コ
ー
ナ
ー

蕊
鶴

総会

教育講演Ｉ

｢検診発見による

小型肺ガン」

（渡遷洋字）

健司

シンポジウム
｢人間ドックの価値と

２１世紀に

めざすもの」

司会:行天良雄

特別講演Ⅲ

｢生活行動変容の科学を

知らなかった２０世紀の

医学と人間ドック」

異lWi熟Ｉ
蕊iTJ

懇親会（福井ワシントンホテル）

午後６時３０分

参加費６，０００円

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ(1)

｢前立腺癌診断にお
けるＰＳＡ(前立腺特

異抗原)の有用性」
(松田公志）

座畏:岡田謙一郎

評議員会

ﾗﾝﾁｮﾝセミナー(2)

｢検診での肝機能翼

常言のフォロー」

(岡上武）

座長:田中廷書

iii尿病Ⅲ糖･内先細
一般０４１～０４４

座長:川崎勝也

糖尿病Ⅱ糖･内分泌Ⅲ
一般０４５～０４９

座長:)||合弘毅

ライフスタイルＩ
一般０５０～０５３

座長:安藤幸夫

ライフスタイルⅡ
一般０５４～０５７

座長:萎沢利行

循環器･高血圧Ⅱ
一般０２１～０２５

座長:林雅人

循環器･高血圧Ⅲ
一般０２６～０３１

座長:宇霞典彦

呼吸器

一般０３２～０３６

座長:宮崎忠昭



Ｓ／２５(金）
会場／福井フエニックスプラザ
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－１６０Ｃ

－１７:０（
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商
業
展
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場《
三６》
弟場へ
三５第

塲へ
垂４
》
弟

１階４く１階３く１階３く

鍜
燗
築
く

３
Ｂ

場《
二
２》
弟

１階２く

鵠
間
刊

劉
Ⅲ
汀饗

式（
云閉

小ホール 地下会議室 映像ホール 301号室 ４０２号室

ﾗﾝﾁｮﾝセミナー(3)

｢高脂血症治療と動

脈硬化の予防」

(中谷矩章）

座長:土屋良武

人間ドック実施

病院実査委員会

ﾗﾝﾁｮﾝセミナー(4)

｢Hpyloriと胃癌～
ｕｐ－(ｏ－ｄａｔｅ～Ｉ

(斉藤大三）

座長:三浦將司

健診の意義。

システムⅣ
一般１００～１０４

座長:西村昭男

上部消化管Ⅳ

一般１３４～１３８

座畏:登内舅

婦人科

一般１７２～１７６

座長:紙谷尚之

上部消化管Ｉ
一般139～１４２

座晨:山本修三

下部消化管Ⅱ
一般１４３～１４７

座長:白崎信二

下部消化管Ⅲ
一般１４８～１５１

座員:田中猛夫



第１２第26回曰本診療録管理学会

平成12年９月21曰（木）～２２曰（金）

福岡市（アクロス福岡）

熊澤浄一（前国立病院九州医療センター院長）

「世紀末の診療録管理から２１世紀の診療情報管理へ」

１）学会長講演１題

２）パネルディスカッション１題

３）シンポジウム４題

４）ワークショップ １題

５）一般演題４１題

1．会期

2．開催地

3．学会長

４．テーマ

5．演題

6．参加者1098名

７．プログラム

①学会長講演

（９月21曰９：４０～１０：００）：司会柏戸征三郎（国立病院九州医療センター院長）

「病院スタッフは診療録をどう意識しているか」

熊澤浄一（前国立病院九州医療センター院長）

②パネルディスカッション・シンポジウム・ワークションプ・総括

●パネルディスカッション「診療情報開示のあり方を考える」

（９月22日１１：２５～１２：２５）：司会朔元則（国立病院九州医打(９月22日１１：２５～１２：２５）：司会朔元則（国立病院九州医療センター診療部長）

１）医師の立場から：開原成允

（財団法人医療情報システム開発センター理事長：国立大蔵病院‘

２）市民（法学者）の立場から：内田博文（九州大学法学部長）

３）日本医師会から：宮坂雄平（社団法人日本医師会常任理事）

:国立大蔵病院名誉院長）

●シンポジウム(1)「医療・福祉機能と診療情報」

（９月21日１０：００～１２：００）：司会田原孝（日本福祉大学教授）

１）急性期型：倉部直子（江別市立病院診療情報管理士）

２）福祉、定住型：塚原安紀子（ライフコンプリート社長）

３）指定発言：井上通敏（国立大阪病院院長、次期曰本医療情報学会会長）

－３０６－



４）発言へのコメント：三村智子（新潟市民病院診療情報管理士）

５）発言へのコメント：三宅裕子（東筑波短期大学助教授診療情報管理士）

６）医療・福祉機能と診療情報に関する新たな提案：田原孝

●シンポジウム(2)福岡市医師会一般公開シンポジウム

「カルテ開示に於ける診療現場での問題点」

（９月21曰１７：００～１８：３０）：司会江崎泰明（福岡市医師会副会長）

１）金岡穀（福岡大学病院医療情報部部長：大学病院の立場から）

２）津田泰夫（福岡逓信病院院長：公立病院の立場から）

３）江頭啓介（江頭会さくら病院院長：民間病院の立場から）

４）大木實（大木整形外科医院院長：医事調停委員の立場から）

５）入江尚（入江内科小児科医院副院長：有床診療所の立場から）

６）山崎節（山崎内科クリニック院長：内科無床診療所の立場から）

７）井上博（井上内科小児科医院院長：在宅医療の立場から）

●シンポジウム(3)「診療情報の標準化と電子ネットワーク」

（９月22曰１３：２５～１４：４０）：司会阿南誠

（国立病院九州医療センター医事専門官診療情報管理士）

１）標準化と診療録：里村洋一

（千葉大学医学部附属病院医療情報部教授、日本医療情報学会会長）

２）政策医療ネットワーク：富澤一郎（厚生省国立病院部政策医療課課長補佐）

３）電子カルテ（A-net）とその動向：秋山昌範（国立国際医療センター内科医長）

４）HOSPnet（国立病院等情報ネットワークシステム）における臨床産科情報ネットワー

：中村幸夫（国立弘前病院産婦人科医長）

５）指定発言：イントラネット上のデータベースの利用価値

報ネットワークシステム）における臨床産科情報ネットワーク

：中村幸夫（国立弘前病院産婦人科医長）

卜上のデータベースの利用価値

：中島淳博（国立病院九州医療センター心臓血管外科医師）

●シンポジウム(4)「クリティカルパスと診療情報」

（９月22曰１６：５０～１８：１０）：司会長谷川敏彦

（厚生省国立医療病院管理研究所医療政策研究部長）

１）医師の立場から：武藤正樹（国立長野病院副院長）

２）看護婦の立場から：坂本すが（NTT東日本関東病院看護部長）

３）コメディカルの立場から：飛野幸子（済生会熊本病院薬局長）

－３０７－



●緊急ワークショップ「診療情報管理と診療報酬点数化を考える」

（９月22曰１５：３５～１６：５０）：司会入江真行

（和歌山県立医科大学先端医学研究所医学医療情報研究部助教授）

ｌ）行政側の立場から：迫丼正深（厚生省保険局医療課課長補佐）

２）病院管理者の立場から：奈良昌治（足利赤十字病院院長）

３）診療情報管理士の立場から（情報開示について）

：枝光尚美（大阪府立母子保健医療センター診療情報管理士）

4）診療情報管理士の立場から：（ＤＲＧ／PPS試行施設）

：秋岡美登惠（国立病院九州医療センター診療情報管理士）

●学会総括発言

（９月22曰１８：１０）：岩崎榮（日本医科大学常務理事）

－３０８－



学会 第１日目（９月21曰木曜曰）
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開会の挨拶：第26回日本診療録管理学会学会長熊澤淨一

開会の挨拶：日本病院会会長中山耕作

開会の挨拶：日本診療録管理学会理事長木村明

学会長講演：第26回日本診療録管理学会学会長熊澤淨一司会：国立病院ﾌﾞL州医療センター院長柏木征三郎

シンポジウム：医療・福祉機能と診療情報（司会日本福祉大学教授田原孝）

昼食タイム

総会

業務・運用管理

司会

熊本市民病院副院長長尾和治

公立昭和病院医事課小野祥子

１

２

３

４

５

中村正

遠藤恵子

太田勇司

白吉－仁

小林智彦

聖マリアンナ医科大学
病院病歴部

新潟市民病院地域医療
部病診連携係

田)||市立病院外科

厚生省大臣官房統計情
報部人ロ動態統計課

姫路聖マリア病院

診療録の早期提出のための工夫：新しい

診療情報管理に向けて

新潟市民病院における病診連携の実態

入退院カルテの標準化と問題点：特に退
院時サマリの未納に関して

死亡診断書の様式改正後の記載状況と
｢原死因｣の決定方法について

我が国の病院における診療録管理の現況調
萱：診療録管理委員会の有意性について

･情報管理

司会：

北里大学東病院病歴室長長澤哲夫

川崎医科大学中央病歴室長大蝶好子

６

７

８

９

1０

11

定本清美

藤岡宏

佐藤 うじ 美

松岡美帆

愛敬美

三浦荘治

東邦大学医学部付属大
森病院地域連携室

中村記念病院診療情報
管理室

中村記念病院診療情報
管理室

総合大雄会病院医事課

医療法人大雄会診療録

管理室

秋田県診療録管理研究
会

大学付属病院からの転院に必要な診療情
報についての検討

診療情報管理の業務統計を試みて

当院における退院サマリー病名の検証
病名標準化への考察

当院における過去５年間の死亡者統計の
分析

当院における長期入院患者の在院理由の
検証

秋田県の疾病構造について：第一報

電子カルテ・ネットワーク

司会：

名古屋大学医学部附属病院医療情報部
教授山内_信

福井心臓血圧センター福井循環器病院

医療,情報部村中美知子

1２

1３

1４

1５

1６

北本正俊

木村映善

田端文子

松村泰

寺延美惠子

金沢医科大学病院

愛媛大学医学部附属病
院医療情報部

佐賀医科大学附属病院
診療録センター

大阪大学医学部附属病

院医療情報部

島根県立中央病院医療

情報管理科

電子カルテ化に伴うカルテ管理業務の改
善

メールシステムを用いたＭＭＬ交換フレー
ムワークの構築

POS方式統合型電子カルテを目指して

電子カルテと紙カルテの併用運用の試み

電子カルテシステム

教育・調査報告

司会

磐城済世会松村総合病院管理部長
有坂馨

北ﾅL州市立門司病院内科部長
三木幸一郎

1７

1８

1９

2０

2１

水野智

松浦はるみ

曽我のり子

小澤久美子

亀谷和代

名古屋大学大学院医学研

究科医療管理情報学教室

公立玉名中央病院診療
情報管理室

東海大学医学部付属病
院病歴情報管理室

河北総合病院

福岡記念病院診療録菅
理室

国立大学附属病院における診療録管理の
現状

診療情報管理士認定後２年の歩みと２１世
紀にめざすもの

２１世紀へ引き継ぐべき診療情報と管理体
制について

東京ネットコーディングの勉強会：発足

準備から1年の経過

卒後教育の試み、手術処置などの勉強会

休憩（入れ替え）

一般公開シンポジウム：カルテ開示における現場での問題点（司会福岡市医師会副会長江崎黍Iﾘ}）



学会 第２日目（９月22日金曜日）
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発表予if：
定時間

銭：
週:;?.．
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9:00

9:0９

9:1８

9:2７

9:3６

病院情報システム

司会

東海大学付属病院医事課副参事
霞堂直史

日生病院医事部病歴図書室

小坂清美

１

２

３

４

５

寺林希美

須貝和Hll

原田恵司

大瓦三香

佐藤正幸

東邦大学医学部付属大森
病院診療録管理センター

昭和大学病院診'療録菅
理室

戸田中央総合病院診療
情報管理室

杏林大学医学部付属病
院診療Ｉ静M管理センター

札幌社会保険総合病院
医療情報管理室

オーグリングシステム導入におけるシス

テム改革の現状と今後の展望

診療録と放射線血i像フィルムの電子ファ
イリングシステムを導入して

在院患者の情報管理業務の取り組み

サマリー('F成支援システムの構築：オーダリ

ング診療録管理看護支援システムとの接続

病歴データベース公開のためのセキュリ

ティ管理の試行について

９:4５

9:5４

１０:0３

１０:1２

１０:２１

１０:3０

ＤＲＧ／ＰＰＳ・医療経済

司会：

九州大学大学院医学系研究科医療システ
ム学教室教授信友浩一

国立病院九州医療センター医事課中央診
療録管理室柴田実和子

６

７

８

９

1０

阿南誠

上田京子

藤田由理子

渡部愛

今泉浩徳

早田由美

国立病院九州医療セン
クー医事課

国立仙台病院医事課

福井県済生会病院病歴
管理室

海南病院診療情報管理
室

さわらび会福祉村病院
医療事務課

社会保険諌早総合病院

ＤＲＧ／PPS試行における退院時病名の

あり方：第２報（汎用病名集の開発）

急性期入院医療の定額支払い方式試行の
現状分析

病歴管理データの有効活用：厚生省発表
ＤＲＧ／PPSデークとの比較

医事データと診iii情報データのリンクによる、医師別、

liE病ＢＩｌ､診ＩｉＩｉ行潮ｌｌの入院点1$扱び平HJH院日数の分析

インフルエンザ予防接種と医療経済

指定発言：試行病院の立場から

１０:3５

１０:4４

１０:5３

１１:0２

１１:１１

１１:2０

診療情報提供・開示

司会：

佐賀医科大学検査部教授只野壽太郎

福井県立病院病歴室五十嵐よしゑ

1１

1２

1３

1４

1５

橋□ 誠

白鳥淑孝

石井裕一

肥田美佐子

笹）|｜紀夫

上田 京 子

麻生飯塚病院病歴室

聖マリアンナ医科大学
病院病歴部

昭和大学病院診療録菅
理室

横浜労災病院病歴室

広島国際大学医療福祉
部

国立仙台病院医事課

１１:2５

１２:2５

１３:2５

１４:4０

１４:4９

１４:5８

１５:0７

１５:1６

１５:2５

クリティカルパス・医療評価・看護管理

司会

日本大学医学部医療菅理学教室助教授
梅里良正

医療法人宗仁会奥村病院システム課長
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第13 国際モダンホスピタルショウ2000

1.名 称 国際モダンホスピタルショウ2000

2.主 催 社団法人 日本病院会/社団法人 円本経営協会

3.テ ー マ ｢さらなる飛躍をめざして- 21世紀への保健 ･医療 ･福祉の展開｣

4.会 期 平成12年7月12日(水)～14円(釦 3日間

5.開場時間 午前10時～午後5時 (最終日は､午後4時まで)

6.面 積 会場面積 19,00011f 展示面積 6,00011f

7.出展社数 307社 〔前回 190社〕

8.来場者数 58,900人 〔前回 52,300人〕 いずれも3日間延べ

9.会 場 東京ビッグサイ ト (東京 ･有明)西展示ホール1･2､ア トリウム､会議棟

〒135-0063 東京都江東区有明3-21-1
東京ファッションタウンビル

10.後 援 厚生省､外務省､通商産業省､郵政省､自治省､消防庁､科学技術庁､束京都､

中小企業総合事業付I､u本貿易振興会､個1)製品輸入促進協会､(W日本医師会､(W日

本開科医師会､(捌 ]本薬剤師会､(抽日本看護協会､偵1)医療情報システム開発センタ

ー､(柑日本医薬情報センター､唄1)医療機器センター､㈲医療関連サービス振興会､

(租全図自治体病院協議会､(柑全日本病院協会､(柑日本精神病院協会､配)日本医療法

人協会､全国公私病院連盟､牡)日本病院薬剤師会､佳D日本栄養士会､㈱ 日本放射線

技師会､(柑日本臨床衛生検査技師会､(柑円本理学療法士協会､牡)日本作業療法士協

会､(Iti)全国病院理学療法協会､(柑東京都臨床衛生検査技師会､(W病院管理研究協会､

(紺全国社会保険協会連合会､(榔日本訪問看護振興財団､NHK､㈱ 日本民間放送連

盟､アメリカ合衆国大使館 商務部､英国大使館､オランダ大使館､デンマーク大

使館､EU (ヨーロッパ連合)(順不同)

ll.協 賛 全国社会福祉協議会､口本医療機器関係団休協議会､㈱ 日本エム ･イー学会､㈱ 日

本画像医療システム工業会､(柑日本電子機械工業会､日本薬科機器協会､日本医科

器械商工団体連合会､日本医用機器工業会､日本医療器材協会､日本人工臓器工業

協会､日本理学療法機器工業会､日本医用光学機器工業会､配)日本分析機器工業会､

(Ii)日本衛生検査所協会､(W日本衛生材料工業連合会､配)日本ホームヘルス機器工業

会､(W日本医療福祉建築協会､(柑全国消防機器協会､保健医療福祉情報システム工

業会､日本在宅医療福祉協会､㈱東京都医療社会事業協会､東京医科器械商業組合､

日本臨床工学技士会､東京商工会議所､生活 ･福祉環境づくり21(順不同)

12.展示内容 (丑病院環境 ･設備

(a医療機器 ･材料

③事務機器

④医療情報システム

⑤看護支援関連

(昏在宅関連

G)医療関連サービス (アウ トソーシング)

⑧人材教育 ･図書など
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１３特別企画展示「蘭学事はじめコーナー」［1蘭交流400周年記念事業

く蘭学事はじめコーナープロジェクト委員会i三催＞

○ミュージアム・エリア

○オランダ・ナウエリア

○カンファレンス・エリア

１４.企画コーナー

医療・福祉車輌コーナー

ブックコーナー

ベンチャー企業支援コーナー

ヒーリングガーデンコーナー

１５.ホスピタルショウカンファレンス＜ホスピタルショウ委員会ihIn部会主催＞

「医療人と利用者のパートナーシップ～適正な医療制度と質の向｣二をめざして～」

「２１世紀の病院経営の針路を考える」

「クリティカル・パスとアウトカム」

「看護におけるリスクマネジメントを考える」

「診療情報開示の視点から考える看護記録」

「開かれた医療と電子カルテ」

「介護と福祉の情報化の現状と将来」

「地域でつくる利用者本位の高齢者ケアサービス」

1Ｇ.研究会く日本病院会主催＞

「病院環境の整備と消毒・洗浄・清掃の基本と応用」（ハウスキーピング研究会）

１７.テクニカルセミナー＜６セッション開催＞

1ＳＥＵ（欧州連合）GatewaytoJapanテクニカルセミナー

１９併設展「EMPREP2000」（米国災害予防・緊急時対応展示会／セミナー）

－３１２－
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会場面積

2000年
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307社

190社

216社

19,000nlr展示面積6,000mｆ

14,0001T1f展示而績3,900mｆ
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会期３日間の来場者数と近年の来場者数推移は以下のとおりである。

1．曰別来場者数

2000年(第27回)人数’99年（第26[il）人数

第１Ｈ７月12日（水）15,300名７月７日（水）12,900人

第２日７月13日（木）21,600名７月８日（木）17,500人

第3日７月14日（金）22,000名７１１９Ｕ（金）21,900人

合計52,300人合計58,900人

2.国際モダンホスピタルシヨウ来場者推移
(iii化：人）
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３.海外来場者

今回は、以下のとおり、２６ヵ国・地域、336名の外国人の来場者があった。

７月12日（水）

７月13日（木）

７月14日(釘

108名

170名

５８名

合計336名

<国別〉

アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、

ア、アイルランド、ギリシア、ロシア、カザフスタン、

オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、

ン、インドネシア （順不同）

スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリ

ウズベキスタン、リトアニア、イスラエル、

中国Ｔ香港、韓国、台湾、インド、パキスタ

－３１４－
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土1煙百忽ｂＵ(－'ＬＭＥ征から、リ丙|流関係者、ユーザーに対

し50万部の招待状が発送されたほか、種々の媒体を通じて
の広告をはじめ、ニュースレリース、各種印刷物を作成し、
積極的なパブリシティ活動を展開して来場者動員に努めた。

遵鯛薫鯛蕊鰄!;襲籔鵜鰄P鰯

j
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1．ポスター（製作部数：3,000部）

全lIilのＩ輔院および出展社・協賛団体をＩ''心に|lid布。

2.招待状（制作部数：５００，０００部）

（社)日本病院会会員病院、ホスピタルショウ後援・協賛団
体、委員会委員、出展社および自治体、社会福祉施設、保
健所、老人保健施設、訪問看護ステーション等に配布。

1Ｊ舞溌凝議l議蕊ａ特別招待状（制作部数：1,500部）

／Ⅱ展社、後援・協賛団体、主催団体会員等に配
布。

４.インターネットホームページ

年間を通してホスピタルショウのホームページ

を開設。インターネット上の広報活動を行ない、
出展社ホームページとリンクした。

ＵＲＬ：http://www､omaorjp/hs／

５.国際モダ`ンホスピタルショウ２０００ガイド

（発行部数：70,000部）

会期中、招待状持参者に無料配布。来場者のガイ
病院経営に役立つ情報誌として刊行。
①会場案内図

②セミナープログラム

③特別企画展示

「蘭学事はじめコーナー」

日蘭交流400周年記念事業

④出展社の見どころ

⑤出展社一覧／分野別出展社一覧
⑥出展社名簿

体裁：Ａ４判変型本文163頁
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Illiiiii鑿ii鑿鑿鑿鑿議
開幕初日

挙行され、

(以下、敬称略・順不同）

主催者挨拶

社団法人

社団法人

日本病院会

日本経営協会

会長

理事長

中

青

山耕作

１１１弘光

来賓

厚生省健康政策局局長

社団法人日本医師会会長

代理常任理事

社団法人日本看護協会会長

代理・常任理事

伊藤雅

坪井栄

星北

南裕

山崎摩

治
孝
斗
子
耶

殿
殿
殿
殿
殿

海外出展社・機関代表挨拶

ＥＵ（ヨーロッパ連合）駐日欧州委員会代表部

参事官貿易・商務担当ミヒャエル プルヒ殿

出展社代表挨拶

オランダ王国大使館

経済・商務担当参事官ヘンドリック.Ｅ・Ｃ・クーツ殿

国際モダンホスピタルショウ委員長挨拶

ホスピタルショウ委員会委員長 宅浩之

テープカット

厚生省健康政策局局長伊藤雅治殿

社団法人日本医師会常任理事星北斗殿

社団法人日本看護協会常任理事山崎摩耶殿

ＥＵ（ヨーロッパ連合）駐日欧州委員会代表部

参事官貿易．商務担当ミヒャエルプル上殿

オランダ王国大使館

経済．商務担当参事官ヘンドリック゛ＥＣ・クーツ殿

社団法人日本病院会会長中山耕作

社団法人日本病院会副会長武田隆男

社団法人日本経営協会理事長青山弘光

ホスピタルショウ委員会委員長三宅浩之

BG、【

口；

ｗＩｉＷ,'｡}÷
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第１４国際活動

1．国際病院連盟（|ＨＦ）

2000年度のIHFGoverningCouncilMeetingはＰａｌｍａ（Mallorca）およびBahrainにおい

て、それぞれ６月１日および11月６曰に開催され、秋山ＩＨＦ理事は前者に出席した。

ＩＨＦの契約出版社（SterlingPublishingGroupPLC）との間にWebsiteの協力が成立し、

2000年度の著作料としてｆ18,750が入金予定である。

年会費値上げについては、英国の生活費指数を超えるべきではないとして、当面持ち越されること

となった。

ＤｒＥ・ＫＹｅｏｈより、中国のＡｍｅｍｂｅｒとして加入の件について報告があった。

北京との交渉によると、中国と台湾が別々のＡｍｅｍｂｅｒとしてであれば喜んで加入するとのこと

であった。これに関してはＩＨＦの会則変更を要する。

今後の学会・会議として、香港における2001年ＩＨＦ総会、BuenosAiresにおける2002年

Pan-RegionalConference，SanFranciscoにおける2003年ＩＨＦ総会等々がある。

なお、2001年５月、香港のＩＨＦ総会後に企画されているFieldStudyCourse（FSC）は当初、

韓国で開催される予定であったが、大韓病院協会が辞退を申し出たためＩＨＦ・ＡＨＦ会長が検討し

た結果、前回ＡＨＦのStudyＴｏｕｒ開催（1999年６月、北海道）の実績のある日本病院会に依頼

した。（日本病院会では急な依頼で困難な面も多いが、北海道開催と言うことで西村常任理事に何

かとご協力を願い開催することとなった｡）

2．アジア病院連盟（ＡＨＦ）

2000年度のAHFGoverningCouncilMeetingは香港において５月８日に開催され、秋山ＡＨＦ

理事が出席した。

冒頭、Ｌａｉ会長より、前年６月に開催された第49回曰本病院学会に中山曰病会長、及び西村学

会長にＬａｉ会長はじめＡＨＦの会長等が招待され、大変歓待していただいたとの感謝の言葉があ

り、また、引き続いて開催した北海道のAHFFieldStudyCourseについての感謝の意ものべら

れた。

隔月発行の“HospitalProductAsia”の“FirstAsiaPublishingPteLtd”との契約更新に

ついて、今後やや不利な面もあるが、交渉を続けることとしたい。

CornhillPublicationsLtdやSterlingPublishingGroupPLCからの基金により、ＡＨＦＦｅｌｌ

ｏｗｓｈｉｐ／scholarshipawardをもうけ、＄8,000～10,000を異なる国からのｍｅｍｂｅｒがＩＨＦ総会

やその後のFieldStudyCourse（FSC）～韓国の辞退により曰病が開催）に参加することに補助

したいとの提案があった。

－３１７－



Ｌａｉ会長は2000年12月にマイアミにおいて開催されるInternationalSummitonPrivate

HealthSectorにおいて“RegionalPerspectiveonHospitalTrends”と題してＩＨＦの要請に

より講演の予定である旨報告があった。

第50回日本病院学会（６月15～17日、秋田市）へのアジア病院連盟各国からの参加者は次のとお

りであった。

香港病院協会会長

台湾病院協会常任理事夫妻

モンゴル病院協会会長夫妻

フィリピン病院協会副会長

大韓病院協会副会長
名
名
名
名

名
２
２
１
１

１

3．海外視察研究会

曰程：2000年10月１日（日）

団長：藤澤正情（副会長）

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：星和夫（監事）

参加者：１７名

～１０月11曰（水） 11曰間

★コース等については次の通り

－３１８－



｢－－－－－－－－－一一一一旅のお誘い一一一一-－－－－－－－－－］

～医学の歴史を巡る旅（第２回）

ギリシャ・エーゲ海～

ｉ今回のハイライトは医学のメッカ，コス島行きです。ギリシャ文化庁の特別許可を得て，古代ギリシャの総合１

１病院アスクレピオス神殿跡で，“ヒポクラテスの誓い'，の儀式を再現します。
１その他エピダウロスのアスクレピオス神殿跡，十字軍の篭ったロドス島の病院跡，内耳迷路（ラビリンス）の１
１語源となったクレタ島のクノッソスの宮殿跡などを訪れます。
！あとはエーゲ海クルーズをお楽しみください。皆様のご参加をお待ちします。

団長：福井県済生会病院院長藤澤正情１

ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀ:青梅市立総合病院院長星和夫｜
|旅行期間:平成１２年10月１日(日)～平成12年10月n日(水)(n日間）
ｉ旅行方面：ギリシャ・エーゲ海
ｉ旅行日程
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！※この'二'程表は，岐も新しい資料に基づいて作成されていますが，交通機関の都合により発着時間の変更が生ずることがあります｡！
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第１５広報

曰本病院会ニュースの発行（主な記事・寄稿）

<号数〉〈発行日〉

605号４月１０日

１）中山会長が当面の問題への具体的考えを明示（平成11年度代議員会・総会）

3,000病院目標に組織拡大をと

平成12年度事業計画案を承認事務長養成通教を改称門戸を広げ育成

平成12年度予算３１％増の10億4,600万円

２）寄稿「診療報酬改定と今後の課題」（栗山康介・社会保険・老人保健委員長）

３）寄稿「３月31曰付の厚生大臣の定める療養告示の内容について」（渡辺元三・聖母病院医事

課長）

４）中小病院コーナー「病診連携を唱える以上職員も連携先に受診を」（岡田玲一郎・社会保

険研究所長）

５）診療報酬改定に伴う質疑応答集80問集～付録～

１．

606号４月25日

１）北海道・有珠山噴火警戒態勢長期の様相～現地会員～

・現地報告「中山会長有珠山噴火災害現地を視察」（林茂・曰鋼記念病院医療事務部長）

・同「有珠山噴火災害現地視察報告」（中山耕作・日本病院会会長）

２）在院日数定点比較の全開設主体で短縮（曰病・平成10年度病院経営分析報告書）

３）シリーズ特集く高齢者医療を考える．第５回〉「リハビリテーション医の立場から高齢者医

療を考える」（古関博明・医療法人社団熊本丸田会院長）

４）「２１世紀の展望～病院像の曙光を探る」テーマに第50回日本病院学会６月１５日・’6日に

秋田市で

５）曰本病院会選挙告示理事の欠員補充選挙公５．私１名

６）中小病院コーナー「中小病院の進路と効率性病床規模が本質的ではない」（石井暎禧・医

療法人石心会理事長）

607号５月10日

１）寄稿「医療事故を防ぐための基本的事項」（川崎勝也・曰本病院会医療事故対策委員長）

２）「世紀末の診療録管理から２１世紀の診療情報管理へ」第26回日本診療録管理学会９月２１．

２２日、福岡市で

－３２０－



3）中医協薬価部会今年度以降の継続検討事項を確認。算定ルール、類似薬選定の透明化

４）常任理事会だより（４月度）

５）春の叙勲・褒章で廣田理事らが受章

６）中小病院コーナー「正念場を迎える２１世紀の医療界」（廣田耕三・熊本リハビリテーション

病院理事）

608号５月25日

１）診療録管理の診療報酬点数化木村通教委員長が評価

診療情報管理通信教育のあらましカルテ開示の要請に応える専門職を養成

平成８年から医療研修推進財団と共催

診療情報管理士200名を登録～曰病の第９回（第52回）通教認定式～

２）曰病政治連盟の新委員長に藤澤正清氏中山会長が急きょ指名

３）医療法改正案も事実上廃案へ秋の臨時国会に持越し

４）ＰＴ、ＯＴの配置状況を調査集計需要過多・供給不足が判明（曰病1,458会員）

５）シリーズ特集く高齢者医療を考える。第７回〉「高齢者も死ぬまで俗人」（大野善三・元Ｎ

ＨＫ医療番組ディレクター）

６）中小病院コーナー「急性期特定病院」（中佳一・特定医療法人三思会理事長）

《会員増強特集・第３弾》新世紀へ向け病院共生圏を１組織力が政策提言の力私的中小病院

の増強を得て

《付録・政治連盟特集》「曰病の政治力を発揮し我々の病院を守ろう！」

609号６月10日

１）国際モダンホスピタルショウ開催規模が大幅に拡大７月12～14日、東京ビッグサイトで

２）代議員会・総会で中山会長が強調自らも良い医療のために環境変革を医療保険制度等

の抜本改革の動向注視も

平成11年度事業報告案・決算報告案を承認

３）ＤＲＧ試行見直しへ（中医協）今後の作業等の論点整理を了承

４）紹介率算定式で曰病案

５）主潮「医療事故多発に思う」

６）シリーズ特集く高齢者医療を考える．最終回〉「老人医療はどのように議論されるべきか」

（石井暎禧・日本病院会広報委員）

７）常任理事会だより（５月度）

８）中小病院コーナー「中小病院経営戦略パート５〈科別月別原価計算〉」（織本正慶・医療法

－３２１－



人財団織本病院名誉院長）

9）税経セミナー「退職給付会計（その２)」（牛尾克己・税理士）

610号６月25日

１）第50回日本病院学会を開催秋田市で延べ4,000人が参加２１世紀への病院医療に成果

緊急報告フォーラム・平成12年度診療報酬改定影響度入院０６％増、外来1.6％減入院シ

フト裏付ける格好に「200床区分」に４割が反対

２）商標権侵害で警告１日病が名称登録済木村明通信教育委員長が説明

３）理事会で「混合診療」へのスタンスを確認「アメニティに限定。生命を左右するものには

反対」

４）主潮「総合病院と外来」

５）結核院内感染対策で緊急提言（曰病感染症対策委員会）

６）常任理事会だより（６月度）

611号７月10曰

１）第41回日本人間ドック学会来月開催「２１世紀の生活習`慣病対策の変革く潤いのある健やか

な人生をめざして〉」テーマに

２）平成13年度税制改正で要望厚生省に消費税損税解消など求め

３）平成11年医療経済実態調査の確定値を報告（中医協）調査方法の見直しの声も

４）第50回曰本病院学会・中小病院の経営戦略パートＶ

５）主潮「規制緩和」

６）中小病院コーナー「ヒューマンネットワークが真の連携をもたらす」（梶原優・曰病中小

病院委員）

612号７月25日

１）病院長・幹部職員セミナーを開催京都市で300人超

医療事故の防止策を討議「リスクマネジメントの実際」テーマに

シンポジウム経営に対する院長論に課題山積

２）国際モダンホスピタルショウ2000開催東京ビッグサイトに58,900人が来場

３）シリーズ特集くリスクマネジメント・第１回〉「患者のためのＲＭは経営を救う」（須磨忠

昭・メディアーク経営研究所長）

４）主潮「少子化と小児科減少傾向に抜本的対策を」

５）中小病院コーナー「"病院の方針'，を強く訴えていく時」（岡田玲一郎・社会医療研究所長）

－３２２－



6）中小病院委員会連絡帳「中小病院経営学通論序説」（織本正慶・医療法人財団織本病院名誉

院長、曰本病院会中小病院委員長）

613号８月20曰

１）病院の課題解決へ「四病協」発足７年余ぶり協議の場医療制度、診療報酬など取り組み、

四病協会員で６割強の加入政策合意による共同行動

２）夏季座談会「正副会長当面の諸問題を大いに語る」

３）医療制度委員会が２１世紀の医療と病院のあり方を提言２年越しの検討課題を集約

４）主潮「"現場を知ること，，と"現場に任せること''」

５）第26回日本診療録管理学会９月21～22日、福岡市で。テーマは「世紀末の診療録管理から

２１世紀の診療情報管理へ」

６）中医協の急性期入院医療試行調査結果定額払いの影響評価は困難調査方法の見直しも

７）シリーズ特集くリスクマネジメント・第２回〉「事故発生時の対応」（川崎勝也・医療事故

対策委員長）

８）中小病院コーナー「理念の徹底は、中小の得意技」（石井暎禧・医療法人石心会理事長）

614号９月10曰

１）盛況１第４１回曰本人間ドック学会「２１世紀の生活習慣病対策の変革〈潤いのある健やかな

人生をめざして〉」テーマに掲げ、寛仁親王殿下ご臨席、福井市に5,000人超

平成11年度人間ドック全国集計成績毎年の健康度悪化にブレーキ今後、総合健康度評価

で個別指導へ

２）四病協総合部会で６委員会設置を決定実質的な活動の支えに優先的に医療安全対策委員

会から立ち上げ

３）薬価算定組織等を10月設置（中医協）事前審査による透明化視野に

４）厚生労働省の来年度予算概算要求４５％増の18兆472億円注目はメディカルフロンティア

戦略

５）主潮「医師研修義務化に提言」

６）中小病院コーナー「スピードと透明性」（中佳一・特定医療法人三思会理事長）

７）シリーズ特集くリスクマネジメント・第３回〉「リスクコントロール～一般病院の立場から」

（六鹿直視・半田市立半田病院長）

615号９月25日

１）津島厚相が同省・医療安全対策連絡会議で行政と医療側の一体的取組みを指示

－３２３－



２）勤務医マニュアルを全面改訂現在の医療環境の変革に対応

３）高度先進医療専門家会議を設置（中医協）効果測定等手続きも明確化

４）来年４月からの消費者契約法の対応協議曰医の呼びかけで各病院団体と

５）職能団体との連携拡大へ中山全国病院団体連合代表幹事が強調一部役員を異動（全病

団連常任幹事会）

６）シリーズ特集くリスクマネジメント・第４回〉「医療の安全管理は現場での取り組みから」

（谷野浩太郎・曰本病院会広報委員）

７）常任理事会だより（８月度）

616号１０月10日

１）第26回日本診療録管理学会を開催福岡市に1,000入超「世紀末の診療録管理から２１世

紀の診療情報管理へ」をテーマに掲げ今世紀の節目飾る「圧倒的内容」

岩崎榮氏がく学会総括発言〉学会のあるべき姿にも言及

“多軸評定”の構想を提唱（田原孝・日本福祉大学教授）ＩＣＩＤＨ（国際障害分類）でＩ

ＣＤを補完

２）ＤＲＧ試行方針で再整理案（中医協）併行調査に民間病院も

３）病院会計準則の矛盾指摘（四病協）医法協の研究会報告基に対応へ

４）主潮「感染症廃棄物処理」

５）常任理事会だより（９月度）

６）中小病院コーナー「病診・病院連携のあり方を考える」（廣田耕三．熊本リハビリテーショ

ン病院理事）

617号１１月10日

１）企業参入問題平行線のまま（規制改革委員会公開討論会）中山会長ら医療側は反対姿勢

堅持「優れた医療を提供する者が報われる医療システムの在り方について」をテーマに

委員側は事後的規制の考え

２）四病協総合部会６委員会の陣容揃う曰病は医療制度、介護保険を担当

消費者契約法の対応を文書化

３）差額ベッド料の扱い示す患者への費用徴収を整理（中医協）内容明示と確認が必須

４）ヘリコバクター・ピロリの検査・治療に保険（中医協）

５）平成12年度台湾病院協会総会に出席奈良副会長が開会式で祝辞

６）曰病図書研究会担当者教育に尽力院内教育の不十分な環境に対応

７）曰病・病院経営管理者養成通信教育第2１(2)回認定式で23人を登録

－３２４－



618号１１月25曰

１）中医協で急'性期入院医療定額払い試行見直し案を了承民間病院、大学病院等で併行調査

183診断群分類を600に細分化

２）自民党の平成13年度予算・税制改正要望ＩＴの普及、消費税の損税解消等

３）四病協医療保険・診療報酬委員会が第１回会合紹介率算定式の不統一問題を優先検討課題

に

４）介護保険の訪問通所サービスと短期入所サービス支給限度額を１カ月単位の管理に一本化

（医福審）

５）主潮「小病院の精神に学ぼう」

６）平成12年度診療報酬改定影響度調査報告書を作成入院はマイナス基調

外来は97％台で横ばい

７）電子カルテ、光ファイバー関連等で補助平成12年度補正予算

８）中小病院コーナー「最近マスコミがしきりに取り上げている医療ミスと昔の武士道」（織本

正慶・織本病院名誉院長）

９）平成12年秋の叙勲・褒章福田常任理事らが受章

619号１２月10曰

１）改正医療法・健保法等が成立高齢者に上限付１割負担来年１月１日施行

意見「健康保険法等の一部改正について～早く抜本改革を」（北條慶一・医療制度委員長）

改正健保法等の－部負担金の取扱い

改正医療法新たな病床区分に－部除き来年３月１曰施行

２）主潮「平均健康寿命トップの曰本」

３）中小病院コーナー「再び、中小病院・診療所のチャンス到来を訴える！」（岡田玲一郎・社

会保険研究所長）

620号１月１日

１）共同企画座談会「２１世紀の病院医療のあり方」期待される四病協へ国民皆保険堅持し、

選ばれる病院作りを

２）改正医療法政・省令、告示要綱を決定精神・感染症・結核病床の要件改正

旧総合病院の精神病床は医師１６：１のまま

３）年頭所感「２１世紀初頭に思う」（中山耕作・曰本病院会会長）

４）被保険者証がカード化へ４月から１人１枚、紙と併存（中医協）

５）木村明通信教育委員長が逝去診療情報管理の進展に尽くす

－３２５－



６）第51回日本病院学会の演題募集開始

7）病院建替えで15％の特別償却平成13年度税制改正で新設消費税負担の解消策に

8）役員改選の選挙告示

621号１月25日

１）医療事故対策の実態提示（608会員の調査結果）日勤帯の事故件数が夜間上まわる

１病院当たり年間130件発生リスクマネージャー配置は25％

２）厚生労働省が発足（旧）健康政策局→（新）医政局

３）四病協総合部会で４委員会の当面の方針固まる消費税問題、紹介率統一化など

４）主潮「病院もＩＴ時代に」

５）材料価格を告示都道府県購入価材料の一部（厚生省、２月１曰実施に）

６）常任理事会だより（１２月度）

７）追悼文「故木村明先生を偲んで」（山本修三・日本病院会通信教育委員長）

８）老人保健制度改正で問答集～当局提供～

９）中小病院コーナー「医療業界は"腹何分目'，？」（中佳一・医療法人三思会理事長）

10）シリーズ特集くリスクマネジメント・最終回〉「まとめ」（大井利夫・日本病院会広報委員

会副委員長）

622号２月10日

１）曰病会員の平成11年度決算状況黒字病院５割に、収支が改善平均在院曰数の短縮止まる

材料費率漸減し30％台割込む～定点観測～

２）常任理事会だより（１月度）

３）国際モダンホスピタルショウ2001の概要発表７月11～13曰、東京ビッグサイトで

テーマを一新「新世紀の健康・医療・福祉」

新委員長に里村氏ＩＴ路線強調

４）ＤＲＧ年度内の再試行へ見直し案了承、診断群532分類に拡大（中医協）

５）主潮「凛とした職業意識を！」

６）中小病院コーナー「病院の危機管理～各部署スタッフによる手作りマニュアルのすすめ」

（廣田耕三・熊本リハビリテーション病院理事）

７）寄稿「病院管理者協議会研修会に参加して」（荒堀光信・大津赤十字病院第２医事課長）

623号２月25曰

１）一般・療養各病床への移行無届けは開設許可を取り消し１締切は平成15年８月末曰

－３２６－



厚労省周知徹底へ（全国医政関係主幹課長会議）

2）医師数の遵守率は７割（平成11年度の医療監視結果）苦しい充足状況が浮彫に

3）医療経済実態調査の基本案を了承客体を200床で区分、介護保険も区別

4）カルテ記載の問題を論議第１回診療情報提供環境整備に関する講習会を実施

5）保険証の個人カード化へ４月以降も紙と併存

6）寄稿「病院機能評価事業本格稼働開始５年目を目前に控えて」（滝沢良明・財団法人日本医

療機能評価機構事業部長

７）理事等の立候補者を確定新代議員121名を選出

8）中小病院コーナー「薩長は生きている（１）」（織本正慶・医療法人財団織本病院名誉院長）

624号３月10日

１）四病協が建物容積率の緩和を要望建替えによる病床削減の回避に向け改正医療法の影響

建築規制が都市部の病院を直撃

２）ＤＲＧ再試行に伴う民間病院等の調査参加希望等の60病院を発表（中医協）５４病院の特

性の開きを問題視（診療側委員）

ＤＲＧ調査当局が病院側に説明会データ外す可能性の了承求める

３）主潮「卒後臨床研修改革の課題」

４）「医療制度改革の課題と視点」厚労省が国民議論の材料めざし冊子を作成高齢者医療制

度が焦点

５）新支部長に水田氏（山口)、塩崎氏（群馬）

６）意見「臨床研修必修化に向けて～四病協初期臨床研修委員会（仮称）設置」（北條慶一・医

療制度委員長）

７）常任理事会だより（２月度）

８）中小病院コーナー「薩長は生きている（２）」（織本正慶・医療法人財団織本病院名誉院長）

625号３月25日

１）中山会長、更なる期待で再選！（役員改選）執行部は経験重視型４副会長とも再任

常任理事の信任は４氏会員との結束で最善の医療提供を

高齢者医療制度医療安全対策が当面の関心事

役員改選の経過

次期正副会長〈常任理事、理事、代議員会議長等の名簿

平成13年度事業計画案と収支予算案を承認（平成12年度代議員会・総会）

２）ＤＲＧ調査希望の民間病院等54施設を承認

－３２７－



3）川崎理事が逝去医療安全対策に尽力

4）改正医療法Ｑ＆Ａ（厚生労働省）

5）中小病院コーナー「薩長は生きている(3)」（織本正慶・医療法人財団織本病院名誉院長）

6）第27回曰本診療録管理学会の演題募集中（９月６．７曰、東京で開催）メインテーマは

｢患者主体の医療と診療情報管理～医療の科学性と透明性を目指して」

2．曰本病院会雑誌

主要掲載記事

（４月号）164ページ

グラフ：国際モダンホスピタルショウ'９９

巻頭言：電子カルテシステムの導入（瀬戸山元一）

記事：病院改革と薬剤師へ望むこと（土井章弘）

諸橋名誉会長を悼む～全自病・曰病合同「お別れの会」

保険教室「医師のための保険診療常識集（第13版)」（旭中央病院）

（５月号）150ページ

グラフ：第25回日本診療録管理学会

巻頭言：医療保険制度の変革期際して思うこと（井手道雄）

記事：病院感染のリスク管理（小林寛伊）

シンポジウム医薬品の適正使用と薬剤師の役割～新たなる展開～

（６月号）168ページ

グラフ：中馬病院

巻頭言：第50回日本病院学会の開催に当たって

２１世紀の展望～病院像の曙光を探る～（林雅人）

記事：講演病院における医事紛争と予防対策（押田茂實）

文化講演心の時代に生きる（麻生文雄）

（７月号）180ページ

グラフ：諏訪赤十字病院

巻頭言：「五倍の老人医療費」について（福井順）

記事：適正なレセプト作成と査定の現状について（加賀谷寿孝）

（８月号）140ページ

グラフ：済生会栗橋病院

巻頭言：第４１回曰本人間ドック学会開催にあたって（藤澤正情）

記事：講演介護保険下における施設サービスのあり方とその事業展開 (児玉博行）

-－３２８－



鎖夏随筆

(９月号）164ページ

グラフ：せんぽ高輪病院

巻頭言：世紀末の診療録管理から２１世紀の診療情報管理へ（熊澤淨一）

記事：講演院外処方と病院薬剤師の役割（井上忠夫）

シンポジウム業務の効率化とアウトソーシング

(10月号）172ページ

グラフ：第50回日本病院学会

巻頭言：在院日数と外来患者数（大山朝弘）

記事：学会長講演農村における地域中核病院をめざして（林雅人）

特別講演私の病院観（中山耕作）

特別講演２１世紀に問われる日本人像（西沢潤一）

シンポジウム中小病院の経営戦略パートＶ

(11月号）172ページ

グラフ：平成12年度病院長・幹部職員セミナー

巻頭言：保険は医療や介護になじむのか（秋山洋）

記事：特別講演医療制度抜本改革について（貝谷伸）

特別講演動き出した介護保険制度（西山正徳）

(12月号）148ページ

グラフ：国際モダンホスピタルショウ2000

巻頭言：２１世紀の先端医療が実地医療に取入れられるまで（三浦恭定）

記事：シンポジウム住民から見た２１世紀の病院像

講演病院清掃の基本と実務～院内感染と清掃について～（石原

(１月号）156ページ

グラフ：医学の歴史を巡る旅～ギリシア・エーゲ海～

巻頭言：年頭所感～医療制度における抜本改革の展望～（中山耕作）

記事：特別講演プレインアタックから脳を守る（菊池晴彦）

(２月号）156ページ

グラフ：茨城西南医療センター病院

巻頭言：２１世紀の医療（小堀鴎一郎）

記事：日本病院会における病院経営管理システムの開発状況（三宅浩之）

シンポジウム第一線の臨床に役立つ医薬関連情報

勉）

－３２９－



(３月号）148ページ

グラフ：第４１回日本人間ドック学会

巻頭言：医療保険制度改革の行方（大道學）

記事：講演病院経営と管理者の役割（小山秀夫）

委員会報告医療事故対策に関する活動状況調査結果報告

－３３０－



第１６医療従事者無料職業紹介所

1．平成12年度の実績

2．就職件数の内訳

（医師２人）

①診療科

②年齢

③就職地

内科

30代

東北

人
人
人

２
１
１

50代１人

四国１人

3．総評

平成12年度の求職件数は医師13人であった。医師の年代は30代５人、４０代３人、５０代３人、６０

代１人、７０代１人。内科医が10人を占めた。

－３３１－

求職件数 求人件数 就職件数

医師 １３ 111 ２

看護婦 ０ ３６ ０

その他 ０ ６ ０

計 １３ １５３ ２



第１７統計`情報室

本年度も、「病院運営実態分析調査」を実施し「病院概況調査報告書」を発刊した。

◎平成12年度病院概況調査報告書

(病院数、入院基本料の状況、病床数、専用病床保有状況）

(入院一外来、救急比率等）

(ＩＣＵ、ＣＣＵ、未熟児室、医療機器、コンピュータ等）

(職種、病床規模、１病院当り、開設者、常勤、非常勤別）

(診療、薬剤、放射線、検査、給食、事務等）

(寝具、清掃、給食、検査等）

(入院基本料、救急告示、手術件数、敷地建物面積、培検率、病床利用率、

病院概況

患者状況

設備状況

職員数

部門別業務量

外注委託状況

他そ の

平均在院日数等）

－３３２－



第１８病院幹部医会

1．幹事会

回
回
回
回
回

回
１
２
３
４
５

５
第
第
第
第
第

平成12年４月27曰（木）

平成12年６月５日（月）

平成12年７月15曰（士）

平成12年11月18曰（土）

平成12年３月８日（木）

１７：００～１９：００

１７：３０～２０：００

１７：３０～１８：３０

１８：４５～２０：００

１８：００～２０：００

2．協議項目 第１回（幹事：６名会場：（財）日本医薬情報センター）

１．ＪＡＰＩＣデータベースについて

２．病院幹部医会入会案内の説明と承認について

３．平成13年２月（３月）開催予定のセミナーについて

４．平成12年７月15曰開催のセミナー・特別集会について

５．幹事伊藤拓先生の幹事辞退並びに顧問就任要請について

第２回（幹事：３名会場：東京ステーションホテル）

１．７月15曰開催のセミナー・特別集会の運営について

第３回（幹事：９名会場：（財）日本医薬情報センター）

１．平成13年３月開催のセミナーの運営について

２．その他

第４回（幹事：６名会場：（財）日本医薬情報センター）

１．平成13年３月９曰開催のセミナーについて

２．平成13年度セミナーについて

３．幹事三浦將司先生の幹事辞退について

４．その他

第５回（幹事：８名会場：立川オーセンティックホテル）

１．平成13年７月11曰開催予定のセミナーについて

２．幹事小田良彦先生の幹事辞退について

３．次回の幹事会の開催について

－３３３－



3．総評

今年度は会員の拡大に努め、それにより会員数は大幅に増えた。

幹事会において非常に活発な意見交換ができ、それがセミナーの内容に活かされたことが非常

に良かったように思う。来年度も２回のセミナーの開催を予定しているが、内容を十分に検討し、に良かったように思う。来年度もｉ

文字通り「病院医療の質を考える」 セミナーを実施していきたい。

－３３４－



第１９他団体との連絡協議及び連合

〔四病院団体協議会〕

設立月日

構成団体

平成12年７月28日

社団法人日本病院会

社団法人全日本病院協会

社団法人曰本医療法人協会

社団法人日本精神病院協会

5,458病院（四病協の会員数合計は7,252である）

※平成12年７月曰病調

構成病院数

運営要綱

四病院団体協議会（四病協）運営要綱

（名称）
ヨンピョウインダンタイキョウギカイ ヨンビョウキョウ

第１条本会(よ、四病院団体協議会（略称：四病協）という。

（組織）

第２条本会は、社団法人格を有する（社）曰本病院会、（社）全曰本病院協会、（社）日本医療法

人協会、（社）日本精神病院協会の四病院団体をもって組織する。

（事務所）

第３条本会の事務所は、（社）日本病院会、（社）全曰本病院協会、（社）日本医療法人協会、（社）

日本精神病院協会のそれぞれの事務所内に置く。

（目的）

第４条本会は、医道の高揚、病院医療の発展向上を図り、国民の保健・医療・福祉の増進に寄与

することをもって目的とする。

（総合部会）

第５条本会に総合部会を設置する。

２総合部会は、第２条に規定する四病院団体の会長、副会長をもって構成し、会務を掌理す

る。

３総合部会には、議事案件に関係する者を加えることができる。

（委員会）

第６条事業を推進するために、本会に委員会を設置する。

２委員会の設置は、総合部会において行い、委員会委員の数は、各委員会に各団体それぞれ
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３名から５名をもって構成する。

（当番団体）

第７条当番団体は、毎年度４月から６月は（社）日本医療法人協会、７月から９月は（社）全曰

本病院協会、１０月から12月は（社）曰本病院会、１月から３月は（社）日本精神病院協会と

する。

（経費負担）

第８条本会運営に関する費用は、第２条の規定に基づき組織する四病院団体が応分の負担をする。

（要綱改正）

第９条本要綱改正は、総合部会において行う。

付則

１この要綱は、平成12年７月28曰から施行する。

．－部改正平成13年２月27日承認

・改正内容第７条を、当番団体は、（社）日本医療法人協会、（社）全日本病院協会、（社）

曰本病院会、（社）日本精神病院協会の順に４月毎に交替して当番団体の任に

当るものとする。に改める。

付則に、第７条の改正規定は平成13年４月１日より施行する。を追加する。

設置機関総合部会

医療制度委員会９月27日承認

医療保険・診療報酬委員会〃

医業経営税制委員会〃

医療従事者対策委員会〃

介護保険委員会〃

医療安全対策委員会〃

民間病院等における診断群分類を活用した調査プロジェクト委員会２月27日承認

病院会計準則研究委員会〃

会議の開催記録

平成12年

５月９日（火）四病院団体会長会議全日本病院協会４名

６月30曰（金）四病院団体会長会議日本医師会４名

７月28日（金）第１回総合部会日本医師会１６名

８月30日（水）第２回総合部会日本医師会１７名

９月27日（水）第３回総合部会全日本病院協会１５名
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水
水
火
月
水
木
金
金
金
金

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

全曰本病院協会

日本医師会

日本病院会

曰本病院会

日本医師会

日本医療法人協会

全日本病院協会

日本病院会

全日本病院協会

全日病病院協会

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

Ⅱ
Ⅳ
９
７
Ｍ
８
岨
、
Ⅱ
岨

第１回医療安全対策委員会

第４回総合部会

第１回医療保険・診療報酬委員会

第１回介護保険委員会

第５回総合部会

第１回医業経営税制委員会

第２回医療安全対策委員会

第１回医療制度委員会

第２回医療保険・診療報酬委員会

民間病院等における診断群分類を

活用した調査の打ち合せ会

第６回総合部会

９月27曰

10月25曰

10月31日

11月20曰

11月22曰

11月30曰

12月１日

12月８日

12月15日

12月15曰

(水） ダイヤモンドホテル１７名12月20日

平成13年

１月12日

１月16日

１月19日

１月24日

１月26曰

１月26日

Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ

金
火
金
水
金
金

く
く
く
く
く
く

第２回医療制度委員会

第２回介護保険委員会

第１回医療従事者対策委員会

第７回総合部会

第３回医療保険・診療報酬委員会

第１回民間病院等における診断群

分類を活用した調査プロジェクト委員会

第３回医療制度委員会

第２回医業経営税制委員会

第３回医療安全対策委員会

第４回医療保険・診療報酬委員会

第２回民間病院等における診断群

分類を活用した調査プロジェクト委員会

第８回総合部会

第４回医療制度委員会

第３回介護保険委員会

第４回医療安全対策委員会

第１回病院会計準則研究委員会

第９回総合部会

第２回医療従事者対策委員会

日本病院会

日本病院会

日本精神病院協会

日本医師会

全日本病院協会

全日本病院協会

名
名
名
名
名
名

岨
７
９
陥
岨
岨

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ

金
金
金
金
全

く
く
く
く
く

日本病院会

日本医療法人協会

全曰本病院協会

全日本病院協会

全曰本病院協会

名
名
名
名
名

９
７
７
ｍ
９

２月９曰

２月９日

２月９曰

２月23日

２月23曰

曰本医師会

曰本病院会

日本病院会

全日本病院協会

日本病院会

曰本医師会

日本精神病院協会

名
名
名
名
名
名
名

旧
９
７
蛆
６
旧
８

Ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ

火
金
火
水
月
水
木

く
く
く
く
く
く
く

２月27日

３月９曰

３月13曰

３月14日

３月19曰

３月28日

３月29日
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第５回医療保険・診療報酬委員会 全曰本病院協会６名３月30日（金）

活動記録（１）

１０月20日（金） 規制改革委員会公開討論（医療）に、四病協として中山会長、全日病西沢副

会長出席（発言資料後掲）

曰医の診療ガイドライン評価センター（仮称）設立に向けての準備委員会に、

四病協として曰病山本委員長、曰精協高橋正和常任理事が参画

参院国民福祉委に、四病協として全曰病西沢副会長が出席、

改正医療法に関して参考人として意見表明

医療安全パネルディスカションを東医健保会館で、四病協として開催２３５

名が参加

10月23日（月）

11月21日（火）

３月２日（金）

活動記録（２）

８月

３月７日

３月19曰

病院会計準則等研究についてのワーキンググループが報告書を提出

厚生省保険局長に対して、診療報酬の記載要領について要望（要望書後掲）

厚生省

国土交通省に対して病院建物容積率の緩和を要望（要望書後掲）

委員会

（総合部会）

開催回数

出席者数

協議項目

９回

150名50名（延べ人数）

･四病院団体の病院数について

･四病院団体協議会運営要綱（案）について

･委員会の設置、運営方法（案）について

．｢病院会計準則等研究会」（専門家小委員会）設置について

．「民間病院等における診断群分類を活用した調査」

プロジェクト委員会設置について

･四病院団体協議会運営要綱の改正（総合部会当番期間の変更）

について

.Ｃ型肝炎対策について

･滅菌消毒に使用されているＥＯ（エチレンオキシド）ガスの発ガン’性について（労

働省職業がん対策専門家会議指摘）
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・日本医療機能評価機構の認定について

．「消費者契約法」の施行について（確認）

．病院建築に関する規制緩和の要望書について

．「旧総合病院」のレセプトに関する要望書について

・曰本栄養士会陳情書及び要望書について

・紹介率算定式への提言について（曰本病院会提出）

・診療報酬（200床問題）について（日本医療法人協会提出）

・病院の人員基準の切り上げ、切り捨ての問題について（曰本精神病院協会提出）

報告、依頼事項等

・総務庁規制改革委員会公開討論について

（四病協の代表として曰病中山耕作会長、全日病西澤寛俊副会長）

・参議院国民福祉委員会の意見陳述について

（四病協の代表として全日病西澤寛俊副会長）

・中小病院等に関する調査（厚生省より参加推薦者の依頼）について

（四病協の代表として全日病西澤寛俊副会長）

・日本医師会の「診療ガイドライン評価センター設立に向けての準備会」

委員推薦について

（四病協の代表として曰病山本修三理事、曰精協高橋正和常務理事）

・病院会計準則等研究会報告書について

・病院建築計画に伴い規制される状況に関するアンケート調査結果について

・平成12年度厚生省補正予算について

・各委員会の開催報告について

総 評

平成12年７月28曰（金）四病院団体協議会総合部会が発足した。平成12年７月28曰（金）四病院団体協議会総合部会が発足した。毎月１回定例に総合部会を開

催し、各病院団体の会長が持ち回りで議事進行を進め、専門的な内容については各病院団体の担

当役員等が委員となって、６つの委員会と２つの専門委員会を発足させた。この総合部会では曰

本医師会より石川高明副会長も出席され、医療関係者が一堂に会する意義は大きい。
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消費者契約法施行に伴う対応について（確認）

消費者契約法は平成12年４月28日、国会において成立し、平成13年４月１日から施行される。

医療機関と患者の間には、通常民法上の「契約」があると考えられており、消費者契約法が原則と

して適用される。

ただし、保険診療、老人医療、労災医療等については、消費者契約法上、問題になる場合は考えら

れないと経済企画庁、厚生省、労働省においても確認されている。

四病院団体協議会は、消費者（患者）の利益の擁護を図る事を目的とした消費者契約法の理念を尊

重し、会員に法の理解、順守を徹底し、国民に信頼される医療の提供を行うこととする。

一方、消費者（患者）に対しても法の正しい理解の普及に努め、曰本医師会と協力のうえ、「苦情．

相談窓口」の充実をはかることとする。

以上、消費者契約法施行に向けて対応していくこととする。

平成12年10月25日

四病院団体協議会

社団法人日本病院会

会長中山耕作

社団法人全曰本病院協会

会長佐々英達

社団法人日本医療法人協会

会長豊田堯

社団法人日本精神病院協会

会長仙波恒雄
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(医療制度委員会）

開催回数４回

出席者数４６名（延べ人数）

協議項目・病院と診療所との機能分化について

・臨床研修の必修化について

・四病協医療制度委員会提言（案）について

．「四病協初期臨床研修委員会」または「四病協初期臨床研修連絡協議会」（案）の

設置について

．「病院会計準則等研究会」（専門家小委員会）設置について

・個人情報の保護に関する法律（案）について

総評

平成12年12月８日（金）四病院団体協議会医療制度委員会が発足した。

当会、奈良昌治副会長を委員長として毎月１回（第２週金曜日）開催することに決定し、４回

にわたる議論、意見交換の結果提言として取りまとめた。

四病協医療制度委員会（提言）

四病院団体協議会

医療制度委員会

1．臨床研修制度について

（１）研修方法等について

大学病院、研修指定病院でも、同一診療科内ですら、益々専門・細分化され、研修計画にも問

題も多い。大学病院や大病院だけの研修では全人的な真の臨床医は育たない。指導医のいない病

院に研修医を出すのは如何という意見もあるが、研修制度では、まずかかりつけ医・家庭医の養

成を考えなくてはならない。国際医療援助でも諸外国の医師は産科でも小児科でも小外科でも診

療するが、曰本の医師は適応できない場面も多く、これは専門分化した医局制度を引きずった現

在の医学教育制度の欠陥である。２年間の臨床研修には、まず明確な教育理念と目標がなくては

ならない。広く一般臨床の基礎を徹底的に教育すべきで、研修初期の一定期間は、臨床研修指定

病院で研修を受けさせなければならないが、残りの期間は先輩として相談できる常勤医師がいる

地方の医療機関に配属する。地域医療に貢献している中小民間病院も含め研修病院・診療所群と

いう概念で研修させるべきである。

－３４１－



更に、心のケアの出来る医師を育てる為には、精神科病院での研修を義務づける必要がある。

なお、臨床研修病院は新しく制定される指定基準に従って、現在の大学病院も含め研修指定の認

定を受けることが望ましい。

いわゆる大学医学部だけで育った擬専門の欠陥医師を育てないためにも、臨床研修制度を早く

スタートさせてほしい。また研修教育費を診療報酬から捻出するのではなく国民の健康維持のた

めに国家から研修医・指導医の予算を拠出するのが必要である。これは医療事故防止、大学病院、

大病院で研修医による無駄な検査経費の節約のためにも、研修医の給料は、研修医養成費として

国家予算化すべきである。指導医の報酬は教育研修施設に補助金の形で支給をすべきである。

研修医のアルバイトは原則的に禁止とする。

(2)研修医の身分について

研修期間中２年間、保険医として診療できないと、民間中小病院での研修は事実上不可能とな

り、地域医療の体得が出来にくくなるとともに、地方の中小病院は今以上に医師不足に陥ること

になる。研修医単独では保険診療を認めないが保険医の指導の下で保険診療が可能とすべきで、

実務的に保険診療を認めるべきではないか。研修中も施設長・病院長が認めれば診断書等が書け

るように認めてもよいのではないか。

今後、臨床研修のカリキュラム作成委員会に、実際に地域医療の担い手として貢献している四

病院団体協議会から複数の委員を出すべきである。

(3)卒後臨床研修を受け入れ機関窓ロの設立について

文部科学省当局は、今なお大学を中心に卒後臨床研修教育を考えており、古い医局制度の上に

できた卒後教育制度の弊害を繰り返す可能性がある。

そこで四病院団体協議会医療制度委員会としては以下のことを提案する。

①卒後初期臨床研修の遂行にあたって四病協が主体性を持ち、研修医受け入れ機関の窓口を設

立する。

②四病協医療制度委員会の下に卒後初期臨床研修カリキュラム作成委員会を設置し、わが国の

医学研修の統一化（標準化）を図る。

以上
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(医療保険・診療報酬委員会）

１．開催回数５回

２．出席者数延べ46名

３．協議事項（１）各団体の委員会活動

（２）平成12年４月診療報酬改正の分析について

（３）紹介率算定式の問題について

（４）200床基準の問題について

（５）「総合病院」のレセプトに関する問題について

（６）平成14年診療報酬改定に対する基本的考え方について

（７）混合診療について

4．総評

今年度より４つの各病院団体から代表の役員が参加し、「四病協、医療保険．診療報酬委員会」

が開催された。担当団体に全日本病院協会、委員会委員長に猪口先生が務めることとなり、四病

協の総合部会で報告、了承された。

当委員会の協議する内容としては、主に、２年ごとに改正される診療報酬改定について視点が

向けられており、平成12年４月の診療報酬改定では、各団体及び各委員の病院でも問題に取り組

んでいることなど、さまざまな意見が交換され会が活気に溢れていた。来年度も200床基準の問

題や患者紹介率算定式についてなど、平成'4年の診療報酬改定でよりよい病院環境を公的、私的

に問わず築いていく方針である。

(医業経営・税制委員会）

１．開催回数２回

２．出席者数延べ15人

３．協議事項・委員会運営方法について

・税制要望の進め方について

４．総評

当委員会では経営問題や税制問題について、曰本病院会、全曰本病院協会、日本医療法人協会、

曰本精神病院協会といった各団体の立場から、多種多様な意見を提案してもらい審議していく。

当面は平成14年度の税制改正要望について審議していくことになった。

「消費税」「承継税制」「法人事業税」について重点的に審議しており、「ＮＰＯ支援税制」に

ついても議案に挙がった。現状では、保険医療機関における消費税は非課税制度であるため、事

業者たる医療機関が転嫁できない消費税負担を強いる結果となっている。承継税制においては、
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出資持分の財産評価は、収益性の高い法人は出資額の評価額以上に高くなり、結果として承継で

きないという制度上の矛盾が生じている、という問題点が委員から指摘された。

また、当委員会では今後の要望の進め方についての審議も行っている。従来通りの厚生労働省

や財務省の陳情という形では堂々巡りで終わってしまい、成果が期待できない。このような過去

の経験から、ただ解消を要望するのでなく代替案や譲歩案などを戦略的に行ってはどうかとの意

見が提案された。特に切実である消費税問題については政界から意見を聞き入れてくれる人物を

招聰し、問題点を訴えていく案。承継税制については、出資額限度法人を医療法に基づく法人と

して位置づけてもらい、その後に税率について交渉するという段階を踏むという案である。

審議項目、要望方法については来年度以降も引き続き審議していくことになっている。

(医療従事者対策委員会）

１．開催回数２回

２．出席者数延べ17名

３．協議事項（１）看護・コメディカルスタッフの需給状況等について

（２）「民間病院における看護職員確保に関する調査」報告について

（３）「大阪府看護職員確保コンサルテーション事業」の結果報告について

４．総評

今年度より、看護職員等に対しての委員会として四病協、医療従事者対策委員会が設けられた。

近年、医療事故が多発している約３割が看護婦のミスによる。看護職員のみならずこういった病

院の事故を少しでも減らして行きたく委員会に取り組む。

(介護保険委員会）

１．開催回数３回

２．出席者数延べ22人

３．協議事項・介護保険の現状の矛盾点・問題点について

・高齢者医療制度について

・介護保険適用療養型病床群と医療保険適用療養型病床群の機能について

・介護入所施設の一元化について

４．総評

各委員により、現時点での介護保険制度の矛盾点が指摘された。主な内容は①建坪率や容積率

の緩和。②人員配置基準の見直し。③介護保険適用と医療保険適用の療養型病床群の機能につい

て。④介護報酬に含まれるおむつ代問題。⑤介護入所施設の一元化について。⑥高齢者医療保険

制度、等であった。
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①については委員会レベルの問題ではないため、総合部会で解決が図られるよう提案した。

②については平成15年３月31曰までの介護職員の配置基準３：１適用期限延長についてである。

行政が３月に実態把握調査を行うとのことであり、その結果を踏まえ早急に対処することとなっ

た。

③の介護保険適用と医療保険適用の療養型病床群の機能について、委員からは次のような意見

が挙げられている。

・報酬体系（保険給付）が違っており、整合性がない。

．制度上の違いだけであって、サービスとしての違いはないのではないか。

・財源的問題だけであって、将来的に療養型病床群の一本化をしてもいいのではないか。

今後、この問題は高齢者医療制度も視野に入れながら引き続き検討することとなっている。

④について、介護保険制度、高齢者医療制度の一体化を考えると、おむつ代の取扱いについて

は解決を図らなければならない問題であると認識している。

⑤介護入所施設の一本化については、四病院団体共通の意見が次のようにまとまった。

医療法や介護保険法で定められているように、介護療養型医療施設は明らかに特別養護老人ホー

ムや老人保健施設とは違うものである。仮に特養と老健が一本化されたとしても、介護療養型医

療施設はあくまで別立てで考えるべきである。

⑦については来年度以降に、介護保険制度諸問題を単体でなく高齢者医療制度もからめて取り

組んでいく方針である。ただし、介護保険制度に対し矛盾点を指摘し、要望や提言をするという

委員会の姿勢に変わりはない。

(医療安全対策委員会）

１．開催回数４回

２．出席者数３６名（延べ人数）

３．協議項目・今後の委員会としての対応について

．「診療に関する警察への届け出に対する見解」（東京都病院協会）について

・四病協：医療安全対策委員会としての報告書作成について

．「医療安全パネルディスカッション」の開催・運営について

．「診療に関する警察への届け出に対する見解」（東京都病院協会）に対する回答

について

．「医療機関における安全管理の実施状況に関する調査」（厚労省）結果概要につ

いて

．「職業がん対策専門家会議における物質の発がん性についての検討結果」（労働

省）について
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4．総評

今年度、四病院団体協議会が発足し、その中の一委員会として医療安全対策委員会が設けられ

た。平成12年９月27日を第１回とし、今年度は４回開催され、石原哲委員長（全曰本病院協

会常任理事）を中心に懸案事項等について議論を重ねた。

毎回の協議の結果、当委員会としての医療安全に関する意見をまとめ、総合部会へ提出する形

となったが、やはり医療の安全性については各病院、各医療従事者が常曰頃より意識しながら仕

事に取り組んでいただきたい。

(｢民間病院等における診断群分類を活用した調査」プロジェクト委員会）

１．開催回数２回

２．出席者数２１名（延べ人数）

３．協議項目・プロジェクト委員会の発足について

・委員会の今後の運営方法等について

４．総評

平成13年１月26日（金）プロジェクト委員会が発足した｡

この委員会には曰病、全日病、医法協に加え全国自治体病院協議会も役員が委員として参加し

ており、当会山本修三理事が委員長に就任した。

また、厚生労働省の矢島鉄也企画官も出席し、今後どのように委員会を運営していくか議論中

である。

(病院会計準則研究委員会）

１．開催回数１回

２．出席者数６名

３．協議事項１）到達目標について

２）今後の運営について

４．総評

①現行の病院会計準則が昭和58年に策定されて以来、４回の医療法改正が実施されたにも拘ら

ず見直しが図られていなく、現在の病院の財政状態、経営成績の実態を正確に反映したものと

なっているか。

②医療経済実態調査が開設者を問わず共通の会計基盤にたって処理されているか。

③企業会計のグローバルスタンダードへの移行を踏まえ、病院会計準則が見直される際に、病

院団体として意見提出を図る。

上記の趣旨のもと、公認会計士らを委員とする病院会計準則の調査研究機関を設置することと
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した。

委嘱期間は２年とし、月１回の頻度で委員会を開催する。また、この委員会は四病院団体協議

会の医療制度委員会ならびに医業経営税制委員会の下に設け、事務局は当会があたることとした。

第１回の会議で、委員長に石井孝宜公認会計士を選出後、今後のスケジュールを話し合い、１

年を情報収集期間、半年を情報分析の期間、残りの半年で報告書を作成することとし、委員会の

検討課題を、

１）病院会計準則をベースとして、医療法人等の民間病院に限定せず全ての開設主体にとって

病院会計の基準がどのようなものであるべきかを検討する。

２）あるべき病院会計の基準を検討するために様々な開設主体の現状における会計処理の実態

を調査・研究する。

３）独立行政法人会計基準、社会福祉法人会計基準、介護老人保健施設会計基準、公益法人会

計基準等周辺関連基準との比較研究を行う。

４）いわゆる会計ビッグバンにおける新会計潮流への対応の必要性を検討する。

とすることを申し合わせた。

研修会事業

「医療安全パネルディスカッション」

開催回数１回

開催曰時平成13年３月２曰（金）

開催地東京都・東医健保会館

参加者風167施設235名

演題

一３月２日（金）－

１４：００～１７：３０

開会挨拶全曰本病院協会

西岡病院
副会長西澤寛俊
理事長

四病院団体協議会医療安全対策委員会委員長

全曰本病院協会常任理事石原哲

白鬚橋病院院長

趣旨説明

病院「病院界の取り組み・自院の取り組み」

河北総合病院診療部長尾形逸朗

製薬会社「業界の取り組み・自社の取り組み」
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武田薬品工業（株）医薬営業本部医薬学術部部長吉原寛

医療器材会社「業界における自社の取り組み」

テルモ（株）医療リスクマネジメントプロジェクトサブリーダー鈴木雅隆

品質管理研究者「品質マネジメントの仕組みと道具について」

中央大学理工学部経営システムエ学科教授久米均

討議「医療の安全と組織管理・質向上の努力」

座長/四病院団体協議会医療襄言騨曼会理薑曼飯田修平

河北総合病院診療部長

武田薬品（株）医薬営業本部医薬学術部部長

テルモ（株）医療リスクマネジメントプロジェクトサブリーダー

中央大学理工学部経営システムエ学科教授

尾
吉
鈴
久

形逸朗

原寛

木雅隆

米均

総評

今回のパネルディスカッションは四病院団体協議会主催として開催された。四病協が発足した

同年度内にこのような機会をもてたのは、全日本病院協会を中心とし、各団体・各委員の熱心な

活動の成果であると思われる。

また、全国各地から多数の参加者が集まっていることから、医療の安全に対して非常に高い関

心があることがわかる。その意味では今回の開催は非常に有意義であった。

資料等

規制改革委員会に提出された公開討論での中山会長・全日病西澤副会長の発言内容

平成12年10月20日

公開討論（医療）資料

四病院団体協議会

（社）曰本病院会会長

（社）全日本病院協会副会長

中山耕作

西澤寛俊

－３４８－



1．医療分野に於ける競争促進の在り方

情報の提供、共有なくしては利用者の選択機能は働かない。

一方、厚生省の施策としては地域に於ける医療のネット作り、病々病診連携の強化（診療報酬に

於いても）を促進している。

競争促進の主旨は尤もだと思うが、企業間の競争のように他社を蹴落としても自社の顧客を増

やし収益増のみを考えるわけには行かない。

節度ある競争顧客の満足度の向上、信頼関係の構築、質の向上に努力するのは当然である。

(安く・早く・安定に）

○病床規制については、結核・精神病床等は逆に撤退が困難となっている。

しかし、地域の実状に併せて都道府県に委せるべきかと思う。

○機能分担

余程の情報が無い限り利用者の選択に委せて専門性の向上と機能分化が促進されるだろうか？

○開設主体規制、営利法人の参入

採算性の良いものだけをやる可能性。営利法人について公正なルールとは如何なるものか？原

則反対→国民に奉仕するか株主に奉仕するか投資の対象としてよいか、大資本・外資の導入が

考えられる。

2．利用者による選択を支えるシステムの在り方

ネガティブリスト化は賛成

利用者の選択の自由と意思決定の自己責任

地域によって選択肢の幅の違いをどうするか？

医療の標準化

医療機能評価機構によるclinicalindicatorの作成と実質評価を必要とする。

DRGの標準化、医療内容の標準化、医科系大学の垣根の取払い

3．医療費体系・価格決定メカニズムの在り方

混合診療

低所得者の保護
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民間保険、自立投資（曰医）

総合保険の付加給付が有り得る。その際政府管掌保険は？

保険者機能の強化は

非契約の病院受診できないのか、療養費払いとなるのか？

タライ廻しの可能性

契約した病院は保険者によりダンピングを強いられないか？

ゲート・キーパーの存在

4．その他

診療報酬改定で紹介率算定の不統一

医療廃棄物の処理費用、感染症対策の十分な評価

消費税の損税の発生（－病院平均6,000万円）

土地の容積率、建蔽率の規制緩和

(以上）

四病院団体協議会委員会委員名簿

総合部会

中
大
藤
奈
武

山
道
澤
良
田

耕 聖隷浜松病院

医療法人大道会

福井県済生会医療福祉センター

足利赤十字病院

武田病院グノレーフ゜

作
學
清
治
男

長
長
長
長
長

事
総
理
総
院
会

静岡県

大阪府

福井県

栃木県

京都府

053-473-2150

06-6962-9621

0776-23-1111

0284-21-0121

075-361-1335

正
昌
隆

医療制度委員会（担当団体：日本病院会）

委員長奈良昌治足利赤

委員北條慶一元公立

梶原優板倉

十
昭

宇
和
病

病
病

院院長

院院長

院理事長

栃木県

東京都

千葉県

0284-21-0121

03-3267-0667

0474-31-2662

医療保険・診療報酬委員会（担当団体：全曰本病院協会）

委員栗山康介名古屋第二赤十字病院院長 愛知県052-832-1121
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西村昭男曰鋼記念病院

山本修三済生会神奈川県病院

理事長

院長

北海道O143-24-1331

神奈川県045-432-1111

医業経営・税制委員会（担当団体：日本医療法人協会）

委員池澤康ＲＢ中野総合病院

福田浩三上飯田第二病院

小堀嶋一郎国立国際医療センター

院長

名誉院長

院長

東京都

愛知県

東京都

03-3382-1231

052-916-3681

03-3202-7181

医療従事者対策委員会

委員中後

林雅

井手道

（担当団体：曰本精神病院協会）

勝医療法人愛仁

人平鹿総合病

雄聖マリア病

大阪府

秋田県

福岡県

会
院
院

理事長

院長

理事長

06-6375-0660

0182-32-5121

0942-35-3322

介護保険委員会（担当団体：曰本病院会）

委員長川合弘毅医療法人若弘会

委員武田隆男武田病院グノレープ

大山朝弘総合病院中頭病院
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〔全国病院団体連合〕

1．常任幹事会

期曰平成12年９月７曰

場所日本病院会会議室

出席者９名

議題①役員の退任と補充

②平成11年度事業報告及び収支決算報告

③今後の活動

全国公私病院連盟の役員交代に伴い全病団連役員の一部異動があった。

役職退任者後任者

常任幹事遠山正道（公私連会長）竹内正也（公私連会長）

″ 寺田守（〃副会長）星和夫（〃畠'1会長）

監事星和夫（曰病監事）梶原優（曰病監事）

今後の活動について、平成12年７月発足の四病院団体協議会（四病協）との関連で病団連の存在

意義が問われているが、病団連は別の組織である、コメディカルが加盟している病院特有の組織で

あることをアピールする事業をおこしてはどうか、などの議論があり、病団連の名前はこのままで、

各種職能団体を勧誘し、それが育ったとき病団連として応援する、将来四病協とも共同行動すると

きがくるなどと結論づけた。

2．依頼事項等

①第１２回「国民の健康会議」の協賛（平成12年12月11日、全国公私病院連盟）

②医療法改正にかかわる陳情書（平成13年１月19日、日本栄養士会・全国病院栄養士協議会より、

病院に「栄養相談室｣の設置と施行規則の人員配置基準の栄養士を管理栄養士に改めること）

③社会保険診療報酬改定にかかわる要望書（同日、同会・協議会より、次期改定では栄養食事指

導料の増額と栄養食事指導対象枠及び対象疾患の拡大、入院栄養食事管理料の新設等について要

望）

3．会員の状況

（平成12年４月現在）

病院団体２４団体・6,312病院（重複除く推計4,200病院）

医学・職能団体６団体・630,614人
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第２O日本病院会政治連盟

（会務報告）

平成12年
５月11日常任幹事会を曰本病院会で開催し、９人が出席した。４月２日小渕総理が倒れ、５日に森

幹事長が後継首相に指名されて、衆院議員の任期残り半年を控え政局が一気に解散総選挙

に向けて走り出したため、この対応を協議する目的であった。

会議冒頭、中山委員長は自ら委員長を退き、藤澤副委員長を後任に指名して賛同をえた。

特に今日諸問題を抱えて政治力を必要とし、今回の執行部と太いパイプをもつ藤澤氏に任

せたいというものである。中山委員長は名誉委員長に推戴された。

総選挙対策については、①連盟推薦政党は自民党一党とする②その上で重点候補を絞

り支援する（11人）③従来からの顧問議員（10人）は引続いて支援するという３点を決

めた。

曰本病院会ニュース第608号（５月25日）に「政治連盟特集」を付録ページとして掲載し

た。「曰病の政治力を発揮し我々の病院を守ろう〃」衆院選に対する連盟の方針と題し、

藤澤委員長の論文を掲げた。

５月26日には中山会長、藤澤委員長が同道し重点候補の各氏を訪ねた。また各理事から

の地元での推薦候補に推薦状、ポスターを交付した。

衆議院は６月２日解散、１３日公示、２５日選挙となり、重点候補11人のうち10人当選となっ

た。

５月25曰

７月26曰参議院議員武見敬三後援会選挙事務所開きが曰本医師会館で行われ、加藤監事、山口事務

局長が出席した。

８月16日政治連盟として中山名誉委員長、藤澤委員長、大道．奈良副委員長が橘衆院議員の案内で

首相官邸に中川官房長官を訪問、９月21日再度藤澤委員長、大道副委員長が出かけ、病院

の諸問題について懇談した。ちょうど情報技術（ＩＴ）関連で平成12年度補正予算として

国立病院の電子カルテ化推進策があり、民間病院は規模等に応じてオーダリング等院内情

報システムの整備促進をはかるべきと要望し、これに72億円の措置要求が盛られることに

なった。１１月22日補正予算が国会成立し、査定後60億円で確定、２分の１補助で事業規模

は'20億円となる。機種の更新も対象とされ、都道府県が窓口となるので会員に早目の準

備をするよう広報した。
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９月８日自治省が1999年分（平成11年１月～12月）の政治資金収支報告書を公表した。同曰付官報

で曰本病院会政治連盟は収入総額1,772万円（内、会費収入388人・492万円)、支出総額164

万円であった。

10月28曰第２回常任幹事会を日本病院会で開催、２４人が出席した。来年夏の参議院選挙対策として

資金の問題を中心に協議した。現在の手持ちでは顧問との会合とかの経費も事務経費も出

ない、日常的、政治的活動に使うべきとして、会費収納を上げるため従来のやり方でなく

本会計と同時請求を行うことに決めた。

平成13年
１月26日 第19回参議院議員選挙・全国医師総決起大会（日本医師連盟主催）がキャピトル東急で開

かれ、藤澤委員長、大道、奈良、武田各副委員長が出席した。

２月14日自民党組織本部・団体総局主催、社会福祉・環境関係団体との新年懇親会が赤坂プリンス

ホテルで開かれ、奈良副委員長、山口事務局長が出席した。

参議院宮崎秀樹先生が繰り上げ当選となり、身

ホテルで開かれて、武田副委員長が出席した。

その報告と激励会が日本医師連閣牛催で帝国３月13日
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平成１２年11月10日

自由民主党組織本部

社会福祉環境関係団体委員会

委員長田村憲

自由民主党政務調査会

部会長熊代昭

久殿

彦殿

霞鬮
日本病院

中山耕

社団法人

会長

算

平成n年度襄制改正 に関する要望

標記について次の通り要望いたします。

記

頁
頁

１
４

平成１３年度予算に関する要望

平成１３年度税制改正に関する要望
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二Ｆノブぴて１３句三'三重二子舅z皇更三塁Ｉご＝つし。‐て

（日本新生プランに対する予算要望）

わが国国民が、２１世紀社会を健康で安心して暮らしていくには、社会保障制度が

セイフティネットとして安定して運営されていかなければならない。

殊に、医療制度については、いつでも、どこでも、だれでも、適正な価格で受診で

きるという現行の皆保険制度が堅持される必要がある。

更に、医学の進展により可能となる遺伝子治療、生殖医療、臓器移植が日常的に享

受できるような医療保険システムを構築しなければならない。

従って、給付と負担のあり方について、高齢者医療保険制度の見直しを含め、抜本

改革に積極的に取組まなければならないが、病院をはじめとする提供者側についても、

医療資源の有効活用が図られるように、利用者のニーズに適した質の高い医療を効率

的に提供することが強く求められている。

これらの実現のため所要の予算措置を実施されるよう要望する。

ＩＩＴなどを活用し医療情報システムを確立すること。

①個人レベルの医療情報システムの構築化

現行の保険証を改め、国民一人ひとりに対する電子カード化とし、個人の血液型、

アレルギー、常備薬など基本医療データの入力のほか、既往歴、現病歴を盛り込み、

事故発生に際して迅速に対応できるような診療システムを敷くべきである。

②医療機関単位の医療情報システムの構築化

医療機関内の診療情報システムの一元化を図り、業務の合理化、標準化を推進す

るため、電子カルテ、オーダリングシステムが、大学病院、自治体病院に止まらず

広く中小規模の病院にまで普及されることが望まれる。

これらは単に院内業務の効率化に寄与するだけでなく、患者と診療情報を共有す

るための有効なツールとしても活用できる。

このため医療機関内の医療情報システムの定着化を促進されるよう要望する。

③地域の医療情報システムの構築化

患者の病態に照らして適切な医療環境を選択できるように、医療機関のネットワー

ク化を図り、病・病連携、病診連携に努めなければならない。

これらは医療機関の特性の把握、病院間のデータ形式の統一化など地域医療情報

システムの整備を図ることによりなし得るものである。

病院団体として、病院間の連絡・調整を重要な目的の一つとしている当会に対し

て、ＩＴ活動費を支援されるよう要望する。

加えて、医療機関のもつ公共的役割に鑑み、夜間の診療体制情報、空床情報の提

供等を、常時、インターネットに掲載できるよう特段の予算措置を要望する。
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２．２１世紀の福祉国家に相応しい療養環境を提供できるよう整備を図ること。

①民間病院を社会的資本と位置付け建て替えなど整備に要する費用について大幅な

国庫補助を実施すること。

平成１１年６月を対象に実施された中央社会保険医療協議会の医療経済実態調査

によると、一般病院の有効回答９０７施設中に、建築年月が３０年を超えている病

院は２２４、全体の１／４を占めている。これを単純に全国規模に当てはめると約

２千病院が該当することとなる。

これらの病院の多くは、建て替えを実施する時期を迎えているにも拘らず資金の

目処がたたないため建て替え出来ないでいる。

現在、民間病院の療養環境整備に対する唯一の補助である医療施設近代化施設整

備費は、平成１２年度予算額３０５億５１００万円と僅少で、これとて専ら療養型

病床群の整備に資するためのものであり、一般病院の療養環境を充実させるところ

までいっていない。無論、介護施設の整備も重要であるが、医療サービスの基盤が

確立してはじめて介護サービスの円滑な実施が可能となるのである。

また、入院室料に対応する診療報酬上の取り扱いは、入院環境料として１日当た

り１，６５０円で、本年４月から医学管理料、看護料を加えた入院基本料として1

日当たり７，８８０円から１２，１６０円となっている。これでは維持費、人件費

に見合うだけで、資本整備に必要なキャピタルコストに相当する分が含まれている

とは思えない。

更に、ＯＥＣＤ加盟主要国の９８年へルスデータをみると、国民総医療費に占め

る入院医療費の構成割合は、わが国が２９．４％であるのに比べ２０カ国平均で４

２．４１％、米国４２．２２％、イギリス４２．１９％、ドイツ３４．６３％、フ

ランス４４．３％である（濃沼信夫／医療のグローバル・スタンダード）。わが国

の入院医療費が他国に比較してあまりにも少ないのが浮き彫りになっている。手術

等技術料の適正な評価がされていないこともさることながら、入院料があまりにも

低い評価であることがうかがえる。

次に、わが国の療養環境をみると、一般病院８，４２１の病室総数４２８，３１

２のうち、５人以上室が１１０，６４３室で、全病床の半分がこれらの病室で占め

られている。今後の療養環境は、入院患者のプライバシーの保護、院内感染の防止

等のために個室化の導入を積極的に進めるべきと考える。

また、地震多発国として、建物については免震設計を取り入れるなどし改善に努

めるべきである。

民間病院も公的施設と同様、多くの市民が集まる公共施設である。この意味では

病院の建て替えは大きな公共事業である。単に、医療施設近代化という厚生省予算

の増額を図るだけでなく、公共投資と認知し、国庫補助を実現されるよう強く要望

する。
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②医療廃棄物の処理費用は社会的費用として予算化すること。

２１世紀において地球環境の保全は大きな社会問題である。特に、廃棄物処理の

問題は、全ての国民が問題意識をもちi対処しなければならない課題である。

現在、医療機関にとって感染性廃棄物の適正な処理は、社会の構成員としての責

務から実施しているが、処理にあたっての必要なコストは年々負担が重くなり病院

経営を圧迫している。

一般企業が商品の価格にこれらの費用を盛り込むことができるのに対して、診療

報酬上なんらの手当てもなく、各医療機関の見識に頼っているのが現状である。

また、医療機関のなかには、院内に焼却設備を設置し処理しているところが見受

けられるが、本来、回収、焼却業務は自治体が行うべきである。

赤字法人もこれらのサービスの恩恵を受けていることから、地方税を課税するな

どして財源を確保し、院内処理までのコストは診療報酬で評価し、院外処理からは

行政が責任を負うべきと考える。

③院内感染対策諸費用を診療報酬で評価すること。

感染症疾患にり患している患者に対して観血的処置を実施する場合、感染防止の

ため、ガウン、ゴーグルなどディスポ製品が大量に消費される。

現在これらに要する費用は保険請求できないが、患者数の増加により病院負担が

大きくなっていることから、診療報酬において適正に評価されるべきである。

更に、救急時に本人に対して検査実施の事前承諾が得られない場合などを考慮し、

今後は、諸外国なみに、り患の有無に拘らず、り患しているものと見徹しディスポ

製品を診療報酬上取り扱われるべきと考える。

④病院建物の容積率、建ぺい率の制限を緩和すること。

建築基準法により用途地域内の建築物の用途制限が定められており、都市計画法

によって地域の建築物の容積率、建蔽率が決められている。

現在、病院建物を近代化し、患者にとって好ましい療養環境を提供しようとして

も、これらの規制が障壁となって建て替え出来ない場合がある。

従って病院建物の容積率、建蔽率の緩和措置を講じられるよう要望する。
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平成１３年度税制改正に関する要望

【国税】

１．社会保険医療に係る消費税は課税取弓|として損税が発生しないように講じること。
《理由》

現行、最終消費者である患者に転嫁できない仕入れ消費税相当分は社会保険診療報i1lllllに
力|]算され、中間段階である医療機関には益税は勿論、損税も発生しないシステムを敷いて
るとのことである。

厚生省は社会保険診療報111111に消費税分として１．５３％の点数力1]算しているが、医療機

関が!iNi入する医薬品や医療材料、病院建物増改築や委託業務の際に係る支払消費税が、受

取消費税額を上回った場合は、非課税制度であるが故に還付の手続きをとることができな
い。つまり医療機関がその分の差額を負担する、いわば損税が発生することになる。

更に直近、薬価差の縮小により、一部取弓|で消費税相当額を負担することで、Ｉ購入価額
が薬価基準を上回る場合がある。

このような不合理を是正するため、社会保険医療も消費税の体系に組み入れ、ゼロ税率

課税も含め、医療機関に損税が生じないように措置を講じられること。

<参考〉

日本病院会会員病院の平成１０年度決算数値に基づいた調査によると、消費税負担割合

は２．６２％となり、厚生省による点数加算１．５３％と比べ、１．０９％の乖離が生
じる結果となった。これを金額で表すと、１病院当たり平均６０００万も持ち出してい

ることになる。

２．医療法人については公益法人の収益事業と同一の法人税率を適用するとともに、特定

医療法人については承認基準の見直しを図り、非課税とすること。

《理由》

医療法人は医療法を根拠とし、剰余金の配当が禁止されるなど営利追求が認められない

法人である。このような制約を受けているにも拘わらず、営利法人と同様の税率が課せら
れているという不合理が生じている。また、公益法人の行う医療保健業と何ら差異がない

にも拘わらず、税率においては均衡を欠いており、極めて不公平である。したがって、医

療法人の法人税率は公益法人のそれと同率の２２％に是正すべきである。

特定医療法人は、その組織・運営及び解散時の財産帰属が社会福祉法人と同一条件であ

りながら課税法人とされていることは極めて不公平である６非課税に是正すべきである。

また特定医療法人の承認基準においても、次の項目について見直しを図られたい゜

［差額ベッドについて」
全病床に占める差額ベッドの割合２０％以下を緩和すること。

差額ベッドの平均料金５０００円以下を緩和すること。

[医師等に対する給与について」

現行の基準では、承認を受けることにより、経営に専念していて院長兼務でない理事
長或いは常務理事の従来の給与月額の水準が保障されなくなる。病院規模によっては

経営に専念している理事長等が多い現状を考慮し、この基準を見直すべきである。
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３．病院建物を耐震構造に強化した場合の改善費については、当該年度の損金処理を可能

にすること。

《理由》

現在、国や自治体は災害拠点病院や後方支援病院の指定を策定し、災害発生時の医療提
供体fljIlの｢lWZ保・充実を図っているとのことである。

これらの病院が建物を免震椛造に改造した場合に要した費用については、当期の所得の

計算上、全額を損金に算入できるよう税制面の配慮をお願いしたい。

４．医療機器の特別償却制度の対象となる機器の範囲を拡大すること。

また電算ソフト取得費については、当該年度の損金に算入できるようにすること。

《理由》

医療機器については技術革新が著しく、経済的使用可能年数と法定耐用年数との乖離が
生じているのが現状であり、大幅に短縮すべきである。

更に、医療機器の特別償却の対象となる範囲は「直接医療用に供される機器・装置並び

に器具・備品」とされているが、医療サービスを提供するうえで必要欠くことのできない

間接的なものにも特別償却制度の適用範囲を拡大すべきである。

〈参考〉救急車、患者運搬車、解剖台、死体保存庫、自動カルテ抽出機など。

また医療情報の提供を促進させるためにも、税制面での特例措置を図るべきである。電

子カルテシステムや医療情報システムに係るソフト等を聯入した場合、当該年度の損金に

算入できるよう図られたい。

５．個人が法人化する場合の現物出資分に係る譲渡所得の軽減措置を図ること。

医療法人の継承時の軽減措置及び納税猶予制度を創設すること。

《理由》

医業経営の合理化や病院診療の継続性を指向する医療法人制度を推進するため、個人か

ら法人へ転換する際に医業用の土地や建物等を現物出資した場合には、これに係る譲渡所

得の課税が軽減されるよう税制面での配慮を図るべきである。

また、地域医療に果たす医療法人の役割から、医療サービスが安定的永続的に供給され

るように措置を講じるべきである。地価の評価並びに納税手段においても特段の配慮がさ

れるべきである。

６．中小医療法人の医療施設構造改善準備金制度の創設を図ること。

《理由》

医療法人の剰余金の配当禁｣]二という特殊性に鑑み、医療法人が行う医療保健業の収益金

のうち、一定割合を「医療施設椛造改善準備金」とし、損金処理による目|当てを認めると

いう制度を創設すべきである。

７．医療関係者が医療に関する高度の知識及び技能研修のために要する費用の額が増加し

た場合の法人税額の特別控除を創設する。
《理由》
近年の医学・医術の進歩は飛躍的であり、医療従事者にとってその知識習得は不可欠で

ある。したがって、医師や看護婦等の技能向上等のための試験研究及び新しい技術の習得

に要する費用については一般中小企業に認められている試験研究費に準じ、法人税の特別

控除ができる措置を創設すべきである。
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８．中小企業新技術体化投資促進税制の適用期限を延長するとともに、対象医療機器の追

加、対象範囲の拡大を図ること。

《理由》

医療関連設備の近代化とその整備充実の促進を図るべき、電気機器利用設備の適用｣ﾘ]限

を引き続き延長のうえ、適用機器を追加をすべきである。

〈要望〉自動血球分析装置レーザー手術装置一般

更に、｜宝療機器が高度急速な進歩により短期間で更新を余儀なくされていること、取得

に際して多額の資金が必要とされていることに鑑み、本適)三|]を中小企業に限らず一般の医

療法人にも対象拡大を図ること。

９．病院における休日、夜間等の救急医療・予防接種・乳幼児健診等各種健診への報酬は

非課税とすること。

《理由》

休日・夜間の救急医療、予防接種または各種健診業務は、極めて社会的責任の高い医療

活動である。これらの報酬については、所得の計算上非課税取引とすべきである。

１０．病院に対する寄付金については、第三者の監査のもと基金に組み入れたい場合、課
税対象外の取引とみなすこと。

《理由》
国民の医療に対するニーズや疾病の多様性、著しい医療技術の進歩など病院を取りまく

環境は年々厳しくなっている。このような環境であっても病院は絶えず患者サービスに努
め、医療の質向上を図るという社会的使命がある。

現在多くの病院は診療報酬を唯一資金の源泉としているが、これでは将来のわが国医療

を担う供給体制としてはあまりにも選択肢がない。医療関連への助成寄付などを通じ社会

福祉に貢献したい患者等篤志家の要望に応えるためにも、当該寄付金を所得税或いは相続

税の算定にあたって所得控除に算入可能とすべきである。

また、病院が第三者の監査を経てこれらを寄付金を基金に組み入れた場合、課税外取引

として資金調達を容易にすべきである。

１１．老人保健施設の建物や療養型病床群の建物、それらの付属設備に係る特別償却の適
用期限を延長し、更に割増し償却率を弓|き上げること。

《理由》

老人保健施設用建物、療養型病床群用建物等は長期収容施設であり、大規模な施設であ

る。その設置の負担を軽減するために平成３年４月１日以降に取得・建設した該当施設に
対し、取得後５年間１０％の割増し償却制度が認められたが、この適用期間を１０年以内
に延長と割増し償却率を５０％への弓|」ﾆけを図るとともに、老人保健施設の建物耐用年数
を３０年とすべきである。
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【地方税】

１．医療機関における社会保険診療報酬に係る事業税非課税の特例措置を存続すること。

また、この特例措置は開設者を問わず、全ての民間医療機関に適用すること。

医療法人については特別法人として事業税の軽減措置を存続すること。

《〕型由》

公的医療機関に比較して税負担という出費を余儀なくされている民間医療機関に、更に

ilM負担の加重を強いることは、経営の悪化を招き医療事業の健全性を損なう恐れがある。

也域医療の円滑推進のために本特例措置は存続させるべきである。

医療法人は営利を目的として開設することは認められず、剰余金の配当は禁止されるな

ど、営利を目的とする普通法人とは質的に異なる法人である。また、医療法人は地域住民

こ医療サービスを提供するという公共性の高い法人であることから、特別法人として扱い

普通法人より軽減された事業税率の適用を存続すべきである。

加えて、事業税の算出は各々の都道府県によって計算方法が異なっている。合理的に統

一を図るべさである。

２．民間病院の直接その用に供する固定資産については、公的医療機関と同様に固定資産

税を非課税とすること。特に公的性格そのものである特定医療法人には直ちに適用す

ること。

《理由》

現在、公的医療機関においては、直接その用に供する固定資産については固定資産税は

)'三課税となっている。地域医療を担う民間病院も、公的病院と同様に社会的に位置づけら

rLるものである。殊に、介護保|険制度が施行した現在では、介護関連施設の整備を求めら

h,ていることからも、この非課税措置は必要である。

３．国、地方公共団体から交付された補助金で取得した固定資産について、法人税法上の

圧縮記帳が行われた場合、当該圧縮分に見合う不動産取得税及び固定資産税は非課税

とする事。

《理由》

政策誘導のための助成措置の趣旨に艦み、一連の処置を講じて補助の効果を高めるべき

である。

４．医療法人が運営する看護婦養成所等において、直接その用に供する固定資産について、

固定資産税・不動産取得税を非課税とすること。

《理由》

医療関係者の養成機関については、公的または特定医療法人以外の施設においてもその

畿能と社会的貢献度は何ら変わらない。課税面でも同一とすべき。

５．病院・老健施設等に設置された在宅介護支援センターの整備を促進するため、固定資

産税を非課税とすること。

《理由》

高齢化社会の進展や介護保険制度の施行に伴って、在宅介護支援センターの役割は益々

遁要なものとなっている。本施設の整備を促すためにの税制面からの誘導措置は不可欠で

ある。
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６．老人保健施設等について登録免許税・固定資産税及び不動産取得税を非課税とするこ
と。

《〕11』由》

高齢化社会の進展や介護保険｛ljll度の施行に伴って、老人保健施設や療養型病床群の整備
は社会|】tlな要請である。これらの施設の普及を促進し、Ilj'１度の円滑な確立を期すためにも
税制面からの誘導措置は不可欠である。

７．全ての医療機関における訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、痴
呆対応型共同生活介護等、福祉系サービスの報酬に係る事業税を医療系サービスと同
様に非課税とすること。

《理由》

医療法に基づく医療の非営利性や介護保険の社会保険制度たる性格に鑑みれば、医療系
・福祉系を問わずサービス全てにおいて、社会保険医療機関が行う場合として一律に取り
扱う方が合理的である。
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平成１３年度税制改正に関する要望

【国税】

１．社会保険医療に係る消費税は課税取弓|として損税が発生しないように講じること。

《理由》

現行、最終消費者である患者に転嫁できない仕入れ消費税相当分は社会保険診療報l1IIlに

力|]算され、中間段階である医療機関には益税は勿論、損税も発生しないシステムを敷いて

るとのことである。

厚生省は社会保険診療報I1WIlに消費税分として１．５３％の点数加算しているが、医療機

関が購入する医薬,兄や医療材料、病院建物増改築や委託業務の際に係る支払消費税が、受

取消費税額を上回った場合は、非課税制度であるが故に還付の手続きをとることができな

い。つまり医療機関がその分の差額を負担する、いわば損税が発生することになる。

更に直近、薬価差の縮小により、－部取引で消費税相当額を負担することで、購入価額

が薬価基準を上回る場合がある。

このような不合理を是正するため、社会保険医療も消費税の体系に組み入れ、ゼロ税率

課税も含め、医療機関に損税が生じないように措置を講じられること。

<参考〉

日本病院会会員病院の平成１０年度決算数値に基づいた調査によると、消費税負担割合

は２．６２％となり、厚生省による点数加算１．５３％と比べ、１．０９％の乖離が生

じる結果となった。これを金額で表すと、１病院当たり平均６０００万も持ち出してい

ることになる。

２．医療法人については公益法人の収益事業と同一の法人税率を適用するとともに、特定

医療法人については承認基準の見直しを図り、非課税とすること。

《理由》

医療法人は医療法を根拠とし、jWI余金の配当が禁止されるなど営利追求が認められない

法人である。このような制約を受けているにも拘わらず、営利法人と同様の税率が課せら

れているという不合理が生じている。また、公祐法人の行う医療保健業と何ら差異がない

にも拘わらず、税率においては均衡を欠いており、極めて不公平である。したがって、医

療法人の法人税率は公益法人のそれと同率の２２％に是正すべきである。

特定医療法人は、その組織・運営及び解散時の財産帰属が社会福祉法人と|司一条件であ

りながら課税法人とされていることは極めて不公平である。非課税に是正すべきである。

また特定医療法人の承認基準においても、次の項Ｅｌについて見直しを図られたい。

［差額ベッドについて」
全病床に占める差額ベッドの割合２０％以下を緩和すること。

差額ベッドの平均>lsl金５０００円以下を緩和すること。
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[医師等に対する給与について」

現行の基準では、承認を受けることにより、経営に専念していて院長兼務でない〕』】事
長或いは常務〕111事の従来の給与月額の水準が保障されなくなる。病院規模によっては

経営に専念している理事長等が多い現状を考慮し、この基準を見直すべきである。

３．病院建物を耐震構造に強化した場合の改善費については、当該年度の損金処理を可能
にすること。

《理由》

現在、国や自治体は災害拠点病院や後方支援病院の指定を策定し、災害発生時の医療提
供体制の確保・充実を図っているとのことである。

これらの病院が建物を免震柵造に改造した場合に要した費用については、当期の所得の
計算上、全額を損金に算入できるよう税制面の配慮をお願いしたい。

４．医療機器の特別償却制度の対象となる機器の範囲を拡大すること。

また電算ソフト取得費については、当該年度の損金に算入できるようにすること。
《理由》

医療機器については技術革新が著しく、経済的使用可能年数と法定耐用年数との乖離が
生じているのが現状であり、大幅に短縮すべきである。

更に、医療機器の特別償却の対象となる範囲は「直接医療用に供される機器・装置並び
に器具・備品」とされているが、医療サービスを提供するうえで必要欠くことのできない
|間接的なものにも特別償却制度の適用範囲を拡大すべきである。

〈参考〉救急車、患者運搬車、解剖台、死体保存庫、自動カルテ抽出機など。

また医療情報の提供を促進させるためにも、税制面での特例措置を図るべさである。電

子カルテシステムや医療情報システムに係るソフト等を賭入した場合、当該年度の損金に
算入できるよう図られたい゜

５．個人が法人化する場合の現物出資分に係る譲渡所得の軽減措置を図ること。
医療法人の継承時の軽減措置及び納税猶予制度を創設すること。

《理由》

医業経営の合理化や病院診療の継続性を指向する医療法人制度を推進するため、個人か

ら法人へ転換する際に医業用の土地や建物等を現物出資した場合には、これに係る譲渡所
得の課税が軽減されるよう税(ljll面での配慮を図るべきである。

また、地域医療に果たす医療法人の役割から、医療サービスが安定'1|，永続'１１勺に供給され

るように措置を講じるべきである。地価の評価並びに納税手段においても特段の配慮がさ
れるべきである。

６．中小医療法人の医療施設構造改善準備金制度の創設を図ること。

《理由》

医療法人の剰余金の配当禁止という特殊性に艦み、医療法人が行う医療保健業の収jiiii金
のうち、一定割合を「医療施設柵造改善準備金」とし、損金処〕ｍによる引当てを認めると

いう制度を創設すべきである。
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７．医療関係者が医療に関する高度の知識及び技能研修のために要する費用の額が増加し

た場合の法人税額の特別控除を創設する。

《理由》

近年の医学.｜歪術の進歩は飛|雁'11ワであり、医掠従事者にとってその知識習得は不可欠で

ある。したがって、医師や看護婦等の技能|句_|二等のための試験研究及び新しい技術の習得

に要する費用については一般'1]小企業に認められている試|験研究費に準じ、法人税の特別
控除ができる措置を創設すべきである。

８中小企業新技術体化投資促進税制の適用期限を延長するとともに、対象医療機器の追
加、対象範囲の拡大を図ること。

《理由》

医療関連設備の近代化とその整備充実の促進を図るべき、電気機器利用設備の適用期限
を引き続き延長のうえ、適用機器を迫力|]をすべきである。

〈要望〉自動血球分析装置レーザー手術装置一般

更に、医療機器が高度急速な進歩により短期間で更新を余儀なくされていること、取得
に際して多額の資金が必要とされていることに鑑み、本適用を中小企業に限らず一般の医

療法人にも対象拡大を図ること。

９病院における休日、夜間等の救急医療・予防接種・乳幼児健診等各種健診への報酬は

非課税とすること。

《理由》

休日・夜間の救急医療、予防接種または各種健診業務は、極めて社会的責任の高い医療

活動である。これらの報i1lWlについては、所得の計算上非課税取弓|とすべきである。

１０．病院に対する寄付金については、第三者の監査のもと基金に組み入れたい場合、課

税対象外の取引とみなすこと。

《理由》
国民の医療に対するニーズや疾病の多様性、著しい医療技術の進歩など病院を取りまく

環境は年々厳しくなっている。このような環境であっても病院は絶えず患者サービスに努

め、医療の質|句上を図るという社会的使命がある。

現在多くの病院は診療*ＭｌＷを唯一資金の源泉としているが、これでは将来のわが国医療

を担う供給体(lil]としてはあまりにも選択肢がない。医疲関連への助成寄付などを通じ社会

福祉に貢献したい患者等篤志家の要望に応えるためにも、当該寄付金を所得税或いは相続

税の算定にあたって所得控除に算入可能とすべきである。

また、病院が第三者の監査を経てこれらを寄付金を基金に組み入れた場合、課税外取引

として資金調達を容易にすべきである。

１１．老人保健施設の建物や療養型病床群の建物、それらの付属設備に係る特別償却の適

用期限を延長し、更に割増し償却率を弓|き上げること。

《〕』｣由》

老人保健施設用建物、療養型病1末群)=|]建物等は長ﾘﾘ]収容施設であり、大規模な施設であ

る。その設置の負担を軽減するために平成３年４月１日以降に取得・建設した該当施設に

対し、取得後５年間１０％の割増し償却||;|]度が認められたが、この週);'１期間を１０J]三以内

に延長と割増し償却率を５０％への引」二げをlXlるとともに～老人保|煙施設の建物耐用年数
を３０年とすべきである。
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【地方税】

１．医療機関における社会保険診療報酬に係る事業税非課税の特例措置を存続すること。

また、この特例措置は開設者を問わず、全ての民間医療機関に適用すること。

医療法人については特別法人として事業税の軽減措置を存続すること。

《〕１Ｍ]》

公'１１勺医療機関に比較して税負担という,L'二|費を余儀なくされている民間医嫌機関に、更に

税負担の加重を強いることは、経営の悪化を招き医療事業の健全性を損なう恐れがある。
地域医療の円滑推進のために本特例措置は存続させるべきである。

医煉法人は営利を目的として開設することは認められず、剰余金の配当は禁｣｣二されるな

ど、営利を|司的とする普通法人とは質的に異なる法人である。また、医療法人は地域住民

に医療サービスを提供するという公共性の高い法人であることから、特別法人として扱い

普通法人より軽減された事業税率の適用を存続すべきである。

加えて、事業税の算出は各々の都道府県によって計算方法が異なっている。合理的に統

一を図るべさである。

２．民間病院の直接その用に供する固定資産については、公的医療機関と同様に固定資産

税を非課税とすること。特に公的性格そのものである特定医療法人には直ちに適用す
ること。

《理由》
現在、公的医療機関においては、直接その用に供する固定資産については固定資産税は
非課税となっている。地域医療を担う民間病院も、公的病院と同様に社会的に位置づけら
れるものである。殊に、介護保険制度が施行した現在では、介護関連施設の整備を求めら

れていることからも、この非課税措置は必要である。

３．国、地方公共団体から交付された補助金で取得した固定資産について、法人税法上の

圧縮記帳が行われた場合、当該圧縮分に見合う不動産取得税及び固定資産税は非課税

とする事。

《理由》

政策誘導のための助成措置の趣旨に鑑み、一連の処置を諸じて補助の効果を高めるべき

である。

４．医療法人が運営する看護婦養成所等において、直接その用に供する固定資産について、

固定資産税・不動産取得税を非課税とすること。

《理由》
医療関係者の養成機関については、公的または特定医療法人以外の施設においてもその

機能と社会的貢献度は何ら変わらない。課税面でも同一とすべき。

５．病院・老健施設等に設置された在宅介護支援センターの整備を促進するため、固定資

産税を非課税とすること。

《理由》
高齢化社会の進展や介護保険ＩｌｉＩｌ度の施行に伴って、在宅介護支援センターの役割は袖々

重要なものとなっている。本施設の整備を促すためにの税(|i１１面からの誘導描置は不可欠で

ある。
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６．老人保健施設等について登録免許税・固定資産税及び不動産取得税を非課税とするこ
と。

《〕］｣由》

高llll6化社会の進展や介護保険ＩｌｊＩ度の施行に伴って、老人保健施設や源養型病床群の整備

は社会的な要請である。これらの施設の普及を促進し、Ｉｌｊ１]度の円滑な確立を期すためにも
税ルリ面からの誘導措置は不可欠である。

７．全ての医療機関における訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、痴
呆対応型共同生活介護等、福祉系サービスの報酬に係る事業税を医療系サービスと同
様に非課税とすること。

《理由》

医療法に基づく医療の非営利性や介護保険の社会保険(|;'１度たる性格に鑑みれは、｜奎療系
・福祉系を問わずサービス全てにおいて、社会保険医療機関が行う場合として一律に取り
扱う方が合理的である。
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平成１３年３月７日

厚生労働省保険局長

大塚義治殿 園
幡
繍
蕊

Ｆ
朏
砕
」
瞭
靭
、
高
い
汀
Ｉ
ふ霞

四病院団体ご協言義

社団法人日本病院

会長中山耕

社団法人全日本病院協会

会長佐々英達

社団法人日本医療法人協会

会長豊田堯

社団法人日本精神病院協会

会長仙波,垣雄

診療報酬明細書の記載要領について（要望）

診療報酬明細書の記載要領について、下記のとおり要望する。

記

旧総合病院の外来における複数科受診の診療報酬明細書の記載要領について、｜日

総合病院以外の病院と同様とする。

（理由）

総合病院は平成９年の医療法改正により廃止されているが、平成１２年４月２６

日保険発第８４号・老健第９８号の通知において、「第３診療報酬明細書の記載要

領」の「１診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項」の(3)に「同一の被保

険者等が２以上の傷病について診療を受けた場合においても、１枚の明細書に併せ

て記載するがγ医療法の一部を改正する法律（平成９年法律第１２５号）による改正

前の医療法（昭和２３年法律第２０５号)第４条の規定による承認を受けている病院で

ある保険医療機関（以下「|日総合病院」という｡）の外来において２以上の診療科に

わたって診療を受けた場合には、当分の間、各診療科ごとに別個の明細書を作成す

ること。・・・」となっている。
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これにより、旧総合病院はレセプト枚数が一般病院より必然的に多くなると共に、

行政への届出の外来患者数はレセプト枚数に基づき算出されているため、複数科

受診の患者が旧総合病院において一般病院より多く数えられていることになる。

診療報酬における各種加算算定要件等において外来／入院比率という概念が用い

られるのであれば、すでに形骸化している総合病院のレセプト請求方法を医療法に

基づき正常化し、１日総合病院のレセプトによる外来患者数の算出を一般病院と同様

にすべきである。

また、社会保険診療報酬支払基金においてレセプト点検費用が保険者より徴収さ

れており、旧総合病院の外来の複数科受診におけるレセプトの１枚化は、財政難の

健康保険組合等の負担軽減や旧総合病院の請求労務の軽減や経費節減にも貢献する

と考える。
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1鰯

平成１３年３月１９日

社団法人日本医師会

会長坪井栄孝 殿

四
病
胴

圏
勝
偏
醗

鬮
聖
笙四病院団体協議

人
長
人
長
人
長
人
長

法
法
法
法

団
会
団
会
団
会
団
会

社
社
社
社

日本病院会

中山耕作

全日本病院協会

佐々英達

曰本医療法人協会

豊田尭

日本精神病院協会

(山波恒雄

構造設備基準の改正に伴う病院の建替え等について（お願い）

四病院団体協議会の活動につきましては、日頃からご理解とご支援を賜り厚く御礼を申

し上げます。

さて、第四次医療法の改正により病院の構造設備基準が改正されたところでありますが、

会員病院に対し新しい基準に適合する病院の建替え等ついてアンケート調査した結果、き

わめて深刻な問題があるため、別紙のとおり関係行政機関等へ要望書を提出することと致

しました。

つきましては、事情ご賢察の上、ご理解を賜り、四病院団体協議会の要望の実現につい

てご支援を賜りたくお願いを申し上げます。
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別一紙

平成１３年３月１９曰

次葉要望先 殿

四病院団体協議会

人
長
人
長
人
長
人
長

法
法
法
法

団
会
団
会
団
会
団
会

社
社
社
社

日本病院会

中山耕作

全曰本病院協会

佐々英達

曰本医療法人協会

豊田尭

日本精神病院協会

｛山波恒雄

構造設備基準の改正に伴う病院の建替え等について(要望）

第四次医療法の改正により、病院の建物の新築、増築及び全面改築においては、改正医

療法の基準に適合する構造設備とし、療養環境の改善を図らなければならないことになり

ました。

しかしながら、第四次医療法改正の動向に合わせ、（社）全日本病院協会、（社）日本医

療法人協会、（社）日本精神病院協会の三者が所属会員を対象に昨年行った、「病院建築計

画に伴い規制される状況に関するアンケート調査」の結果によれば、約６割（６０５件）

の病院で容積率の制限から病床の削減が予想され、最高で４０％以上のケースがあります。

このうち、約２６％（１５５件）が同じ場所での建替え計画があるが用途地域に反するこ

ととなり、病院としての建替えが出来ない例もあります。

このように会員病院が改正医療法の基準を遵守し、新しい基準に適合した施設整備を行

なうには大変深刻な問題があり、このことが地域医療に及ぼす影響にも配慮し、都市計画

法、建築基準法に基づく規制について特別の措置を講じて戴き、病院の建替え等が円滑に

推進できますようお願い致します。
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要望先

国土交通省都市・地域整備局長 板倉英則

地域整備局都市計画課長 田中裕司

住宅局長 澤 盲
フペ

住宅局市街地建築課長 椋周

厚生労働省医政局長 伊藤雅治

医政局総務課長 大谷泰夫

社会・援護局障害保健福祉士部長 今田寛睦

社会・援護局障害保健福祉部

精神保健福祉課長 松本義幸
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結果の概要

５割（605件）の病院で、病院構浩詔備基準０ 写積率の制陀

１１ﾌｋの月Ｉ頑

.このうち、155件（約26％）が同じ場所で建替え等の計画がある。

(病院構造設備基準の変更の影響を直接的に受ける病院）

[IIiiIii霊fIIil薑liiiiij;iiliiijil

(容積率の緩和（総合設計制度の活用）の可能性のチェック）

合設計制鳫のi商用がl沮難。

１
１

７
Ｌ

■集計・分析結果の概要（概念図）

５１木０）日1Ｍ目

305件、５９８％

定Ｈ7下の上皇pJT下、

今設計編l席の滴片

、"にｎｏ［

]件、０９％

回答数（1,011件、］０００％）
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● 146件は用途地域からみて建替え可能（病床数の削減を余儀なくされる） ０

･約６割（605件）の病院で、病院構造設備基準の変更に伴い、容積率の制限から
病床の削減が予想されている。

■
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名簿〔二期鵬朏）獣日本病院会
会長、副会長、常任理事

役
ロ

貝 (順不同）

平成13年３月３１１

病院名氏名 病院所在地役職名 ＴＥ］

433-

8558

433-

8123

053-474-2

053-471-〔

053-474-〔静岡県|ⅡwHr|＄㈱”“㈱|詞埋
浜松市住吉2-12-12

浜松市幸2-17-1

会長
FAX

536-

0023

659-

0087

918-

8503

910－

0016

326-

0808

326-

0808

06-6962-〔

06-6963-2

0797-34-（

0776-23-1

0776-28-〔

0776-21-2

0284-21-（

0284-22-（

0284-42-〔卜IJlijHlLJi
大阪市城東区東中浜l-5-1

芦屋市三条町23-5

福井市和田中町舟橋7-1

福井市大宮2-10-5

副会長
FAX

〃
FAX

足利市本城3-2100
ＦＡＸ

足利市本城2-4003-2
第２陽光台ﾊｳｽ703号

京都市下京区塩小路通西洞院東入

東塩小路町841-5

ＦＡＸ

京都市下京区木津屋橋通
油小路東入南町507

〃

600-

8558

600-

8231

075-361-］
京都府｜武田隆男｜武田病院グループ｜医療法人〃

075-361-7

075-371-2自宅
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’
５
’
２
－
３
’
４
’
０
’
３

０
０
１
２
１
０
１
０
３
１
３
３
２
５
２
２
９
９
０
１
２
５
４
２
９
７
３
２
５
７
６
０

６
６
０
０
５
５
５
０
１
６
１
０
２
５
２
０
４
１
５
０
６
６
５
０
６
０
１
０
０
４
６
０

０
８
０
０
０
８
０
０
０
８
０
０
３
８
３
０
３
０
１
０
１
８
１
０
１
０
１
０
１
８
１
０

011-726-2

011-726-7

011-716-［

■に1（
札幌市中央区北11条西１３

札幌市北区北22条西8-2-1

室蘭市新富町1-5-13

室蘭市母恋北町2-9-14

横手市駅前町1-30

横手市旭lll3-3-31

鹿沼市下田町1-1033

鹿沼市東町1-1-13

蓮田市大字黒浜4147

渋谷区東1-14-4-402

新宿区戸山1-21-1

世田谷区梅丘2-18-4

新宿区百人町3-22-1

文京区西片1-8-19

港区虎ノ門2-2-2

杉並区高円寺南3-10-16

常任理事
FAX

0143-24-］

0143-24-2

0143-22-4

0182-32-［

0182-33-〔

0182-32-］

〃

FAX

〃

FAX

0289-64-2

0289-64-2

0289-64-（

〃

FAX

048-768-1

048-769-［

03-3407-（

03-3202-7

03-3207-1

03-3426-（

03-3364-（

03-3364-〔

03-3816-2

03-3588-1

03-3582-7

03-3316-〔

〃

FAX

〃

FAX

〃

FAX

〃

FAX

－３７８－
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Ｕ
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)88-871-3040
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)9４

)９４

１９４ソ；l;l－Ｘ８Ｕ１

)９

)§ ］

l９ｈｌ

１９８－９;ｌＨ－１:IⅡ［

]９８－９３７－８６９１
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}名

1事

ＴＥＬ

03-3382-1231

03-3381-4799

044-751-3078

0427-54-2222

0427-54-0334

0427-52-5193

052-832-1121

052-832-1130

052-841-5270

052-916-3681

052-991-3112

052-914-6881

06-6552-0091

06-6553-8824

0720-55-0461

06-6375-0660

06-6375-0560

0798-73-7278

078-917-2020

078-914-1877

0794-47-1062

088-871-3040

088-871-3151

0853－25-2552

0942-35-3322

0942-34-3115

0942-33-2809

095-871-1515

095-871-1510

0958-78-3512

098-939-1300

098-937-8699

098-932-4255

都道

府県名
氏名 病院名 経営主体

ｌＴ 病院所在地

都
川

県
府

県
県

県
県

県
一
泉

奈
知

〃
阪

〃
庫

知
岡

崎
縄

東
神

愛
大

兵
吉
同

福
長

沖

郎
章
介
三
惇
勝
武
雄
順
弘

康
康
浩
利
元
道
朝

澤
尾
山
田
田
後
原
山
手
井
山

一
Ｐ

池
士
栗
福
武
中
元
井
福
大

瀬

中野総合病院

渕野辺総合病院

名古屋第二赤十字病院

上飯田第 病院

大阪府済生会泉尾病院

医療法人愛仁会本部

明舞中央病院

高知市立市民病院

聖マリア病院

長崎記念病院

総合病院中頭病院

その他法人

自宅

医療法人

自宅

日赤

自宅

医療法人

自宅

済生会

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

都道府県

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

164-

8607

216-

0001

229-

0006
229-

0006

466-

8650

467-

0003

462-

0802

462－

0811

551-

0032

573-

1112

531-

0072

662-

0871

673-

0862

676-

0825

780-

0844

693-

0002

830-

8543

830－

0038

851-

0301

850-

0992

904－

2195

904-

0021

中野区中央4-59-16

ｌＩｌ崎市宮前区野)''3017

相模原市渕野辺3-2-8

相模原市渕野辺1-8-7

名古屋市昭和区妙見町2-9

名古屋市瑞穂区汐路町5-14-1

名古屋市北区上飯田北町３－５７

名古屋市北区山田北町2-28-5

大阪市大正区北村3-4-5

枚方市楠葉美咲3-12-20

大阪市北区豊崎3-2-1

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

淀'''五番館十階

西宮市愛宕山15-42

明石市松ケ丘4-1-32

高砂市阿弥陀町北池256

<連絡先〉

高知県･高知市病院組合
高知市永国寺町6-13

出雲市今市町北本町3-5-11

久留米市津福本町422

久留米市西町712

長崎市深堀町1-11-5

長崎市江111町448-7

沖縄市知花723

沖縄市胡屋3-34-30

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX



理事
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０
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０
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lＭ
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Ｊ３－３７Ｃ

〕４５－８９

)４５－８９４

[］

Ｎ
ｕ

－３８０－

役職名

理事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ＴＥＬ

0166-22-8

0166-23-0’

022-266-7

022-272-81

024-534-6

024-557-31

0249-32-6I

O24-522-1I

048-287-21

044-588-81

0429-53-01

0467-86-51

0479-63-8

0479-63-4’

043-227-8；

043-222-3,

03-3742-7（

0298-37-24

03-5375-11

0466-29-6（

03-3833-8（

047-326-1

0424-91-2

03-3922-11

045-622-0

045-715-2：

045-432-1：

03-3701-1
「

045-891-2：

045-894-8（

045-592-5（

045-592-6（

0258-35-3『

0258-32-41

都道

府県名
氏名 病院名 経営主体

｜〒 病院所在地

北海道

宮城県

福島県

〃

埼玉県

〃

千葉県

〃

東京都

〃

〃

〃

神奈１１Ｉ

〃

〃

〃

新潟県

光
雄
章
夫
亨
禧
乃
英
明
安
三

宏
慶
則
憲
夫
教

宏
幸
康
暎
信
正
俊
令
正
孝
修
光

賀
野
岩
井
井
上
戸
菅
口
本原
川
本
田
原
山

芳
平
水
白
浅
石
村
柏
大
関
崎
織
天
山
元
荏
杉

旭Ｉｌｌ赤十字病院

仙台市立病院

福島赤十字病院

寿泉堂綜合病院

)|｜口市立医療センター

石心会狭山病院

総合病院国保旭中央病院

柏

東

東

～

氷

京

京

Ｐ 病院

労災病院

都立豊島病院

寿総合病院

織本病院

横浜赤十字病院

済生会神奈１１１県病院

横浜栄共済病院

高田中央病院

厚生連長岡中央綜合病院

日赤

自宅

市町村

自宅

日赤

自宅

公益法人

自宅

市町村

自宅

医療法人

自宅

市町村

自宅

医療法人

自宅

労働福祉
事業団

自宅

都府県

自宅

公益法人

自宅

医療法人

自宅

日赤

自宅

済生会

自宅

共済及連合

自宅

医療法人

自宅

厚生連

自宅

’
０
’
３
’
１
’
１

Ｏ
ｉ
３
４
０
０
０

７
５
７
０
８
５
８
８

０
８
０
０
９
８
９
０

－
０
－
５
－
５
’
１

０
３
０
５
３
８
０
４

６
５
６
０
６
…
１

９
８
９
８
９
ｉ
８

－
３
－
５

３
３
１
５

３
ｉ
９

３
８
０

’
３
’
１
’
１
－
５
－
６
－
４

０
…
６
９
１
９
１
０
５
０
５

５
３
５
０
８
５
８
５
６
１
８

３
１
２
０
２
２
２
２
２
８
２
０

－
３
’
５

３
１
５
５

４
０
０
０

１
０
３
０

’
５
－
３
’
６
’
１
－
２
’
３

３
１
１
３
１
５
２
２
４
１
６

７
０
５
０
１
６
７
０
０
０
７
０

１
１
０
１
８
２
０
２
０
１
０

ｌ
６
ｌ
４

ｌ
ｉ
２

３
ｉ
０

２
１
０

一
’
’
２
－
１
－
５

１
１
８
７
８
７
０

２
６
５
０
４
５
４
０

２
ｉ
０
２
１
０

’
３
－
３
’
３
’
４

３
１
６
Ｏ
ｉ
６

２
１
０
４
６
４
８

２
１
０
９
１
０

胆111市曙一条1丁目

旭Ill市三条通２丁目ﾛｼﾞｪ3.2

仙台市若林区清水小路3-1

仙台市青葉区木町通2-6-46

福島市入江町11-31

福島市野田町字高野3-11

郡[|｣市駅前1-8-16

福島市渡利字椚町50-5

)||口市西新井宿180

lll崎市幸区南加瀬3-3-27

狭山市鵜ノ木1-33

茅ケ崎市南湖4-20-28

旭市イの1326

旭市西足洗757-20

千葉市中央区長洲2-21-8

千葉市中央区長洲2-21-16

大田区大森南4-13-21

つくば市上原637

板橋区栄町33-1

藤沢市片瀬山1-1-1

台東区元浅草2-11-7

市111市八幡3-2-3

清瀬市旭が丘1-261

練馬区東大泉3-38-10

横浜市中区根岸町2-85

横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町288

横浜市神奈111区富家町6-6

世田谷区等々力1-12-1

横浜市栄区桂町132

横浜市栄区桂町150

横浜市港北区高田西2-6-5

横浜市港北区高田町342

長岡市福住2-1-5

長岡市lll崎5-3792-2
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HIi名

／

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

事

ＴＥＬ

025-273-2251

025-223-3741

026-226-4131

026-243-0594

0572-22-5311

052-771-6991

058-388-0111

058-388-0111

0543-36-1111

0543-48-7891

054-646-1111

054-646-2985

0569-22-9881

0587-32-1975

0566－75-2111

0562-47-7428

0566-97-8518

0566-97-9388

0598-51-4133

0598-51-4133

06-6942-1331

06-6675-4619

0725-43-1234

0723-66-6555

06-6646-0818

0722-94-0115

06-6482-1521

075-955-8709

06-6488-1851

0727-81-1785

0798-74-2630

0798-52-2347

07456-3-0601

07456-2-2765

都道

府県名
氏名 病院名 経営主体

ｌ
Ｔ

病院所在地

県
県
県
県
県
県
府
県
県

潟
野
阜
〃
岡
〃
知
〃
〃
重
阪
〃
〃
〃
〃
良

庫
新
長
岐
静
愛
三
大
兵
奈

桑名昭治

宮崎忠昭

間部英雄

松波英

石原直毅

阿曽佳郎

六鹿直視

久野邦義

佐藤太一郎

前田太郎

井上通敏

岸口 繁

111合弘毅

牧野尚彦

北村行彦

渡邊高

南溢

桑名病院

長野赤十字病院

岐阜県立多治見病院

松波総合病院

清水市立病院

藤枝市立総合病院

半田市立半田病院

愛知県厚生連更生病院

八千代病院

前田耳鼻咽喉科
気管食道科病院

国立大阪病院

府中病院

医療法人若弘会

兵庫県立尼崎病院

優生病院

西宮渡辺病院

秋津鴻池病院

医療法人

自宅

日赤

自宅

都府県

自宅

医療法人

自宅

市町村

自宅

市町村

自宅

市町村

自宅

厚生連

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

国

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

都道府県

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

’
６
－
２

０
１
０

５
０
５
１

９
１
８

’
２
’
２
’
２
－
６

Ｏ
ｉ
ｌ
７
…
３

８
…
０
Ｏ
Ｉ
Ｏ

３
８
３
０
５
１
０

’
２
’
２

１
１
６

０
０
０
０

５
６
５
６

’
６
’
６

４
１
８

２
ｉ
８

４
１
０

’
７
一

６
７
６

２
６
２

４
８
４

８７００

’
９
’
５

５
１
４

７
ｉ
ｌ

４
ｉ
８

’
２
’
６
－
０
’
２
’
９
－
９
’
６
’
３

６
０
４
２
６
１
６
７
５
１
５
１
０
０
５
３

４
６
７
０
４
５
４
０
１
０
１
０
４
１
０

４
１
０
４
１
０
５
０
５
０
５
０
５
０

’
６
’
３
’

４
１
２
６

９
１
０
５

５
０
５
０
５

５０００

’
７

０
１

９
１

５
０

－
８
’
３
’
４
’
２
’
３
’
３

０
；
４
０
１
８
２
１
１

６
１
８
６
１
８
６
…
８

６
１
０
６
１
０
６
１
０

－
３
’
４

９
；
４

３
…
２

６
…
２

新潟市古111町6-4

新潟市二葉町1-820

長野市若里1512-1

長野市柳原中俣2120

多治見市前畑町5-161

名古屋市守山区向台2-1215-1

羽島郡笠松町田代185-1

羽島郡笠松町泉町1１

清水市宮加三1231

清水市草薙1-26-47
ﾛｲﾔﾙｼｬﾄｰ草薙403

藤枝市駿河台4-1-11

藤枝市南駿河台2-5-8

半田市東洋町2-29

稲沢市正明寺2-5-14

安城市御幸本町12-38

大府市桃U｣町1-2-5

安城市東栄町1-10-13

安城市住吉町荒曽根1２

松阪市中央町505-l

松阪市中央町505-1

大阪市中央区法円坂2-1-14

大阪市阿倍野区相生通2-2-37

和泉市肥子町1-10-17

大阪狭山市大野台2-25-6

大阪市浪
ﾃﾞﾝｷｮｰ日鶏日本橋4-7-7

ﾋﾞﾙ2Ｆ

堺市高倉台1-10-24

尼崎市東大物町1-1-1

長岡京市友岡1-4-10

尼崎市杭瀬本町2-19-15

伊丹市鈴原町7-49-2

西宮市室111町10-22

西宮市上申東園1-22-13

御所市池の内1064

御所市柏原1604



病院所在地 ＴＥ］病院名 経営主体氏名役職名 〒

640-

ｉｉｉ2
8351

703-

9615
8277

734－
0004
811-
2101

780-

9ii5
0928

825-

iiiZ
OO32

869-
1106
862-
0913

和歌山市友田町2-32

和歌山市新内１８

岡山市倉田567-1

岡山市御成町5-8

広島市南区宇品神田4-6-15

糟屋郡宇美町宇美4987-27

高知市大膳町３７

高知市越前町1-10-17

田川市大字糒1700-2

m111市平松町1-62

菊池郡菊陽町曲手760

熊本市尾の上2-13-23

0734-31-C

O734-33-2

086-276-2

086-271-l

O82-251-2

092-934-2

0888-22-1

0888-20-4

0947-44-2

0947-44-（

096-232-〔

096-385-〔主１１
中村了生理事 和歌山

〃

土井章弘岡山県

〃
竹内辰五郎広島県

細木秀美高知県〃

棟久龍夫福岡県〃

廣田耕熊本県〃

-382-



;、代議員会議長・副議長

9９９－４０

Ｊ４７４－３１－Ｚ６６

0474-32-8

0474-33-4

409

１
６
９

】［

５６－ｂ７－６Ｕ

IＺ６６ｂＺＯｌ

１
９
２

］

『
－
Ｊ

１
】

－３８３－

職名

〃

〃

事

ＴＥＬ

0428-22-3191

0428-24-5126

03-3999-4078

0474-31-2662

0474-32-8578
0474-33-4566

03-3263-3397

03-3265-5868

03-3615-4091

職名

嚴員会
長

篭員会

議長

ＴＥＬ

O266-52-611

0266-57-603

0266-52-082

03-3673-122

03-3673-122

03-3659-812

都道

府県名
氏名 病院名 経営主体

｜
〒 病院所在地

都
県
都

京
葉
京

東
千
東

星和夫

梶原優

谷口 孝

青梅市立総合病院

板倉病院

(株）自治体病院共済会

市町村

自宅

医療法人

自宅

自宅

198-

0042

176-

0022

273-

0005

273-

0005

102-

8556

136－

0074

青梅市東青梅4-16-5

練馬区向山4-12-18

船橋市本町2-10-1

船橋市本町2-10-1

千代田区紀尾井町3-27

FAX

FAX

剛堂会館

江東区東砂8-5-12-904

FAX

都道

府県名
氏名 病院名 経営主体

ｌＴ 病院所在地

長野県

東京都

島田惠

加藤正弘

諏訪赤十字病院

江 Ｐ １１１病院

日赤

自宅

その他法人

自宅

392-

8510

392-

0022

133-

0052

133-

0052

諏訪市湖岸通り5-11-50

諏訪市高島3-1400

江戸川区東小岩2-24-18

江戸lll区東小岩3-6-5

FAX

FAX



顧問

１１筋￥

〕６－６６８

１６Ｍ

r1

L｣

6８－８８－（

ＩｌＺＺ［

]７４!

)Ｚ９９－５６－Ｏ（

、

１８６ＺＺｉ/１８ト

0８６－２２２－４６

)４２３

Ｊｂ６１－ｌｌ

0３－３９４６

【)３－３２６４

Ⅱ

－３８４－

役職名

顧問

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ＴＥＬ

03-3990-95（

06-6685-022

06-6673-41（

0592-27-6ri

O75-581-332

0568-88-05（

052-951-242

0267-82-31（

0267-82-20と

0749-26-22,ｉ

0299-56-06（

03-3951-19（

018-829-50（

018-824-44〔

086-222-88］

086-222-462

0422-32-31］

0423-83-19（

0561-82-51（

03-3946-212

03-3264-34（

03-3581-51］

内7231

氏名 所属

一
Ｔ 連絡先

小野田敏郎

内藤景岳

遠山豪

岡山義雄

若月俊

財津晃

登内真

竹本吉夫

依田忠雄

高橋勝三

寺田守

坪井栄孝

宮崎秀樹

自見庄三郎

佼成病院名誉院長

総合病院南大阪病院名誉院長

自宅

遠山病院名誉院長

自宅

東海記念病院名誉顧問

自宅

佐久総合病院名誉総長

自宅

長浜赤十字病院名誉院長

なめがた地域総合病院院長

自宅

秋田赤十字病院名誉院長

自宅

総合病院岡山赤十字病院名誉院長

自宅

武蔵野赤十字病院名誉院長

自宅

公立陶生病院名誉院長

日本医師会会長

日本医師連盟参与

衆議院議貝

６７１

５
一
２
’
３

２
９
１
８
５

０
５
０
５
０

０
５
０
５
０

’
３
’
２

４
４
７
２

１
０
０
４

５
１
８

７
’
’
１
’
１
－
１

３
１
０
４
１
０

２
３５

１

６
’
２

１
１
３

８
１
０
８
１
３
２
０
１
５
６
０

４
０
４
０
３
１
０
５
０
３
３
１
０

－
５
’
６
－
７
’
３
’
０
’
１
’
５
’
１
’
２
’
４

０
９
０
６
０
０
０
２
０
１
４
１
９
６
３
２
２
７
０
１

１
４
１
９
０
６
０
８
８
１
０
８
０
１
６
０
０
０
０

０
１
０
０
７
８
７
０
１
１
０
４
０
１
８
１
０
１
０

練馬区中村南3-24（自宅）

大阪市住之江区東加賀屋1-18-18

大阪市住吉区帝塚山中1-8-9

津市南新町17-22

京都市山科区御陵封じ山町3-22

春日井市廻間町字大洞681-47

名古屋市東区泉1-17-3

南佐久郡臼田町臼田197

第２ｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾙ8F-Ａ

南佐久郡臼田町臼田2211-2

彦根市大薮町225-143（自宅）

行方郡玉造町大字丼上藤井字六十塚98-8

新宿区中落合3-29-6

秋田市上北手猿田字苗代沢222-1

秋田市高陽青柳町14-2

岡山市青江2-1-1

岡山市丸の内2-1-28

武蔵野市境南町1-26-1

小金井市東町1-15-13

瀬戸市西追分町160

文京区本駒込2-28-16

千代田区飯田橋2-6-3

千代田区永田町2-1-2

千代田ビル4Ｆ

衆議院議員第２議員会館231号室



十

７１

Ｊ

Ｚ８ｈ４２

9８

ｎ
‐
ｕ

rｌ

Ｊ

Ｕ

P1

L」

【】

)45-894-06

９７４０;l【

：ＩＨＩ

〕3-3400-8

Lﾙﾘ

〕3－３４０６－０４８

－３８５－

名

与

ＴＥＬ

03-3511-5922

0285-44-2111

03-3953-9833

03-3202-7181

03-3812-6242

03-3815-5411

03-3353-1211

045-331-2938

045-894-0672

0592-25-4030

03-5547-3545

03-3822-2131

03-3860-2747

03-3400-8331

03-3946-2121

03-3406-0485

氏名 所属

｜
〒 連絡先

朗
麿

彦
一一
樹
雄
城
通
子
榮

子
斗
浩

史
重
雄
政
良
永

卿
裕
北

田
久

下
谷
島
天
野
崎
田
崎

田

松
高

嶋
武
北
行
牧
岡
内
岩

南
星
全

前 国立医療・病院管理研究所所長

自治医科大学学長

自宅

国立国際医療センター名誉総長

自宅

東京大学医学部附属病院院長

慶應義塾大学病院院長

医事評論家

７℃ 聖路加国際病院院長

国立津病院名誉院長

ﾌ石 聖路加国際病院副院長

学校法人日本医科大学常務理事

自宅

日本看護協会会長

日本医師会常任理事

日本病院薬剤師会会長

102-
0083

329-

淵
８

0005

162-

Ｉ１ｉ
２

0014

113-

8655

160-
8582

240-
0011

247-
0022

514-
0063

104-
0051

113-
０
１ !；

２

０８１４

150-
0001

113-
8621

150-

0002

千代田区麹町2-12
グランアクス麹町701

河内郡南河内町薬師寺3311-1

練馬区旭丘1-43-13

新宿区戸山1-21-1

台東区北上野2-12-13-1106

文京区本郷7-3-1

新宿区信濃町3５

(自宅）

横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1-5-22（自宅）

横浜市栄区庄戸5-17-2（自宅）

津市渋見町770-35（自宅）

中央区佃2-1-1-4511 （自宅）

文京区千駄木1-1-5

足立区六月1-36-20-306

渋谷区神宮前5-8-2

文京区本駒込2-28-16

渋谷区渋谷2-l2EWk薬学会長丼記念館8Ｆ



代議員

Ｕ

１１９（

Ⅱ

ｎ

Ｕ

JＺ３６－Ｚ３－４０

]７３ト

「１

Ｌ」

Ｍ９２

JＺ７Ｚ－Ｚ１－８

「１

Ｊ

J４８－８

〕48-68〔

0492-6（

)４

)４

１４’

)４

0３－５６８

J3-338

8８

J４

0４６

rl

､」

冊

Ｕ

〕７６４

0７６４－２４－２８

－３８６－

ＴＥＬ

011-822-181

011-716-11（

0176-53-21（

0196-51-211

022-259-12〔

022-257-02
「

し

0186-62-14（

0188-33-112

0236-23-40］

0238-24-37（

0248-22-22］

0245-22-61（

0292-31-52］

0294-36-25（

0294-23-11］

0287-23-112

0272-21-81（

0273-47-1ri

O48-873-41］

048-686-71〔

0492-66-01］

043-251-53］

0474-38-332

04709-2-22］

0475-25-11（

03-5682-51］

03-3262-91（

03-3381-72（

03-3673-121

03-3759-881

045-832-11

045-321-73：

0465-22-31（

0255-22-77

0256-33-151

025-267-121

0764-33-221

0764-24-281

都道

府県
氏名 病院名 経営主体

ｌ
Ｔ

病院所在地

北海道

〃

青森

岩手

宮城

〃

秋田

〃

山形

〃

福島

〃

茨城

〃

〃

栃木

群馬

〃

埼玉

〃

〃

千葉

東

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

京

神奈川

〃

〃

新潟

〃

〃

富山

〃

一
郎
優
知
直
苗
陞
士
一
章
也
夫
郎
春
爾
郎
治
學
之
彰
一
隆
俊
忠
敏
夫
吉
晃
弘
雄
浩
視
泉
三
一
一
丸
也
人

紀
一

四
裟

浩
征
美
元
早
泰
紘
盛
克
由
傾
国
裕
桂
保
康
寿
広
裕
俊
正
山
伊
正
秀
善
英
章
芳
政
正

原
本
田
山
中
村
部
戸
山
科
沼
我
橋
岡
泉
上
崎
倉
原
上
者
藤
田
田
立
浦
橋
藤
橋
村
島
林
川
田
田
野
川

須南
藤
坂
遠
田
志
岸
瀬
横
仁
赤
有
高
石
岡
古
野
山
戸
漆
井
武
佐
亀
早
足
山
石
加
石
竹
松
小
村
品
薄
舘
三

幌南病院

北海道大学医学部附属病院

三沢市立三沢病院

遠山病院

東北厚生年金病院

光ヶ丘スペルマン病院

北秋中央病院

中通総合病院

山形県立中央病院

三友堂病院

白河厚生総合病院

大原綜合病院

国立水 Ｐ 病院

秦病院

日立総合病院

大田原赤十字病院

社会保険群馬中央総合病院

慈光会病院

浦和市立病院

大宮共立病院

上福岡総合病院

国立千葉病院

船橋市立医療センター

亀田総合病院

山之内病院

東部地域病院

九段坂病院

救世軍ブース記念病院

江 Ｐ １１１病院

目蒲病院

済生会横浜市南部病院

松島病院

小林病院

新潟県立中央病院

済生会三条病院

信楽園病院

富Ｌ|」赤十字病院

不 越病院

共済及連合

文部省

市町村

医療法人

全社連

公益法人

厚生連

医療法人

都道府県

公益法人

厚生連

公益法人

国

医療法人

会社

日赤

全社連

医療法人

市町村

医療法人

医療法人

国

市町村

医療法人

医療法人

公益法人

共済及連合

その他法人

その他法人

個人

済生会

医療法人

医療法人

都道府県

済生会

その他法人

日赤

会社

062-0931

060-8648

033-0001

020-0877

983-8512

983-0833

018-3312

010-8577

990-8520

992-0045

961-0907

960-8041

310-0035

316-8533

317-0077

324-8686

371-0025

370-0857

336-8522

330-0816

356-0011

260-0042

273-8588

296-8602

297-0022

125-8512

102-0074

166-0012

133-0052

146-0092

234-8503

220-0041

250-0011

943-0192

955-8511

950-2087

930-0859

930-0964

札幌市豊平区平岸１条6-3-40

札幌市北区北１４条西５

三沢市中央町4-1-10

盛岡市下ノ橋町6-14

仙台市宮城野区福室1-12-1

仙台市宮城野区東('11台6-7-1

北秋田郡鷹巣町花園町10-5

秋田市南通みその町3-15

山形市桜町7-17

米沢市中央6-1-219

白河市横町114

福島市大町6-11

水戸市東原3-2-1

日立市鮎111町2-8-16

日立市城南町2-1-1

大田原市住吉町2-7-3

前橋市紅雲町1-7-13

高崎市上佐野町786-7

浦和市大字三室2460

大宮市大字片柳1550

上福岡市大字福岡931

千葉市中央区椿森4-1-2

船橋市金杉1-21-1

鴨111市東町929

茂原市町保３

葛飾区亀有5-14-1

千代田区九段南2-1-39

杉並区和田1-40-5

江戸lll区東小岩2-24-18

大田区下丸子3-23-3

横浜市港南区港南台3-2-10

横浜市西区戸部本町19-11

小田原市栄町1-14-18

上越市新南町205

三条市大野畑6-18

新潟市西有明町1-27

富山市牛島本町2-1-58

富山市東石金町11-65
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-388-

ＴＥＬ

0857-26-22

0858-22-62

0856-22-14

0852-27-81

086-252-22

086-222-68

086-542-32

082-815-52

0823-23-89

0836-88-02

0836-51-92

08853-2-25

08853-2-35

0878-33-15

0878-81-36

0899-24-11

0899-43-11

0888-82-12

0888-23-22

092-521－12

0944-22-58

0940-42-01

0955-72-51

0952-24-53

0958-47-15

096-384-21

096-384-1Ｃ

Ｏ97-597-45

0982-32-61

0982-52-71

0992-61-21

0992-43-51

098-853-31

098-866-51

都道

府県
氏名 病院名 経営主体

｜丁 病院所在地

取
根
山

鳥
ロ
島
川
媛
知
岡

賀
崎
本
分
崎
島
縄

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
児
〃

〃

鳥
島
岡

広
山
徳
香
愛
高
福

佐
長
熊
大
宮
鹿
沖

植木寿

野島丈夫

河野龍之助

杉原徹彦

廣瀬周平

佐能量雄

石田豊

奥原種臣

高杉敬久

水田英司

鈴木敞

片岡善彦

矢野勇人

美馬恭

大林幸

白石恒雄

宮田信熈

高橋功

島津栄

吉田正彦

横倉弘吉

佐々木勇之進

幸田弘

山口弾之

田口厚

松金秀暢

高野正博

松本文六

本田正之

千代反田泉

新村健

崎 ﾌﾟロ 哲郎

比嘉實

石井和博

鳥取県立中央病院

野島病院

益田赤十字病院

松江記念病院

岡山済生会総合病院

光生病院

金光病院

安佐市民病院

博愛病院

小野田赤十字病院

宇部興産株式会社中央病院

小松島赤十字病院

碩心館病院

香川県済生会病院

キナシ大林病院

松山赤十字病院

松山市民病院

高知県立中央病院

島津病院

福岡赤十字病院

ヨコク フ 病院

福間病院

唐津赤十字病院

至誠会病院

日赤長崎原爆病院

熊本赤十字病院

芒丁
野病院同

天心堂へつぎ病院

宮崎県立延岡病院

千代田病院

鹿児島赤十字病院

花倉病院

沖縄赤十字病院

大浜第 病院

都道府県

医療法人

日赤

医療法人

済生会

医療法人

医療法人

市町村

個人

日赤

会社

日赤

医療法人

済生会

医療法人

日赤

公益法人

都道府県

医療法人

日赤

医療法人

医療法人

日赤

医療法人

日赤

日赤

医療法人

医療法人

都道府県

医療法人

日赤

医療法人

日赤

医療法人

680-0901

682-0863

698-8501

690-0015

700-8511

700-0985

719-0104

731-0293

737-0051

756-0889

755-0151

773-8502

773-0014

760-0074

761-8023

790-8524

790-0067

780-0821

780-0066

815-0082

839-0295

811-3216

847-8588

840-0051

852-8511

862-0939

862-0924

879-7761

882-0835

883-0052

891-0133

892-0871

900-8611

902-8571

鳥取市江津730

倉吉市瀬崎町2714-1

益田市乙吉町イの103-1

松江市上乃木3-4-1

岡山市伊福町1-17-18

岡山市厚生町3-8-35

浅口郡金光町大字占見新田740

広島市安佐北区可部南2-1-1

呉市中央2-6-13

小野田市須恵東

宇部市大字西岐波750

小松島市中田町字新開28-1

小松島市江田町字大江田44-1

高松市桜町1-16-4

高松市鬼無町佐藤54-1

松山市文京町１

松山市大手町2-6-5

高知市桜井町2-7-33

高知市比島町4-6-22

福岡市南区大楠3-1-1

三池郡高田町濃施394

宗像郡福間町花見ケ浜1-5-1

唐津市二夕子1-5-1

佐賀市田代2-7-24

長崎市茂里町3-15

熊本市長嶺南2-1-1

熊本市帯山4-2-88

大分市大字中戸次字二本木5956

延岡市新小路2-1-10

日向市鶴町2-9-20

鹿児島市平111町2545

鹿児島市吉野町5147

那覇市古波蔵4-11-1

那覇市安里1-7-3



員会 名簿委 委
一

貝

(平成13年３月31日現在）

政策策定に関する委員会（牡

1）医療制度委員会

委員長北條慶一

副委員長福井Ⅱ頂

委員石井孝宜

梶原優

竹田秀

西村昭男

星和夫

星北斗

事務局中谷一美

(担当副会長奈良昌治）

元公立昭和病院

長崎記念病院

石井公認会計士事務所

板倉病院

竹田綜合病院

曰鋼記念病院

青梅市立総合病院

日本医師会

㈱曰本病院会

院長

顧問

所長

理事長

理事長

理事長

院長

常任理事

政策課

都
県
都
県
県
道
都
都
都

京
崎
京
葉
島
海
京
京
京

東
長
東
千
福
北
東
東
東

03-3267-0667

（自宅）
0958-71-1515

03-3839-5960

047-431-2662

0242-27-5511

0143-24-1331

0428-22-3191

03-3946-2121

03-3265-0078

2）社会保険・老人保健委員会

委員長栗山康介

副委員長西村昭男

委員川合弘毅

小堀鴎一郎

堺常雄

竹田秀

福井順

星北斗

事務局西川幸一

愛知県

北海道

大阪府

東京都

静岡県

福島県

長崎県

東京都

東京都

名古屋第二赤十字病院

曰鋼記念病院

医療法人若弘会

国立国際医療センター

聖隷浜松病院

竹田綜合病院

長崎記念病院

曰本医師会

㈱日本病院会

院長

理事長

理事長

院長

院長

理事長

顧問

常任理事

政策課

052-832-1121

0143-24-1331

06-6646-0818

03-3202-7181

053-474-2228

0242-27-5511

0958-71-1515

03-3946-2121

03-3265-0078

3）医療経済・税制委員会

委員長池澤康

副委員長福田浩

委員石井暎

中佳

星北

松本文

森

中野総合病院

上飯田第二病院

石心会狭山病院

東名厚木病院

曰本医師会

天心堂へつぎ病院

医眞会八尾総合病院

東京都

愛知県

埼玉県

神奈川県

東京都

大分県

大阪府

郎 院長

名誉院長

院長

理事長

常任理事

理事長

院長

03-3382-1231

052-916-3681

0429-53-6611

0462-29-1771

03-3946-2121

097-597-4535

0729-48-2500

禧

斗
六
功

－３８９－



山下昭雄

竹内幸大

財団法人佐々木研究所

㈱曰本病院会

委員

事務局

事務顧問

政策課

東京都

東京都

03-3292-20（

03-3265-00

４）統計情報委員会

委員長中

副委員長三

委員梅

里

下

関

元

窒キユ薑ｉ山
赤

糟

加

李

事務局中

後
宅
里
村
問
田
原
門
木
谷
藤

医療法人愛仁会

(助日本医薬情報センター

日本大言剴歪学部医療管理学教室

千葉大学医学部附属病院

医療法人愛仁会

東北大学大学院経済学研究科

明舞中央病院

医療法人愛仁会

東北大学大学院経済学研究科
福祉経済設計講座

″

″

〃

(ｉｉｉ）曰本病院会

勝
之
正

理事長

理事長

助教授

医療繍部長

顧問

教授

院長

局長

大学院生

″

″

″

政策課

府
都
都
県
府
県
県
府
県

都

阪
京
京
葉
阪
城
庫
阪
城
〃
〃
〃
京

大
東
東
干
大
宮
兵
大
宮

東

06-6375-06（

03-5466-18

03-3972-81

043-222-71'1

06-6375-06（

022-217-62〔

078-917-20（

06-6375-06（

022-217-62〔

″

″

〃

03-3265-007

浩
良
洋
幸
康
利
和

雄
慶
武
明
匠
志
美
折
彬

昌

由

田

５）介護保険制度委員会

委員長川合

副委員長大山

委員漆原

岡本

中川

中村

南

事務局竹内

医療法人若弘会

総合病院中頭病院

大宮共立病院

近畿大学医学部

大阪府済生会泉尾第二病院

聖路加国際病院

秋津鴻池病院

仙日本病院会

弘
朝

毅
弘
彰
司
隆
吾
溢
大

理事長

理事長

理事長

講師

院長

事務長

会長

政策課

府
県
県
府
府
都
県
都

阪
縄
玉
阪
阪
京
良
京

大
沖
埼
大
大
東
奈
東

06-6646-08］

098-939-13（

048-686-71［

0723-66-022

06-6551-04E

03-3541-51E

07456-3-06（

03-3265-007

悦
義
彰

幸

６）医療保険制度対策特別研究会

委員長山本修三

副委員長瀬戸山元一

委員大石洋司

岡山政由

済生会神奈川県病院

高知県・高知市病院組合

練，馬総合病院

東海記念病院

院長

理事

事務長

理事長

神奈川県

高知県

東京都

愛知県

045-432-111

088-871-304

03-3972-10〔

0568-88-05（

－３９０－



村
野
井
田

木
久
櫻
中

明新潟市民病院

義愛知県厚生連更生病院

司聖路加国際病院

彬㈹曰本病院会

名誉院長

院長

院長

政策課

新潟県025-379-1385
（平成12年12月20日死去）

愛知県0566-75-2111

東京都03-5550-7097

東京都03-3265-0078

邦
健

事務局

病院経営に関する委員会（牡

７）教育委員会

委員長大井利夫

副委員長瀬戸山元一

委員樺山照一

崎原宏

増子ひさ江

松波英一

山本敏博

事務局太刀川東吾

(担当副会長 藤澤正情）

上都賀総合病院

高知県・高知市病院組合

杏林大学医学部付属病院

永寿総合病院

武蔵野赤十字病院

松波総合病院

聖隷福祉事業団

㈱日本病院会

院長

理事

薬剤部長

院長

看護部長

院長

理事長

経営課

県
県
都
都
都
県
県
都

木
知
京
京
京
阜
岡
京

栃
高
東
東
東
岐
静
東

0289-64-2161

088-871-3040

0422-47-5511

03-3833-8381

0422-32-3111

058-388-0111

053-439-llOO

O3-3265-OO70

８）医療事故対策委員会

委員長川崎

副委員長元原

委員大井

加藤

斉藤

福永

山本

事務局高瀬

也
武
夫
仁
子
子
博
俊

鶴
勝
利
利
済
広
千
敏
敦

済生会唐津病院

明舞中央病院

上都賀総合病院

加藤法律会計事務所

聖隷浜松病院

城東社会保険病院

聖隷福祉事業団

仙日本病院会

院長

院長

院長

弁護士

看護部長

総婦長

理事長

経営課

佐賀県Ｏ955-73-3175
（平成13年３月13日死去）

兵庫県078-917-202O

栃木県0289-64-2161

東京都03-3352-4595

静岡県053-474-2222

東京都03-3685-1431

静岡県053-439-1100

東京都03-3265-0070

9）救急医療防災対策委員会

委員長士屋

副委員長川城丈

委員加藤

河口

小峰建

廣瀬俊

章
夫
彰
豊

渕野辺総合病院

国立療養所東埼玉病院

㈱神奈川県病院協会

広島国際大学医療福祉学部

武蔵野赤十字病院

アークヒルズクリニック

理事長

院長

事務局長

教授

人事課長

院長

神奈川県

埼玉県

神奈川県

広島県

東京都

東京都

0427-54-2222

048-768-1161

045-242-7221

0823-70-4611

0422-32-3111

03-3505-5151

－３９１－



委員

事務局

渡邊高

太刀川東吾

西宮渡辺病

㈱日本病院

院
会

理事長

経営課

兵庫県

東京都

0798-74-263（

03-3265-0071

10）中小病院委員会

委員長織

副委員長福

委員梶

菊

崎

佐

清

事務局井

本正慶

田浩三

原優

地紀夫

原宏

藤眞杉

水鴻一郎

上新一

織本病院

上飯田第二病院

板倉病院

国保八日市場市民総合病院

永寿総合病院

佐藤病院

清水病院

仙日本病院会

長
長
長
長
長
長
長
課

識
餅
事

事
営

名
名
理
院
院
理
院
経

都
県
県
県
都
府
府
都

京
知
葉
葉
京
阪
都
京

東
愛
千
千
東
大
京
東

0424-91-212

052-916-368

047-431-266

0479-72-152

03-3833-838

072-850-871

075-611-225

03-3265-007

11）看護教育施設部会

委員長林

副委員長井手

委員西村

古瀬

宮崎

事務局井上

雅
道
昭
清
忠
新

人
雄
男
次
昭

平鹿総合病院

聖マリア病院

曰鋼記念病院

大阪府済生会野江病院

長野赤十字病院

㈱日本病院会

院長

理事長

理事長

院長

院長

経営課

秋田県

福岡県

北海道

大阪府

長野県

東京都

0182-32-512

0942-35-332

0143-24-133

06-6932-040

026-226-413

03-3265-007

3．事業展開に関する委員会（担当副会長武田隆男）

１２）予防医学委員会

委員長奈良昌治足利赤十字病院

副委員長土屋章渕野辺総合病院

委員天川孝則横浜赤十字病院

清瀬闇三井記念病院総合健診センター

笹森典雄牧田総合病院付属健診センター

田村政紀ＰＬ東京健康管理センター

曰野原茂雄聖路加国際病院予防医療センター

事務局千須和美直（it、日本病院会

院長

理事長

院長

名誉顧問

院長

所長

医長

事業課

栃木県

神奈川県

神奈川県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

0284-21-012

0427-54-222

045-622-010

03-3300-369

（自宅
03-3762-514

03-3469-116

03-5550-24〔

03-3265-007

－３９２－



12)－２人間ドック施設認定小委員会

委員長鈴木豊明東京警察病院

委員奈良昌治足利赤十字病院

天川孝則横浜赤十字病院

清瀬闇三井記念病院総合健診センター

笹森典雄牧田総合病院付属健診センター

曰野原茂雄聖路加国際病院予防医療センター

東京都

栃木県

神奈川県

東京都

東京都

東京都

顧問

院長

院長

名誉顧問

院長

医長

03-3334-8947

（自宅）
O284-21-0121

045-622-0101

03-3300-3690

（自宅）
03-3762-5143

03-5550-2400

12)－３人間ドック手帳改定検討小委員会

委員長日野原茂雄聖路加国際病院予防医療センター

委員清瀬闇三井記念病院総合健診センター

笹森典雄牧田総合病院付属健診センター

野呂光子東京医科大学病院総合健診センター

山門実三井記念病院総合健診センター

折津政江曰本赤十字社医療センター

堀三郎聖路加国際病院予防医療センター

和田高士東京慈恵会医科大学健康医学科

医長

名誉顧問

院長

講師

所長

健診部部長

所長

講師

都
都
都
都
都
都
都
都

一
泉
一
足
一
只
一
只
一
泉
一
只
一
泉
一
只

東
東
東
東
東
東
東
東

03-5550-2400

03-3300-3690

（自宅）
03-3762-5143

03-3993-2759

（自宅）
03-5687-6331

03-3400-1311

03-5550-2400

03-3433-1111

12)－４人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会

委員長奈良昌治足利赤十字病院

副委員長河合忠国際臨床病理センター

委員後藤由夫東北厚生年金病院

中村治雄側三越厚生事業団

依田忠雄岡山赤十字病院

鈴木豊明東京警察病院

笹森典雄牧田総合病院付属健診センター

清瀬闇三井記念病院総合健診センター

日野原茂雄聖路加国際病院予防医療センター

小山和作日本赤十字社熊本健康管理センター

野呂光子東京医科大学病院総合健診センター

山門実三井記念病院総合健診センター

院長

所長

名誉院長

常務理事

名誉院長

顧問

院長

名誉顧問

医長

所長

講師

所長

県
都
県
都
県
都
都
都
都
県
都
都

木
京
城
京
山
京
京
京
京
本
京
京

栃
東
宮
東
岡
東
東
東
東
熊
東
東

0284-21-0121

03-3414-9395
（自宅）

022-259-1221
（自宅）

03-3348-5791

086-222-4628

（自宅）
03-3334-8947

（自宅）
O3-3762-5143

03-3300-3690

（自宅）
03-5550-2400

096-384-2111

03-3993-2759

（自宅）
03-5687-6331

－３９３－



12)－５人間ドック認定指定医小委員会

聖路加国際病院

渕野辺総合病院

横浜赤十字病院

牧田総合病院付属健診センター

ＰＬ東京健康管理センター

聖路加国際病院予防医療センター

委員長

委貝

日野原

士屋

天川

笹森

田村

曰野原

重

明
章
則
雄
紀
雄

長
長
長
長
長
長

事
事

理
理
院
院
所
医

東京都

神奈川県

神奈川県

東京都

東京都

東京都

03-5550-7001

0427-54-2222

045-622-0101

03-3762-5143

03-3469-1161

03-5550-2400

孝
典
政
茂

13）通信教育委員会

委員長木村

副委員長山本

委員黒田

秋山

桜井

中村

三浦

一之瀬
事務局横堀

新潟市民病院

済生会神奈川県病院

元国家公務員共済組合連合会

蘇生会総合病院

慶應義塾大学病院

聖路加国際病院

元虎の門病院

名誉院長

院長

顧問

事務局長

医療事務室
課長

事務長

病歴室係長

明
三
男
一
一
勉
吾
子
樹
子

一旱亘
修
幸
俊

彰
葉
秀
由

新潟県025-379-1385
（平成12年12月20日死去）

神奈川県045-432-1111

東京都03-3264-8191

京都府075-621-3101

束京都03-3353-1211

東京都03-3541-5151

東京都03-3353-4832
（自宅）

東京都03-3265-0079㈱曰本病院会 事業課

13)－２カリキュラム検討小委員会

委員長木村明

副委員長山本修三

委員木村満

鈴木荘太郎

中村洋一

新潟市民病院

済生会神奈川県病院

東京都済生会中央病院

東邦大学医学部病院管理学研究室

茨城県立医療大学人間科学センター

名誉院長

院長

副院長

教授

助教授

新潟県025-379-1385
（平成12年12月20日死去）

神奈川県045-432-1111

東京都03-3451-8211

東京都03-3762-4151

茨城県0298-40-2140

14）国際委員会

委員長秋

副委員長西

委員川

北

堺

藤

山
村
村
原

洋
男
功
夫
弘

虎の門病院

曰鋼記念病院

下都賀総合病院

東京都済生会中央病院

武蔵野赤十字病院

組合立国保成東病院

院長

理事長

院長

副院長

院長

薬剤科長

東京都

北海道

栃木県

東京都

東京都

千葉県

03-3588-1111

0143-24-1331

0282-22-2551

03-3451-8211

0422-32-3111

0475-82-2521

昭

光
隆
成

代
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委員

事務局

星和夫

大内全

冑
㈱

梅市立総合病院

曰本病院会

院長

事業課

東京都

東京都

0428-22-3191

03-3265-0077

15）感染症対策委員会

委員長武田

副委員長三浦

委員井上

賀来

木村

小松本

近藤

根岸

毛利

事務局大内

隆
恭

男
定
榮
夫
哲
悟
鳫
功
史
全

武田病院グループ

社会保険中央総合病院

前国立感染症研究所

東北大学大学院

東京大学医学部附属病院

足利赤十字病院

前）武田病院

都立駒込病院

国立療養所東京病院

㈹日本病院会

会長

院長

感染症情報
センター長
感染症
内科教授

教授

副院長

院長

感染症科
医長

院長

事業課

府
都
都
県
都
県
府
都
都
都

都
京
京
城
京
木
都
京
京
京

京
東
東
宮
東
栃
京
東
東
東

075-361-1335

03-3364-0251

03-5285-1111

022-717-7371

03-3815-5411

0284-21-0121

075-572-6331

03-3823-2101

0424-91-2111

03-3265-0077

満

明
昌
昌

16）ホスピタルショウ委員会

委員長三宅浩

副委員長里村洋

委員大道

益澤秀

山口和

事務局大内

之 (助曰本医薬情報センター

千葉大学医学部附属病院

日本大学医学部医学管理学教室

新東京病院

㈹日本病院会

仙日本病院会

理事長

医療情報
部長

教授

顧問

事務局長

事業課

都
県
都
県
都
都

京
葉
京
葉
京
京

東
千
東
千
東
東

03-5466-1810

043-222-7171

03-3972-8111

047-366-7000

03-3265-0077

03-3265-0077

久
明
英
全

4．情報発信に関する委員会（担当副会長大道學）

１７）学術委員会

委員長星和夫青梅市立総合病院

副委員長小堀鴎一郎国立国際医療センター

委員岡崎通国立三重中央病院

佐野忠弘青山病院

波多野誠曰経ＢＰ社診療所

松峯敬夫大森赤十字病院

事務局古畑巧拙曰本病院会

都
都
県
都
都
都
都

京
京
重
京
京
京
京

東
東
三
東
東
東
東

院長

院長

名誉院長

顧問

所長

院長

学術課

0428-22-3191

03-3202-7181

059-259-1211

03-3400-7221

03-5210-8407

03-3775-3111

03-3265-0328
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18）広報委員会

委員長廣

副委員長大

委員石

岡

須

谷

六

事務局江

田耕三

井利夫

井暎禧

田弘

磨忠昭

野浩太郎

鹿直視

連修一

熊本リハビリテーション病院

上都賀総合病院

石心会狭山病院

曰本放送協会

メディアーク経営研究所

㈱社会保険研究所

市立半田病院

仙日本病院会

理事

院長

院長

チーフディ
レクター

所長

編集課長

院長

広報課

熊本県

栃木県

埼玉県

神奈川県

東京都

東京都

愛知県

東京都

096-232-3111

0289-64-2161

0429-53-6611

0463-61-8730

（自宅）

03-3630-3919

03-3256-8934

0569-22-9881

03-3265-0328

18)－２インターネット小委員会

委員長大井利夫上都賀総合病院

委員中村洋一茨城県立医療大学人間科学センター

院長

助教授

栃木県

茨城県

0289-64-2161

0298-40-2140

5．総務企画に関する委員会（担当副会長大道學）

１９）総務委員会

委員長大道學医療法人大道会

委員藤澤正情福井県済生会医療福祉センター

奈良昌治足利赤十字病院

武田隆男武田病院グループ

山口和英仙日本病院会

事務局小椋敏正㈹曰本病院会

理事長

総長

院長

会長

事務局長

総務課

府
県
県
府
都
都

阪
井
木
都
京
京

大
福
栃
京
東
東

06-6962-9621

0776-23-1111

0284-21-0121

075-361-1335

03-3265-0077

03-3265-0077

20）倫理委員会

委員長大

委員藤

奈

武

イ丁

高

事務局小

道
澤
良
田
天
久
椋

學
清
治
男
雄
麿
正

医療法人大道会

福井県済生会医療福祉センター

足利赤十字病院

武田病院グループ

理事長

総長

院長

会長

医事評論家

学長

総務課

大阪府

福井県

栃木県

栃木県

神奈川県

栃木県

東京都

06-6962-9621

正
昌
隆
良
史
敏

0776-23-1111

0284-21-0121

075-361-1335

045-331-2938

0285-44-2111

03-3265-0077

自治医科大

肋日本病院

学
会
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21）組織委員会

委員長岸

副委員長西

委員池

大

久

白

細

事務局滝

繁府中病院

男曰鋼記念病院

郎中野総合病院

弘総合病院中頭病院

義愛知県厚生連更生病院

夫寿泉堂綜合病院

美細木病院

繁㈱曰本病院会

理事長

理事長

院長

理事長

院長

院長

院長

総務課

大阪府

北海道

東京都

沖縄県

愛知県

福島県

高知県

東京都

0725-43-1234

0143-24-1331

03-3382-1231

098-939-1300

0566-75-2111

0249-32-6363

0888-22-7211

03-3265-0077

口
村
澤
山
野
岩
木
澤

昭
康
朝
邦
康
秀
直

22）創立50周年記念事業実行委員会

委員長大道學医療法人大道会

委員藤澤正情福井県済生会医療福祉センター

奈良昌治足利赤十字病院

武田隆男武田病院グループ

廣田耕三熊本リハビリテーション病院

星和夫青梅市立総合病院

山口和英仙日本病院会

事務局小椋敏正㈱曰本病院会

理事長

総長

院長

会長

理事

院長

事務局長

総務課

府
県
県
府
県
都
都
都

阪
井
木
都
本
京
京
京

大
福
栃
京
熊
東
東
東

06-6962-9621

0776-23-1111

0284-21-0121

075-361-1335

096-232-3111

0428-22-3191

03-3265-0077

03-3265-0077

23）病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会（担当会長中山耕作）

委員長星和夫青梅市立総合病院院長

委員大道學医療法人大道会理事長

藤澤正清福井県済生会医療福祉センター総長

奈良昌治足利赤十字病院院長

武田隆男武田病院グループ会長

池澤康郎中野総合病院院長

井部俊子聖路加国際病院副院長

岩崎榮日本医科大学常任理事

行天良雄医事評論家

牧野永城亀田総合病院副院長

事務局小椋敏正仙曰本病院会総務課

都
府
県
県
府
都
都
都
県
県
都

京
阪
井
木
都
京
京
京
剖
葉
京

東
大
福
栃
京
東
東
東
神
千
東

0428-22-3191

06-6962-9621

0776-23-1111

0284-21-0121

075-361-1335

03-3382-1231

03-3541-5151

03-3822-2131

045-331-2938

0470-92-2211

03-3265-0077
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研究 会 委員名簿

平成13年３月31曰現在

１．病院経営管理研究会

顧問山本敏

委員長竹田

委員齋藤壽

篠塚

高尾

玉木義

事務局太刀川東

博
秀
明
功
博
朗
吾

聖隷福祉事業団

竹田綜合病院

㈱聖路加サービスセンター

河北総合病院

亀田総合病院

田名病院

仙曰本病院会

理事長

理事長

管理部長

財団本部事務
シニアマネージャー

管理本部人事部長

事務局長

経営課

053-439-1100

0242-27-5511

03-3542-9746

03-3339-2983

0470-92-2211

0427-78-3080

03-3265-0070

２．医事研究会

委員長藤田

副委員長合羽井

編集委員渡辺

委員平良

松本

吉井

武田

事務局高瀬

渕野辺総合病院

永寿総合病院

聖母病院

杏雲堂病院

済生会川口総合病院

練馬総合病院

曰本鋼管病院

仙日本病院会

勝
昭
元
秀
祐
文
匡
敦

弘
雄

事務次長

理事・事務部長

医事課長

医事課係長

医事課長

医事課長

管理部医事室主任

経営課

０４２－７５４－２２２２

０３－３８３３－８３８１

０３-３９５１－１１１６

０３－３２９２－２０５１

０４８-253-1551

03-3972-1001

044-333-5５９１

０３－３２６５－００７０

吾
弘
俊

３．用度研究会

委員長梅津

副委員長大石

編集委員倉辻

委員久保田

小松

松島

事務局高瀬

曰比谷病院

練馬総合病院

聖路加国際病院

社会福祉法人市川会

曰本鋼管病院

拙北里研究所

㈱日本病院会

勝
洋
明
義

男
司
男
徳
太
夫
俊

事務次長

事務長

物品管理センター
マネジャー

事務長

管理部
資材会計室主任

事務本部次長

経営課

03-3502-7231

03-3972-1001

03-5550-7013

047-327-3311

044-333-5591

03-3444-6161

03-3265-0070

雅
敦
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４．看護管理研究会

鬚曇鬘河野
副委員長長尾

委員大川

１１１口

柴田

古瀬

増子

事務局井上

子
澄
子
子
子
子
江
一

代
ブ

イ
さ

佳
］
県
ノ
敵
し
敬
ひ
新

九段坂病院

拙全国社会保険協会連合会

北里研究所病院

東京都老人医療センター

救世軍ブース記念病院

東京都済生会中央病院

武蔵野赤十字病院

㈹日本病院会

看護部長

参事

看護部長

看護科長

総看護婦長

看護教育部長

看護部長

経営課

03-3262-9191

047-495-7700

03-3444-6161

03-3964-1141

03-3381-7236

03-3451-8211

0422-32-3111

03-3265-0070

５．薬事管理研究会

顧問牧戸

委員長樺山

副委員長八木下

編集委員谷古宇

委員巌

海老沼

佐野

竹内

事務局高瀬

宏
照
将

ノー

イ丁 仙細菌製剤協会

杏林大学医学部付属病院

㈱東京都病院薬剤師会

東京女子医科大学附属第二病院

武蔵野赤十字病院

東京警察病院

昭和薬科大学臨床薬学研究室

(前）都立駒込病院

⑪曰本病院会

03-3269-4749

0422-47-5511

03-3499-3388

03-3810-1111

0422-32-3111

03-3263-1371

薬
会
薬
薬
薬
客
薬
経

剤部

長
長
長
長
長
授
長
課

也
秀
藏
廣
夫
美
俊

剤
剤
剤
員
剤

部
部
部
教
科壽 03-3371-0766

（自宅）
0３－３８２３－２１０１

俘
敦

営 03-3265-0070

６．栄養調理研究会

委員長松崎

副委員長小林

編集委員本田

委員榎本

小山

田中

中里

事務局井上

政
武
佳
眞
正
和
良
新

東京厚生年金病院

都立駒込病院

虎の門病院

杏雲堂病院

順天堂大学医学部附属順天堂医院

都立大塚病院

東邦大学医学部付属大橋病院

㈱曰本病院会

栄養部長

技能長

栄養部長

栄養科長

栄養課長

栄養科長

上席調理室長

経営課

03-3269-8111

03-3823-2101

03-3588-1111

03-3292-2051

03-5802-１１８５

０３－３９４１－３２１１

０３-3468-1251

03-3265-0070

夫
子
理
博
恵
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７．ハウスキーピング研究会

委員長松浦弘子

副委員長滝田敦子

委員唐島孝彰

島野文夫

田中多恵子

津野文男

事務局井上新一

都立清瀬小児病院

栃木県済生会宇都宮病院

順天堂大学医学部附属順天堂医院

虎の門病院

永生病院

日本通運健康保険組合東京病院

鮒日本病院会

用度係長

ﾊｳｽキーﾋﾟﾝｸ課長

管理課

施設環境課長

管理課リーダー

環境管理課長

経営課

０４２４－９１－００１１

028-626-5500

03-5802-1142

03-3560-7761

0426-61-4108

03-3946-5151

03-3265-0070

8．図書研究会

藤沢市民病院

信楽園病院

済生会下関総合病院

神奈川県立厚木病院

日本赤十字社医療センター

委員長

副委員長

委員

和
安
野
千
渡
柴

気たか子

田裕子

原千鶴

葉常子

辺幸代

田洋子

瀬敦俊

図書室司書

調査広報室
図書室

総務課

総務課・司書

医療情報課
図書係

広報課長

経営課

０４６６－２５－３１１１

０２５－２６７－１２５１

０８３２-３１－５２０１

０４６２－２１－１５７０

０３－３４００-1３１１

０８６－４２２－０２１０

０３－３２６５－００７０

倉敷中央病

㈱日本病院

院
会

事務局 局
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